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2024 年 5 月ニューカレドニア暴動に対する緊急事態法
及び非常事態法理の適用 

―フランス例外レジームの再整理を兼ねて― 

 

東北大学大学院法学研究科教授 奥村 公輔  
 

 

はじめに  
(1) 本稿の目的  
2024 年 5 月 15 日パリ時間 20 時（ニ

ューカレドニア現地時間 16 日午前 5
時）、2024 年 5 月のニューカレドニ

アでの暴動（以下、「本件ニューカ

レドニア暴動」という）を受けて、

「1955 年 4 月 3 日法律第 385 号を適

用する 2024 年 5 月 15 日デクレ ( 1 )第

436 号 ( 2 )」（以下、「2024 年 5 月 15
日デクレ①」という）第 1 条及び

「1955 年 4 月 3 日法律第 385 号の適

用に関する 2024 年 5 月 15 日デクレ第

437 号 ( 3 )」（以下、「2024 年 5 月 15
日デクレ②」という）第 1 条により、

ニューカレドニア全土において緊急

事態が宣言された。「緊急事態（etat  
d’urgence）に関する 1955 年 4 月 3 日

法律第 385 号 ( 4 )」（以下、「1955 年

緊急事態法」という）第 2 条第 3 項に

よれば、12 日間を超える緊急事態の

延長は、法律のみによって認められ

るのであって、反対に、緊急事態を

 
( 1 )  フランスのデクレには、大きく、一般規制デクレと個別処分デクレとがあるが、一般規制デ
クレはわが国でいう政令に該当する。  
( 2 )  Décret  n o  2024-436 du 15 mai  2024 por tant  appl icat ion de  la  lo i  no  55-385 du 3  avr i l  1955.  
( 3 )  Décret  n o  2024-437 du 15 mai  2024 re la t i f  à  l ' appl icat ion de  la  lo i  n o  55-385 du 3  avr i l  
1955.  
( 4 )  Loi  n o  55-385 du 3  avr i l  1955 re la t ive  à  l ' é ta t  d 'urgence.  

宣言するデクレは、12 日間までであ

れば効力を有する。ニューカレドニ

アでは過去にも緊急事態宣言が発出

された例はあるが、ニューカレドニ

ア全土に発出された緊急事態宣言は、

2024 年 5 月 15 日デクレ①の効力がな

くなる 12 日後の 5 月 27 日パリ時間

20 時（ニューカレドニア現地時間 28
日午前 5 時）に解除された。  

本稿は、本件ニューカレドニア暴

動への緊急事態法の適用を検討する

ものであるが、これを検討する意義

として以下の 2 点が挙げられる。  
第一に、2015 年 11 月 13 日パリ同

時多発テロ（以下、「11.13」という）

を契機に、緊急事態宣言が発出され、

緊急事態宣言の下で、従来の 1955 年

緊急事態法はテロ対策法律へと改正

され、そのように改正された 1955 年

緊急事態法に基づく緊急事態宣言は

2017 年 11 月 1 日までの約 2 年間延長

され続けていた。さらに、2017 年 11
月 1 日以降は、1955 年緊急事態法に
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基づく緊急事態宣言の下でのみ採る

ことが可能な行政措置の一部を平時

においても採ることを可能とする国

内 安 全 法 典 （ Code de la sécurité 
intérieure）の改正がなされ、これは

「緊急事態一般化法律」とも呼ばれ

た。したがって、本件ニューカレド

ニア暴動に対して、かような平時に

おいても用いることのできる「緊急

事態一般化法律」たる国内安全法典

の規定により対処することなく、

1955 年緊急事態法を適用して緊急事

態宣言の下で行政措置を採ることに

より対処したことに検討の意義があ

る。  
第二に、2020 年初頭の Covd-19 の

世界的蔓延により、フランスは、時

限的な方法ではあるが、公衆衛生法

典（Code de la santé publique）にお

いて「衛生緊急事態（Etat  d’urgence 
sanitaire）」条項を創設して、衛生緊

急事態宣言の下で平時には採ること

のできない行政措置を採ることを可

能にした。すなわち、Covid-19 の世

界的蔓延により、フランスの例外レ

ジーム（ régime d’exception）に、一

時的ではあれ、新たな例外レジーム

が創設され、その例外レジームの一

つとして衛生緊急事態が用いられて

いたのである。他方、1955 年緊急事

態法に基づく緊急事態も従来から存

在する例外レジームの一つである。

そうすると、フランスの過去 10 年を

遡れば、 11.13 に基づく緊急事態、

Covid-19 の世界的蔓延に基づく衛生

緊急事態、本件ニューカレドニア暴

動に基づく緊急事態という例外レジ

ームが用いられていることとなり、

このような一連の例外レジームの発

動の一つとして、本件ニューカレド

ニア暴動に対する緊急事態を検討す

ることに意義がある。  
さらに、本件ニューカレドニア暴

動に対して 1955 年緊急事態法を適用

して緊急事態宣言が発出される前日

の 5 月 14 日に、ソーシャルネットワ

ーク「TikTok」を一時的に遮断する

措置がとられたが、これは、判例法

の 例 外 レ ジ ー ム で あ る 非 常 事 態

（ circonstances exceptionnelles ）法

理を根拠にその決定がなされたので

あり、本稿は、緊急事態宣言の前日

に決定された当該遮断措置について

も検討する。緊急事態法ではなく非

常事態法理を用いた当該遮断措置の

検討は、実定法上の例外レジームだ

けではなく、判例法上の例外レジー

ムをも用いて、本件ニューカレドニ

ア暴動に政府が対応したことを明ら

かにすることであり、この点にも重

要な意義がある。  
そこで、本稿は、第一に、本件ニ

ューカレドニア暴動に基づく緊急事

態法の適用及び非常事態法理の適用

を検討するための前提として、それ

までのフランスの実定法上の例外レ

ジームについて整理を行う（第 1 章）。

その上で、第二に、本件ニューカレ

ドニア暴動に至った背景を明らかに

しつつ、本件ニューカレドニア暴動

に対応するための緊急事態法の適用

と非常事態法理の適用を検討する

（第 2 章）。  
 
(2) 用語の問題  
「緊急事態」と「非常事態」の用

語は、互換可能なものとして、講学

上も実務上も区別されていないきら

いがあるが、本稿は、「緊急事態」

と「非常事態」の用語を以下の様に
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区別する ( 5 )。  
まず、「非常事態」とは、「平時

の統治機構をもってしては対処でき

ない」事態であり、「非常事態」に

おける要件・目的・効果は、①戦

争・内乱・恐慌・大規模な自然災害

など、平時の統治機構をもっては対

処できない事態において（要件）、

②国家の存立を維持するために（目

的）、③国家権力が、立憲的な憲法

秩序を一時停止して非常措置をとる

権限（効果）である。  
他方で、「緊急事態」とは、「平

時の統治機構の下で特別な立法や法

運用が行われるものの立憲的統制が

十分に機能する」事態であり、「緊

急事態」の要件・目的・効果は、①
テロの多発や感染症のまん延など、

平時の統治機構をもって対処できる

事態において（要件）、②当該緊急

性・重大性を有する危機に対処する

ために（目的）、③行政権が、立憲

的な憲法秩序を維持しながら、平時

よりも強い措置をとる権限（効果）

である。そして、かような「緊急事

態」は法律の明文規定により創設さ

れるものである。  
 
 
第 1 章 フランスの実定法上の例外

レジームの整理  
第 1 章では、フランスの実定法上の

例外レジームとして、①1958 年 10 月

4 日フランス第 5 共和制憲法（以下、

「憲法」という）第 16 条に基づく大

統領非常事態措置権、②憲法第 36 条

に基づく戒厳、③1955 年緊急事態法

に基づく緊急事態、④そして時限的

 
( 5 )  参照、奥村公輔「緊急事態と非常事態」横大道聡ほか編『グローバル化の中で考える憲法』
（弘文堂、2021 年）377-382 頁。  

に導入されたが既に廃止された公衆

衛生法典の衛生緊急事態条項に基づ

く衛生緊急事態について概観する。  
 

第 1 節 憲法第 16 条に基づく大

統領非常事態措置権  
  第 1 款 憲法第 16 条の規定  
現在の憲法第 16 条は、以下の通り

定 め 、 大 統 領 の 非 常 事 態 措 置 権

（ pouvoirs exceptionnels）を認めて

いる。  
 

第 16 条 共和国の制度、国の独立、

その領土の保全又は国際条約の

履行が直接かつ重大に脅かされ

る場合、及び、憲法上の公権力

の正常な運営が阻害される場合、

大統領は、首相、両院議長及び

憲法院に公式に諮問した後、状

況により必要とする措置を採る。  
② 大統領は、前項の措置を教書に

よって国民に通告する。  
③ 第 1 項の措置は、最短の期間内

に、憲法上の公権力に対してそ

の任務を遂行する手段を確保さ

せる意思に即して実施されなけ

ればならない。憲法院は、この

事項につき諮問される。  
④ 国会は当然に集会する。  
⑤ 国民議会は、非常事態措置権の

行使中解散されない。  
⑥ 非常事態措置権行使から 30 日経

過後に、国民議会議長、元老院

議長又は 60 名の国民議会議員若

しくは 60 名の元老院議員は、第

1 項の要件についてその充足を審

査するために憲法院に付託する

ことができる。憲法院は、最短
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の期間内に、公開の意見を表明

して裁定する。憲法院は、非常

事態措置権行使から 60 日経過後、

及び、その期間を超えるといつ

でも、職権により当然に審査を

行い、同一の要件により裁定す

ることができる。  
 
大統領は、第 1 項に基づき、首相、

両院議長に公式に諮問すれば、状況

により必要とする措置を採ることが

でき、これが、第 5 項及び第 6 項では、

「非常事態措置権」と表現されてい

る。ただし、第 6 項は、2008 年 7 月

23 日憲法改正により導入されたもの

であり、この規定により、憲法院は、

措置から 30 日経過後は、国民議会議

長、元老院議長又は 60 名の国民議会

議員若しくは 60 名の元老院議員の付

託に基づき、また、措置から 60 日経

過後は職権により、第 1 項の要件たる

「共和国の制度、国の独立、その領

土の保全又は国際条約の履行が直接

かつ重大に脅かされる場合、及び、

憲法上の公権力の正常な運営が阻害

される場合」が満たされていたか、

その要件該当性を事後的に統制する

ことができる ( 6 )。  
しかし、いずれにせよ、この大統

領の非常事態措置権は、憲法第 16 条

のみを根拠としており、それ以外の

いかなる法令においても定めがない。

したがって、憲法第 16 条は、いわゆ

 
( 6 )  奥村公輔「フランスにおけるテロ対策と緊急事態『法』の現況」論究ジュリスト 21 号
（2017 年）42-43 頁、奥村・前掲注 5)381-382 頁。  
( 7 )  この際の憲法院への諮問につき、参照、南野森「非常措置権発動のための必要条件――諮問
機関としての憲法院」フランス憲法判例研究会編『フランスの憲法判例』（2002 年、信山社）
402-407 頁。  
( 8 )  憲法第 16 条の適用に関するド・ゴール大統領によるテレビ・ラジオ演説の内容につき、以
下を参照。« Message au lendemain du putsch des  généraux »,  23 avr i l  1961,  
<ht tps : / /www.char les-de-gaul le .org/wp-content /uploads/2017/03/Message-au- lendemain-du-
putsch-des-generaux.pdf> 
( 9 )  憲法第 9 条：「大統領は、閣議を主宰する」。  

る国家緊急権の規定である。  
 
  第 2 款 憲法第 16 条が適用さ

れた例  
1958 年 10 月 4 日フランス第 5 共和

制憲法が制定されて以降、憲法第 16
条が適用された例は憲法制定直後の

一例しかない。すなわち、アルジェ

リア独立戦争中の 1961 年の現地将軍

の反乱の際に、1961 年 4 月 23 日から

9 月 29 日まで、ド・ゴール大統領に

より発動された例のみである ( 7 )・ ( 8 )。  
 

第 2 節 憲法第 36 条に基づく戒

厳  
  第 1 款 憲法第 36 条の規定  
現在の憲法第 36 条は、以下の通り

定め、戒厳（état  de siège）を認めて

いる。  
 

第 36 条 戒厳は、閣議により発令さ

れる。  
② 12 日を超える戒厳の延長は、国

会によらなければ承認されない。  
 
 憲法第 36 条は、大統領を主宰者と

する閣議（Conseil  des ministres） ( 9 )

により戒厳を発令することができる

旨を定めているが、いかなる場合に

戒厳を発令することができるかにつ

いては憲法上規定がなく、国防法典

（Code de la défense）がこれを定め
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る ( 1 0 )。  
 
  第 2 款 国防法典の規定  
憲法第 36 条の規定を受けて、国防

法典は、「第 2 巻 国防法制」「第 1
部 例外的適用レジーム」「第 2 編 

戒厳」L 第 2121-1 条から L 第 2121-8
条までにおいて、戒厳に関する要

件・権限等を定めている。要件・権

限に関する規定は以下の通りである。  
 

L 第 2121-1 条 戒厳は、他国との戦

争又は武装反乱による急迫した

危機に直面する場合にのみ閣議

を経たデクレにより発令するこ

とができる。  
② 本デクレは、戒厳の適用される

地域を指定し、適用の期間を定

める。  
L 第 2121-2 条 戒厳が発令されると

直ちに、秩序の維持及び治安の

ために一般行政当局に与えられ

た権限は、軍当局に移管される。  
② 一般行政当局は、引き続きその

他の権限を行使する。  
L 第 2121-7 条 戒厳が発令されたと

き、軍当局は以下の事項を行う

ことができる。  
 一 昼夜を問わず家宅捜索を行う

こと  
 二 重罪又は軽罪のために有罪が

確定したすべての者及び戒厳の

発令された地域に住所を持たな

い個人を退去させること  
 三  武器及び弾薬の引渡しを命じ、

並びにこれらの捜索及び回収を

実施すること  

 
( 1 0 )  奥村・前掲注 6)42-43 頁、奥村・前掲注 5)381-382 頁。  
( 1 1 )  奥村公輔「第 4 章 フランス」山中倫太郎編『軍隊の活動に関する国内法的規律の形態に関
する比較調査――憲法および法律の規律を中心とした欧米 7 ヵ国調査』（防衛大学校先端学術
推進機構グローバルセキュリティセンター、2018 年）81 頁。  

 四  公共の秩序を脅かすおそれが

あると軍当局が判断する出版及

び集会を禁止すること  
 
L 第 2121-1 条第 1 項は、戒厳を発

令できる要件を「他国との戦争又は

武装反乱による急迫した危機に直面

する場合」のみに限定し、また、同

条第 2 項は、戒厳令は適用地域・適用

期間を定めなければならない旨を規

定する。その上で、L 第 2121-2 条第 1
項は、戒厳が発令されると直ちに、

秩序の維持及び治安のために一般行

政当局に与えられた権限は、軍当局

に移管される旨を定め、さらに、L 第

2121-7 条は、戒厳が発令されたとき、

軍当局は、「昼夜を問わず家宅捜索

を行うこと」、「重罪又は軽罪のた

めに有罪が確定したすべての者及び

戒厳の発令された地域に住所を持た

ない個人を退去させること」、「武

器及び弾薬の引渡しを命じ、並びに

これらの捜索及び回収を実施するこ

と」、「公共の秩序を脅かすおそれ

があると軍当局が判断する出版及び

集会を禁止すること」ができる旨を

定める。  
このように憲法第 36 条及び国防法

典の諸規定が存在するが、第五共和

制憲法の下で戒厳は一度も発令され

ていない ( 1 1 )。  
 
 第 3 節 1955 年緊急事態法に基

づく緊急事態  
  第 1 款 1955 年緊急事態法の

制定から現在まで  
1955 年緊急事態法は、第 4 共和制
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期におけるアルジェリア危機に対応

するために制定されたものである。

制定当初の 1955 年緊急事態法は、

「緊急事態を創設しアルジェリアへ

の適用を宣言する 1955 年 4 月 3 日法

律第 385 号 ( 1 2 )」という名称であり、

緊急事態を創設し、その上で、制定

当初の第 15 条第 1 項は、アルジェリ

ア全土において緊急事態宣言を 6 か月

発出する旨を規定していた ( 1 3 )。また、

制定当初の 1955 年緊急事態法は、デ

クレではなく、法律により緊急事態

宣言が発出される旨を規定しており、

緊急事態宣言が法律ではなく閣議を

経たデクレ（ décret  en conseil  des 
ministres）により発出可能となった

のは、「緊急事態を創設する 1955 年

4 月 3 日法律第 385 号の諸規定を改正

する 1960 年 4 月 15 日オルドナンス第

372 号 ( 1 4 )」第 1 条による 1955 年緊急

事態法改正によってである。そして

この法改正により、緊急事態宣言は

閣議を経たデクレにより発出され、

そのデクレは適用地域を定め、緊急

事態が 12 日間を超える場合には国会

の延長法律による承認を必要とする

ことを規定する、2025 年 9 月 30 日現

在の 1955 年緊急事態法第 2 条第 1
項・第 2 項・第 3 項が整った。  

本件ニューカレドニア暴動に対す

る緊急事態宣言より以前に、1955 年

緊急事態法により緊急事態宣言が発

出されたのは計 8 度である。  
①第一に、第 4 共和制期のアルジ

 
( 1 2 )  Loi  n o  55-385 du 3  avr i l  1955 ins t i tuant  un é ta t  d’urgence e t  en déclarant  l ’appl icat ion en 
Algér ie .  
( 1 3 )  奥村・前掲注 6)42 頁。  
( 1 4 )  Ordonnance n o  60-372 du 15 avr i l  1960 modif iant  cer ta ines  dispo s i t ions  de  la  lo i  no  55-
385 du 3  avr i l  1955 ins t i tuant  un é ta t  d 'urgence.  
( 1 5 )  Loi  n o  55-1080 du 7  août  1955 re la t ive  à  la  prolongat ion de  l ’é ta t  d’urgence en Algér ie .  
( 1 6 )  Loi  n o  5S-487 du 17 mai  1958 déclarant  l ’é ta t  d’urgence sur  le  ter r i to i re  métropol i ta in .  
( 1 7 )  Décret  n o  61-395 du 22 avr i l  1961 por tant  déclara t ion de  l ’é ta t  d’urgence.  
( 1 8 )  Décret  n o  61-395 du 22 avr i l  1961 re la t i f  à  l ’appl icat ion de  l ’é ta t  d’urgence.  

ェリア危機における万聖節一斉蜂起

に基づく緊急事態（1955 年 4 月 3 日

～12 月 1 日）である。この緊急事態

は、1955 年緊急事態法第 15 条第 1 項

により発出され、同項は、緊急事態

の適用領域及び適用期間につき、ア

ルジェリア全土において 6 か月間と定

めていた。その後、「アルジェリア

における緊急事態の延長に関する

1955 年 8 月 7 日法律第 1080 号 ( 1 5 )」

第 1 条第 1 項により 6 か月の延長がな

されたが、期限満了前にこの緊急事

態は終了した。  
②第二に、同じく第 4 共和制期の

アルジェリア危機における 1958 年 5
月 13 日事件に基づく緊急事態（1958
年 5 月 17 日～6 月 1 日）である。こ

の緊急事態は、「フランス本土に緊

急事態を宣言する 1958 年 5 月 17 日法

律第 487 号」 ( 1 6 )第 1 条第 1 項により

発出され、同項は、緊急事態の適用

領域及び適用期間につき、フランス

本土全土において 3 か月間と定めてい

たが、期限満了前にこの緊急事態は

終了した。  
③第三に、第 5 共和制期のアルジ

ェリア危機（アルジェリア独立戦争）

における現地将軍の反乱に基づく緊

急事態（1961 年 4 月 23 日～1962 年

10 月 9 日）である。この緊急事態は、

「緊急事態の宣言に関する 1961 年 4
月 22 日デクレ第 395 号 ( 1 7 )」第 1 条及

び「緊急事態の適用に関する 1961 年

4 月 22 日デクレ第 396 号 ( 1 8 )」第 1 条
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により発出され、フランス本土全土

において適用され、1955 年緊急事態

法第 2 条第 3 項に基づき 12 日間の効

力を有するものとされた。しかし、

1961 年 4 月 24 日、ド・ゴール大統領

は、前述の憲法第 16 条の非常事態措

置権に基づき、新たな決定を行うま

で緊急事態を延長した。また、同年 9
月 29 日、ド・ゴール大統領は、同じ

く憲法第 16 条に基づき、緊急事態を

1962 年 7 月 15 日まで延長した。そし

て、「1961 年 4 月 24 日及び 27 日の

諸決定を延長し、1958 年 12 月 23 日

オルドナンス第 1309 号を改正する

1962 年 7 月 13 日オルドナンス第 797
号 ( 1 9 )」は最長で 1963 年 5 月 31 日ま

で延長する旨を定めたが、1962 年 10
月 9 日に国民議会が解散したことによ

りこの緊急事態は終了した ( 2 0 )。この

緊急事態の全期間に近い 1961 年 4 月

23 日から 9 月 29 日まで、大統領の非

常事態措置権が行使されていたこと

は留意しなければならない。  
④第四に、ニューカレドニア紛争

に基づく緊急事態（1985 年 1 月 12 日

～6 月 30 日）である。この緊急事態

は、「ニューカレドニア本土及び諸

島の領土の地位に関する 1984 年 9 月

6 日法律第 821 号 ( 2 1 )」第 119 条及び

 
( 1 9 )  Ordonnance n o  62-797 du 13 jui l le t  1962 prorogeant  des  décis ions  des  24 e t  27 avr i l  1961 
e t  modif iant  l ’ordonnance n o  58-1309 du 23 décembre 1958.  
( 2 0 )  一連の流れにつき、以下を参照。Pascal  Popel in ,  A.N. ,  Rapport  n o  3495,  p .  9 .  
( 2 1 )  Loi  n o  84-821 du 6  septembre 1984 por tant  s ta tut  du ter r i to i re  de  Nouvel le-Calédonie  e t  
dépendances .  
( 2 2 )  フランスのアレテにも、大きく、一般規制アレテと個別処分アレテがあるが、一般規制ア
レテは、我が国でいう（政令以外の）命令に相当する。  
( 2 3 )  Arrêté  n o  85-35 du 12 janvier  1985 du haut-commissai re  de  la  Républ ique.  
( 2 4 )  Loi  n o  85-96 du 25 janvier  1985 re la t ive  à  l ’é ta t  d’urgence en Nouvel le-Calédonie  e t  
dépendances .  
( 2 5 )  一連の流れにつき、以下を参照。Popel in ,  supra  note  20) ,  p .  9 .  
( 2 6 )  Décret  n o  85-46 du 14 janvier  1985 por tant  appl icat ion de  l ' a r t ic le  119 de  la  lo i  no  84-821 
du 6  septembre 1984.  
( 2 7 )  Loi  n o  61-814 du 29 jui l le t  1961 conférant  aux î les  Wal l i s  e t  Futuna le  s ta tut  de  ter r i to i re  
d 'out re-mer .  

1955 年緊急事態法を適用して、高等

弁 務 官 （ haut-commissaire de la 
République）の 1985 年 1 月 12 日アレ

テ（arrêté） ( 2 2 )第 35 号 ( 2 3 )により発出

され、このアレテはニューカレドニ

ア本土及び諸島全土において適用さ

れる旨を規定し、1955 年法律第 2 条

第 3 項に基づき 12 日間効力を有する

ものとされた。この緊急事態宣言は、

期限満了後、1 月 27 日から 6 月 30 日

まで、「ニューカレドニア本土及び

諸島における緊急事態に関する 1985
年 1 月 25 日法律第 96 号 ( 2 4 )」により

再び効力を持つものとされた ( 2 5 )。な

お、「1984 年 9 月 6 日法律第 821 号

第 119 条の適用に関する 1985 年 1 月

14 日デクレ第 46 号 ( 2 6 )」第 1 条は、

1955 年緊急事態法で定める内務大臣

及び知事の権限は、ニューカレドニ

ア本土及び諸島においては高等弁務

官により行使される旨を規定してい

る。  
⑤第五に、ウォリス・フツナ紛争

に基づく緊急事態（1986 年 10 月 29
日）である。この緊急事態は、「ウ

ォリス・フツナ諸島に海外領土の地

位を付与する 1961 年 7 月 29 日法律第

814 号 ( 2 7 )」第 8 条及び 1955 年緊急事

態 法 を 適 用 し て 、 高 等 行 政 官
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（administrateur supérieur）の 1986
年 10 月 29 日アレテ第 117 号及び第

117 号 ( 2 8 )により発出され、この 2 つの

アレテはウォリス・フツナ諸島全土

において適用される旨を規定し、

1955 年法律第 2 条第 3 項に基づき 12
日間効力を有するものとされた。し

かし、高等行政官の 1986 年 10 月 29
日アレテ第 120 号 ( 2 9 )により、翌日か

ら効力を失うものとされた ( 3 0 )。  
⑥第六に、フランス領ポリネシア

紛争に基づく緊急事態（1987 年 10 月

24 日～11 月 5 日）である。この緊急

事態は、「フランス領ポリネシアの

領土の地位に関する 1984 年 9 月 6 日

法律第 820 号 ( 3 1 )」第 91 条及び 1955
年緊急事態法を適用して、高等弁務

官の 1987 年 10 月 24 日アレテ第 1214
号及び第 1215 号 ( 3 2 )により発出され、

この 2 つのアレテはフランス領ポリネ

シアのウィンドワード諸島の各市町

村で適用される旨を規定し、1955 年

法律第 2 条第 3 項に基づき 12 日間効

力を有するものとされた。そして期

限満了日に、高等弁務官の 1987 年 11
月 5 日アレテ第 120 号 ( 3 3 )により解除

された ( 3 4 )。  

 
( 2 8 )  Arrêtés  n o s  117 e t  118 du 29 octobre  1986 de l ’adminis t ra teur  supér ieur .  
( 2 9 )  Arrêté  n o  120 du 29 octobre  1986 de l ’adminis t ra teur  supér ieur .  
( 3 0 )  一連の流れにつき、以下を参照。Popel in ,  supra  note  20) ,  p .  10.  
( 3 1 )  Loi  n o  84-820 du 6  septembre 1984 por tant  s ta tut  du ter r i to i re  de  la  Polynésie  f rançaise .  
( 3 2 )  Arrêtés  n o s  1214 CAB et  1215 CAB du 24 octobre  1987 
( 3 3 )  Arrêté  n o  1285 CAB du 5 novembre 1987 du haut-commissai re  de  la  Républ ique.  
( 3 4 )  一連の流れにつき、以下を参照。Popel in ,  supra  note  20) ,  p .  10.  
( 3 5 )  Décret  n o  2005-1386 du 8  novembre 2005 por tant  appl icat ion de  la  lo i  no  55-385 du 3  avr i l  
1955.  
( 3 6 )  Décret  n o  2005-1387 du 8  novembre 2005 re la t i f  à  l ’appl icat ion de  la  lo i  n o  55-385 du 3  
avr i l  1955.  
( 3 7 )  Loi  n o  2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant  l ’appl icat ion de  la  lo i  no  55-385 du 3  
avr i l  1955 re la t ive  à  l ’é ta t  d 'urgence e t  renforçant  l ’ef f icaci té  de  ses  disposi t ions .  
( 3 8 )  Décret  n o  2015-1475 du 14 novembre 2015 por tant  appl icat ion de  la  lo i  n o  55-385 du 3  
avr i l  1955.  本デクレの内容につき、奥村公輔「補訂：フランス緊急事態法関係法令集」駒澤大
学法学部研究紀要 76 号（2018 年）117 頁を参照。  
( 3 9 )  Décret  n o  2015-1476 du 14 novembre 2015 por tant  appl icat ion de  la  lo i  n o  55-385 du 3  
avr i l  1955.  

⑦第七に、パリ郊外暴動に基づく

緊急事態（2005 年 11 月 9 日～2006 年

1 月 4 日）である。この緊急事態は、

「1955 年 4 月 3 日法律第 385 号を適

用する 2005 年 11 月 8 日デクレ第 1386
号 ( 3 5 )」第 1 条及び「1955 年 4 月 3 日

法律第 385 号の適用に関する 2005 年

11 月 8 日デクレ第 1387 号 ( 3 6 )」第 1 条

により発出され、フランス本土全土

で適用され、1955 年緊急事態法第 2
条第 3 項に基づき 12 日間の効力を有

するものとされた。その後、「緊急

事態に関する 1955 年 4 月 3 日法律第

385 号の適用を延長し、それらの諸規

定の実効性を強化する 2015 年 11 月

20 日法律第 1501 号 ( 3 7 )」第 1 条により

この緊急事態は 3 カ月間延長されたが、

2006 年 1 月 4 日に解除された。  
⑧第八に、11.13 に基づく緊急事態

（2014 年 11 月 15 日～2017 年 11 月 1
日 ） で あ る 。 こ の 緊 急 事 態 は 、

「1955 年 4 月 3 日法律第 385 号を適

用する 2015 年 11 月 14 日デクレ第

1475 号」 ( 3 8 )第 1 条及び「1955 年 4 月

3 日法律第 385 号を適用する 2014 年

11 月 14 日デクレ第 1476 号第 1 条 ( 3 9 )」

第 1 条により発出され、フランス本土
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及びコルシカ島で適用され、1955 年

緊急事態法第 2 条第 3 項に基づき 12
日間の効力を有するものとされた。

さらに、「1955 年 4 月 3 日法律第 385
号の海外適用に関する 2015 年 11 月

18 日デクレ第 1493 号 ( 4 0 )」第 1 条及び

「1955 年 4 月 3 日法律第 385 号の海

外適用に関する 2015 年 11 月 18 日デ

クレ第 1494 号 ( 4 1 )」第 1 条により、グ

アドループ、ギアナ、マルティニー

ク、レユニオン、マイヨット、サ

ン・バルテルミー及びサン・マルタ

ンの海外県においても緊急事態が発

出された。フランス本土・コルシカ

島・海外県に発出されたこの緊急事

態は、6 つの緊急事態延長法 ( 4 2 )によっ

て約 2 年間も延長され続けたが、

2017 年 11 月 1 日にようやく終了した。

この緊急事態宣言発出当時の 1955 年

緊急事態法は、必ずしもテロ対策の

ための行政措置をとることを目的と

する法律ではなかったが、4 つの緊急

事態延長法 ( 4 3 )及び（緊急事態延長法

ではない）通常法律たる「公的安全

に関する 2017 年 2 月 28 日法律第 258
号」 ( 4 4 )によってテロ対策のための改

正がなされ、緊急事態法律はテロ対

 
( 4 0 )  Décret  n o  2015-1493 du 18 novembre 2015 por tant  appl icat ion outre-mer  de  la  lo i  n o  55-
385 du 3  avr i l  1955.  
( 4 1 )  Décret  n o  2015-1494 du 18 novembre 2015 por tant  appl icat ion outre-mer  de  la  lo i  n o  55-
385 du 3  avr i l  1955.  
( 4 2 )  ①「緊急事態に関する 1955 年 4 月 3 日法律第 385 号の適用を延長し、その諸規定の実効性
を強化する 2015 年 11 月 20 日法律第 1501 号」、②「緊急事態に関する 1955 年 4 月 3 日法律
第 385 号の適用を延長する 2016 年 2 月 19 日法律第 162 号」、③「緊急事態に関する 1955 年
4 月 3 日法律第 385 号の適用を延長する 2016 年 5 月 20 日法律第 629 号」、④「緊急事態に関
する 1955 年 4 月 3 日法律第 385 号の適用を延長し、反テロリスト闘争の強化措置に関する 2016
年 7 月 21 日法律第 987 号」、⑤「緊急事態に関する 1955 年 4 月 3 日法律第 385 号の適用を延
長する 2016 年 12 月 19 日法律第 1767 号」、⑥「緊急事態に関する 1955 年 4 月 3 日法律の適
用を延長する 2017 年 7 月 11 日法律第 1154 号」。①～⑥の内容につき、奥村・前掲注 38)118-
126 頁、128-129 頁を参照。  
( 4 3 )  前掲注 42)の①、④、⑤、⑥の法律。  
( 4 4 )  この法律の内容については、参照、奥村・前掲注 38)126-128 頁。  
( 4 5 )  2017 年 2 月末までの状況の分析につき、参照、奥村・前掲注 6)41-46 頁。  
( 4 6 )  緊急事態法律に関する 9 つの憲法院判決につき、参照、奥村公輔「フランスにおけるテロ対
策強化の諸問題――『永続的例外事態』と『緊急事態の一般化』」法律時報 90 巻 9 号（2018
年）124 頁。  

策立法としての性格を有するに至っ

た ( 4 5 )。ただし、このように漸次改正

され続けていた緊急事態法律につい

ては、憲法院のいくつかの判決によ

りその諸規定が違憲無効とされた ( 4 6 )。

またその後、「安全の領域における

EU 法への適合のための多様な諸規定

に関する 2018 年 2 月 26 日法律第 133
号」第 22 条及び第 24 条により緊急事

態法律第 9 条及び第 15 条が改正され

た。また、1955 年緊急事態法第 8-1
条は 2017 年 12 月 1 日憲法院 QPC 判

決第 677 号によって違憲とされていた

が、本判決は、立法者にこの規定が

合憲となるように改正する猶予を与

え、2018 年 6 月 30 日に無効となる将

来効判決であったため、立法者によ

る第 8-1 条改正の可能性があった。と

ころが結局、立法者は期日までに第

8-1 条の改正を行わず、第 8-1 条は無

効となった。さらに、この緊急事態

下でとられた行政措置の根拠法であ

る 1955 年緊急事態法の諸規定は、第

3 款で見るような 2021 年 7 月 30 日の

「緊急事態一般化条項」の恒久法化

の段階において、QPC（合憲性優先

問題）において憲法院により違憲と
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判断されていない。以上のことから、

2021 年 7 月 30 日の段階で、1955 年

緊急事態法の内容はいったん落ち着

きを見せることとなった。  
 
  第 2 款 1955 年緊急事態法の

内容  
現在の 1955 年緊急事態法は、緊急

事態宣言の下で、主に以下の行政措

置を採ることを可能としている。す

なわち、往来禁止区域の設置（第 5
条）、居所指定（第 6 条）、公共の秩

序に重大な侵害をもたらす結社の解

散（第 6-1 条）、施設等の一時的閉鎖

（第 8 条）、武器及び弾薬の引き渡し

命令（第 9 条）、行政家宅捜索（第

11 条）である ( 4 7 )。これらの行政措置

は、議会、行政裁判官、憲法裁判官

によって統制され得るが、これらに

ついては既に別稿で論じているため
( 4 8 )、本件ニューカレドニア暴動に基

づく緊急事態に関する限りにおいて、

第 2 章で触れるにとどめる。  
なお、国防法典「第 2巻 国防法制」

「第 1 部 例外的適用レジーム」に

「第 3 編 緊急事態」が設けられ、L
第 2131-1 条は以下の様に規定してい

る。  
 

L 第 2131-1 条 緊急事態に関する規

定は、1955 年 4 月 3 日法律第 385
号で定める。  

② 本編第 2 章及び第 3編の規定を、

同一の地域に対して同時に適用

することはできない。  

 
( 4 7 )  1955 年緊急事態法の邦訳につき、参照、奥村公輔「フランスの緊急事態法律と『緊急事態
一般化法律』駒澤大学法学部研究紀要 77 号（2019 年）33-46 頁。  
( 4 8 )  奥村・前掲注 6)43-46 頁、奥村・前掲注 46)123-124 頁、奥村公輔「フランスにおける緊急
事態と憲法・憲法学」憲法問題 33 号（2022 年）22-23 頁。  
( 4 9 )  「永続的例外事態」に関する批判と 11.13 に基づく緊急事態終了の経緯につき、詳しくは、
参照、奥村・前掲注 46)124-125 頁、奥村・前掲注 48)24-25 頁、奥村公輔「フランスの近時に
おける政治変動と憲法変動」憲法研究 12 号（2023 年）172-173 頁。  

 
つまり、憲法上の例外レジームで

ある戒厳と法律上の例外レジームで

ある緊急事態は、同一の地域におい

て重畳的に適用することができない

のである。これに対して、同じく憲

法上の例外レジームである大統領の

非常事態措置権と法律上の例外レジ

ームである緊急事態は、既に見た実

例がある様に、同一の地域において

重畳的に適用することができる。  
 
  第 3款 「緊急事態一般化法律」  
11.13 に基づく緊急事態が緊急事態

延長法により延長され続けるにあた

り 、 「 永 続 的 例 外 事 態 （ état  
d 'exception permanent ）」との批判

が強まるに至り、立法者はこの緊急

事態を終了させることを迫られた ( 4 9 )。

とはいえ、テロの脅威は存続し続け

るがゆえに、立法者は、通常法律に

よる強力なテロ対策法律を作る必要

があった。そこで、「国内安全及び

テロとの闘いを強化する 2017 年 10 月

30 日法律第 1510 号」（以下、「2017
年法律」）という）が制定され、そ

の第 1 条から第 4 条は、緊急事態での

み採ることができる行政措置の一部

と似た 4 つの措置（①往来禁止区域

の設置（第 1 条）、②礼拝場の閉鎖

（第 2 条）、③行政統制・監視個別

措置（第 3 条）、④訪問〔という名

の行政家宅捜索〕及び押収（第 4 条））

を平時においても採ることを可能と

し、同時に第 5 条は、行政措置に対す
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る議会統制（第 1節）を定め、また、

第 1 条から第 4 条までの行政措置及び

第 5 章第 1節の議会統制に関する諸規

定は 2020 年 12 月 31 日まで適用され

る旨（第 2節）を規定した。そして、

2017 年 10 月 30 日法律の第 1 条から

第 5 章第 1節までは、それぞれ、「国

内安全法典」法律の部第 2 部第 2編第

6 章から第 10 章に組み込まれる（第 1
条の往来禁止区域の設置は第 6 章、第

2 条の礼拝場の閉鎖は第 7 章、第 3 条

の行政統制・監視個別措置は第 8 章、

第 4 条の訪問及び押収は第 9 章、第 5
条第 1 節の議会統制は第 10 条）ため、

本緊急事態終了後の強力なテロ対策

は、「国内安全法典」により実施さ

れることになったのである。しかし

ながら、緊急事態においてのみとる

ことができる一部の行政措置と似た

措置を平時においても採ることを可

能とすることは、「緊急事態の一般

化（banalisation de l 'état  d 'urgence）」
( 5 0 )と非難されることとなった。  

国内安全法典におけるこれらの行

政措置を定める規定、すなわち、

「緊急事態一般化条項」の効力は当

初 2020 年 12 月 31 日までとされ、当

初、当該規定はあくまでも約 3 年間の

時限立法であった ( 5 1 )。にもかかわら

ず、テロの脅威の常態化のために、

期限直前の 2020 年 12 月 24 日 ( 5 2 )に国

内安全法典の「緊急事態一般化条項」

 
( 5 0 )  「緊急事態の一般化」につき、詳しくは、参照、奥村・前掲注 46)125-127 頁。  
( 5 1 )  2017 年法律第 5 条 I I。  
( 5 2 )  「国内安全法典第 2 部第 2 編の第 6 章から第 10 章及び L 第 851-3 条の延長に関する 2020
年 12 月 24 日法律第 1671 号」第 1 条により 2017 年法律第 5 条 I I が改正され延長された。  
( 5 3 )  「テロ行為の予防及び諜報に関する 2021 年 7 月 30 日法律第 998 号」第 1 条により 2017 年
法 5 条 I I は廃止された。また、本法律第 2 条から第 5 条まで及び第 8 条は、国内安全法典第 2
部第 2 編の第 6 章から第 9 章及び第 10 章の諸規定を改正している。  
( 5 4 )  国内安全法典における「緊急事態一般化条項」に関する邦訳につき、参照、奥村・前掲注
47)46-61 頁。  
( 5 5 )  Loi  n o  2020-290 du 23 mars  2020 d 'urgence pour  fa i re  face  à  l ' épidémie de  covid-19.  
( 5 6 )  Loi  n o  2021-160 du 15 févr ier  2021 prorogeant  l ' é ta t  d 'urgence sani ta i re .  

は 2021 年 7 月 31 日まで 7 か月間延長

され、さらに延長期限直前の 2021 年

7 月 30 日 ( 5 3 )に時限立法とする規定が

廃止された。したがって、国内安全

法典における「緊急事態一般化条項」

は時限立法ではなく、恒久法となっ

たのである ( 5 4 )。  
このように、国内安全法典におけ

る「緊急事態一般化条項」が存在す

るにもかかわらず、本件ニューカレ

ドニア暴動に対して 1955 年緊急事態

法が適用されたのである。  
 
 第 4節 廃止された衛生緊急事態  
  第 1 款 Covid-19 の蔓延に対

する衛生緊急事態条

項の時限的創設  
Covid-19 の蔓延を受けて公衆衛生

法典に導入された「衛生緊急事態条

項」は、当初は「Covid-19 の蔓延対

策に関する 2020 年 3 月 23 日法律第

290 号 ( 5 5 )」（以下、「創設法律」と

いう）第 7 条により 2020 年 3 月 23 日

から 2021 年 4 月 1 日までの時限立法

とされていたが、「衛生緊急事態を

延長する 2021 年 2 月 15 日法律第 160
号 ( 5 6 )」第 1 条により 2021 年 12 月 31
日まで 9 か月間延長され、さらに、

「衛生上の警戒に関する多様な措置

を定める 2021 年 11 月 10 日法律第
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1465 号 ( 5 7 )」第 1 条により 2022 年 7 月

31 日まで 7 か月間延長された。  
かような時限的な「衛生緊急事態

条項」の下で、2 度の衛生緊急事態宣

言が発出された。  
第一に、①1 度目の衛生緊急事態宣

言は、創設法律第 4 条により発出され、

フランス全土で適用され、2020 年 3
月 23 日より効力を有し、「衛生緊急

事態を延長しその諸規定を補完する

2020 年 5 月 11 日法律第 546 号 ( 5 8 )」

第 1 条により 2020 年 7 月 31 日まで 1
回延長され、1 度目の衛生緊急事態宣

言は終了した。  
第二に、②2 度目の衛生緊急事態宣

言は、「衛生緊急事態を宣言する

2020 年 10 月 14 日デクレ第 1257 号
( 5 9 )」第 1 条により発出され、フラン

ス全土で適用され、同月 17 日より効

力を有し、「衛生緊急事態の延長を

認め、衛生危機の管理に関する多様

な措置を定める 2020 年 11 月 14 日法

律第 1379 号 ( 6 0 )」第 1 条により 2021
年 2 月 16 日まで延長され、さらに前

記 2021 年 2 月 15 日法律第 2 条により

2021 年 6 月 1 日まで延長され、計 2
回延長された 2度目の衛生緊急事態宣

言は終了した。  
 
  第 2款 衛生緊急事態条項の内

容  
衛生緊急事態宣言下では、首相は、

公衆衛生法典の衛生緊急事態条項の

中から必要な具体的措置を採ること

 
( 5 7 )  Loi  n o  2021-1465 du 10 novembre 2021 por tant  d iverses  disposi t ions  de  vigi lance sani ta i re 
( 5 8 )  Loi  n o  2020-546 du 11 mai  2020 prorogeant  l ' é ta t  d 'urgence sani ta i re  e t  complétant  ses  
disposi t ions .  
( 5 9 )  Décret  n o  2020-1257 du 14 octobre  2020 déclarant  l ' é ta t  d 'urgence sani ta i re .  
( 6 0 )  Loi  n o  2020-1379 du 14 novembre 2020 autor isant  la  prorogat ion de  l ' é ta t  d 'urgence 
sani ta i re  e t  por tant  diverses  mesures  de  ges t ion de  la  cr ise  sani ta i re .  
( 6 1 )  前記 2021 年 11 月 10 日法律による改正前は、生活必需品の物価統制が 8 号として規定され
ていたが、本法律により 8 号は削除された。  

を可能にするデクレを発して具体的

措置をとることができる。すなわち、

衛生緊急事態宣言下で、首相は、法

律の規定に基づき直接措置を採るこ

とができるわけでなく、衛生危機の

状況に応じて必要な措置を特定して

デクレを発し、必要な具体的措置を

とることができるという二段構えの

設計になっている。公衆衛生法典

（旧）L 第 3131-15 条は、①一部区域

や時間における移動制限（1 号）、②
居所からの外出制限（2 号）、③感染
者疑い者の検疫措置（3 号）、④感染
者の隔離措置（4 号）、⑤公共に開か

れた施設の閉鎖（5 号）、⑥デモを含

む集会の制限（6 号）、⑦保健医療に

関する物資の収用と人員の徴用（7 号）
( 6 1 )、⑧医薬品の製造販売統制（ 9
号）、⑨その他の必要なあらゆる措

置（10 号）を定めており、特に①～
④は、往来の自由・私生活の自由・

人身の自由を制約する強い措置であ

る。いずれにせよ、このように法律

で列挙されている 9 つの措置の中から

必要な具体的措置がデクレで特定さ

れ、例外規定も設けながらその措置

は実施される。  
また厚生大臣は、公衆衛生法典

（旧）L 第 3131-16 条に基づき、医療

提供体制と保健医療物資の供給に関

するアレテを制定することができる。

さらに厚生大臣は、前述のデクレに

より特定された措置の適用を行うた

めの具体的処分を発することができ
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る ( 6 2 )。  
これらの行政措置は、議会、行政

裁判官、憲法裁判官によって統制さ

れ得るが、これらについては既に別

稿で論じているため ( 6 3 )、本稿では詳

細に触れない。  
 

第 3款 「衛生緊急事態」条項

の消滅又は一般化？  
時限的な「衛生緊急事態条項」に

基づいて発出される衛生緊急事態宣

言の下では行政は強い措置をとるこ

とができるが、行政の措置は行政裁

判官による急速審理の対象となる。

ただし、人身の自由を強く制限する

行政の措置である「検疫実施、隔離

開始及び隔離継続の措置（ Mesures 
de mise en quarantaine,  de placement 
et  de maintien en isolement）」につ

いては司法裁判官の関与が必要とさ

れていた。  
このように「衛生緊急事態宣言」

の下で行政が強い措置をとることが

できる旨を定めていた公衆衛生法典

上の時限立法としての「衛生緊急事

態条項」たる第 3 巻第 1 部第 3 編「第

1 章 の 2  衛 生 緊 急 事 態 」 は 、

「Covid-19 に関連する蔓延に対する

闘いのために創設された例外レジー

ムを終了させる 2022 年 7 月 30 日法律

第 1089 号 ( 6 4 )」第 1 条 II により廃止さ

れ、「第 1 章の 2 検疫実施、隔離開

始及び隔離継続の措置」と改められ

たが、この新たな「第 1 章の 2」の L
 

( 6 2 )  公衆衛生法典における旧衛生緊急事態条項の邦訳につき、参照、奥村公輔「フランスにお
ける衛生緊急事態条項の消滅あるいは一般化？」成城法学 90 号（2023 年）152-172 頁。  
( 6 3 )  奥村・前掲注 48)27-29 頁、奥村公輔「『緊急事態』と人権制約――新型コロナ対策の日仏
比較」国際人権 33 号（2022 年）50-51 頁。  
( 6 4 )  Loi  n o  2022-1089 du 30 jui l le t  2022 met tant  f in  aux régimes d 'except ion créés  pour  lu t ter  
contre  l ' épidémie l iée  à  la  covid-19.  
( 6 5 )  前記 2022 年 7 月 30 日法律による改正後の、公衆衛生法典第 3巻第 1 部第 3 編の新たな「第
1 章の 2 検疫実施、隔離開始及び隔離継続の措置」L 第 3131-12 条及び L 第 3131-13 条の邦訳
につき、参照、奥村・前掲注 62)  177-181 頁。  

第 3131-12 条 I・II 及び L 第 3131-13
条 I・II・III）は、衛生緊急事態条項

により衛生緊急事態宣言の下でのみ

認められていた「検疫実施・隔離開

始・隔離継続の措置」の規定（旧 L 第

3131-15 条 II・III 及び旧 L 第 3131-17
条 II・III・IV）と同様の規定 ( 6 5 )であ

る。かくして、衛生緊急事態条項そ

れ自体は廃止されたが、衛生緊急事

態条項に基づいて発令される衛生緊

急事態宣言の下でのみ行政がとるこ

とのできる措置の一部を行政が平時

でも採ることが可能となったのであ

る。その意味で、衛生緊急事態条項

は消滅したものの、時限立法ではな

く当初より恒久法である「衛生緊急

事態一般化条項」が創設されたと言

えよう。  
いずれにせよ、本件ニューカレド

ニア暴動に基づく緊急事態以前のフ

ランスの例外レジームの発動は、こ

の公衆衛生法典の衛生緊急事態条項

に基づく衛生緊急事態宣言が最後で

あったのであり、1955 年緊急事態法

に基づく本件ニューカレドニア暴動

に対する緊急事態法の適用は、現在

のフランスの最新の例外レジームの

発動となった。  
 

 
第 2 章 2024 年 5 月ニューカレド

ニア暴動に対する緊急事

態法の適用と非常事態法

理の適用  
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第 2 章では、本件ニューカレドニア

暴動に対する 1955 年緊急事態法の適

用及び判例法上の例外レジームであ

る非常事態法理の適用につき検討す

る。そこで、まず、ニューカレドニ

アの憲法上の地位を確認し、その上

で、本件ニューカレドニア暴動が発

生するまでの経緯、そして、本件ニ

ューカレドニア暴動に基づく 1955 年

緊急事態法の適用及び非常事態法理

の適用つきそれぞれ見ていく。  
 

第 1節 ニューカレドニアの憲法

上の地位  
第 1 款 憲法「第 12 章 地方

公共団体」における

規定  
憲法は、「第 12 章 地方公共団体」

を置き、その中において、第 72-3 条
で海外公共団体、第 72-4 条で海外公

共団体の制度変更、第 73 条で海外

県・海外州に対する適応措置、第 74
条で海外公共団体の特別な地位、第

74-1 条で本土の法律の拡張適用につ

き、それぞれ規定されている。海外

領土に関する一般規定である第 72-3
条は以下の通り規定する（下線引用

者）。  
 

第 72-3 条 共和国は、自由、平等、

博愛という共通の理想の下に、

フランス人民の中に海外住民が

存在することを承認する。  
② グアドゥループ、ギアナ、マル

ティニック、レユニオン、マイ

ヨット、サン・バルテルミー、

サン・マルタン 、サンピエー

ル・エ・ミクロン、ワリス＝フ

ツナ諸島、仏領ポリネシアにつ

いては、海外県・海外州、第 73
条最終項により創設される地方

公共団体に関する第 53 条の規定、

さらに、他の地方公共団体に関

する第 74 条の規定が適用される。  
③ ニューカレドニアの地位は、第

13 編により規律する。  
④ フランス領である南極周辺諸島

及び南極大陸の法制度と特別の

組織は、法律により定める。  
 
また、本土の法律の拡張適用に関

して定める憲法第 74-1 条は以下の通

り規定する（下線引用者）。  
 

第 74-1 条 内閣は、第 74 条に定める

海外公共団体及びニューカレド

ニアにおいて、国の権限に留ま

る事項に関し、必要な調整を行

った上で、本土に適用される法

律の性格を有する規定をオルド

ナンスにより拡張して適用する

こと、又は、当該地方公共団体

の特別機関に適用される法律の

性格を有する規定を適合させる

ことができる。ただし、法律が、

当該規定について、明示的に本

手続の利用を排除した場合は除

く。   
② 前項のオルドナンスは、関係議

決機関及び国務院の意見を聴い

た後に、閣議で定められる。こ

のオルドナンスは公布後直ちに

発行し、公布後 18 日以内に国会

の承認がなければ失効する。  
 
  第 2 款 憲法「第 13 章 ニュ

ーカレドニアに関す

る経過規定」の内容  
フランスの海外領土の中でも特別

の地位にあるニューカレドニアは、

前述の憲法第 12 章の第 74-1 条の定め

る本土の法律の適用に関する規定を
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除けば、以下の「第 13 章 ニューカ

レドニアに関する経過規定」におけ

る第 76 条の定めるヌメア協定に関す

る住民投票及び第 77 条の定める組織

法律実施規定により、その詳細が定

められている（下線引用者）。  
 
第 13 章 ニューカレドニアに関す

る経過規定   
第 76 条 ニューカレドニアの住民は、

1998 年 5 月 5 日にヌメアで締結

され、同年 5 月 27 日にフランス

共和国官報で公布された協定の

諸規定に関して意見を表明する

ために、1998 年 12 月 31 日以前

に招集される。  
② 1988 年 11 月 9 日法律第 1028 号

第 2 条に定める要件を満たす者は、

投票への参加が認められる。  
③ 投票の実施に必要な措置は、閣

議によって審議決定された後、

国務院の議を経たデクレによっ

て決定される。  
第 77 条 第 76 条が定める投票による

協定の承認後、ニューカレドニ

ア議決機関の意見を聴いた後に

施行される組織法律が、当該協

定で定められた方針を尊重して

ニューカレドニアの発展を保障

するために、かつ、実施に必要

な方式に従って、以下の点につ

き規定する。  
 ・ニューカレドニアの諸機関に対

して最終的に委譲される国家の

権限、この委譲の期間と方式、

さらにそこから帰結される諸費

用の分配。  
 ・ニューカレドニアの諸機関の組

織と作用に関する諸準則、特に

 
( 6 6 )  Loi  n o  99-209 organique du 19 mars  1999 re la t ive  à  la  Nouvel le-Calédonie .  

一定の種類のニューカレドニア

の議決機関の文書が公布前に憲

法院の審査に供される要件。   
 ・市民資格、選挙制度、雇用及び

慣習上の身分に関する諸準則。   
 ・ニューカレドニアの当該住民が、

完全な主権の取得について意見

を表明するために招集される要

件及び期間。   
② 第 76 条で定める協定を実施する

ために必要なその他の措置は、

法律により定める。  
③ ニューカレドニア及びその州の

議決機関の議員を選出するため

の選挙人団を定めるに際しては、

第 76 条で定める協定並びにニュ

ーカレドニアに関する 1999 年 3
月 19 日組織法律第 209 号第 188
条及び第 189 条が定める選挙人名

簿が、第 76 条所定の投票の際に

作成される選挙人名簿となり、

参加が認められない人物も含ま

れる。  
 
  第 3 款 憲法第 77 条第 3 項に

基づく組織法律の規

定  
憲法第 77 条第 3 項で言及される

「ニューカレドニアに関する 1999 年

3 月 19 日組織法律第 209 号 ( 6 6 )」は、

ニューカレドニアの自治に関する詳

細が定められている。本件ニューカ

レドニア暴動との関係で特に重要な

条文は、以下の「第 5編 合同議会及

び州議会の選挙」の条文である（下

線引用者）。  
 
第 5編 合同議会及び州議会の選挙  
第 1 章 州議会の構成及び任期   
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第 185 条 ロワイヨテ諸島州議会は合

同議会議員 7 名を含む議員 14 名
で構成され、北州議会は合同議

会議員 15名を含む議員 22名で構

成され、南州議会は合同議会議

員 32名を含む議員 40名で構成さ

れる。  
② 州議会は、各任期終了の 1 年前

までに、議員の 5分の 3 以上の多

数による決議によって、次の任

期について、合同議会に籍を置

く当該州議会議員の数を減らす

ことができる。  
第 186 条 合同議会及び州議会の議員

は 5 年の任期で選出される。各州

議会は、総選挙により更新され

る。解散の場合、新しい州議会

は解散した州議会の任期を引き

継ぐ。その他の場合、州議会の

議員の任期は、新たに選出され

た州議会の最初の会合の日に終

了する。  
第 187 条 州議会選挙は、退任議員の

任期満了後 1ヶ月以内に行われる。  
② 1 つの選挙区内での選挙活動の解

散又は全面的中止の場合は、2 ヶ
月以内に選挙を行わなければな

らない。  
③ 選挙人は、政府への諮問の後、

デクレにより招集される。デク

レは、投票日の 4週間前までにニ

ューカレドニア官報に掲載され

る。  
④ ただし、第 193 条第 3 項に規定

された要件で予備選挙が行われ

る場合、招集は、政府への諮問

の後、高等弁務官アレテによっ

て行われる。アレテは、投票日

の少なくとも 4週間前にニューカ

レドニア官報に掲載される。  
第 2 章 選挙人団及び選挙人名簿  

第 188 条  
I 合同議会及び州議会は、以下のい

ずれかの条件を満たす有権者か

ら構成される選挙人団によって

選出される。  
 a 1998 年 11 月 8 日協議のために

作成されたニューカレドニアの

選挙人名簿に登録されるための

要件を満たすこと。  
 b 附属表に登録され、合同議会及

び州議会の選挙日にニューカレ

ドニアに 10 年間居住しているこ

と。  
 c 1998 年 10 月 31 日以降に成年に

達していたこと、かつ、1998 年

にニューカレドニアに 10 年間居

住していたこと、両親のどちら

かが 1998 年 11 月 8 日の投票の選

挙人としての要件を満たしてい

たこと、又は、両親のどちらか

が附属表に登録され、選挙日に

ニューカレドニアに 10 年間居住

していたこと。  
II 以前ニューカレドニアに居住して

いた者が、ニューカレドニア国

外で国家奉仕を実施するために、

就学若しくは訓練を遂行するた

めに、又は、家族的、職業的若

しくは医療的理由で過ごした期

間は、居住条件を評価するため

に考慮される期間を中断するこ

とはない。  
第 189 条  
I 第  188 条に定める条件を満たす有

権者は、合同議会及び州議会の

選挙のための特別選挙人名簿に

記載される。この名簿は、有効

な選挙人名簿及び投票に参加す

る資格を有しない有権者の附属

表に基づいて作成される。  
II 特別管理委員会は、各投票所にお
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いて、特別選挙人名簿及び投票

に参加できない有権者の附属表

を作成する責任を負う。特別管

理委員会は以下の構成員で構成

される。  
 一 司法裁判所系列の裁判官で、

破毀院の第一長官によって任命

された者が委員長を務める。  
 二 高等弁務官によって任命され

た行政代表者。  
 三 市町村長又はその代理人。  
 四  ニューカレドニア政府の意見

を聴いた後、高等弁務官によっ

て任命された市町村の選挙人 2名。  
 五  その経歴、役割及び任命方法

が、ニューカレドニア政府及び

合同議会に意見を聴いた後に定

めるデクレにより規定される、

投票権のない独立した有資格者。  
② 管理委員会で賛否同数の場合、

委員長が決定票を持つ。  
③ 委員長は、公認慣行に従って任

命された、市町村に居住し選挙

権を有する 1人又は複数の慣習代

表者に相談することができる。  
④ 特別管理委員会の委員長は、司

法警察のあらゆる官吏又は職員

によって、有用な調査を実施し

又は実施させる権限を有する。  
III 委員会は、第 188 条に定める要

件を満たす選挙人を、その要請

に応じて特別選挙人名簿に記載

する。このような者は、これら

の要件を満たしていることを証

明するすべての証拠を提出しな

ければならない。  
② また、選挙人名簿の閉鎖日まで

に 18 歳に達した者で、同様の要

件を満たす者も、自動的に特別

選挙人名簿に登録する。そのた

めに、選挙法典第 17-1 条に記載

された情報を受け取る。  
③ 選挙人名簿から名前が削除され

た有権者、登録を拒否された有

権者又は登録に異議があるとさ

れた有権者は、その旨を無料で

通知され、また、その所見を提

出する機会が与えられる。  
IV 特別選挙人名簿と附属表は恒久

的なものである。  
② 特別選挙人名簿及び附属表は毎

年改訂される。  
③ 選挙は、名簿が閉鎖された後、1

年を通じて、改訂された名簿に

基づいて実施される。   
④ 5 月に通常の任期で開催される

合同議会選挙及び州議会選挙を

実施する前の特別選挙人名簿の

改訂期間中、特別選挙人名簿の

最終閉鎖から投票日までの間に

年齢条件を満たす者には、選挙

法典第 11-1 条の規定が適用され

る。  
⑤ 合同議会及び州議会の選挙が 5

月以降に実施される場合、名簿

の最終確定閉鎖から選挙日まで

の間に年齢要件を満たした者は、

法律で規定されたその他の条件

を満たすことを条件に、実際の

居住地の選挙人名簿に自動的に

記載される。  
⑥ 前項の規定が適用された場合、

それに応じて補充された選挙人

名簿は、選挙日に効力を生じる。  
⑦ 選挙法典第 30 条に記載された者

に加え、1 年の間に第 188 条 I の

b 及び c に規定された条件を満た

した者は、改定期間外に特別選

挙人名簿に記載することができ

る。本項の適用により提出され

た登録申請書は、必要な添付書

類とともに役場に提出され、第
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一審裁判所に不服申立てがなさ

れない限り、決定を下す本条 II
で定める管理委員会に回付され

る。  
⑧ 本条に定める特別選挙人名簿の

訂正は、本条  II  で定める管理委

員会による訂正期間の終了にか

かわらず、遅滞なく行われる。

これらの訂正は第一審裁判所に

おいて争うことができ、第一審

裁判所は選挙法典第 25 条の規定

に従って判決を下す。  
V 特別選挙人名簿及び附属表は、毎

年 4 月 30 日までに、解散又は補

欠選挙の場合は投票日の 10 日前

までに、更新されなければなら

ない。  
VI 選挙法典第 1編第 2 章の規定は、

第 11 条から第 16 条まで、第 17
条の第 2 項から最終項まで、第

17-1 条、第 23 条、第 37 条及び

第 40 条を除き、本条 I で定める

特別選挙人名簿の作成に適用さ

れる。  
② これらの規定の適用については、

以下の用語を次のように読み替

えるものとする。  
 一 「知事」の代わりに「高等弁

務官」。  
 二 「副知事」の代わりに「行政

区画の長」。  
 三  「大審裁判所」の代わりに

「第一審裁判所」。  
VII 領土統計経済研究所は、大統領、

国民議会議員、市町村議会議員、

欧州議会議員の選挙及び国民投

票のためにニューカレドニアの

選挙人名簿に登録された有権者

の一般登録簿を保管する。この

一般登録簿には、合同議会及び

州議会の選挙に使用される特別

選挙人名簿に登録された有権者

も含まれる。  
② これらの権限の行使については、

国家を代表して領土統計経済研

究所が行動し、共和国高等弁務

官の権限下に置かれる。  
③ 国とニューカレドニアとの間の

協定は、情報技術、ファイル及

び自由に関する 1978 年 1 月 6 日

法律第 17 号が定める要件に従い、

本条を適用するための要件を定

める。  
 
最も重要な条文は、下線の通り、

当該組織法律第 188 条の定める選挙人

団である。第 188 条の定める選挙人団

については、明らかに、ニューカレ

ドニアの現地人であるカナック人が

想定されており、フランス本国から

移住してきたフランス本国人は排除

されていた。これは、ニューカレド

ニアの現地人であるカナック人によ

る自治を尊重するためである。  
 
 第 2節 本件ニューカレドニア暴

動の経緯  
  第 1款 「ニューカレドニアの

合同議会及び州議会の

選挙のための選挙人団

の修正に関する政府提

出憲法改正法律案」の

両院での可決  
上記のように、ニューカレドニア

の自治は、憲法上も組織法律上も保

護されてきたが、2024 年に事態は急

変することとなる。すなわち、2024
年 1 月 29 日、フランス政府は、「ニ

ューカレドニアの合同議会及び州議

会の選挙のための選挙人団の修正に
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関する政府提出憲法改正法律案 ( 6 7 )」

を元老院理事部に提出（Texte no  291）
した。そして、当該政府提出憲法改

正法律案は、2024 年 4 月 2 日、元老

院本会議にて修正の上で可決（Texte 
no  102）され、次いで、2024 年 5 月

14 日、国民議会本会議にて修正され

ることなく可決（Texte no  298）され

た。したがって、当該政府提出憲法

改正法律案は、憲法第 89 条に基づき、

両院合同会議に付されるのを待つの

みの状態であった ( 6 8 )。両院で同一の

文言で可決された当該政府提出法律

案の内容は以下の通りであった（下

線引用者）。  
 

第 1 条  
I 憲法第 77 条の最終項を削除する。  
II 以下の第 77-1 条を憲法第 13 章に

加える。  
「第  77-1 条   ニューカレドニア合同

議会の意見を聴いた後に定められ

る組織法律により規定される要件

の下、合同議会及び州議会の選挙

人団は、ニューカレドニアの一般

選挙人名簿に登録され、ニューカ

レドニアで生まれ又は少なくとも

10 年間ニューカレドニアに居住し

ている選挙人に限定される。」  

 
( 6 7 )  Proje t  de  lo i  const i tu t ionnel le  por tant  modif icat ion du corps  é lectoral  pour  les  é lect ions  
au congrès  e t  aux assemblées  de  province de  la  Nouvel le -Calédonie .  なお、政府提出憲法改正
法律案も、憲法第 39 条第 2 項により、国務院への諮問に付される。当該政府提出憲法改正法律
案に対する国務院の意見として、以下を参照。CE,  avis ,  ass . ,  7  décembre 2023,  n o  407713.  
( 6 8 )  憲法第 89 条第 2 項及び第 3 項によれば、政府提出憲法改正案が両院で同一の文言で可決さ
れた後、政府は、政府提出憲法改正案を国民投票にかけるか、あるいは、両院合同会議に付託
するか、二者択一の方法を選択できる。これまでフランスで憲法第 89 条に基づいて憲法改正が
行われたのは、すべて政府提出憲法改正案によるものであり、かつ、2000 年憲法改正による大
統領の任期短縮を除いて、両院合同会議による 5 分の 3 の賛成によって承認されたものである。
当該政府提出憲法改正法律案も、両院合同会議に付される予定であった。フランスの憲法改正
について、参照、奥村公輔「フランスの国民投票運動におけるインターネット利用の規制」レ
ファレンス 852 号（2021 年）31-41 頁。なお、人工妊娠中絶の権利を憲法第 34 条の法律事項
に挿入する直近の 2024 年 3 月 23 日憲法改正も、以下の政府提出憲法改正法律案によってい
る。Projet  de  lo i  const i tu t ionnel le  re la t i f  à  la  l iber té  de  recour i r  à  l ’ in ter rupt ion volontai re  
de  grossesse ,  n o  1983.  

III 憲法第 46 条の規定にかかわらず、

当該憲法改正法律の公布後、合

同議会及び州議会の最初の総選

挙のための選挙を組織するため

に必要な以下の措置は、ニュー

カレドニア合同議会の意見を聴

いた後に、憲法第 45 条で規定さ

れた要件の下、2024 年 10 月 1 日

までに可決された組織法律によ

って決定される。  
 一 憲法第 77-1 条で定める 10 年間

の居住期間を中断しない、ニュ

ーカレドニア領土からの不在理

由の決定。  
 二 選挙人名簿の補完的修正が、

選挙に先立ち、投票日の 10 日前

までに行われる態様。  
 三 憲法第 77-1 条で定める要件を

満たす有権者が自動的に選挙人

名簿に登録される可能性、及び

この自動登録の態様。  
IV 1998 年 5 月 5 日にヌメアで調印

された協定に規定された協議の

枠内で、ニューカレドニア全市

民の運命共同体を確保すること

を目的としたニューカレドニア

の政治的及び制度的発展に関す

る協定が交渉された場合、憲法

第 77-1 条に記載されたニューカ
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レドニアの合同議会及び州議会

の選挙における選挙人名簿への

登録基準は、組織法律により変

更することができる。  
第 2 条 第 1 条は 2024 年 7 月 1 日に

発効する。ただし、首相がこの

目的のために付託された国会の

両院の議長が、ニューカレドニ

アの全市民に共通の運命を保障

することを目的としたニューカ

レドニアの政治的及び制度的発

展に関する協定が、1998 年 5 月 5
日にヌメアで調印された協定に

規定された協議の枠内で交渉さ

れ、遅くとも、この協定のパー

トナー間で、この憲法改正法律

が公布された後、最初の合同議

会及び州議会の総選挙のための

選挙日の 10 日前までに締結され

たことを確認した場合は、第 1 条

は、発効せず、場合によっては

無効となる。両院の議長は、付

託から 8 日以内に意見を述べなけ

ればならない。内閣は、この協

定の実施に必要な憲法上、組織

法律上及び法律上の措置の採択

を可能にするため、この憲法改

正法律の公布後、合同議会及び

州議会の最初の総選挙を延期す

ることを目的とした組織法律案

を閣議に提出する。閣議による

この組織法律案の採択は、場合

によっては、当該投票のための

選挙人を招集するデクレの延期

を伴う。  
② 憲法第 46 条にかかわらず、前項

の組織法律は憲法第 45 条で定め

 
( 6 9 )  Proje t  de  lo i  organique por tant  repor t  du renouvel lement  général  des  membres  du congrès  
e t  des  assemblées  de  province de  la  Nouvel le-Calédonie .  
( 7 0 )  Loi  organique n o  2024-343 du 15 avr i l  2024 por tant  repor t  du renouvel lement  général  des  
membres  du congrès  e t  des  assemblées  de  province de la  Nouvel le  Calédonie .  

る要件の下で投票される。合同

議会及び州議会の議員の任期満

了は、新たに選出された諸議会

の最初の会合まで延期される。  
 
当該政府提出憲法改正法律案は、

下線で強調したように、ニューカレ

ドニアの選挙人団の拡大、すなわち、

従来の選挙人団である現地人のカナ

ック人だけでなく、一定の要件を満

たしたフランス本国から移住してき

たフランス本国人又はその子孫をも

ニューカレドニアの選挙人団に加え

ることを目的とするものであった。  
 
  第 2款 「ニューカレドニアの

合同議会及び州議会の

議員総選挙の延期に関

する 2024 年 4 月 15 日

組織法律第 343 号」の

制定  
また、当該憲法改正法律案の成立

を前提として、政府は「ニューカレ

ドニアの合同議会及び州議会の議員

総選挙の延期に関する組織法律案」
( 6 9 )を提出し、両院は「ニューカレド

ニアの合同議会及び州議会の議員総

選挙の延期に関する 2024 年 4 月 15 日

組織法律第 343 号」 ( 7 0 )を可決し、当

該組織法律は既に制定されていた。

当該組織法律の内容は以下の通りで

ある（下線引用者）。  
 
第 1 条 ニューカレドニアに関する

1999 年 3 月 19 日組織法律第 209
号第 187 条第 1 項にかかわらず、

合同議会及び州議会の議員の次
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回選挙は、2024 年 12 月 15 日ま

でに行われるものとする。同組

織法律第 189 条に記載された特別

選挙人名簿及び附属表は、投票

日の 10 日前までに更新されなけ

ればならない。  
② 合同議会及び州議会の議員の現

在の任期は、新たに選出された

議会の初会合の日に終了する。  
第 2 条 本組織法律は、フランス共和

国官報に掲載された翌日から施

行される。  
② 本組織法律は、国の法律として

執行される。  
 
当該組織法律は、選挙人団を一定

の要件を満たしたフランス本国人又

はその子孫にまで拡大する前記政府

提出憲法改正法律案の成立を前提に

して、下線で強調したように、ニュ

ーカレドニアの合同議会及び州議会

の次回の選挙を 2024 年 12 月 15 日ま

でに実施することを規定していたの

である。  
 
  第 3款 憲法改正法律案の両院

での可決への不満に基

づく暴動  
こうして、ニューカレドニアの選

挙権を拡大するための当該政府提出

憲法改正法律案はフランス本国の両

院合同会議に付されるのを受けて、

ニューカレドニアの独立派を中心と

して、ニューカレドニア全土におい

て激しい暴動が起きた。  
 
 第 3節 本件ニューカレドニア暴

動に基づく緊急事態法

 
( 7 1 )  1955 年緊急事態法第 6 条の定める居所指定に関して、例えば、ニューカレドニアの独立派
団体である CCAT（Cel lule  de  coordinat ion des  act ions  de  ter ra in）のリーダーに課せられた。  

の適用と非常事態法理

の適用  
  第 1 款 1955 年緊急事態法の

適用による行政措置

とその行政裁判的統

制  
ニューカレドニア全土において激

しい暴動が起きたため、フランス政

府は、2024 年 5 月 15 日、1955 年緊

急事態法第 1 条及び第 2 条に基づき、

2024 年 5 月 15 日デクレ①を発令し、

当該デクレ①第 1 条により、ニュー

カレドニア全土に緊急事態宣言を発

出した。  
同日に発令された 2024 年 5 月 15 日

デクレ②第 1 条は、1955 年緊急事態

法の定める 3 つの措置、すなわち、第

6 条の定める居所指定、第 8 条の定め

る施設等一時的閉鎖、第 11 条 I の定

める行政家宅捜索の３つの措置を適

用できることを明示的に規定してい

るが、これら 3 つの措置に限ることな

く、政府は、ニューカレドニア全土

で、1955 年緊急事態法の定めるすべ

ての措置を採ることができた ( 7 1 )。  
ただし、1955 年緊急事態法は、そ

の措置をとることのできる主体を明

確に区別している。例えば、第 5 条の

定める往来の禁止は県知事により、

第 6 条の定める居所指定は内務大臣に

より、第 6₋1 条の定める結社の解散は

閣議を経たデクレにより、第 8 条の定

める施設等一時的閉鎖はその管轄に

応じて内務大臣又は県知事により、

第 11 条 I の定める行政家宅捜査はそ

の管轄に応じて内務大臣又は県知事

により、第 11 条 II の定める公共通信

機関の遮断措置は内務大臣により、
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それぞれ実施される。この点、ニュ

ーカレドニアは、既に見たように、

憲法上特別の地位を有しており、県

知事は置かれておらず、県知事の権

限はニューカレドニア高等弁務官に

よって行使される。したがって、ニ

ューカレドニアにおいては、第 5 条の

往来の禁止を実施するのは高等弁務

官であり、高等弁務官によって発出

された実施命令によって、午後 6 時か

ら午前 6 時までの間、公道及び公共の

場でのすべての移動が禁止された ( 7 2 )。  
こうして、1955 年緊急事態法をニ

ューカレドニア全土に適用すること

によって暴動が沈静化したため、

1955 年緊急事態法第 2 条第 3 項に基

づき、当該緊急事態は 12 日間で効力

を失った。  
本緊急事態下でとられた措置は、

行政裁判法典 L 第条の定める急速審理

及び行政裁判法典の定める越権訴訟

の対象となるが、その請求が認めら

れることはほとんどなく、また、違

法性が求められても、実質的には、

提訴者に対する金銭賠償による救済

しか認められない ( 7 3 )。  
   
  第 2款 非常事態法理の適用に

よる TikTok の一時的

 
( 7 2 )  Chr is t ian Val lar ,  «  Eta t  d’urgence en Nouvel le  Calédonie  :  les  contours  d’un droi t  
d’except ion » ,  23 mai  2024,  Le Club des  jur is tes ,  
<ht tps : / /www.leclubdesjur is tes .com/pol i t ique/e ta t-durgence-en-nouvel le-caledonie- les-
contours-dun-droi t -dexcept ion-6044/>.  
( 7 3 )  緊急事態の下で取られた措置に対する行政裁判的統制の意義につき、参照、奥村・前掲注
6)43-46 頁。  
( 7 4 )  判例法上の例外レジームである「非常事態法理」については、以下の 2 つの文献により詳細
な検討がなされているため、本稿では立ち入って検討しない。長谷部恭男「非常事態の法理に
関する覚書」宇賀克也ほか編『現代行政法の構造と展開』（有斐閣、2016 年）901-915 頁、小
島慎司「非常事態の法理」論究ジュリスト 21 号（2017 年）13-20 頁。「非常事態法理」につ
き、詳しくは、この 2 つの文献を参照されたい。  
( 7 5 )  Val lar ,  supra  note  72) .  
( 7 6 )  以下のフランス政府の公式 HP（Vie-publ ique）も参照。« État  d 'urgence en Nouvel le-
Calédonie  :  quel les  sont  les  mesures  ?  » ,  23 mai  2024,  <ht tps : / /www.vie-publ ique. f r /en-
bref /294146-eta t -durgence-en-nouvel le-caledonie-quel les-sont- les-mesures>.  

遮断措置と急速審理  
他方、2024 年 5 月 15 日デクレ①及

び②により緊急事態が発令される前

日の 5 月 14 日、国務院の判例法理で

ある非常事態法理 ( 7 4 )を根拠にして
( 7 5 )・ ( 7 6 )、首相は、暴動を煽る内容が

はびこっていたソーシャルネットワ

ーク「TikTok」へのアクセスを一時

的に遮断する措置を決定した。すな

わち、2024 年 5 月 13 日から 14 日に

かけての夜、ニューカレドニアは反

乱の危機に陥り、フランス政府は秩

序回復のためにさまざまな措置を講

じ、首相は、暴動参加者が主に利用

している通信手段であり、憎悪や暴

力を煽るメッセージが流布している

疑いのあるソーシャルネットワーク

「TikTok」へのニューカレドニアの

現地人のアクセスを一時的に遮断す

ることを決定したのである。  
この非常事態法理を根拠とした首

相の決定による措置は、フランスで

はこれまで前例のないものであった。

こ の 首 相 の 決 定 に 対 し て 、 ①
「TikTok」へのアクセスが一時的に

遮断されている段階及び②「TikTok」
へのアクセスの一時的遮断の解除が

発表された段階の双方において、行

政裁判法典 L 第 521-2 条に基づき、
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様々な団体及び個人の提訴によって、

それぞれ急速審理が申し立てられた。  
 
①2024 年 5 月 23 日国務院急速審理

裁判官決定第 494320 号 ( 7 7 )  
第一に、①について、国務院の急

速審理裁判官は、以下の決定理由に

おいて、緊急性を欠くとして、遮断

措置の停止を求める提訴者の請求を

棄却した ( 7 8 )（下線引用者）。  
「1. 審理によると、5 月 13 日以降、

ニューカレドニアでは、非常に深刻

な治安問題と武装集団による非常に

激しい衝突が発生しており、その結

果、公共施設、インフラ、企業が攻

撃され、破壊されている。交通機関

や公共サービスは麻痺し、食糧供給

も脅かされている。民家も攻撃され、

放火されている。これまでに 6人が死

亡し、170 人以上が負傷した。公共秩

序と治安に対する攻撃の深刻さに鑑

み、大統領は 2024 年 5 月 15 日デクレ

により、1955 年 4 月 3 日緊急事態法

に基づき、ニューカレドニアに緊急

事態を宣言した。前日の 2024 年 5 月

14 日、ニューカレドニアの住民に対

し て ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク

「TikTok」へのアクセスを遮断する

決定が下された。「La Quadrature du 
net」協会、人権同盟及び D 氏らは、

行政裁判法典 L 第 521-2 条に基づき、

この決定を停止し、ソーシャルネッ

トワーク「TikTok」の再開を命じる

よう、国務院の急速審理裁判官に要

請している。ニューカレドニア行政

裁判所所長は、人権同盟によりニュ

ーカレドニア行政裁判所に提出され

 
( 7 7 )  CE,  Juge des  référés ,  23 mai  2024,  n o  494320.  
( 7 8 )  急速審理の提起に至るまでの経緯につき、以下の文献を参照。Sabr ina  Lavr ic ,  «  Blocage 
temporai re  du réseau socia l  TikTok en Nouvel le-Calédonie  » ,  La Semaine Juridique :  Edi t ion 
Générale ,  n o  49,  9  décembre 2024,  p .  2047.  

た同様の要請を、決定により国務院

に移送した。これらの要請は、同じ

決定によって統合され、裁定される

べきである。  
・関与について   
2.  その法定の目的及び訴訟の性質

に鑑み、「Mouvement Kanak」協会
は、人権同盟が第 494328 号の下で提

出した要請を支持するために参加す

る十分な利益を有する。したがって、

「Mouvement Kanak」協会の関与は

認められる。  
・適用手続について   
3.  行政裁判法典 L 第 521-2 条の文

言によれば、「問題の緊急性によっ

て正当化される旨の要請を受理した

場合、急速審理裁判官は、公法に準

拠する法人又は公共サービスの管理

を委託された私法に準拠する機関が、

その権限の行使において重大かつ明

白に違法に侵害した基本的自由を保

護するために必要なあらゆる措置を

命じることができる。急速審理裁判

官は、48 時間以内に裁定しなければ

ならない」。  
4.  憲法院に関する組織法律につい

ての 1958 年 11 月 7 日オルドナンス第

23-5 条の文言によれば、「ある立法

規定が憲法により保障される権利及

び自由を侵害することを理由とする

申立ては……国務院……での審理の

際に、提起することができる」。こ

の同条の規定から、合憲性優先問題

は、争点となる規定が紛争又は手続

に適用可能であること、状況が変化

していない限り憲法院の判決の根拠

及び効力部分において憲法に適合す
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ると宣言されていないこと、そして

新規又は重大な性質のものであるこ

との 3 つの要件に基づいて、憲法院に

付託される。本オルドナンス第 23-3
条は、合憲性優先問題が付託された

裁判所は、「必要な仮の措置又は保

全措置をとることができる」と規定

し、「法律又は命令が、一定の期間

内又は緊急に裁定することを認めて

いる場合には、合憲性優先問題の決

定を待つことなく」判決を下すこと

ができることを定めている。  
5.  これらの規定の組み合わせから、

行政裁判法典 L 第 521-2 条に基づき、

第 1審の行政裁判官に対して合憲性優

先問題を提起することができる。し

かし、急速審理裁判官は、行政裁判

所の非管轄、不受理、緊急性欠如を

理由に提出された要請を却下する場

合、このようにして提起された合憲

性優先問題を移送しないことを決定

することができる。  
・急速審理の要請と合憲性優先問題

について   
6.  行政裁判法典 L 第 521-2 条に基

づく急速審理裁判官の介入は、一方

では裁判官の介入を可能な限り迅速

に正当化する緊急状況、他方では基

本的自由の重大かつ明白に違法な侵

害の存在という 2 つの要件が満たされ

ることに従属する。  
7.  緊急性の要件に関しては、行政

裁判法典 L 第 521-2 条に基づいて基本

的自由を保護するために必要な措置

を命ずるよう行政裁判所に請求する

者は、同条に基づいて命ずることが

できる種類の措置から極めて迅速に

利益を得る必要性を特徴づける特別

な事情を正当化することができる。

提訴者が提出した情報及び事案のす

べての状況に照らして、提訴者の状

況及び提訴者が擁護しようとする利

益並びに行政が講じた措置の実施に

付随する公共の利益を考慮し、本条

が要求する特別の緊急性という要件

が満たされているかどうかを評価す

るのは、急速審理裁判官である。  
8.  判決理由 1 で述べたように、5 月

13 日以降、ニューカレドニアでは非

常に深刻な治安問題が発生しており、

1 で述べたような行為に関連するソー

シャルネットワークの利用が原因で、

当該措置が採られたことは審理から

明らかである。  
9.  審理から明らかなように、提訴

者らは、行政裁判法典 L 第 521-2 条に

基づいて急速審理裁判官が介入する

緊急性を特徴づけることが可能な証

拠を提出しておらず、争われている

決定によって表現の自由、通信の自

由、オンライン通信サービスへのア

クセスの自由、報道の自由及び思

想・意見の流れの表現の多元性への

自由が侵害されたことは、その重大

性に鑑みて、それ自体が緊急状況を

構成すると主張しているにすぎない。

しかし、判決理由 7 で指摘したように、

基本的自由の侵害だけでは緊急状況

を構成するには不十分である。確か

に、提訴者は、聴聞において、争わ

れた決定によるこれらの基本的自由

の侵害の重大性に鑑み、またその性

質を考慮すれば、急速審理裁判官は

緊急性の推定を受け入れるべきであ

ると主張した。しかし、審理から明

らかなように、争われている決定は、

ニューカレドニア領域における単一

のソーシャルネットワークの遮断に

関するものであり、他のすべてのソ

ーシャルネットワーク及び通信手段、

報道、テレビ、ラジオは何ら影響を

受けていないこと、また、この遮断
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措置は非常に迅速に終了しなければ

ならず、政府は、最後の書面提出に

おいて、この措置を正当化する騒乱

が止み次第、直ちにこの措置を解除

することを約束した。したがって、

緊急性という条件が満たされている

ことを正当化する提訴者側の不手際、

この措置の限定的かつ一時的な性質、

公共の安全と平穏の回復という公益

を考慮すると、政府がソーシャルネ

ットワークの遮断が緊張の緩和に役

立っていると援用しているため、緊

急性という要件が満たされていると

は見なすことはできない。  
10.  以上のことから、ニューカレド

ニア領域におけるソーシャルネット

ワーク「TikTok」の遮断措置の停止

とその運用の即時再開を許可するよ

う首相に命じることを求める提訴者

らの要請は、審理の現状から、緊急

性を欠くという理由でのみ棄却され

るしかない。したがって、いずれに

せよ、緊急事態に関する 1955 年 4 月

3 日法律第 11 条 II の規定が憲法に適

合しているかどうかを憲法院に付託

するために、その新規性又は重大性

について裁定する必要はない。   
11.  行政裁判法典 L 第 761-1 条の規

定は、本手続の敗訴当事者でない国

に賠償責任を負わせることを妨げ

る。」  
 
本決定において、この遮断措置は、

武装集団による深刻な治安の混乱と

非常に激しい衝突、すなわち公共の

建物、インフラ、商業施設、民家へ

 
( 7 9 )  Lavr ic ,  supra  note  78)p.  2047.  
( 8 0 )  本判決の簡潔な紹介として、以下の 2 つの文献を参照。Cabinet  Racine,  «  Le Consei l  d’État  
ne  suspend pas  le  blocage de  TikTok en Nouvel le-Calédonie  » ,  Communicat ion Commerce 
é lectronique ,  n o  7-8 ,  Jui l le t -août  2024,  p .  1  ;  Jean-Chris tophe Videl in ,  «  Chronique de  droi t  
publ ic  des  af fa i res  » ,  La Semaine Juridique :  Edi t ion Adminis trat ions  e t  Col lect iv i tés  
terr i tor iales ,  n o  26.  30 juin  2025,  p .  19.  

の攻撃や破壊行為が発生した状況の

中で取られたものであることが指摘

され、また、この首相の決定は単一

のソーシャルネットワークの遮断に

関するものであり、他のすべてのメ

ディアは引き続きアクセス可能であ

ったことが考慮された。そして結局、

本決定は、提訴者による正当化の欠

如、措置の限定的かつ一時的な性質

並びに公共の安全及び平穏の回復に

伴う公共の利益を考慮し、緊急性の

要件は満たされていないと結論づけ

たのである ( 7 9 )・ ( 8 0 )。  
この首相の決定に基づく TikTok の

一時的遮断措置は 5 月 29 日に解除さ

れたのであり、15 日間続いたことに

なる。この措置については、VPN を

利用することで TikTok へのアクセス

か可能であったため、その有効性が

疑問視されたが、他方、その適法性

も学説によって問題視された。すな

わち、表現の自由への干渉が正当化

されるためには、法律で規定され、

正当な目的を追求し、民主主義社会

において必要であることが求められ

る（欧州人権条約第 10 条第 2 項）が、

本件では、この措置は正当かつ必要

であるように見えるものの、その適

法性は非常に脆弱である。というの

も、この遮断措置は、危機的状況に

おいて公的機関が通常の管轄権、形

式、実質に関する規則から解放され

ることを認める、非常に古い判例法

上の非常事態の法理（例外状況の理
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論） ( 8 1 )に基づいているからである ( 8 2 )。  
なお、1955 年緊急事態第 11 条 II は、

オンラインの公共通信サービスの停

止をテロ行為の扇動及び擁護の場合

に限定しているため、本件において

は適用できなかったことに留意しな

ければならない ( 8 3 )。  
 
②2024 年 5 月 29 日国務院急速審理

裁判官決定第 494357 号 ( 8 4 )  
第二に、②について、国務院の急

速審理裁判官は、以下の決定におい

て、訴えの利益なしとして、TikTok
の一時的遮断措置の停止を求める請

求を棄却した（下線引用者）。  
「1. 審理によると、5 月 13 日以降、

ニューカレドニアでは、非常に深刻

な治安問題と武装集団による非常に

激しい衝突が発生しており、その結

果、公共施設、インフラ、企業が攻

撃され、破壊されている。交通機関

や公共サービスは麻痺し、食糧供給

も脅かされている。民家も攻撃され、

放火されている。これまでに 6人が死

亡し、170 人以上が負傷した。公共秩

序と治安に対する攻撃の深刻さを考

慮し、大統領は 2024 年 5 月 15 日デク

レにより、1955 年 4 月 3 日緊急事態

法に基づき、ニューカレドニアに緊

急事態を宣言した。前日の 2024 年 5
月 14 日、ニューカレドニアの住民に

対 し て ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク

「TikTok」へのアクセスを遮断する

決 定 が 下 さ れ た 。 「 Mouvement 
Kanak」協会は、行政裁判法典 L 第

521-2 条に基づき、国務院の急速審理

 
( 8 1 )  CE,  28 juin  1918,  n o  63412,  Heyriès .  
( 8 2 )  Lavr ic ,  supra  note  78)p.  2047.  
( 8 3 )  Lavr ic ,  supra  note  78)p.  2047.  なお、後述の 2025 年 4 月 1 日国務院総会判決第 494511 号
以降に公刊された、以下の文献も参照。 Lucie  Cluzel -Métayer ,  «  Droi t  e t  Inte l l igence 
ar t i f ic ie l le  » ,  La Semaine Juridique :  Edi t ion Générale ,  n o  27,  7  ju i l le t  2025,  pp.  1244-1245.  
( 8 4 )  CE,  Juge des  référés ,  29 mai  2024,  n o  494357.  

裁判官に対し、この決定を停止し、

「TikTok」ソーシャルネットワーク

の再開を命じるよう要請している。   
2.  行政裁判法典 L 第 521-2 条の文

言によれば、「問題の緊急性によっ

て正当化される旨の要請を受理した

場合、急速審理裁判官は、公法に準

拠する法人又は公共サービスの管理

を委託された私法に準拠する機関が、

その権限の行使において重大かつ明

白に違法に侵害した基本的自由を保

護するために必要なあらゆる措置を

命じることができる。急速審理裁判

官は、48 時間以内に裁定しなければ

ならない」。同法典 L 第 522-3 条に基

づき、緊急性の要件を満たさない場

合、又は、要請に鑑み、要請が行政

裁判所の管轄に属しないこと、要請

が不受理とされるべきこと、若しく

は申請が根拠のないものであること

が明らかな場合、急速審理裁判官は

理由付命令により、審理又は聴聞を

行わずに要請を棄却することができ

る。また、提訴者が手続の途中で目

的を失った場合も同様である。  
3.  「Mouvement Kanak」協会が、

行政裁判法典 L 第 521-2 条に基づき、

国務院の急速審理裁判官に対し、ニ

ューカレドニア領域におけるソーシ

ャルネットワーク「TikTok」の遮断

決定を一時的に停止し、同ネットワ

ークの再開を命じるよう要請した後

に、ニューカレドニア高等弁務官は、

2024 年 5 月 29 日コミュニケにおいて、

ニューカレドニアにおけるソーシャ

ルネットワーク「TikTok」の禁止を
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解除することを発表した。このよう

な状況において、提訴者の要請はそ

の目的を失ったと見なされなければ

ならない。したがって、もはや裁定

する必要はない。  
4.  本件の状況において、行政裁判

法典 L 第 761-1 条の規定に基づいて、

国に賠償責任を負わせる理由はな

い。」  
 
本判決は、行政裁判法典 L 第 522-3

条を根拠に、訴訟の途中で目的を失

った場合には請求を棄却できること

を前提に、2024 年 5 月 29 日の高等弁

務官の TikTok の一時的遮断の解除が

発表されたことを受け、もはや請求

に訴えの利益がないとして請求を棄

却したのである。  
 
  第 3款 非常事態法理の適用に

よる TikTok の一時的

遮断措置と本案訴訟  
上記のように、非常事態法理の適

用による TikiTok の一時的遮断措置は、

急速審理において原告らは敗訴した

が、他方、一時的遮断措置の取消し

を求める本案訴訟（越権訴訟）をも

提起した。  
 
①2024 年 9 月 24 日国務院第 10・

第 9 合同部会判決第 494511 号
( 8 5 )  

第一に、原告の一部は、①合憲性
優先問題を提起していたが、国務院

は、以下の国務院合同部会判決にお

いて、憲法院への移送を認めなかっ

た（下線引用者）。  
「1. 人権同盟は、2024 年 5 月 15 日

に発表された、ニューカレドニアに

 
( 8 5 )  CE,  10 e  e t  9 e  chambres  réunies ,  24 septembre 2024,  n o  494511.  

お け る ソ ー シ ャ ル ネ ッ ト ワ ー ク

「Tiktok」へのアクセスを遮断する

という首相の決定を、越権として取

消しを求める。この異議を裏付ける

別個の意見書において、人権同盟は、

2015 年 11 月 20 日法律により改正さ

れた緊急事態に関する 1955 年 4 月 3
日法律第 385 号の適用を延長し、その

規定の有効性を強化する 2015 年 11 月

20 日法律による改正後の、緊急事態

に関する 1955 年 4 月 3 日法律第 11 条

II が、憲法が保障する権利及び自由を

侵害すると主張する。  
2.  憲法院に関する組織法律を定め

る 1958 年 11 月 7 日オルドナンス第

23-5 条第 1 項は、「法律規定が憲法

によって保障された権利及び自由を

侵害するとの主張は、……国務院で

の審理の際に……提起することがで

きる」。同条の規定により、憲法院

は、争点となっている規定が訴訟又

は手続に適用可能であること、状況

の変化の留保の下で憲法院判決の判

決理由及び判決文において既に憲法

に適合すると宣言されていないこと、

及び問題が新規であること又は重大

な性質を有することという 3 つの条件

の下で、合憲性優先問題を付託され

る。  
3.  緊急事態に関する 1955 年 4 月 3

日法律第 11 条 II は、「内務大臣は、

テロ行為の実行を扇動又は擁護する

オンラインの公共通信サービスを中

断させるために、あらゆる措置を講

じることができる」と規定する。  
4.  2024 年 5 月 15 日に公表された決

定により、首相は、この地域唯一の

携帯電話事業者であるモビリスの運

営を担当するニューカレドニア郵便
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通信公社に対し、ソーシャルネット

ワーク「Tiktok」へのアクセスを遮

断するよう要請した。この遮断は

2024 年 5 月 29 日まで継続された。首

相の文書によれば、係争中の決定は、

例外状況において首相が有する権限

に基づき首相によりなされたのであ

り、緊急事態に関する 1955 年 4 月 3
日法律第 11 条 II 項の規定に基づき内

務大臣によりなされたものではない

ことは明らかであるが、提訴者は、

これらの規定が憲法により保障され

る権利及び自由の適合性について異

議を唱える。したがって、これらの

規定は、1958 年 11 月 7 日オルドナン

ス第 23-5 条の意味及び適用において、

本件紛争に適用されるものとは見な

されない。  
5.  以上のことから、提訴者が提起

した合憲性優先問題を憲法院に付託

する必要はない。」  
 
本件越権訴訟は、判例法理である

非常事態法理を適用した首相の決定

による TikTok の一時的遮断措置の取

消しを求めるものである。すなわち、

内務大臣がテロ行為の遂行を扇動又

は擁護するオンライン通信サービス

の停止を確保するためのあらゆる措

置を講じることを認める 1955 年緊急

事態法第 11 条 II は本件において適用

されていないのであって、内務大臣

の決定は存在せず、内務大臣の決定

が越権訴訟の対象となっているので

はない。そのため、本判決は、1955
年緊急事態法第 11 条 II が本件紛争に

は適用されておらず、当該法律の合

憲性優先問題を憲法院に付託できな

 
( 8 6 )  Anne-Laure  Cassard-Valembois ,  «  Jur isprudence const i tu t ionnel le  » ,  La Semaine 
Juridique :  Edi t ion Générale ,  n o  10,  10 mars  2025,  p .  448.  
( 8 7 )  CE,  Assemblée,  1 e r  avr i l  2025,  n o  494511.  

いとしたのである ( 8 6 )。  
そもそも、非常事態法理を適用し

て取られた措置は、根拠となる法律

が存在しないため、法律の合憲性優

先問題を憲法院に移送することは不

可能であり、その意味では、本件は

憲法裁判的統制が不可能な事例であ

った。  
 
②2025 年 4 月 1 日国務院訴訟部総

会判決第 494511 号 ( 8 7 )  
他方、②本件越権訴訟それ自体で

は、非常事態法理を適用しての首相

の決定による TikTok の一時的遮断措

置は、以下の国務院訴訟部総会判決

により違法とされた（下線引用者）。  
「1. 事件記録によれば、2024 年 5

月 14 日、首相は、例外状況の存在を

理由として、ニューカレドニアにお

けるオンライン公共通信サービス

「TikTok」へのアクセスを遮断する

決定を下した。この決定は、ニュー

カレドニア郵便通信局などが導入し

た技術的措置により、翌日から適用

された。首相は 2024 年 5 月 29 日にこ

の措置を終了した。同時に、2024 年

5 月 15 日の閣議決定により、同日 20
時（パリ時間）からニューカレドニ

ア領土に緊急事態が宣言された。緊

急事態に関する 1955 年 4 月 3 日法律

第 2 条の規定に基づき、12 日後に緊

急事態は終了した。人権同盟、「La 
Quadrature du net」協会、C 氏らは、

オ ン ラ イ ン 公 共 通 信 サ ー ビ ス

「TikTok」へのアクセス停止決定が

権限の濫用であるとして、その取消

しを請求している。これらの請求は、

単一の決定をもって裁決するために
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併合すべきである。  
・法的枠組みについて  
2.  第一に、特に、行政機関の正常

な機能を阻害し、国民の健康や必須

サービスへのアクセスを直ちに脅か

し、あるいは公共の秩序を著しく損

なうような、特に深刻な状況におけ

る例外状況の発生は、行政当局が、

緊急時に、現行の規範に従って行動

することが不可能な場合、その決定

の時点での支配的状況に照らしてそ

のような措置が不可欠である場合に

限り、行政裁判官の完全な監督の下

で、その時点の必要性に応じるため

のあらゆる措置を講じることができ

る。  
3.  一方、緊急事態に関する 1955 年

4 月 3 日法律第 1 条によれば、「緊急

事態は、公共の秩序に対する重大な

侵害による差し迫った危険が生じた

場合、又はその性質及び重大性から

公共の災難とみなされる事象が発生

した場合、本土、海外県、憲法第 74
条に規定される海外地域、およびニ

ューカレドニアの全域または一部に

おいて宣言することができる」。同

法律第 2 条によれば、「緊急事態は閣

議を経たデクレにより宣言される。

このデクレにより、緊急事態が効力

を有する地域が定められる。／これ

らの地域内で、緊急事態が適用され

る区域は、デクレにより定められる。

／  12 日を超える緊急事態の延長は、

法律によってのみ許可される。」  最
後に、緊急事態に関する 1955 年 4 月

3 日法律第 385 号の適用を延長し、そ

の規定の有効性を強化する 2015 年 11
月 20 日法律による改正後の、1955 年

4 月 3 日法律第 11 条 II は、次のよう

に規定する。「 II .  内務大臣は、テロ

行為の実行を扇動又は擁護するオン

ラインの公共通信サービスを中断さ

せるために必要なあらゆる措置を講

じることができる。」  
4.  判決理由 3 に規定する措置の適用

により、国家の全部又は一部に緊急

事態を宣言し、行政当局の権限を拡

大して、公の秩序に対する重大な侵

害又は公的災害の性質を有する事象

に起因する差し迫った危険に対処す

ることにより、原則として、そのよ

うな状況に対処する手段を付与する

法的枠組みが確立される。ただし、

例外状況により必要とされる場合、

行政当局は、1955 年 4 月 3 日法律に

基づく措置及びその他の例外レジー

ム又は一般法に基づく措置のいずれ

をも用いてもその時点の必要性に対

応できない場合、判決理由 2 で言及し

た権限を行使して、その他の措置を

講じることを妨げるものではない。  
5.  第二に、1789 年人権宣言第 11 条

は、次のように規定する。「思想及

び意見の自由な伝達は、人間にとっ

て最も貴重な権利の一つである。し

たがって、すべての市民は、法律で

定められた場合を除き、この自由の

乱用について責任を問われることな

く、自由に発言し、執筆し、印刷す

ることができる」。表現と伝達の自

由は、その行使が民主主義の条件で

あり、他の権利と自由の尊重を保証

する要素の一つであることから、な

おさら貴重なものである。  
6.  現在の通信手段の状況、オンラ

インによる公衆向け通信サービスの

普及、並びに民主的・経済的・社会

的生活への参加、及び思想・意見の

表明におけるこれらのサービスの重

要性を考慮すると、1789 年人権宣言

第 11 条で保障される思想及び意見の

自由な伝達は、これらのサービスに
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アクセスし、そこで表現する自由を

意味する。  
7.  思想及び意見の自由な伝達、表

現の自由、及びオンライン公共通信

サービスによって行使が可能なその

他のすべての権利と自由、特に私生

活と家庭生活の権利、並びに商業及

び産業の自由に対する侵害を考慮す

ると、行政当局は、法律で定められ

た場合を除き、そのようなサービス

へのアクセスを中断することを決定

することはできない。ただし、例外

状況において、その時点の必要性に

対応するために不可欠である場合に

は、そのような措置を講じることが

できる。この枠組みにおいて、当該

サービスの完全な遮断は、法的にも

暫定的な措置としてのみ決定され得

るものであり、一方で、当該権利及

び自由を侵害する程度がより低い代

替措置を直ちに講じることができる

技術的手段が存在しないこと、他方

で、その禁止措置は、そのような代

替措置を調査し実施するために必要

な期間を超えない範囲で講じられる

ことが条件となる。  
・申立ての理由について  
8.  事件記録から、2024 年 5 月 13 日

以降、ニューカレドニアでは、ニュ

ーカレドニア議会及び州議会選挙の

選挙人団を変更する政府提出憲法改

正〔法律〕案の審議を背景に、非常

に深刻な治安の混乱が続いたことが

わかる。この混乱は、2024 年 5 月 14
日及び 15 日に、武装集団による暴力

的な衝突を引き起こし、複数の死者、

公共建築物及びインフラの破壊・損

傷、ヌメア刑務所での脱走未遂を伴

う反乱などにつながった暴動によっ

て特徴づけられた。多くの道路がバ

リケードによって封鎖され、それを

突破しようとする人々に対する暴行

や直接的な衝突が発生した。  
9.  第一に、判決理由 3 で引用した

1955 年 4 月 3 日法律第 11 条 II の規定

は、内務大臣が、テロ行為の実行を

扇動又は擁護するオンラインの公共

通信サービスを中断させるためのあ

らゆる措置を講じることを認めてい

るが、これは、原則として、2024 年

5 月 15 日より、緊急事態宣言と同時

に、テロ対策以外の理由により前日

に決定されたオンライン公共通信サ

ービス「TikTok」の遮断措置を実施

することを妨げるものではなかった

が、それは、ニューカレドニア領土

における例外状況を考慮し、1955 年

4 月 3 日法律で規定されているその他

の措置及び一般法に基づき実施され

る可能性のある措置のいずれも、そ

の時点の必要性を満たす性質のもの

ではなかったことを条件とする。し

たがって、提訴者が、1955 年 4 月 3
日法律第 11 条 II に規定された要件が

ソーシャルネットワーク「TikTok」
の停止を行うために満たされていな

かったこと、及び首相にはこのサー

ビスの停止を行う権限がなかったこ

とを理由に、争われている決定には

法的根拠がないとする主張には正当

性 が な い 。 い ず れ に せ よ 、 「 La 
Quadrature du net」協会が、表現の自

由の制限は法律で規定されなければ

ならないとする欧州人権条約第 10 条

並びに市民的及び政治的権利に関す

る国際規約第 19 条は、例外状況に基

づいて侵害されることを妨げると主

張することには根拠がないのであっ

て、というのも、そのような例外状

況が発生した場合、判決理由 2 で述べ

た条件の下で、行政当局が通常の権

限の範囲を超える措置を講じる可能
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性は、確立された判例法に由来する

ものであり、その結果、これらの規

定の意味及び適用において、十分に

予測可能な法的根拠を構成している

からである。  
10.  第二に、判決理由 8 で述べたよ

うに、ニューカレドニアでは特に深

刻な治安の混乱が発生していたが、

オ ン ラ イ ン の 公 共 通 信 サ ー ビ ス

「TikTok」が、そのネットワークが

ユーザーに対して使用するアルゴリ

ズムにより、暴力の行使を煽るコン

テンツを非常に迅速に拡散するため

に利用されていたことが、事件記録

から明らかである。首相は、このサ

ービスの利用が状況を悪化させ、公

共の秩序の回復を妨げるおそれがあ

ると判断して、当時の例外状況を踏

まえ、また、他の技術的手段が直ち

に 利 用 で き な い 状 況 に お い て 、

「TikTok」のオンライン通信サービ

スを、特にネットワークの特定の機

能をブロックするなどの、目的を達

成しかつ当該権利及び自由への侵害

が少ない代替措置を必要に応じてサ

ービス提供者と連携して調査し及び

実施するために必要な期間を超えな

い範囲で、一時的に遮断することを

決定する権限を有していた。しかし、

争点となっている決定は、公共の秩

序の混乱が継続していることのみに

関連して、代替措置の実施が不可能

であることを条件とすることなく、

無期限の完全なサービス遮断を命じ

ている。したがって、提訴者が、首

相が表現の自由、思想及び意見の伝

達の自由、情報へのアクセスの自由

に不均衡な侵害を行ったと主張する

 
( 8 8 )  CE,  communiqué,  1 e r  avr i l  2025,  «  Le Gouvernement  peut  in terrompre un réseau socia l ,  
mais  seulement  en cas  de  c i rconstances  except ionnel les  e t  sous  cer ta ines  condi t ions  » ,  La 
Semaine Juridique :  Edi t ion Générale ,  n o  14,  7  avr i l  2025,  pp.  449-450.  

ことに正当性がある。  
11.  以上のことから、人権同盟、

「La Quadrature du net」協会及び C
氏その他が争っている決定の取消し

を求めることに正当性がある。  
12.  本件の状況において、国家は、

人権同盟、「La Quadrature du net」
協会及び C氏その他に対して、行政裁

判法典 L 第 761-1 条に基づき、それぞ

れ 3,000 ユーロを支払う義務を負う。」  
 
本判決は、例外状況（非常事態法

理）に基づき、首相がソーシャルネ

ットワークへのアクセスを一時的に

停止できる 3 つの条件を明らかにした。

すなわち、 (1)特に深刻な事態に対処

するために遮断が不可欠であること、

(2)権利及び自由への侵害が少ない代

替措置を直ちに講じることができる

技術的手段が存在しないこと、 (3)遮
断は代替措置の調査及び実施に必要

な限定的な期間で行われなければな

らないこと、である。本判決は、

TikTok へのアクセスの一時的遮断に

関する首相の決定は、これらの 3 つの

条件のすべてを満たしてはいないと

の判断を下し、当該首相の決定を違

法と判断したのである ( 8 8 )。  
先述の通り、1955 年緊急事態法第

11 条 II は、内務大臣がテロを扇動・

擁護するオンラインサービスを中断

することを可能にしているが、本件

において、TikTok 上で流れていた情

報はテロに関するものではなかった

ため、当該条項を適用することはで

きなかった。そのために、首相は、

例外状況（非常事態法理）を理由に、

TikTok へのアクセスの一時的遮断を
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決定したのである。本判決は、例外

状況を根拠として、首相が 1955 年緊

急事態法の定める措置及びその他の

法令の定める措置以外の必要不可欠

の措置として遮断措置をとること自

体は認めているが、本判決は、この

必要不可欠の遮断措置をとるために

は、当該権利及び自由への侵害が少

ない代替措置を可能にする技術的手

段がないこと、かつ、代替措置を調

査し及び実施するために必要な期間

を超えてはならない一時的措置であ

ることを要件とし、結局この 2 つの要

件を満たしていないとして違法と判

断したのである ( 8 9 )。  
また、本判決は、TikTok が「その

ネットワークがユーザーに対して使

用するアルゴリズムにより、暴力の

行使を煽るコンテンツを非常に迅速

に拡散するために利用されていたこ

とが、事件記録から明らかである」

と述べており、TikTok の使用する、

暴力の行使を煽るコンテンツを拡散

するアルゴリズムを考慮して、例外

状況の存在を認定した ( 9 0 )ことは注目

に値する。逆説的に言えば、暴力を

煽るコンテンツを拡散しないような

ソーシャルネットワークサービスの

アルゴリズムであれば、国務院はそ

もそも例外状況の認定をしなかった

と言えよう。  
本件遮断措置は、判例法上の例外

レジームである非常事態法理を根拠

にしていたが、結局、例外レジーム

の下での適法な措置とは判断されな

かったことに本判決の意義があろう。

非常事態法理を根拠とした措置は、

極めて厳格な要件の下でしか適法と

 
( 8 9 )  Lucienne Ers te in ,  «  TikTok ou la  l ibre  communicat ion des  pensées  e t  des  opinions  » ,  La 
Semaine Juridique :  Adminis trat ions  e t  Col lect iv i tés  terr i tor iales ,  n o  14,  7  avr i l  2025,  p .  9 .  
( 9 0 )  Cluzel -Métayer ,  supra  note  83)p.  1245.  

ならないのである。  
 
 
おわりに――まとめと今後の課題  
(1) 本稿のまとめ  
本稿は、フランスの実定法上の例

外レジームである、憲法第 16 条の定

める大統領の非常事態措置権、憲法

第 36 条の定める戒厳、1955 年緊急事

態法の定める緊急事態、公衆衛生法

典において規定され既に廃止された

衛生緊急事態についてそれぞれ概

観・再整理した後、1955 年緊急事態

法に基づく計 9回目の緊急事態宣言が

発出され、かつ、判例法上の例外レ

ジームである非常事態法理が適用さ

れた 2024 年 5 月のニューカレドニア

暴動について分析した。本件ニュー

カレドニア暴動に対しては、1955 年

緊急事態法の適用の下で様々な措置

がとられたものの、それ以上に、非

常事態法理を適用して TikTok へのア

クセスの一時的遮断措置が問題視さ

れ、結局、国務院訴訟部総会判決に

よって当該遮断措置は違法と判断さ

れた。  
 
(2) 今後の課題  
本件ニューカレドニア暴動は、

1955 年緊急事態法の適用により 2024
年 5 月 15 日の緊急事態宣言の下で対

処され、1955 年緊急事態法第 2 条第 3
項の定める 12 日間の期間が延長され

ることなく、2024 年 5 月 27 日に終了

した。また、後に国務院訴訟部総会

判決によって違法と判断されたもの

の、非常事態法理を適用して 2024 年

5 月 14 日から TikTok を一時的に遮断
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する措置は、2024 年 5 月 29 日に終了

した。すなわち、本件ニューカレド

ニア暴動は、比較的短期間で収束し

たのである。  
しかし、ニューカレドニアの独立

機運は続いたままである。そこで、

フランス政府は、本稿第 2 章で詳細に

述べた憲法改正を諦め、ニューカレ

ドニアに更なる強い自治を認める方

針の憲法改正に舵をきった。2025 年

7 月 12 日、ニューカレドニアでブジ

ヴァル協定（Accord de Bougival）が

締結された。ブジヴァル協定の内容

は、フランスの中に「ニューカレド

ニア国家（ un État  de la Nouvelle-
Calédonie）」を創設することである。

すなわち、憲法改正をして、フラン

ス第五共和制憲法において、「ニュ

ーカレドニア憲法」を有する「ニュ

ーカレドニア国家」の存在を認める

ということである。この協定を実施

するための前提条件として、「2025

 
( 9 1 )  Proposi t ion de lo i  organique visant  à  repor ter  le  renouvel lement  général  des  membres  du 
congrès  e t  des  assemblées  de  province de  la  Nouvel le -Calédonie  pour  permet t re  la  mise  en 
oeuvre  de  l ' accord du 12 jui l le t  2025.  
( 9 2 )  以下の元老院公式 HP を参照。<ht tps : / /www.senat . f r /doss ier- legis la t i f /ppl24-876.html>.  
( 9 3 )  Proje t  de  loi  const i tu t ionnel le  por tant  créat ion e t  organisat ion pol i t ique e t  ins t i tu t ionnel le  
de  l 'Éta t  de  la  Nouvel le-Calédonie .  
( 9 4 )  以下のニュースサイトの HP において、当該政府提出憲法改正法律案（厳密には草案）が掲
載されている。« Accord Nouvel le-Calédonie  :  que di t  le  proje t  de  loi  const i tu t ionnel le  ?  » ,  4  
septembre 2025,  <ht tps : / / la1ere . f ranceinfo. f r /nouvel lecaledonie/decryptage-accord-nouvel le-
caledonie-que-di t - le-proje t -de- loi -const i tu t ionnel le-1619612.html>.  
( 9 5 )  2025 年 7 月 12 日のブジヴァル協定から 2025 年 9 月 30 日現在までのニューカレドニアに
関する情報について、前掲注 94)のニュースサイトの HP のほか、以下のニュースサイトの HP
を参照。« Accord Nouvel le-Calédonie  :  que cont ient  le  texte  s igné par  les  représentants  
pol i t iques  à  Bougival  ?  » ,  12 jui l le t  2025,  
<ht tps : / / la1ere . f ranceinfo. f r /nouvel lecaledonie/accord-nouvel le-caledonie-que-cont ient - le-
texte-s igne-par- les- representants-pol i t iques-a-bougival-1604055.html> ;  «  Manuel  Val ls  en 
Calédonie .  Le minis t re  dévoi le  un calendr ier  t rès  serré  pour  concrét iser  jur idiquement  
l ' accord de  Bougival  » ,  21 août  2025,  
<ht tps : / / la1ere . f ranceinfo. f r /nouvel lecaledonie/manuel-val ls-en-caledonie- le-minis t re-
devoi le-un-calendr ier - t res-serre-pour-concret iser - jur idiquement- l -accord-de-bougival-
1615412.html> ;  «  Accord de  Bougival  -  Nouvel le-Calédonie  :  Que cont ient  le  proje t  de  loi  
const i tu t ionnel le  ?  » ,  21 août  2025,  <ht tps : / /out remers360.com/bass in -paci f ique-
appl i /accord-de-bougival-nouvel le-caledonie-que-cont ient - le-proje t -de- loi -
const i tu t ionnel le> ;  «  La rédact ion du proje t  de  loi  const i tu t ionnel le  es t  terminée » ,  27 août  
2025,  <ht tps : / /ac tu .nc/2025/08/27/ la- redact ion-du-proje t -de- loi -const i tu t ionnel le-es t -
terminee/>.  

年 7 月 12 日の合意の実施を可能とす

るためのニューカレドニアの合同議

会及び州議会の議員の総選挙を延期

することを目的とする議員提出組織

法律案 ( 9 1 )」が 2025 年 8 月 13 日に元

老院に提出され（Texte no  876）、現

在、この組織法律案は元老院の第一

読会の委員会審査の最中である ( 9 2 )。

そして、現在はまだフランス政府か

らは政府提出憲法改正法律案は公表

されていないが、起草委員会は政府

提出憲法改正法律案である「ニュー

カレドニア国家の創設及び政治的・

制度的組織に関する政府提出憲法改

正法律案 ( 9 3 )」の起草は完了しており
( 9 4 )、憲法第 39 条第 2 項に基づき、当

該憲法改正法律案は国務院への諮問

に付される ( 9 5 )。  
フランス植民地支配の最後の清算

とも言うべき、本件ブジヴァル協定

の実施、すなわち、フランス第五共

和制憲法の改正及びニューカレドニ
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ア憲法の制定などによるニューカレ

ドニアの更なる高度な自治の実現が

順調に至らなければ、再度ニューカ

レドニアで高度な自治を求める暴動

（あるいは独立を求める暴動さらに

は反乱・テロ）が起きるかもしれな

い。フランス国家の中にニューカレ

ドニア国家を作るフランスの試みに

ついて、今後も注視していく必要が

あろう。  
 
 
〔付記①〕 本稿は 2025 年 9 月 30

日に脱稿した。本文中の「現在」は、

2025 年 9 月 30 日現在を指す。  
〔付記②〕 本稿は、令和６～９

年度科学研究費（基盤研究（B））

「憲法秩序と『ヨーロッパ法化』

――フランス・ドイツ・イタリア・

ベルギーの比較実証研究」及び令和

７～９年度科学研究費（基盤研究

（C））「政府提出法律案の重層的

『統制』に関する日仏比較」の研究

成果の一部である。  
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日本から見たフランス契約各則改正草案における役務提

供契約 

 
東北大学大学院法学研究科  准教授 池田 悠太  

 
 
はじめに  
I 役務提供契約の概念  

A 上位概念としての「役務提供契約」の不存在  
B 受皿としての「請負契約」の存在  

II 役務提供契約の規律  
A 受皿規定としての請負契約法  
B 通則としての役務提供契約法  

おわりに  
 

はじめに  

フランスでは、2022 年 7 月に、司

法 省 が 契 約 各 則 改 正 草 案 （ avant-
projet  de réforme du droi t  des  contrats  
spéciaux）を公表した ( 1 )。フランスの

民法典には、売買その他の、それぞ

 
( 1 )  Commiss ion  prés idée  par  l e  Professeur  Phi l ippe  Stoffe l -Munck,  Avant -proje t  de  ré forme 
du  droi t  des  contra ts  spéc iaux  ( c i -après  «  Avant -pro je t  ») .  フランス司法省のウェブサイ
ト（ ht tps : / /www. jus t ice .gouv. f r /ac tua l i t es /espace-presse /pro je t - re forme-du-dro i t -cont ra t s -
spec iaux）から入手できる。以下単に「改正草案」というときはこれを指すものとす
る。この改正草案の全体については、筆者がフランスのナント大学（ Nantes  
Univers i t é）にて 2024 年 3 月 14 日に行った講演をもとに執筆した近刊予定の論文
Yuta  Ikeda ,  «  Brèves  ré f lex ions  d’un  jur i s te  j aponais  sur  l a  ré forme f rança ise  » ,  in  
Char les -Édouard  Bucher  e t  Mar ie-Anne  Dai l l an t  (d i r. ) ,  La ré forme du  droi t  f rançais  des  
contra ts  c iv i l s  e t  commerciaux  vue  d’a i l l eurs ,  Édi t ions  de  la  Socié té  de  Légis la t ion  
Comparée  (à  para î t re )（「フランス契約各則改正に関する日本の一法律家による一考
察」、または「日本から見たフランスの契約各則改正」）を参照。なお、 avant -pro je t
の訳語については、シャルル＝エドゥアール・ビュシェ（池田悠太訳）「フランス契
約各則改正草案における売買法に関する批判的考察」民法研究フランス編 5 号（近刊
予定）訳注 1 を参照。  
( 2 )  教科書として、 Phi l ippe  Malaur ie ,  Laurent  Aynès  e t  P ie r re -Yves  Gaut ie r,  Droi t  des  
contra ts  spéc iaux ,  13 e  éd . ,  LGDJ,  2024 ;  Ala in  Bénabent ,  Droi t  des  contra t s  spéc iaux  c iv i l s  
e t  commerciaux ,  15 e  éd . ,  LGDJ,  2024 ;  Danie l  Mainguy,  Contrats  spéc iaux ,  13 e  éd . ,  Dal loz ,  
2022 などがある。 Préc is  Dal loz のシリーズでは François  Col la r t  Dut i l l eu l ,  Phi l ippe  
Delebecque  e t  Char les -Édouard  Bucher,  Contrats  c iv i l s  e t  commerciaux ,  12 e  éd . ,  Dal loz ,  
2023 がカバーしている。  

れの類型の契約に関する規定があり

（第 3 編第 5 章〜第 17 章）、民法学

に も 、「 各 種 契 約 の 法 （ droi t  des  
contrats  spéciaux）」と呼ばれる分野

があるが ( 2 )、これらは日本の契約各

則・契約各論に相当すると言ってよ

く、この部分が、上記の改正草案の

対象とされている。  



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

日本から見たフランス契約各則改正草案における役務提供契約 
     （池田悠太）59 

翻って日本でも、2017 年に行われ

た契約法改正において、契約各則が

その対象となった。その際には、い

わゆる役務提供契約に関する総論的

な問題も扱われており、「請負や委任

と並んで、具体的な役務ではなく役

務提供一般を対象とする射程の広い

典型契約を設ける考え方」、つまり受

皿を整備するという案や、「請負や委

任などの既存の役務提供契約を包摂

する役務提供型の契約全体に適用さ

れる通則的な規定を設けるという考

え方」、つまり上位概念を設けるとい

う案も、俎上に載せられたが ( 3 )、「民

法（債権関係）の改正に関する中間

試案」では取り上げられていないこ

ととなり、結局、いずれも実現しな

かった ( 4 )。  
このことを踏まえてフランス法を

見ると、このように射程の広い日本

の「役務提供契約」の概念に相当す

るフランス語の概念として、フラン

スには  «  contrat[s]  de prestat ion de 
service » の概念があり ( 5 )、その概念

をめぐって議論がなされている、と

いうことが目に留まる。そして、2022
年の契約各則改正草案においてその

概念は採用されていないのであるが、

その採否が問題とされ、また、そこ

に含まれうる契約の規律に関して共

通の問題が意識されていた。  
そこで、本稿では、役務提供契約

の総論的な問題に関するフランスの

改正草案の内容を、規律に用いられ

る概念（ I）及び具体的な規律の内容

 
( 3 )  「民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明」 501-502 頁。  
( 4 )  それに至る経緯について、吉永一行「役務提供型契約法改正の挫折」産大法学 48
巻 3=4 号（ 2015 年）参照。  
( 5 )  フランス語では、単数形で語られることもあるが、複数形で語られることもある
ことには、注意を要する。  

（ II）の観点から、明らかにするこ

とを試みる。前述のような日本の状

況を念頭に置き、日本法から得られ

る関心に基づいて記述するものの、

本稿では、日本法の検討に先立つ準

備作業として、フランス法をそれ自

体として検討の対象とし、日本法に

ついての検討はおわりに若干行うに

とどまる。  

I  役務提供契約の概念  

フランスの契約各則改正草案の作

成にあたっては、契約類型の再検討

が行われた。その結果、包括的な上

位 概 念 と し て の 「 役 務 提 供 契 約

（ contrat  de prestat ion de service）」の

概念は採用されなかったが（ A）、そ

れでも、請負契約（contrat d’entreprise）
の概念は明文化されたのであり、こ

れがいわば受皿として機能すると考

えられる（ B）。  
 
A 上位概念としての「役務提供契

約」の不存在  
「役務提供契約」の概念は、フラ

ンス法にとって、決して未知のもの

ではない。ヨーロッパ法の文脈にお

いても、フランス法固有の文脈にお

いても、「役務提供契約」の概念は存

在している。  
まず、ヨーロッパ法では、「役務

（ service）」の語が語られて久しく、

ひいては「役務契約／サービス契約

（ contrat  de service）」も語られてき
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た。EU 機能条約 57 条が、「通常報酬

を 対 価 と し て 提 供 さ れ る 給 付

（ prestat ions）」のうち、商品・資本・

人の自由な流通に関する規定の対象

とならないものは、「役務（ service）」
とする旨を定めており、さらに、域

内市場における役務に関する EC 指
令 2006-123 号（「サービス指令」） 4
条 1 号は、「役務（ service）」を、「通

常報酬を得て実施される全ての経済

的活動（ act ivi té  économique）のうち、

賃金の支払いを受けるものを除いた

もの（ non salar iée）」と定義している。

これらは契約とは独立に定義された

ものであるが、それに対して、消費

者の権利に関する EU 指令 2011-83
号 2 条 6 号は、「役務契約（ contrat  de 
service）」を、「売買契約以外の、そ

れにおいて事業者が消費者に対して

役務（ service）を提供し若しくは提

供することを約し、消費者がその代

金を支払い若しくは支払うことを約

する全ての契約」と定義している。  
そこで、ヨーロッパ法においては、

「 役 務 提 供 契 約 （ contrats  de 
prestat ions de service）」の概念は広く、

そ こ に は フ ラ ン ス 法 上 の 請 負 契 約

（ contrat  d’entreprise）のみならず委

任契約（ contrat  de mandat）や寄託契

約（ contrat  de dépôt）、さらには金銭

消費貸借（ contrat  de prêt  d’argent）
や賃貸借（ bai l）も含まれる、と言わ

れる（広義の役務提供契約概念）( 6 )。  
このようなヨーロッパ由来の役務

提供契約の概念をフランスの立法者

が初めて国内法に取り入れたのは、

 
( 6 )  Natacha  Sauphanor-Broui l laud ,  Carole  Auber t  de  Vince l les ,  Geoff ray  Brunaux e t  
Laurence  Usunier,  Les  contra ts  de  consommat ion .  Règles  communes ,  2e  éd . ,  LGDJ,  2018,  
n o  56 .  
( 7 )  V.  Sauphanor-Broui l laud  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  6) ,  n o  57 .  

消費者 ADR に関する EU 指令 2013-
11 号を承けて、斡旋（ médiat ion）と

の関係においてのことであり ( 7 )、現

在は消費法典 L611-1 条において、

「事業者による役務の供給と、それ

に対して消費者が代金を支払うこと

を目的とする契約」として「役務提

供 契 約 （ contrat  de prestat ion de 
services）」が定義されている。  

さらには、フランスの民法典にと

っても、「役務提供」や「役務提供契

約」の概念は、決して未知のもので

はない。  
第一に、 2016 年改正前の民法典

1369-4 条及び 1369-6 条において既

に、「役務提供（ prestat ion de service）」
の語が用いられており、それは同改

正後も 1127-1 条及び 1127-3 条とし

て存在している。すなわち、 1127-1
条は、その第 1 項において「事業者

として、電子的手段によって、財産

の供給又は役務の提供（ la  fourni ture 
de biens ou la  prestat ion de services）
を提案する者は、適用される契約条

項を、保存及び再生成が可能な形で

提供しなければならない」と定め、

1127-3 条は、その第 1 項において、

「もっぱら電子メールの交換によっ

て締結された、財産提供契約又は役

務提供契約（ contrats  de fourni ture de 
biens ou de prestat ion de services）に

ついては、第 1127-1 条第 3 項第 1 号
ないし第 5 号並びに第 1127-2 条第 1
項及び第 2 項の定める義務は免除さ

れる」と定める。  
もっとも、これらの規定は、役務



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

日本から見たフランス契約各則改正草案における役務提供契約 
     （池田悠太）61 

に関する 2000 年の EC 指令 2000-31
号を実施するために導入されたもの

であるにとどまり ( 8 )、内容的にも、

ここでいう役務提供（ prestat ion de 
service）は、財産供給と選択的に挙

げられるものでしかなく、役務提供

に当たるかどうかという問題の意義

は大きくない。  
第二に、返還に関する民法典 1352-

8 条 に お い て も 、「 役 務 提 供

（ prestat ion de service）」の語は用い

られている。すなわち、同条はその

第 1 文において「役務提供（ prestat ion 
de service）の返還は、価値において

行われる」と定めている。  
もっとも、ここで扱われているの

は、契約の問題ではなく、もっぱら

債務の問題である。  
それに対して、第三に、2016 年改

正によって導入された民法典 1165
条においては、特定の効果をもたら

す も の と し て 、「 役 務 提 供 契 約

（ contrat  de prestat ion de service）」が

語られている。すなわち、同条は、

その第 1 項において「役務提供契約

（ les  contrats  de prestat ion de service）
において、その履行の前に当事者の

合意がないときは、代金は、債権者

が確定することができる。ただし、

異議がある場合にはその金額の理由

を示さなければならない。」と定め、

第 2 項において、「代金の確定におい

て濫用がある場合には、裁判官に対

 
( 8 )  V.  Gwendol ine  Lardeux,  «  Le  cont ra t  de  pres ta t ion  de  serv ice  dans  les  nouvel les  
d i spos i t ions  du  code  c iv i l  » ,  D.  2016,  p .  1660.  
( 9 )  V.  Lardeux,  op.  c i t .  (supra  no te  8) ,  p .  1662.  
( 1 0 )  François  Chénede ,  Droi t  des  obl igat ions  e t  des  contra t s ,  3 e  éd . ,  Dal loz ,  2023,  n o  
123 .232.  
( 1 1 )  Ol iv ie r  Deshayes ,  Thomas  Genicon  e t  Yves-Mar ie  La i th ie r,  Réforme du  droi t  des  
contra ts ,  du  régime général  e t  de  la  preuve  des  obl igat ions ,  2 e  éd . ,  LexisNexis ,  2018,  p .  
317-318.  

して、損害賠償及び契約の解除を求

める訴えを提起することができる。」

と定めている。  
この新しい条文における「役務提

供契約」の意味は必ずしも明らかで

はないのであるが、一方で、ヨーロ

ッパ法における役務提供の概念より

は狭いものだと考えられている ( 9 )。

たしかに、域内の移動の自由という

根本的な政策との関係であれ、消費

者保護などの具体的な目的との関係

であれ、ヨーロッパ法は一定の目的

との関係で役務や役務提供の語を用

いているのであるから、代金の確定

という民法上の規律との関係で用い

られた役務提供契約の概念を、それ

と同じように広い概念と捉える理由

はないだろう。  
他方で、契約各則との対比におい

ても、その外延が探られている。学

説による新法解説として定評のある

二つの文献を見ると、その一つは、

役務提供契約とは「具体的には、様々

な委任契約や様々な請負契約」のこ

とだと説明しており ( 1 0 )、もう一つは、

役務提供契約とは請負契約の言い換

えであるという解釈を退け、それに

限らず、「その特徴的な給付が与える

債務や金銭債務ではないような契約

を全て含む、広いカテゴリ」なのだ、

という解釈を示す ( 1 1 )。また、新法を

承けて書かれたこの概念についての

論文においても、「学説において役務
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に関する契約という呼称のもとにま

とめられている」合意を全て含むも

のであり、なす債務（ obligat ion de 
faire）を唯一の旗印（ bannière）とす

るもの、と解されている ( 1 2 )。  
もっとも、「役務に関する契約とい

う呼称のもとに」何をまとめるかに

ついては、学説において必ずしも一

致があるわけではない。各種の契約

を 売 買 と 「 役 務 契 約 （ contrats  de 
services）」とに分類するマロリー＝

エネス＝ゴティエは、賃貸借や使用

貸借、消費貸借も後者に含めること

になるが ( 1 3 )、このような分類はヨー

ロッパ法に親和的ではあってもフラ

ンスにおいては例外的な体系であっ

て、賃貸借や使用貸借、消費貸借は

財産に関する契約に、請負は役務に

関する契約に分類されるのが一般的

だと考えられており ( 1 4 )、マロリー＝

エネス＝ゴティエ自身、ここでいう

役務は広義のそれであることに注意

を促している ( 1 5 )。  
このように、1165 条にいう役務提

供契約は、一方でヨーロッパ法にい

う役務の提供よりは狭く、賃貸借な

どは含まないが、他方で、学説にお

いて語られてきた請負契約よりも広

く、委任などを含む（狭義の役務提

供契約概念）、というのが共通了解で

あるように見える。翻って、『債権法

改正の基本方針』( 1 6 )は、「当事者の一

方（役務提供者）が相手方（役務受

 
( 1 2 )  Lardeux,  op.  c i t .  (supra  no te  8) ,  p .  1661.  
( 1 3 )  Malaur ie  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  360 .  
( 1 4 )  Sauphanor-Broui l laud  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  6) ,  n o  57 .  
( 1 5 )  Malaur ie  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  360 .  
( 1 6 )  民法（債権法）改正検討委員会「債権法改正の基本方針」 NBL904 号、別冊
NBL126 号（ 2009 年）。  
( 1 7 )  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  73 .  
( 1 8 )  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  73 .  

領者）から報酬を受けて、または、

報酬を受けないで、役務を提供する

義務を負う契約」を「役務提供」と

いうのだと定義し（【 3.2.8.01】）、こ

れを雇用・請負・委任・寄託「を包

摂する上位のカテゴリー」として位

置付けている（提案要旨）が、フラ

ンス民法典 1165 条にいう役務提供

契約は、『債権法改正の基本方針』に

いう「役務提供」に相当するものと

捉えうる。  
フランスの民法典において、役務

提供契約の概念は、このように契約

総則の一部としては現に存在してい

るのであり、契約各則においても採

用することはおよそ考えられないこ

とではなかった。しかし、改正草案

を 起 草 し た 委 員 会 は 、「 請 負 契 約

（ contrat  d’entreprise）」を語るか、

「役務提供契約（ contrat  de prestat ion 
de service）を語るか、という問題を

検討した結果、後者の選択はしない

こととした ( 1 7 )。  
その理由として述べられているの

は、後者は委任や有償寄託も含むこ

とになるが、それらの特殊性はそれ

らを別に論じることを正当化する、

というものである ( 1 8 )。ヨーロッパ法

に見られるような、賃貸借を含む広

義の役務提供契約概念のみならず、

フランスの契約各論や契約総則に見

られるような、賃貸借を含まない狭

義の役務提供契約概念でさえ、契約
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各則における契約類型としてはふさ

わしくないと考えられたということ

である。  
 
B 受皿としての「請負契約」の存

在  
その結果、改正草案において契約

各則に置くべきとされたのは、これ

まで通りの規模の類型であるが、そ

のうち、役務提供契約の概念にも含

まれえた契約類型として、少なくと

も次の三つのものがある ( 1 9 )。すなわ

ち、第一に、「それによって、受注者

が、顧客ないし注文主の利益のため

に、独立に仕事（ouvrage）を実現する

（réaliser）ところの契約」として定義さ

れる「請負契約（contrat d’entreprise）」
（案 1755 条） ( 2 0 )、第二に、「それに

よって、受寄者が寄託者の物を、保

管し、保存し、返還すべく、受け取

るところの契約」として定義される

「寄託（ dépôt）」（案 1915 条）、第三

に、「それによって、受任者となるべ

き他の人に対して、委任者となるべ

きある人が、その名及び計算におい

て 1 つ又は複数の法律行為を行う権

限を与えるところの契約」として定

 
( 1 9 )改正草案について検討する Char les -Édouard  Bucher  e t  Mar ie-Anne  Dai l l an t  (d i r. ) ,  La 
ré forme du  droi t  des  contra ts  spéc iaux ,  Dal loz ,  2023 は、いわゆる役務提供（ pres ta t ions  
de  serv ice）、という項目のもとで、請負契約・委任契約・寄託契約を取り上げる。同
じく司法省改正草案について検討する Diane  Galbois -Lehal le  e t  Phi l ippe  Stoffe l -Munck 
(d i r. ) ,  L’avant -proje t  de  ré forme du  droi t  des  contra ts  spéc iaux ,  LGDJ,  2024 も、人の効用
に関する契約（ cont ra t s  re la t i f s  aux  u t i l i t és  d ’une  personne）という項目のもとで、委
任・寄託・請負契約を取り上げている。  
( 2 0 )  cont ra t  d ’ent repr i se は「事務処理委託契約」と訳されることもあり（後藤元伸「役
務提供契約における典型契約としての請負契約・委任契約——フランス法における事務
処理委託契約（ cont ra t  d’ent repr i se）を参照して——」潮見佳男編集代表『民法学の軌
跡と展望』（日本評論社、 2002 年）参照）、本稿筆者もそのように訳したことがある
（池田悠太「フランスから見た日本の契約法改正」東北ローレビュー 14 号（ 2025
年） 32 頁）。それは、日本法における準委任を含むと考えられることによるが、
cont ra t  d ’ent repr i se の定義自体は「仕事」の「実現」という概念を用いてなされてい
ることから、ここでは、日本の民法 632 条との類似性を踏まえて、同じ「請負」とい
う語を訳語とすることにする。  
( 2 1 )  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  158 .  
( 2 2 )  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  127 .  

義される「委任（ mandat）」（案 1984
条 1 項）、の三つである。  

このうち、「委任」と「寄託」は、

現在の民法典にも見られる概念であ

る。  
まず、「委任」を、現在の民法典

1984 条は、「委任者が受任者に対し

て、委任者のために、かつ、委任者

の名において、何かをする権限を与

える行為」と定義する。これに対し

て、「何か」は法律行為に限られると

いう判例を明文化し、請負契約との

区別を明確にすべく、新しい 1984 条
1 項が提案されている、と説明され

ている ( 2 1 )。  
次に、「寄託」を、現在の民法典

1915 条は、「それを保管し現物で返

還する負担とともに、他人の物を受

け取る行為」と定義する。これに対

して、第三者による侵害から保護す

ることを意味する保管と、物自体の

劣化から保護することを意味する保

存とを区別して経済的な目的を強調

するのが、新しい 1915 条である、と

説明されている ( 2 2 )。  
これに対して、「請負契約」は、現

在の民法典には存在しない概念であ
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る。民法典では、「物の賃約（ louage 
des choses）」（ 1709 条）と並ぶ「賃約

契約（ contrat  de louage）」（ 1708 条）

の一種として、「仕事の賃約（ louage 
d’ouvrage）」が、「当事者の一方が、

両者の間で合意された代金と引き換

えに、他方のために何かをする（ faire  
quelque chose）契約」として定義さ

れ（ 1710 条）、それについて 1779 条
以下にさらに規定が置かれるにとど

まる ( 2 3 )。これに対して、改正草案は、

「請負契約」という新しい概念を民

法典に導入することを提案するもの

である。もっとも、「判例が徐々に彫

刻した」( 2 4 )ものとして請負契約の概

念は既に存在しており、講学上一般

に用いられている概念であって、案

1755 条はそれを明文化するもので

ある。  
改正提案に含まれるこれら三つの

類型のうち、まず、委任と寄託は、

日本の委任と寄託にそれぞれ相当す

ると言ってよいであろう。  
次に、請負契約を見ると、一方で、

その目的となる仕事ないし役務提供

には以下の通り限定が加わる。まず、

「独立に」なされる仕事の実現を目

的とすることから、労働契約と区別

される。講学上の区別を明文化する

ことを提案するものである ( 2 5 )。次に、

 
( 2 3 )  森田修「フランス民法典における『賃約』概念」沖野眞已ほか編『これからの民
法・消費者法 ( I )』（信山社、 2023 年）における歴史的な分析も参照。  
( 2 4 )  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  73 .  
( 2 5 )  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  78 .  
( 2 6 )  V.  Col la r t  Dut i l l eu l  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  703  ;  Malaur ie  e t  a l . ,  op.  c i t .  
(supra  no te  2) ,  n o  502  ;  Bénabent ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  497  ;  Mainguy,  op.  c i t .  (supra  
no te  2) ,  n o  533 ,  523 ,  529 ,  602 .  
( 2 7 )  V.  Col la r t  Dut i l l eu l  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  710  ;  Bénabent ,  op.  c i t .  (supra  
no te  2) ,  n o  493  e t  s .  ;  Mainguy,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  532 ,  420 .  
( 2 8 )  V.  Col la r t  Dut i l l eu l  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  725  ;  Malaur ie  e t  a l . ,  op.  c i t .  
(supra  no te  2) ,  n o  516  ;  Bénabent ,  op.  c i t .  (supra  no te  2) ,  n o  538  e t  s .  ;  Mainguy,  op.  c i t .  
(supra  no te  2) ,  n o  545 .  
( 2 9 ) 山本豊編『新注釈民法 (14) 債権 (7)』（有斐閣、 2018 年） 9 頁〔山本豊〕参照。  

改正提案及びその補足説明において

は明示されていないが、委任と区別

されることから、「仕事」には法律行

為の 委託は 含 ま れ な い と解さ れ る

( 2 6 )。物の保管を伴う仕事を目的とす

る場合の性質決定には困難が伴うこ

とが知られており ( 2 7 )、もっぱら請負

契約として性質決定するものとする

場合には「仕事」の中に保管も含ま

れることになるが、単なる保管は「仕

事」には当たらないことが前提とさ

れているものと思われる。以上の点

は、日本法と同様だと言えるだろう。 
他方で、それ以外の限定が加わっ

ていないことから、この請負契約は、

改正草案のもとでも引き続き、役務

提供契約のいわば受皿になると考え

られる。仕事は物質的でも観念的で

もありうること（案 1755 条 2 項）、

仕事は財産の形をとることも役務の

形をとることもあること（同条 3 項）

が明文化されたのでなおさらである。

そして、日本法と比較したときにと

りわけ注目されるのは、請負人の仕

事実現債務が、結果債務でも手段債

務 で も あ り う る と い う こ と ( 2 8 )で あ

る。日本法であれば、さらに結果の

達成を目的とする請負とそうではな

い準委任とが区別されると考えられ

ている ( 2 9 )のに対して、フランスの請



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

日本から見たフランス契約各則改正草案における役務提供契約 
     （池田悠太）65 

負契約の概念は、準委任に相当する

ものを含む分だけ、日本法における

請負契約の概念よりも広いものであ

ると考えられる。その結果、日本で

は受皿としての準委任に性質決定さ

れる契約も、請負に性質決定される

ことになると考えられ、この請負が

いわゆる受皿として機能すると考え

られる。  
 

II  役務提供契約の規律  

このように、役務提供契約の概念

は、日本の契約法と同様に、フラン

スの契約各則改正草案でも採用され

ていないのであるが、役務提供契約

の概念が採用されないということは、

役務提供契約の規律がないというこ

とを意味しない。役務提供契約の概

念に含まれえた各種の契約の規律は

それでも存在しており、それは少な

くとも複数形で語られる役務提供契

約の規律であるが、その規律が、契

約類型をまたいで共通しているとす

れば、その限りで、役務提供契約の

規律を単数形で語ることもできるこ

とになるからである（ B）。また、請

負契約の規律は、役務提供契約の受

皿規定として位置付けることもでき

る（ A）。  
 
A 受皿規定としての請負契約法  
改正草案における請負契約に関す

る規定（第 8 章の 2）は、全ての請

負契約に共通する規定が置かれた第

1 節と、特定の請負契約に固有の規

定が置かれた第 2 節とに分けられて

いる。固有の規定を設けられている

のは、特定の目的のための動産の製

作・生産にかかるものと、不動産の

建築にかかるものとであるが、受皿

規定として注目するのは、全ての請

負契約に共通する第 1 節の規定であ

る。  
第 1 節の冒頭に置かれた 1756 条

では、請負契約が有償でも無償でも

ありうることと、仕事が請負人の事

業の範囲内に含まれる場合の有償性

の推定とが定められおり、1757 条で

は、混合契約の場合の分配的な性質

決定が定められている。  
その後に、「請負契約の内容につい

て」と題された第 1 款と、「請負契約

の効力について」と題された第 2 款、

「請負契約の消滅について」と題さ

れた第 3 款とが置かれている。  
第 1 款のうち、1758 条は諾成契約

性を、1759 条は見積について、1760
条は代金額の定めがない場合につい

て、1761 条は定額の代金の定めにつ

いて、1762 条は報酬（ honoraires）の

性質を持つ代金の減額について、定

めている。  
第 2 款のうち、1763 条は仕事の完

成及び引渡しの期限について、 1764
条は共同請負人（ co-entrepreneurs）
の場合について、1765 条は無償契約

の場合の責任の軽減について、 1766
条は注文者の指図について、1767 条
か ら 1771 条ま で は下請 負 （ sous-
trai tance）について、 1772 条は仕事

完成時の請負人による仕事の提示に

ついて、 1774 条から 1778 条までは

注文者による受領について（ 1773 条
は空番号）、定めている。  

第 3 款のうち、1779 条は、請負契

約が、請負人が自然人である場合に

その死亡又は無能力によって、法人

である場合にその解散によって、終
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了する旨と、注文者は、請負人又は

その承継人に対して、実施された仕

事の価値を、それが注文者にとって

有益である限り、合意された代金に

比例して支払わなければならない旨

を、定めており、1780 条は、注文者

が損害を賠償して任意に解除するこ

とができる旨を、定めている。  
これらは請負契約に関する規定で

あるが、既に見た通り、請負契約の

概念が、日本法では準委任と性質決

定されるものを含む広い概念である

ことを踏まえると、これらの規定が、

委任と寄託に該当しない多くの役務

提供契約に適用されるということに

なる。したがって、上記のようなフ

ランスの改正草案における請負契約

法は、受皿規定の一つのあり方を示

すものとして、参照の対象となると

言える。  
翻って、日本の債権法改正におい

ては、当初、役務提供契約の受皿規

定のあり方が論点とされ、受皿規定

となっているのは準委任に関する規

定であるが、「準委任に準用される委

任の規律には、任意解除権を定める

民法第 651 条など、役務提供型の契

約に広く適用するのが必ずしも適当

であるとは言えないものも含まれて

いる」、ということが問題視された

( 3 0 )。「民法（債権関係）の改正に関す

る中間試案」において、具体的に適

当でないとされたのは、第一に、各

当事者が任意解除権を有すること、

第二に、受任者が自己執行義務を負

うこと、第三に、委任者の死亡・受

任者の死亡・受任者が破産手続開始

の決定を受けたこと・受任者が後見

 
( 3 0 )  「民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明」 501 頁。  

開始の審判を受けたことによって委

任が終了すること、である（第 41・
6 (1)）。  

そこで、日本法と比較したときに

フランスの受皿規定たる請負契約法

において特に注目に値するのは、第

一に、任意解除権を定める規定がな

いということである。第二に、自己

執行義務を定める規定はないどころ

か、下請負に関する規定が整備され

ている。第三に、特別の終了事由と

して、請負人の死亡、無能力、解散

が定められている。日本の委任法に

おける上記の終了事由のうち、受任

者の死亡及び受任者が後見開始の審

判を受けたことに対応するものは、

ここに含まれていると言える。  
 
B 通則としての役務提供契約法  
さらには、改正草案を通覧すると、

請負、寄託、委任に共通して扱われ

ている問題として、代金の確定の問

題があることがわかる。  
まず、請負契約については、第一

に、無償の場合も有償の場合もあり

うること（①）が案 1756 条 1 項に定

められている。そのうえで、有償で

あることをおそらく前提として、第

二に、代金額についての事前の合意

がなくても契約は有効に成立するこ

と（②）が案 1760 条 1 項に、第三

に、代金額について合意がない場合

には裁判官が代金額を確定すること

（③）が案 1760 条 2 項に、定められ

ている。  
寄託については、無償の場合も有

償の場合もありうること（①）が案

1916 条 1 項に、有償であり、代金額
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についての合意がない場合、裁判官

が代金額を確定するということ（③）

が案 1923 条に、定められている。  
委任については、無償の場合も有

償の場合もありうること（①）が案

1991 条 1 項に、有償の場合、代金額

についての事前の合意がなくても契

約は有効に成立するということ（②）

が案 1991 条 4 項に、代金額につい

て合意がない場合、裁判官が代金額

を確定するということが案 1991条 5
項に、定められている。  

このように、代金の確定について

は、請負、寄託、委任のそれぞれに

ついて規定が置かれており、それぞ

れに規定の構造も内容も少しずつ異

なっているが、いずれにおいても、

①役務提供は無償でも有償でもあり

うること、有償の場合、②代金額や

その決定方法（現 1163 条参照）につ

いて合意がないときも契約は有効に

成立し、③そのときは裁判官が事後

的に代金額を決定すること、が定め

られていると言うことができる。  
このことは、この問題が、請負契

約、寄託、委任という各種の役務提

供契約に共通して問題になるもので

あると考えられているということを

意味するが、実際に、現行の民法典

のもとでも、この問題は役務提供契

約一般の問題として、民法典 1165 条
において扱われている。  

もっとも、規律の内容は、現在の

民法典 1165 条と異なるものである。

既に見た通り、民法典 1165 条は、役

 
( 3 1 )  V.  Chénede ,  op.  c i t .  (supra  no te  10) ,  n o  123 .232 ;  Deshayes  e t  a l . ,  op.  c i t .  (supra  no te  
11) ,  p .  318-319.  
( 3 2 )  V.  Avant -pro je t ,  vers ion  dé ta i l l ée ,  p .  74 ,  81 ,  132 ,  161  ;  Phi l ippe  Stoffe l -Munck,  «  La  
prépara t ion  de  l ’avant -pro je t  de  ré forme du  dro i t  des  cont ra t s  spéc iaux  » ,  RDC  2022.  3 ,  p .  
103 .  
( 3 3 )  V.  S toffe l -Munck,  op.  c i t .  (supra  no te  32) ,  p .  103 .  

務提供契約において、代金額につい

て合意がないときは、代金は、債権

者、すなわち役務提供者が確定する

ことができ、ただし、異議がある場

合にはその金額の理由を示さなけれ

ばならず、代金の確定において濫用

がある場合には、裁判官に対して、

損害賠償及び契約の解除を求める訴

えを提起することができる旨を定め

ている。2016 年・2018 年の改正にお

いて新設された 1165 条は、裁判所に

代金確定権限を認めるそれまでの判

例を 否 定 す る も の で あ っ た が ( 3 1 )、

2022 年の契約各則改正草案は、請負

契約、寄託、委任のいずれについて

も、役務提供者ではなく裁判官が、

濫用の場合の損害賠償額の認定では

なく価格の確定それ自体をすること

を定めるものであって、従来の判例

に回帰するものである ( 3 2 )。  
既に見たように 1165 条にいう役

務提供契約の外延ははっきりしない

ことから、請負契約、寄託、委任の

ほかに、1165 条にいう役務提供契約

に含まれるものが存在するのかどう

かの検討は、学説に委ねられている

と言われるが ( 3 3 )、そのことは、その

ようなものはもはや存在しない、つ

まり 1165 条は死文化する、と解する

ことも十分に可能であることを意味

する。そのように解する場合には、

案 1760 条・ 1923 条・ 1991 条から抽

出される上記の規範は、（ 1165 条の

意味における）役務提供契約の、通

則に他ならないということになる。  
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また、仮に残余があるとしても、

請負契約、寄託、委任が役務提供契

約の外延の大半を占めることは確か

であるから、形式的には、1165 条が

一般法ではあっても、案 1760 条・

1923 条・1991 条から抽出される上記

の規範が、実質的には、役務提供契

約の通則をなすことになると見るこ

ともできる。  
以上の通り、改正草案に含まれる

三つの役務提供契約類型に共通する

規律として価格の補充を挙げること

ができるのであるが、共通する規律

はこれに限られるように思われる。  
たとえば、代金額の改訂の問題に

つ い て 、 請 負 契 約 に お け る 報 酬

（ honoraires）の減額に関する案 1762
条 が あ り 、 委 任 に お け る 報 酬

（ rénumérat ion）について、減額に関

する案 2011 条 1 項と増額に関する

案 2011 条 3 項があるが、請負と委

任についてのみ扱われており、それ

らの間でも、増額の可能性の有無が

異なる。  
また、解除権の問題は、請負契約

（案 1780 条）と委任（案 2016 条〜

2021 条）についてのみ取り上げられ

ており、それらの間でも、解除権を

有する主体や損害賠償の規律が異な

る。  
請負契約、寄託、委任のいずれに

ついても、有償性の推定に関する規

定があるが、委任については案 1991
条 2 項が「受任者が事業者であると

き」という単純な基準を用いており、

寄託について「事業者たる受寄者の

手中でなされた」という基準を用い

 
( 3 4 )  「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」第 50・ 4(4)、「債権法改
正の基本方針」（前掲注 16）【 3.2 .8 .09】。  

る案 1916 条 2 項も同様に解しうる

のに対して、請負契約については案

1756 条 2 条が、「実現すべき仕事が

請負人の事業の範囲内に含まれると

き」という基準を用いており、事業

者が事業の範囲外で契約を締結した

場合の解釈は異なりうる。  
また、無償の場合の役務提供者の

義務ないし責任の軽減も、請負契約、

寄託、委任のいずれについても定め

られているが、請負契約については

案 1765条が、委任については案 1997
条 3 項が、単に無償の場合の請負人

ないし受任者の責任は有償の場合よ

りも軽い旨を定めるのに対して、寄

託については、案 1925 条が、より具

体的に、無償の場合には原則として

自己の財産に対するのと同一の注意

で足りるのに対して有償の場合には

合理的な注意が必要とされる旨を定

めている。  
このように、規律の多様性は、日

本と同じくフランスでも否定できな

い。それを規律の不統一と見ること

もできるが、個別の類型の特殊性を

踏まえて検討した結果と見ることが

できるだろう。  
ただし、契約各則における規律の

不在は、およそ共通の規律がないこ

とを意味しない。たとえば、日本で

盛んに論じられた ( 3 4 )、役務提供の履

行が不可能な場合の報酬請求権のあ

り方については、契約各則に規定が

置かれないことになるが、そのこと

は、契約総則に従って共通に処理さ

れることを意味する。  
このように、フランスの契約各則
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改正草案においては、代金の確定の

問題を除いては、一方では、役務提

供契約よりも個別的な類型が望まれ、

他方では、役務提供契約よりも一般

的な規律が志向されている。  

おわりに  

以上のように、日本の債権法改正

の際に、役務提供契約という上位概

念を設けることや役務提供契約の受

皿規定を設けることが検討されたこ

とを踏まえて、フランス契約各則改

正草案における役務提供契約を見る

と、フランスにおいても、上位概念

としての役務提供契約の概念が採用

されなかったこと（ I  A）は、実際に

各種の役務提供契約に共通する規律

がほとんどないこと（ II  B）とあわせ

て、上位概念としての役務提供契約

を用いて通則を設けることの困難さ

を示唆していると思われる。もっと

も、日本の準委任も請負も含むもの

として請負契約の概念は採用されて

おり（ I  B）、請負契約に関する規定

群（ II  A）は、日本において受皿規定

となる準委任に関する規定群とは異

なる受皿規定のあり方を示している。 
債権法改正の過程は、「中間試案に

おいて具体的に試みられたように、

準委任の内部において委任の規定が

準用されるべきものと準用されるべ

きではないものとを一定の基準によ

って区別すること」が、「重要な理論

的・実践的課題」として「今後の解

釈論上の問題として残されることと

なった」ことを示すものであるが ( 3 5 )、

 
( 3 5 )  大村敦志＝道垣内弘人編『解説  民法（債権法）改正のポイント』（有斐閣、
2017 年） 436 頁〔石川博康〕。  

フランス法なかんずく契約各則改正

草案との比較もまた、そのような課

題の存在を示している。  
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Reminiscing about How to KYSs (Know Your Shareholders) 
―実質株主確認制度の導入はどれほど喫緊の課題なのか？  
* 

東北大学大学院法学研究科准教授  賴 奕成  
 

 

一、問題の所在  

二、英国法の再検討  

（一）株式の保有と株主権の行使  

Ⅰ 株主の概念を採用しない理由  

Ⅱ 記名株式の保有  

Ⅲ 名義株主と実質株主による株主権の行使  

Ⅳ 制度改正上の課題  

（二）実質株主確認制度の位置付け  

Ⅰ 実質株主確認制度の機能  

Ⅱ 実質株主確認制度の非効率性  

Ⅲ 少数株主権としての機能および隣接制度との関係  

Ⅳ 実質株主確認制度のエンフォースメント  

（三）小括  

三、日本における現状の再確認  

（一）敵対的買収とアクティビストへの対応の必要性  

Ⅰ 現状再確認の必要性  

Ⅱ 近時の敵対的買収とアクティビストの特徴  

Ⅲ 小括  

（二）会社法制研究会報告書および会社法制（株式・株主総会等関係）部会におけ

る各論点に対する検討  

Ⅰ 制度の趣旨  

Ⅱ 実質株主の定義  

Ⅲ 提供情報の範囲と提供情報の開示  

Ⅳ 実質株主を把握する仕組み  

Ⅴ 情報の提供を怠った者への制裁  

Ⅵ その他の課題  

（三）忘れかけた手法 ——振替法の情報提供請求制度  

Ⅰ 制度の沿革  

Ⅱ 制度施行後の運用状況  

Ⅲ 英国の実質株主確認制度との対比  

Ⅳ 現行振替法の課題  
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（四）本稿による補足提案・代替提案 ——振替法における情報提供請求制度の強化  

四、おわりに  

五、追記 

六、付録  

（一）附表一  

（二）附表二  

（三）図表  

 
 
一、問題の所在  

 実質株主の確認は、決して目新し

い話題ではなく、2000 年代の第一次

敵対的買収ブームの時代に既に多く

の実務家から関心が寄せられたが ( 1 )、

同時期の裁判例および企業価値研究

会の議論を経て敵対的買収防衛策の

利用可能性が開かれた後に ( 2 )、関連

 
* 本稿は、賴奕成「上場企業の株式保有構造と機関投資家のスチュワードシップ責任
——政治力学、市場取引、ハードローとソフトローの交錯」東京大学法学政治学研究科
博士論文（ 2022 年） 309-355 頁［第四章第二節第三款第三目、第四目］に基づいて執
筆されたものである。英国法に関する内容については、近時多くの文献でより詳細に
紹介されているため（後掲注 26）、注 51）参照）、本稿では重複する部分を省略し、
大幅な改稿を加えた。本稿の執筆に当たて、関西新世代商事法研究会と東北大学商法
研究会にて、行岡睦彦准教授（制度の趣旨）、森田果教授（株主総会議決権数確保の
需要）、藤林大地教授（情報開示の意義）、小倉健裕准教授（費用の負担）、コーエン
ズ久美子教授（振替法の趣旨とその課題）から有益な意見を頂いた。本稿が理解して
いる証券保管振替機構での運用は、断片的・表面的なものに過ぎないため、実際の実
務運用に沿って技術的部分も含めて引き続き検討する余地がある。本稿の文責は全て
筆者が負う。 Although i t  i s  ra ther  l a te ,  I  would  l ike  to  t ake  th i s  oppor tuni ty  to  ex tend  my 
hear t fe l t  congra tu la t ions  to  my advisor  on  h i s  s ix t ie th  b i r thday.  
( 1 )  武井一浩ほか「新春座談会 会社法下における企業法制上の新たな課題〔上〕」旬
刊商事法務 1788 号（ 2007 年） 8-17 頁；企業価値研究会「企業価値報告書 2006～企業
社会における公正なルールの定着に向けて～」（ 2006 年 3 月 31 日） 48、 51-54 頁；内
閣府経済社会総合研究所「 M&A 研究会報告 2009」（ 2009 年） 73-74 頁［武井一浩発
言］；山田尚武「実質株主の開示制度（上） ——イギリス会社法における実質株主の
開示制度を参考にして」旬刊商事法務 1797 号（ 2007 年） 32-41 頁；高橋篤史＝福田
淳＝福田恵介「 COVER STORY 市場を支配しているのは誰だ！「株主」大研究」週刊
東洋経済 6033 号（ 2006 年） 30-59 頁参照。一方、大崎貞和「 In te rv iew 「株主の顔が
見えない」と不安になるのはおかしい」週刊東洋経済 6033 号（ 2006 年） 56 頁；大崎
貞和「 TOB・大量保有報告制度の見直しについて」金融商品取引法研究会研究記録第
81 号（ 2023 年） 33 頁［大崎貞和発言］。  
( 2 )  太田洋『敵対的買収とアクティビスト』（岩波書店、 2023 年） 115-119 頁。  
( 3 )  法制審議会会社法制部会「第 3 回会議  参考資料 14 金融・資本市場の観点から
重要と考えられる論点」（ 2010 年 6 月 23 日） 1-2 頁；野崎彰＝小田望未「金融・資本
市場の観点から重要と考えられる論点（会社法制関係）」金融法務事情 1902 号（ 2010
年） 10 頁。  
( 4 )  岩原紳作「比較法的に見た我が国会社法〔下〕」旬刊商事法務 2381 号（ 2025 年）
38、 40 頁。  

議論も次第に消退してしまった。こ

の間、平成 26 年の会社法改正におい

て再び言及されたものの ( 3 )、最終的

には会社法と金融商品取引法（以下

「金商法」という）における議決権

停止の位置付けの問題により棚上げ

となった ( 4 )。近時、コーポレートガ

バナンス・コード（以下「 CG コード」

という）とスチュワードシップ・コ



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

Reminiscing about How to KYSs (Know Your Shareholders) ―実質株主確認制度の導入はどれほど喫緊の課題なのか？ 
     （賴奕成）72 

ード（以下「 SS コード」という）の

策定に伴う事前防衛策の廃止傾向の

増加およびコロナ後の相場により、

敵対的買収とアクティビズのブーム

が再び襲来しているため、実質株主

の確認に対する経済界からの関心が

再び醸成されている ( 5 )。この 20 年間、

株式持合いの解消や外国法人等の保

有増加などの背景事情が生じている

が、敵対的買収とアクティビズムの

活発化が過熱しているのか、それと

も単なる正常水位にとどまっている

のか、確認されないまま、一連の法

改正が相次いで行われているように

みえる。  
実質株主および大株主に関する情

報は、FactSet、Refini t iv、Bloomberg
を含む多くのデータベースで照会が

可能であり、その内容は主に有価証

券報告書、大量保有報告書、投資信

託の運用報告書などの資料を通じて

収集されている ( 6 )。これらのデータ

ベースは、主に開示情報に基づいて

データを収集して照合するものであ

るため、リアルタイムの株主構成を

 
( 5 )  太田・前掲注 2） 216-221 頁。  
( 6 )  榎本正博「会計時評  大株主、実質株主と会計情報」企業会計 76 巻 5 号（ 2024
年） 116 頁。  
( 7 )  内閣府「第 3 回  スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ 資
料 2 実質株主開示制度の実効性確保について」（ 2025 年 3 月 25 日） 3 頁。また、福
本葵「実質的株主の特定」帝塚山法学 15 号（ 2007 年） 66-68 頁。  
( 8 )  法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会「第 1 回会議  参考資料 2 会
社法の改正に関する論点について」（ 2025 年 4 月 23 日） 22 頁。  
( 9 )  経済産業省「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」（ 2020 年 7 月 22 日） 12
頁。  
( 1 0 )  企業の需要を乗じて最近値上げの傾向があり、一回だけ数百万円がかかると報道
される。「「実質株主」の把握素早く  信託銀が共同システム検討 ――会社法改正対
応、全銀協が検討会」日本経済新聞 2025 年 3 月 4 日朝刊 9 頁。  
( 1 1 )  法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会「第 1 回会議  議事録」
（ 2025 年 4 月 23 日） 27-28 頁［石井英次発言］。  
( 1 2 )  法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会「第 3 回会議  議事録」
（ 2025 年 6 月 25 日） 43 頁［仁分久弥子発言］。  
( 1 3 )  会社法制部会・前掲注 12） 42 頁［仁分久弥子発言］。  
( 1 4 )  例えば、東京機械製作所事件において、 IR 支援会社最大手のアイ・アールジャパ
ンが東京機械とアジア開発キャピタルとの両方に対して同時にサービスを提供したこ
とにより、東京機械製作所がアイ・アールジャパンの元経営陣に対して損害賠償を請

反映していない可能性がある。その

関係で、上場企業にとっては、機動

的に実施できる株主判明調査を利用

するニーズが生じるのである。  
現在の実質株主判明の調査方法は、

主に発行会社の委任を受けた調査主

体が個別にアセットマネジメントや

アセットオーナーへ直接調査を行う

と報告される ( 7 )。実際に、令和 5 年

度の調査によれば、過半数のプライ

ム市場およびスタンダード市場の上

場企業が定期的に実質株主判明調査

を行っている ( 8 )。2020 年の日本 IR 協
議会の調査によると、多くの上場会

社は年に 2 回程度の実質株主判明調

査を行い、平均費用は約 400 万円で

あったが ( 9 )、値上げの傾向が生じて

いる ( 1 0 )。そのため、発行会社は、費

用削減 ( 1 1 )、事務手続の利便性 ( 1 2 )また

は 正 確 性 の担保 ( 1 3 )に も強い 関 心 を

持っている。一方、IR 支援会社に関

する利益相反の規律が確立されてい

ない現状からすれば、調査情報漏洩

の可能性もある ( 1 4 )。  
実質株主確認制度の新設について、
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金融庁 ( 1 5 )、経済産業省 ( 1 6 )または公益

社 団 法 人 商 事 法 務 研 究 会 ( 1 7 )で は

様々な議論がなされており、現在は

法制審議会会社法制（株式・株主総

会等関係）部会（以下「会社法制部

会」という）において次期の会社法

改正の議題の一つとして取り上げら

れている ( 1 8 )。現行実務における実質

株主判明調査と比較して、制度の新

設には、（ a）より高い株主透明性、

および（ b）より低い調査費用、とい

う二つの目標を実現することが強く

期待されている ( 1 9 )。  
株主透明性の向上に関する制度に

ついて、大別に英国・欧州型と米国

型の二つの類型がある。米国型は、

証券取引所に上場されている株式に

 
求した。「東京機械、 IR ジャパンを提訴」日本経済新聞 2023 年 12 月 29 日朝刊 15
頁；「 IR ジャパンを強制調査  監視委、インサイダー取引関与疑い」日本経済新聞
2025 年 5 月 23 日朝刊 35 頁。  
( 1 5 )  金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」
（ 2023 年 12 月 25 日） 17 頁。また、石川真衣「実質株主の透明性の確保に向けた制
度設計のあり方」ジュリスト 1604 号（ 2024 年） 40-45 頁。  
( 1 6 )  経済産業省「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会 会社法
の改正に関する報告書」（ 2025 年 1 月 17 日） 21-22 頁。  
( 1 7 )  会社法制研究会「会社法制研究会報告書」（ 2025 年） 88-103 頁。  
( 1 8 )  法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会「第 1 回会議  部会資料 1 
会社法制（株式・株主総会等関係）の見直しにおける検討事項の例」（ 2025 年 4 月 23
日） 5 頁。  
( 1 9 )  金融庁「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ（第 4 回） 
議事録」（ 2023 年 10 月 2 日）［田中亘発言］。  
( 2 0 )  米国法における Form 13F 制度の機能に、 See  Alexander  I .  P la t t ,  Beyond “Marke t  
Transparency”:  Inves tor  Disc losure  and  Corporate  Governance ,  74  STAN.  L.  REV.  1393 
(2022) .  邦語の書評として、飯田秀総「四半期ごとの株式保有報告書フォーム 13F の
機能  Alexander  I .  P la t t ,  Beyond “Market  Transparency”:  Inves tor  Disc losure  and  
Corpora te  Governance ,  74  STAN.  L.  REV.  1393-1477（ 2022）」アメリカ法 2023.2 巻
（ 2024 年） 279-281 頁。  
( 2 1 )  金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ（第 4
回）資料 1」（ 2023 年 10 月 2 日） 16 頁。  
( 2 2 )  金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ（第 4
回）議事録」（ 2023 年 10 月 2 日）［堀井浩之、田中亘、齊藤真紀発言］。一方、特定
の状況下では、 SEC は機関投資家からの要請に基づき、 Form 13F の公開を一時的ま
たは永久に免除する場合があるため、本文（ 3）の投資戦略漏洩の問題は克服でき
る。 Exchange  Act  §  13( f ) ,  15  U.S .C.  §  78m(f ) (4) ;  P la t t ,  supra  no te  20 ,  a t  1412.  
( 2 3 )  また、株式の預託機関である DTC による OBO/NOBO 制度について、情報を開示
するか否かは任意であるため、 2000 年代後半まで、上場企業の株式の 52～ 60%が
OBO（開示反対の実質的保有者）によって保有されている。これにより、発行者はこ
の大規模な株主層と直接コミュニケーションを取ることができない。Marce l  Kahan & 
Edward  Rock,  The Hanging  Chads  o f  Corporate  Vot ing ,  96  GEO.  L.J .  1227,  1243-1245 
(2007) .  米国の OBO/NOBO 制度の概要に関する邦語文献として、福本葵「米国の実質
株主の透明化のための制度 —OBO/NOBO と Form13F」証研レポート 1743 号（ 2024

係る一任運用資産が 1 億ドル以上の

機関投資家に対して、四半期ごとに、

保有銘柄の名称・株数・市場価格な

どを記載した保有明細を SEC に提

出すること（ Form 13F） ( 2 0 )を求める

ものである ( 2 1 )。米国型は、広く数多

くの投資家を対象とするものではな

く、寧ろ効率性の観点に基づいて、

報告時点および運用資産規模を設定

して実施するが、その反面、（ 1）四
半期ごとの定点観測に過ぎないこと、

（ 2）運用資産を 1 億ドル未満に分散

すれば容易に回避できること、（ 3）
運 用 会 社 の 投 資戦略漏洩のリス ク
( 2 2 )、などの明白な弱点も抱えている

( 2 3 )。  
近時の議論状況を俯瞰すれば、英
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国・欧州大陸のように ( 2 4 )、発行会社

が実質株主や名義株主に対してその

保有状況や実質株主に関する情報に

ついて調査できる制度が注目を集め

ており ( 2 5 )、親和的な姿勢を示す関連

研究も続出している ( 2 6 )。  
本稿の大雑把な整理として、実質

株主確認制度の適用対象は、主に「堅

気」および「敵」という二つの類型

に区分できる。前者について、公開

買付制度・大量保有報告制度等ワー

キング・グループの提言 ( 2 7 )を受けて、

今年 6 月 26 日に確定した第三次改

訂 SS コードの指針 4-2 では既に取

り上げられている ( 2 8 )。SS コードに署

名した機関投資家は協力する可能性

 
年） 36-50 頁；商事法務研究会「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対
話の在り方に関する調査研究（株主総会に関する調査）成果報告書」（ 2020 年） 41 頁
〔髙橋陽一〕。  
( 2 4 )  2010 年代までの欧州の状況について、 European  Commiss ion ,  Review of  the  
Opera t ion  of  Di rec t ive  2004/109/EC:  Emerging  I ssues  (2010) ,  Annex 11  –  The  
Ident i f i ca t ion  of  Shareholders  by  I ssuers .  
( 2 5 )  金融審議会・前掲注 15） 17 頁；経済産業省・前掲注 16） 22 頁；会社法制研究
会・前掲注 17） 91 頁。  
( 2 6 )  代表的なプロジェクトとして、中村信男ほか「特集・欧州における実質株主開示
規制の現状と我が国の方向性」金融法務事情 71 巻 17 号（ 2024 年） 8-34 頁；坂東洋
行「企業買収時に必要な実質株主情報の開示の方向性」金融財政事情 74 巻 17 号
（ 2023 年） 56-58 頁。実務家の意見として、北村雄一郎＝太田洋＝金子佳代「実質株
主および実質的支配者（ UBO）の透明性の確保をめぐる諸問題〔上〕」旬刊商事法務
2362 号（ 2024 年） 4-14 頁。数少ない例外として、弥永眞生教授は、「実質株主を知る
ことによる ——他の株主や投資者ではなく——会社固有の保護されるべき、名簿上の
株主の議決権停止を認めるほど重要であるといえる利益は何なのかという根本的な問
題もあるかもしれない」と指摘している。弥永眞生「会社法の改正に向けて」金融・
商事判例 1717 号（ 2025 年） 1 頁。  
( 2 7 )  金融庁「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ報告」（ 2023
年 12 月 25 日） 17 頁。  
( 2 8 )  指針 4-2：「機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行うために、投資
先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかにつ
いて企業に対して説明すべきであり、投資先企業から求めがあった場合の対応方針に
ついてあらかじめ公表すべきである」。改訂の経緯について、新谷亜紀子「スチュワ
ードシップ・コード第三次改訂の概要」旬刊商事法務 2396 号（ 2025 年） 33-36 頁。
ハードローの改正にはかなり時間がかかるので、まずはソフトローから始まるとする
意見として、金融審議会・前掲注 22）［高山与志子、堀井浩之、玉井裕子発言］。  
( 2 9 )  類似な指摘として、金融庁「「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワー
ドシップ・コード≫  第三次改訂案に対するご意見の概要及びそれに対する回答」
（ 2025 年）参照。パブコメの質問者の身元は確認できないが、内容から判断する
と、機関投資家は主に発行会社からの情報提供要求への対応方法に関心があり、発行
会社は主に制度の有効性に注目しているように思われる。  
( 3 0 )  英国とは異なり、欧州大陸において多くの上場会社は支配株主を有しているた
め、第二次株主権利指令が実施されていても、そもそも少数株主と対話する意欲が乏
しい上場会社も多く存在しており、建設的な対話の意義も議論の文脈によってかなり

が高いので、重複する制度を設ける

必要はないかもしれないが、 SS コ
ードに署名していない機関投資家へ

の対応は依然として課題である。加

えて、指針 4-2 は、機関投資家がエ

ンゲージメント活動を行う前に自身

の保有状況を明らかにする内容にと

どまっており、上場会社にとって、

より早い段階で潜在的なアクティビ

ストを見つけ出すニーズは完全には

対応されているとはいえず、回答の

内容に真偽も確認できない ( 2 9 )。  
その中、より能動的・機動的な対

応を強く求めようとする経済界から

の要望を受けて、英国・欧州大陸の

制度 ( 3 0 )が強く注目を浴びており、会
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社法制研究会報告書においても大い

に参照されている ( 3 1 )。確かに、上場

会社にとって、建設的な対話の促進

と株主共同利益の保護を促進するた

めに、株主の管理は非常に重要な課

題であり、英国法の影響を強く受け

た欧州大陸においては、大量保有報

告制度（消極的自主報告）と実質株

主確認制度（積極的照会調査）は、

株主情報開示制度の車の両輪として

位置付けられている ( 3 2 )。  
英国の実質株主確認制度の歴史は

非常に長く、少なくとも 2010 年代ま

で、英国の上場会社は毎年 12 回程度
の調査（月 1 回）を行っている ( 3 3 )。

一方、その効率性は、「決して高くで

はない」と評価される ( 3 4 )。この「効

率性が高くない理由」について、従

来の邦語文献では必ずしも詳しく分

析されているとは限らない。そのた

め、本稿の第一課題は、英国におけ

る実質株主確認制度が利用される理

由およびその効率性を検討すること

である。  

 
異なる可能性があるように思われる。そのため、本稿は、日本と同様な分散保有構造
の英国法を中心に取り上げる。  
( 3 1 )  会社法制研究会・前掲注 17） 95 頁注 79。会社法制研究会「議事録 第 2 回」
（ 2024 年 10 月 30 日） 25-26 頁。  
( 3 2 )  Luca  Enr iques ,  e t  a l . ,  Mandatory  and Contrac t -Based  Sharehold ing  Disc losure ,  15  
UNIF.  L .  REV.  713 ,  715  (2010) .  
( 3 3 )  EUROPEAN COMMISSION,  supra  no te  24 ,  a t  90 .  
( 3 4 )  Law Commiss ion ,  In te rmedia ted  secur i t i es :  who owns  your  shares?  A Scoping  Paper  
(2020) ,  para .  8 .44 .  
( 3 5 )  会社法制研究会・前掲注 17） 92-93 頁。  
( 3 6 )  「米国の制度は ……中小規模の上場企業が、素性があまりよく分からない投資家
による買い集めに遭うというようなケースに必ずしも対応できていない」を言及した
意見として、金融審議会・前掲注 22）［田中亘発言］。  
( 3 7 )  「あまりに日本特有の制度が導入され、海外投資家に忌避されないよう留意が必
要」との指摘として、法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会「第 3 回会
議  参考資料 5 「実質株主確認制度整備に向けた実務者検討会」第 1 回会合で共有
された法制度に係る主な論点」（ 2025 年 6 月 25 日） 2 頁。  
( 3 8 )  同指針の解説として、藤田友敬「「企業買収における行動指針」の意義」ジュリ
スト 1592 号（ 2024 年） 14-19 頁および同特集参照。  
( 3 9 )  『新しい買収防衛策の考え方  別冊商事法務 No.470』（ 2022 年）参照。  
( 4 0 )  改正内容の概要について、行岡睦彦「強制公開買付制度の適用範囲」ジュリスト
1604 号（ 2024 年） 16-18 頁参照。  

 次に、実質株主確認制度の制度趣

旨について、会社法制研究会報告書

は、「株式会社と株主との間の建設的

な対話の促進」および「株主共同の

利益の保護」の両方を取り上げてい

る ( 3 5 )。提案の内容は、明らかに近時

一連の中小規模の上場会社に対する

敵対的買収の影響を受けたものとし

て認識できるが ( 3 6 )、制度趣旨の捉え

方次第、次期会社法改正の真価が問

われる ( 3 7 )。特に、2023 年に経済産業

省の「企業買収における行動指針」

( 3 8 )および一連の裁判例 ( 3 9 )だけでな

く、令和 6 年金商法改正による強制

公開買付制度の適用範囲の拡大に伴

い ( 4 0 )、完全までとは言えないが、株

主の共同利益を害する企業買収はあ

る程度対処されているように思われ

る。そのため、本稿の第二課題は、

会社法において更に制度を新設する

ことが会社側および株主側との間の

力の釣り合いに与えうる影響を意識

しながら、敵対的買収とアクティビ

ストに対する更なる対応を行う必要
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性の有無を確認することである。  
 最後に、制度の設計は、（ 1）具体
的にどのようなシナリオを想定して

いるか、（ 2）利害関係者にどのよう

なメリット・デメリットを与えうる

か、（ 3）規制から潜脱される可能性

があるか、などの立法政策上の永遠

の課題を検討しなければならない。

「堅気」と「敵」の区別は、観測者

の立場に伴い流動的になりがち、常

に直接に外見から判断できるとは限

らず、その長期的な行動に基づいて

観察しなければならない ( 4 1 )。株主共

同の利益を害する「敵」の行為を防

ぐ利益、および、その他の「堅気」

の市場関係者に与えうる不利益、両

者の均衡性を慎重に検討すべき余地

が多い。  
あえて正体を隠す「敵」は、多く

の場合そもそも対話の意欲が乏しく、

対話しても応じない可能性が高いた

め、発行会社にとって実質株主の早

期特定は、相手の株式保有が低い水

準の状況を維持させ、自身の交渉力

を向上しようとすると理解できる。

一方、発行会社にとっては、必ずし

も 100％までの株主透明性を追求す

る必要性があるとは限らず、特別決

議を可決できる水準の議決権数を確

 
( 4 1 )  また、巨額の買収プレミアムを支払う買収者とは異なり、希少なコストしか投入
しないアクティビストは、エンゲージメントの対象を誤って設定するリスクも潜んで
いる。 Zohar  Goshen  & Rei l ly  S .  S tee l ,  Barbar ians  ins ide  the  Gates :  Raiders ,  Ac t iv i s t s ,  
and  the  Risk  o f  Mis targe t ing ,  132  YALE L.J .  411 ,  428-431 (2022) .  
( 4 2 )  本稿は、 Bebchuk & Jackson による大量保有報告制度改正の是非に関する論文と同
様の立場を採用し、制度改正の便益とその副作用が明確にされない限り、現在の制度
を維持するか、他の方法を検討すべきであると考える。 Lucian  A.  Bebchuk & Rober t  J .  
Jackson,  J r. ,  The Law and Economics  o f  Blockholder  Disc losure ,  2  HARV.  BUS.  L.  REV.  
39 ,  44-46  (2012) .  
( 4 3 )  近時の議論状況について、岩原紳作「個別株主通知と株主名簿制度 ―立法論的・
解釈論的考察」尾崎安央ほか編『上村達男先生古稀記念 公開会社法と資本市場の法
理』（商事法務、 2019 年） 195-223 頁；島田志帆「日本私法学会シンポジウム資料  
株式の譲渡と株主名簿制度」旬刊商事法務 2207 号（ 2019 年） 21-32 頁参照。  
( 4 4 )  Dixon Vic tor ia ,  The Legal  Nature  o f  In termedia ted  Secur i t i es :  An  Insurmountable  
Obs tac le  to  Legal  Cer ta in ty? ,  in  INTERMEDIATION AND BEYOND 53-54  (Louise  

保すれば十分であるため、心のモヤ

モヤを解消する（利害関係者の対応

を含む）コスト、および、「株主共同

の利益の保護」の便益、という両者

の均衡を配慮しつつ、制度の設計上、

「堅気」の市場関係者が対応しやす

いやり方を採用する方が望ましい。

そのため、本稿の第三課題は、会社

法制部会の議論を踏まえて、費用便

益分析に基づいて他の可能な補足選

択肢を提案することである ( 4 2 )。  
実際に、現行の社債、株式等の振

替に関する法律（以下「振替法」と

いう） 277 条に基づく発行会社によ

る情報提供請求の運用は可能である

ため、新しい制度の導入より、既存

制度の微調整（総株主通知制度の「正

当な理由」の範囲画定および情報提

供請求の類型追加など）は一つ可能

な追加選択肢であると考えられる。

振替制度の機能について、従来の議

論は主に株主側の視点（少数株主権

の行使）に着眼してきたため ( 4 3 )、発

行会社側の視点に基づく分析は比較

的少ないようにみえる。振替制度と

株主名簿の制度趣旨は異なり、前者

は毎日の頻繁な取引で必要とする明

快な流動性および仲介機関の破綻処

理を重視するが ( 4 4 )、後者は主に特定
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時点の株主権行使にしか関心を持た

ない ( 4 5 )。株主透明性の向上は有益な

ことであるが、ある程度の不透明性

は証券市場の流動性、ひいては効率

性に積極的な効果をもたらす本質的

な条件であると指摘される ( 4 6 )。発行

会社、株主または証券市場の立場は

それぞれ異なるため、政策立案にお

け る ESG （ Enterprise,  Securi t ies  
Market ,  Government）に基づいて、金

融市場が必要とする最低限の匿名性

( 4 7 )を留意しつつ、個別の利害関係者

への偏りがなく、適切なコスト分配

を配慮した上で制度設計を検討する

のは極めて重要な視点である。  
そもそも、他人のために株券等を

保有して取引を行うことは、信託口

に特有の問題ではなく、大量保有報

告制度とインサイダー取引規制にも

共通する課題である。そうすれば、

証券取引等監視委員会が、借名口座

を利用したインサイダー取引の検知

を行っている取組み（取引のタイミ

ングや取得の資金など） ( 4 8 )は、実質

株主確認制度と大量保有報告制度に

も示唆を与えうると思われる。本稿

による補足提案は、主に以下二つの

利点がある。第一に、金商法と会社

 
Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne  eds . ,  2019) ;  De  Huber t  Vauplane  & Jean-Pier re  Yon,  The 
Concept  o f  In tegr i ty  in  Secur i t i es  Hold ing  Sys tems ,  in  INTERMEDIATED SECURITIES:  
LEGAL PROBLEMS AND PRACTICAL ISSUES 195 (Louise  Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne  
eds . ,  2010) ;  MATHIAS M.  SIEMS,  CONVERGENCE IN SHAREHOLDER LAW 142-144 
(2007) .  
( 4 5 )  SIEMS,  supra  no te  44 ,  a t  146-147.  
( 4 6 )  情報の非対称性を完全になくすと、次第に情報を収集しようとする者もなくな
り、ひいては価格形成に悪い影響を与えうる。 See  Sanford  J .  Grossman & Joseph  E.  
S t ig l i t z ,  On the  Imposs ib i l i t y  o f  In format ional ly  Ef f i c ien t  Marke t s ,  70  THE AMERICAN 
ECONOMIC REVIEW 393 (1980) .  
( 4 7 )  神作裕之「巻頭言  匿名性の効用」法学教室 401 号（ 2014 年） 1 頁。欧州、米国
または日本に関する簡略な検討、および、議決権行使でなく経済的利益しか重視しな
い実質株主の立場からすれば、原則として実質株主の匿名性を重視すべきとする意見
として、 SIEMS,  supra  no te  44 ,  a t  136-147.  
( 4 8 )  証券取引等監視委員会事務局「令和 6 年度金融商品取引法における課徴金事例集
～不公正取引編～」（ 2025 年） 5 頁。  
( 4 9 )  岩原・前掲注 4） 38、 40 頁。  

法の役割「分断」に関する論争につ

いて ( 4 9 )、第三の選択肢を提供するこ

とができる。第二に、収集した具体

的な取引行動に関する情報は、その

後の大量保有報告制度の共同保有者

の認定にも有益である。経済界の観

点からすれば、本稿による補足提案

は、あくまで振替口座上の加入者の

迅速的な把握に留まり、完全な株主

透明性の実現とはならない。しかし、

垂直保有関係（他人のためにの保有）

と水平保有関係（共同行動者）の認

定について、主観的な「他人のため」

または「共同行動の意図」の認定に

依拠するのは限界があるため、寧ろ

客観的な行動パターンから観察する

方が確実的であると考えられる。そ

れにより、疑わしい人物の背後に誰

かがいるかを追及するよりも、（ 5％
未満の）株式の大量買付が発生して

いる事実が存在するかどうかをより

迅速に確認できればそれで十分であ

り、完全な株主透明性を追求する必

要はないように思われる。  
 本稿の基本のスタンスとして：（ 1）
保有比率 5％以上の場面は、議決権

行使権限および投資権限を含む大量

保有報告制度の守備範囲であるため、
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大量保有報告制度のエンフォースメ

ント整備の早期実現を願いたい ( 5 0 )。

（ 2）保有比率 5％未満の場面こそが

実質株主確認制度の主な土壇場であ

るが、証券市場関係者への影響を最

小限にするために、（ a）振替制度に

基づく明快な仕組み、（ b）発行会社

による恣意的議決権制限の発動の回

避、（ c）資産管理に最低限の匿名性

の需要、という三つの観点に基づく

小さな調整を提案したい。本稿は、

決して実質株主確認制度の新設に反

対するわけではなく、単なる会社法

制部会における議論の輪郭をより明

確に描くための素材の提供に留まる。 
 本稿の構成は以下の通りである。

先ず、二、（一）の部分では、英国に

おける取引効率優先の制度設計の下

では、株主の透明性が日本に比べて

著しく低いため、実質株主確認制度

による補完の必要性があることにつ

いて説明する。次に、二、（二）の部

分では、英国における実質株主確認

 
( 5 0 )  類似な意見として、会社法制部会・前掲注 12） 41 頁［齊藤真紀発言］。大量保有
報告制度違反のエンフォースメントに関する近時の議論について、松元暢子「アクテ
ィビズムに関連する法的検討課題」旬刊商事法務 2367 号（ 2024 年） 67-68 頁；高橋
陽一「公開買付制度・大量保有報告制度のエンフォースメント」ジュリスト 1604 号
（ 2024 年） 38-39 頁。大量保有報告義務に違反する時に議決権を剥奪すべき理由につ
いて、中曽根玲子「大量保有報告義務違反と議決権行使の可否―令和 6 年金商法改正
で見送られた論点 ―」福原紀彦先生古稀記念論文集編集委員会編『現代企業法の新潮
流』（ 2025 年） 396-409 頁参照。  
( 5 1 )  本稿以下は、近時の先行研究を補完する形で、出来る限り内容が重複しないよう
に検討を進めたい。川島いづみ「イギリス会社法制における実質株主の透明性」立命
館法学 411=412 号（ 2024 年） 70-93 頁；坂東洋行「大量保有報告制度による実質株主
開示のあり方」名古屋学院大学論集社会科学篇 61 巻 2 号（ 2024 年） 65-97 頁；石川
真衣「欧州における株主情報の開示制度の運用実態―欧州第二次株主権指令の国内法
化後の状況に照らして ―」 JSDA キャピタルマーケットフォーラム第 5 期論文集
（ 2025 年） 9-45 頁など参照。また、従来の英国法に関する邦語先行文献は、主に定
番の会社法教科書の関係箇所に沿って丁寧な解説を行うものであるが、教科書は常に
穏やか・紳士的な書きぶりを心掛ける傾向があると見受けられる。より具体的には、
その内容は、主に裁判例および公的文書（審議会資料やガイドラインなど）に基づい
て、制度の趣旨と条文の解説を忠実に行い、論文の引用や自説の提示を控える傾向が
あるようにみえる。実際に、本稿で引用した主要教科書の著者（ Paul  Davies、 Ei l í s  
Fer ran、 Jenni fe r  Payne、 Eva Micheler など）は、教科書と論文での記述のニュアンス
が若干異なる。そのため、本稿は、証券振替制度の視点も取り入れ、教科書以外の雑
誌論文、単行本または国際的共同研究の論文集を中心にして、別の形で英国法の全体
像を絵描いたい。  

制度に関する学説の評価、および同

制度と他の隣接制度との関係につい

て再確認する。その後、三、（一）で

は、近年の敵対的買収やアクティビ

ズムの活発化が、どのような類型の

株主透明性の不足に起因するかを考

察する。三、（二）では、会社法制研

究会報告書および会社法制部会にお

ける各論点を簡潔に検討する。三、

（三）では、現行制度下において他

に簡便な選択肢が存在するかどうか

を再検討する。最後に、四、で今後

の課題を簡潔に述べ、総括する。  
 

二、英国法の再検討 ( 5 1 )  

（一）株式の保有と株主権の行使  

Ⅰ 株主の概念を採用しない理由  

会社法制研究会報告書は、（ 1）株
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主名簿上の名義株主、（ 2）その指図

権者、に分けて、実質株主確認制度

の適用対象を定める ( 5 2 )。英国の法制

度下で行われる調査の方法には、主

に（ a）先ず株主名簿上の名義株主か

ら指図権者を聞き出してから、更に

指図権者に質問すること、（ b）指図
権者と認定できる合理的な理由があ

る場合、直接に指図権者に質問する

こと、という二つの種類の運用があ

ると思われる ( 5 3 )。多層保有構造の下

で、株主名簿上の名義株主が指図権

者を直接に把握しているとは限らな

いため、複数回の調査を行う必要が

あり、情報の遣取りに非常に時間を

要する ( 5 4 )。一方、会社法制部会では、

若干異なる立場を採り、上記の（ a）
のみを実施すると限定している ( 5 5 )。

換言すれば、英国法のような広範囲

的・模索的な照会（上記の（ b））は

除外されている。  
英国法における調査範囲がこれほ

ど広範である理由は、英国 2006 年会

社法 793 条 ( 5 6 )が「株主」という概念

 
( 5 2 )  会社法制研究会・前掲注 17） 95-96 頁。  
( 5 3 )  第二次株主権利指令 3a 条でも同様なやり方を行えるとする意見として、 HANNE 
S.  BIRKMOSE & KONSTANTINOS SERGAKIS,  THE SHAREHOLDER RIGHTS 
DIRECTIVE I I :  A COMMENTARY 68 (2021) .  
( 5 4 )  会社法制部会・前掲注 37） 3 頁。  
( 5 5 )  法制審議会会社法制（株式・株主総会等関係）部会「第 3 回会議  部会資料 3 
部会資料 3 株主総会の在り方に関する規律の見直しに関する論点の検討（ 1）」
（ 2025 年 6 月 25 日） 18-19 頁。  
( 5 6 )  Sec t ion  793 Not ice  by  company requi r ing  informat ion  about  in te res t s  in  i t s  shares  
(1)  A publ ic  company may g ive  not ice  under  th i s  sec t ion  to  any  person  whom the  company 
knows or  has  reasonable  cause  to  be l ieve— 

(a)  to  be  in te res ted  in  the  company ' s  shares ,  o r  
(b)  to  have  been  so  in te res ted  a t  any  t ime dur ing  the  three  years  immedia te ly  preceding  the  
da te  on  which  the  not ice  i s  i s sued .  
( 5 7 )  DAME MARY ARDEN,  e t  a l . ,  BUCKLEY ON THE COMPANIES ACTS 15TH EDITION 
(2021) ,  para .  2775-2779.  
( 5 8 )  Paul  Davies ,  Inves tment  Chains  and  Corporate  Governance ,  in  INTERMEDIATION 
AND BEYOND 196-197 (Louise  Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne  eds . ,  2019) .  
( 5 9 )  2006 年会社法 1265 条参照。  
( 6 0 )  Sec t ion  33 Obl iga t ion  of  persons  to  not i fy  company of  acquis i t ion ,  changes  in  
amounts  of ,  and  d i sposa l  of  shares  in  the  company car ry ing  unres t r ic ted  vot ing  r ights .  

(1)  Every  such  person  as  fo l lows ,  namely.— 
(a)a  person  who,  be ing  immedia te ly  before  the  occur rence  of  an  event  un in teres ted  in  

を採用せず、「現在または過去 3 年間

に議決権株式に利害関係を有する者

またはそのように信ずる合理的な理

由のある者」にまで拡大しているた

めである。このような広い定義の下

で、英国法では元株主まで含まれる

ことになり、相対取引の取引相手に

関する情報まで引き出せる可能性が

ある ( 5 7 )。また、請求できる情報につ

いては、株式に利害関係を有する者

の身分と株式数だけでなく、当該株

式に対する契約等の関係および共同

保有者まで及ぶ ( 5 8 )。この点からすれ

ば、英国の実質株主確認制度の「株

式に対する利害関係」の概念は、英

国の大量保有報告制度とは非常に類

似しているようにみえる。  
現行英国の大量保有報告制度は、

2004 年の EU 透明性指令を勘案した

うえで用語を調整したが ( 5 9 )、その源

流たる 1967 年会社法 33 条は同様に

「株式に対する利害関係」の概念を

採用していた ( 6 0 )。実際に、実質株主

確認制度を設置した 1976 年会社法
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は、正に 1967 年会社法が創設した大

量保有報告制度（消極的自主報告）

の限界を意識したうえで、発行会社

に株主の情報に関する調査権限を与

えようとした（積極的照会調査）( 6 1 )。

一方、英国法を多く参照した 2017 年

の EU の第二次株主権利指令は、株

主透明性の向上と議決権行使の促進

を図り、一定の進展をもたらしうる

であるが、各国の異なる概念の更な

る調和が実現できなければ（特に、

「株主」の概念 ( 6 2 )）、その効果は限定

的に留まる、と多くの論者から評価

される ( 6 3 )。  
 そのため、何故、英国法は「株主」

 
shares  compr ised  in  re levant  share  capi ta l  o f  a  company to  which  th i s  sec t ion  appl ies ,  
becomes ,  in  consequence  of  the  occur rence  of  tha t  event ,  in te res ted  in  shares  so  compr ised  
of  a  nomina l  va lue  equa l  to  one  ten th  or  more  of  the  nomina l  va lue  of  tha t  share  capi ta l ,  
o r,  be ing  immedia te ly  before  the  occur rence  of  an  event ,  in te res ted  in  shares  compr ised  in  
re levant  share  capi ta l  o f  such  a  company of  a  nominal  va lue  less  than  one  ten th  of  the  
nomina l  va lue  of  tha t  share  capi ta l ,  acqui res ,  in  consequence  of  the  occur rence  of  the  
event ,  such  in te res t s  in  shares  compr ised  in  tha t  share  capi ta l  as  to  increase  the  nomina l  
va lue  of  a l l  shares  so  compr i sed  in  which  he  i s  in te res ted  to  one  ten th  or  more  of  the  
nomina l  va lue  of  tha t  share  capi ta l ;  
( 6 1 )  Depar tment  of  Trade  and  Indus t ry,  Company Law Reform (1973 Cmnd.  5391) ,  para .  5-
8 .  
( 6 2 )  第一次株主権利指令における株主の概念について、 See  Antony Hainswor th ,  The 
Shareholder  Rights  Direc t ive  and  the  Chal lenge  o f  Re-Enfranchis ing  Benef ic ia l  
Shareholders ,  1  LAW AND FINANCIAL MARKETS REVIEW 11,  16-18  (2007) .  
( 6 3 )  Mat teo  Gargant in i ,  Barr iers  to  Shareholder  Ident i f i ca t ion  and  Ent i t l ement ,  in  
ENFORCING SHAREHOLDERS’ DUTIES 222-223,  233-234 (Hanne  S .  Bi rkmose  & 
Kons tan t inos  Sergakis  eds . ,  2019) ;  BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  58 ;  Ei l í s  
Fer ran ,  Shareholder  Engagement  and  Cus tody  Chains ,  23  EUROPEAN BUSINESS 
ORGANIZATION LAW REVIEW 507,  521-525 (2022) ;  Klaus  J .  Hopt ,  Corporate  
Governance  in  Europe:  A Cr i t i ca l  Rev iew o f  the  European Commiss ion ' s  In i t ia t i ves  on  
Corporate  Law and Corporate  Governance ,  12  N.Y.U.  J .L .  & BUS.  139 ,  202-204 (2015) ;  
European  Company Law Exper t s ,  Shareholder  Engagement  and  Ident i f ica t ion  (2015) ,  a t  6 -
9 .  “The  EU’s  rhe tor ica l  f lour i shes  on  shareholder  vo ice  and  s tewardship  expose  a  l a rge  
chasm be tween the  rhe tor ic  of  dec la red  objec t ives  and  l ike ly  eventua l  outcomes  der iv ing  
the  Di rec t ive  as  adopted  and  implemented .”  Dei rdre  Ahern ,  The Myth ica l  Value  o f  Voice  
and  S tewardship  in  the  EU Direc t ive  on  Long- term Shareholder  Engagement :  Rights  Do Not  
an  Engaged Shareholder  Make ,  20  CAMBRIDGE YEARBOOK OF EUROPEAN LEGAL 
STUDIES 88 ,  93-96 ,  110 ,  114-115 (2018) .  See  a l so  Hanne  Søndergaard  Bi rkmose ,  
European Chal lenges  for  Ins t i tu t ional  Inves tor  Engagement -  I s  Mandatory  Disc losure  the  
Way Forward ,  11  EUROPEAN COMPANY AND FINANCIAL LAW REVIEW 214 (2014) .  指
令施行後の各加盟国の状況について、 European  Cent ra l  Bank,  Corpora te  Events  
Compl iance  Repor t :  2024 Moni tor ing  Exerc i se  (2024) ,  a t  119-138;  European  Secur i t i es  and  
Marke ts  Author i ty,  Repor t  on  Shareholder  Ident i f i ca t ion  and  Communica t ion  Sys tems  (5  
Apr i l  2017) ,  a t  10-17 .  
( 6 4 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  2 .9-2 .10;  Dig i t i sa t ion  Taskforce ,  Dig i sa t ion  
Taskforce–  In te r im Repor t  (2023) ,  a t  10-11 .  

の概念を採用せずに「株式に対する

利害関係」の概念を利用するかは、

まず確認しなければならない。  
 

Ⅱ 記名株式の保有  

 日本とは異なり、英国では全面的

な株券不発行制度が採用されておら

ず 、 株 券 の 保 有 と CREST
（ Cert i f icateless  Registry for  
Electronic Share Transfer）による保有

との両方が共存している ( 6 4 )。株券の

保有者は、発行会社の株主名簿に氏

名が記載され、その記載を証明する
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証書を受け取り、その証書に基づい

て株主権を行使する（ 2006 年会社法

113 条）。株券の保有者は法的な所有

者とみなされ、それゆえ、その株式

に関連するすべての権利を行使する

ことができ、発行者から直接に配当

を受け取り、投票権を行使し、発行

者に対するあらゆる請求権を行使す

ることができる ( 6 5 )。2007 年には、英

国上場株式の約 85%が CREST を通

じて保有されており ( 6 6 )、2020 年まで、

株券を保有している投資家は依然と

して延べ 1,000 万人程度がいる ( 6 7 )。  
一方、2001 年無券面証券に関する

規 則 （ The Uncert i f icated Securi t ies  
Regulat ions 2001、以下「 USR」とい

う）( 6 8 )の下で、株券の電子化保有は、

（ 1） CREST の加入者になること、

（ 2）カストディアンなどの仲介機関

を通じて保有すること、という二つ

の類型がある ( 6 9 )。  
CREST の 加入者は 常 に銀行 やカ

ストディアンなどの金融機関である

が、個人でも CREST の加入者になる

 
( 6 5 )  Eva  Micheler  & Elena  Chr i s t ine  Zaccar ia ,  Digi t i s ing  the  UK Secur i t i es  Marke t :  The  
Case  agains t  and  a  Proposal  to  Enfranchise  Indirec t  Inves tors ,  83  THE CAMBRIDGE LAW 
JOURNAL 519,  522  (2024) .  
( 6 6 )  Hainswor th ,  supra  no te  62 ,  a t  13 ;  Jenni fe r  Payne ,  In termedia ted  Secur i t i es  and  the  
Right  to  Vote  in  the  UK,  in  INTERMEDIATED SECURITIES:  LEGAL PROBLEMS AND 
PRACTICAL ISSUES 194 (Louise  Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne  eds . ,  2010) .  
( 6 7 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  8 .6 .  
( 6 8 )  The  Uncer t i f i ca ted  Secur i t i es  Regula t ions  2001,  SI  2001 No 3755.  
( 6 9 )  Miche le r  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  522-525;  LOUISE GULLIFER & JENNIFER 
PAYNE,  CORPORATE FINANCE LAW: PRINCIPLES AND POLICY 145 (Bloomsbury  
Publ i sh ing .  2015) .  2000 年代の状況に関する邦語文献として、森下哲朗「国際的証券振
替決済の法的課題（ 3）」上智法學論集 44 巻 4 号（ 2001 年） 1-18 頁参照。  
( 7 0 )  HM Treasury,  UK Secondary  Capi ta l  Rais ing  Rev iew  (2022) ,  a t  10 .23;  Hainswor th ,  
supra  no te  62 ,  a t  11 .  
( 7 1 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  2 .57 .  
( 7 2 )  Id .  a t  para .  2 .58 ,  no te  65 ,  67 .  
( 7 3 )  Dig i t i sa t ion  Taskforce ,  supra  no te  64 ,  a t  14 ;  Micheler  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  
527-528.  
( 7 4 )  Hideki  Kanda  e t  a l ,  UNIDROIT Legis la t ive  Guide  on  In te rmedia ted  Secur i t i es  (2017) ,  
a t  17 ;  Vic tor ia ,  supra  no te  44 ,  a t  56-57 .  欧州の全体像について、 Habib  Motani ,  The 
Proposed  EU Legis la t ion  on  Secur i t i es  Hold ing ,  in  INTERMEDIATED SECURITIES:  
LEGAL PROBLEMS AND PRACTICAL ISSUES 65-89  (Louise  Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne  
eds . ,  2010) .  

ことは可能である ( 7 0 )。金融機関以外

の投資家が CREST の直接な加入者

になるために CREST スポンサーの

選任が求められ（通常は金融機関）、

CREST 口座および有価証券は投資

家の名義で記載されるが、口座の運

用はスポンサーが行う ( 7 1 )。但し、年

間の利用料金は 400～ 500 ポンドで、

保有資産 50 万ポンド以上と求めら

れるため、この方法を利用する投資

家は極めて少なく（ 2020 年には、個

人会員約 4,200 名、法人会員 2,394 名
であった） ( 7 2 )、年々減少の傾向が見

られる ( 7 3 )。そのため、仲介機関を通

じる保有するのは主流的な方法であ

る。  
 世界各国の株券保有の法律構成に

ついて、主に以下二つの大きな類型

に分類できる ( 7 4 )。第一に、最終口座

保有者の権利を証券の法的所有権と

して特徴づけることを選択し、仲介

機関 は管理機能 の み を担うモデル

（個人（直接）所有モデルと潜在的

な一部の共同所有モデル）である。
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第二に、最終口座保有者の所有権が

証券自体ではなく、派生的な権利に

留まるものである（信託モデル、証

券権限モデルまたは共有モデル）。仲

介機関および振替機関は有価証券に

対する所有権を持たない例としては、

フランス、スペイン、イタリア、北

欧諸国、日本などが挙げられる ( 7 5 )。

それに対して、英国を含むコモン・

ローの国では信託モデルを採用して

おり、仲介機関が株券の所有権を有

する ( 7 6 )。  
仲介機関を経由する保有は、（ 1）

決済の効率性を高めることができる

こと、（ 2）規模の経済性により、最

終投資家のコストの削減が達成され

る可能性があること、（ 3）仲介業務

により、最終投資家は、他の多数の

管轄区域の企業や仲介機関とのつな

がりを確立し維持するための管理上

の負担を負うことなく、単一の仲介

機関を通じて、多様かつ国境を越え

たポートフォリオ全体を保有するこ

とができること、などの利点を有し

 
( 7 5 )  Vic tor ia ,  supra  no te  44 ,  a t  57 .  
( 7 6 )  Vic tor ia ,  supra  no te  44 ,  a t  63 ;  BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  56 ;  
GULLIFER & PAYNE,  supra  no te  69 ,  a t  147 .  
( 7 7 )  Louise  Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne ,  Conclus ion ,  in  INTERMEDIATION AND BEYOND 
361-363 (Louise  Gul l i fe r  & Jenni fer  Payne  eds . ,  2019) ;  Enr iques ,  e t  a l . ,  supra  no te  32 ,  a t  
714;  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  513;  Shareholder  Vot ing  Working  Group,  Shareholder  Proxy 
Vot ing:  Discuss ion  Paper  on  Potent ia l  Progress  in  Transparency (2015) ,  30-31;  Hainswor th ,  
supra  no te  62 ,  a t  12 ;  SIEMS,  supra  no te  44 ,  a t  142 .  
( 7 8 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  8 .65 .  
( 7 9 )  一方、実質株主による議決権行使の促進を検討する Shareholder  Vot ing  Working  
Group は、「株主（ shareholder）」の概念を使う。 Shareholder  Vot ing  Working  Group,  
supra  no te  77 ,  a t  3 .  
( 8 0 )  Sec t ion  112  The  members  of  a  company 

(2)  Every  o ther  person  who agrees  to  become a  member  of  a  company,  and  whose  name 
i s  en te red  in  i t s  reg i s te r  of  members ,  i s  a  member  of  the  company。  
( 8 1 )  Richard  C.  Nolan ,  Indirec t  Inves tors :  A Greater  Say  in  the  Company ,  3  JOURNAL OF 
CORPORATE LAW STUDIES 73 ,  77-79  (2003) .  See  a l so  J  Sa insbury  p lc  v  O’Connor  
( Inspec tor  of  Taxes)  [1991]  1  WLR 963 a t  977  (Nourse  LJ) :  “There  i s  no  d i ff i cu l ty  in  
ascer ta in ing  the  lega l  ownersh ip  of  shares ,  which  i s  invar iab ly  ves ted  in  the  reg is te red  
holder” .  
( 8 2 )  See  a l so  The  Companies  (Model  Ar t ic les )  Regula t ions  2008,  SI  2008 No 3229,  
regula t ion  4 ,  Schedule  3 ,  a r t i c le  45 :  Except  as  requi red  by  law,  no  person  i s  to  be  
recognised  by  the  company as  hold ing  any  share  upon any  t rus t ,  and  except  as  o therwise  

ている ( 7 7 )。一方、証券決済制度自体

が上述の機能を有しているにもかか

わらず、匿名性を求める投資家の需

要も存在しているため ( 7 8 )、下記の問

題点が惹起される。  
 

Ⅲ 名義株主と実質株主による株

主権の行使  

英国会社法における株主の認定は、

厳格的な形式主義を採用しており、

具体的には下記の二点に反映されて

いる。第一、2006 年会社法は、「株主

（ shareholder）」ではなく ( 7 9 )、「構成

員（ member）」 ( 8 0 )という概念を利用

しており、株主名簿に記載されてい

る者のみ株主としての権利を行使で

きる ( 8 1 )。第二に、信託、明示または

黙示等保有関係を株主名簿だけでな

く（ 2006 年会社法 126 条）、 CREST
の登記簿での記載もできない（ USR
第 23 条 3 項） ( 8 2 )。発行会社と実質
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株主との間には直接に事実上なんの

関係もなく、実質株主が会社に影響

を及ぼすことができる以下の手段は、

いずれもその投資家（実質株主）と

株式の法的所有者（仲介機関）の関

係に依存しており、これらは主に契

約法および信託法の問題であり、会

社法の問題ではない ( 8 3 )。この制度は、

所有権の確実性と譲渡の確実性に着

眼し、株式市場における株式の効率

的な移転を重視する産物と評価され

る ( 8 4 )。  
CREST を 通 じ て 保 有 さ れ る記名

株 式 の 登 録 は Euroclear  UK & 
Internat ional（ EUI）によって管理さ

れ、法的所有権を記録し、その記録

が義務付けられている事項の第一義

的証拠となる（ USR 第 24 条）。さら

に、サブ・カストディアンに関する

情報を受け取ることは重要であるが、

EUI の利用規約では、仲介機関はそ

の下位の仲介機関の顧客に関する情

報を受け取る権利を有しておらず、

それを調査する義務も負わない ( 8 5 )。

登録に裏付けとなる実質的所有権の

詳 細 を 含 め る こ と は 認 め ら れ ず

 
requi red  by  law or  the  a r t i c les ,  the  company i s  no t  in  any  way to  be  bound by  or  recognise  
any  in te res t  in  a  share  o ther  than  the  holder ’s  absolu te  ownersh ip  of  i t  and  a l l  the  r ights  
a t t aching  to  i t .  
( 8 3 )  Nolan ,  supra  no te  81 ,  a t  79-80;  Richard  C.  Nolan ,  Shareholder  Rights  in  Br i ta in ,  7  
EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW 549,  570-71  (2006) ;  Gargant in i ,  
supra  no te  63 ,  a t  222 .  2000 年代の状況に関する邦語文献として、森下哲朗「国際的証
券振替決済の法的課題（ 2）」上智法學論集 44 巻 3 号（ 2001 年） 35-81 頁；森下哲朗
「国際証券決済法制の展開と課題」  上智法學論集 47 巻 3 号（ 2004 年） 10-12 頁。  
( 8 4 )  Payne ,  supra  no te  66 ,  a t  195-196.  
( 8 5 )  Eva  Micheler,  Custody  Chains  and  Remoteness :  Disconnec t ing  Inves tors  f rom Issuers ,  
SRC DISCUSSION PAPER NO.  14  (2014) ,  a t  14 .  
( 8 6 )  Davies ,  supra  no te  58 ,  a t  188;  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  521-522.  実質株主による少
数株主権の行使が棄却された事例として、 In  re  DNick  Hold ing  p lc ;  Ecker le  and  o thers  
v  Wickeder  Wes t fa lens tahl  GmbH and another  [2013]  EWHC 68 (Ch) ,  [2014] .  See  a l so  
Miche le r,  supra  no te  85 ,  a t  16-18;  Eva  Micheler,  Bui ld ing  a  Capi ta l  Marke ts  Union:  
Improving  the  Marke t  In f ras t ruc ture ,  17  EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW 
REVIEW 481,  485  (2016) ;  Miche ler  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  524-525,  548 .  
( 8 7 )  Depar tment  for  Bus iness  Innovat ion  and  Ski l l s ,  Explor ing  the  In te rmedia ted  
Sharehold ing  Model ,  BIS Research  Paper  261 (2016) ,  a t  95-96 .  
( 8 8 )  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  522 .  

（ USR 第 23 条 3 項）、最終投資家

（実質株主）の身元は、通常、発行

会社には知らされず、会社に対して

「株主」としての権利を正式に主張

できるのは、株主名簿に記載された

者（構成員）のみである ( 8 6 )。換言す

れば、日本とは異なり、英国の制度

では、CREST の直接加入者でなけれ

ばその情報は株主名簿に記録されな

い。そのため、発行会社にとっては、

2006 年会社法 793条に基づく照会が

行われない限り、その保有比率上位

の実質株主が誰であるかを知ること

はできない ( 8 7 )。  
批判的な意見もあるけれども ( 8 8 )、

この形式主義的な考え方の根強さを

表すもう一つの具体例として、 2020
年に英国が EU の第二次株主権利指

令を国内適用にするにあたっては、

2006 年会社法 793条の実質株主調査

制度ではなく、同法 113 条に基づく

株主名簿の管理（構成員の管理）は

指令 3a 条（株主の識別）の同等措置

に該当することをもって、法改正の
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必要はないと明言し ( 8 9 )、一貫して形

式主義を採用している。言い換えれ

ば、英国政府は名義株主の管理が指

令の要求を満たすのに十分であり、

実質株主確認制度のさらなる改正は

不要と判断したのである。これは、

欧州各地における株主概念の差異が

指令の効果を大幅に弱める可能性が

あることを示している。  
このような実質株主ではなく会社

の構成員に焦点を当てる方針により、

2006 年会社法および会社の定款に

定められた特定の権利は、一定の手

続きが取られない限り、株券の保有

者および CREST の直接加入者のみ

が行使できることになる ( 9 0 )。2000 年

代の数多くの検討を重ねた結果とし

て、現行 2006 年会社法の下で、実質

株主による株主権の行使を可能に手

段については、以下の五つの選択肢

が存在している ( 9 1 )。  
第一に、名義株主は、2006 年会社

法 324 条に基づき、実質株主を代理

人に任命し、各代理人が異なる株式

 
( 8 9 )  “No ac t ion  i s  necessary  to  g ive  e ffec t  to  Ar t ic le  3a .  In  the  UK the  shareholder  i s  the  
person  reg is te red  as  the  member  in  the  company’s  reg i s te r  of  members  requi red  to  be  he ld  
by  a  company under  sec t ion  113 of  the  Companies  Act  2006 for  cer t i f i ca ted  shares .…… An 
in te rmediary  i s  no t  engaged in  the  UK’s  lega l  f ramework  as  a  condui t  be tween the  company 
and  i t s  shareholders  for  the  purposes  of  ident i fy ing  the  shareholder.  This  means  tha t  no  
ac t ion  i s  necessary  to  g ive  e ffec t  to  paragraphs  2  to  6 .”  Transpos i t ion  Note  to  The  
Companies  (Shareholders ’ Rights  to  Vot ing  Conf i rmat ions)  Regula t ions  2020,  SI  2020 No.  
717 .  このやり方は、明らかに第二次株主権利指令 3a 条に違反するわけではないとす
る意見として（消極）、 BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  59 .  
( 9 0 )  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  521-522;  Miche ler  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  524;  Guy 
Mor ton ,  His tor ica l  In t roduct ion:  The  Growth  o f  In termedia t ion  and  Development  o f  Legal  
Analys i s  o f  In termedia ted  Secur i t i es ,  in  INTERMEDIATION AND BEYOND 27-28  (Louise  
Gul l i fe r  & Jenni fe r  Payne  eds . ,  2019) .  
( 9 1 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  3 .17;  Miche ler,  supra  no te  85 ,  a t  11-15;  
Hainswor th ,  supra  no te  62 ,  a t  13-15;  Payne ,  supra  no te  66 ,  a t  197-207.  
( 9 2 )  Miche le r  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  534 .  
( 9 3 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  3 -91 .  
( 9 4 )  2000 年代に会社法の改正を訴えた意見として、 Nolan ,  supra  no te  81 ,  a t  80-84 .  改
正の過程およびその内容の解説について、 Paul  Davies  & Jonathan  Rickford ,  An 
In t roduct ion  to  the  New UK Companies  Act :  Par t  I I ,  5  ECFR 239,  240-248 (2008) .  
( 9 5 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  1 .25 ,  3-34;  Miche ler  & Zaccar ia ,  supra  no te  
65 ,  a t  534 .  

に付随する権利を行使するために任

命されることを条件に、名義株主は

複数の代理人を任命することができ

る。但し、個人投資家の利用は殆ど

なく、機関投資家にとっても、仲介

機関からの連絡は遅く（常に総会ま

での数日前）、検討期間の確保および

高額費用の負担、などの問題点があ

る ( 9 2 )。個人投資家が代理人として総

会に出席することを認める委任状に

20 ポンドの手数料を仲介機関に請

求されたと報告される ( 9 3 )。  
第二に、名義株主は、2006 年会社

法第九編（ 145～ 153 条）に基づき、

実質株主に議決権の行使と情報の受

領を委任することができる ( 9 4 )。2006
年会社法 145 条 1 項によると、会社

の定款により、構成員が享受できる

すべての権利または特定の権利を第

三者に指名できるが、発行会社にと

って管理のコストが高いため、この

ような定款の運用は乏しいと指摘さ

れる ( 9 5 )。  
第三に、実質株主は、内部の契約
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関係に基づいて名義株主に特定の方

法で議決権を行使するよう指示する

ことができる。カストディアン保有

関係について、判例法の下では信託

関係と理解され ( 9 6 )、株券の所有権は

名義株主に帰属し、実質株主は株券

に対する経済的な利益しか有しない

( 9 7 )。この内部の契約関係について、

実際に仲介機関の定型約款にそのま

ま同意することが多く、当事者が個

別に契約条件を交渉することは殆ど

ない ( 9 8 )。これらの定型的な取引条件

は、実質株主が仲介機関に議決権行

使を指示する権利を制限する可能性

があり、議決権行使の権利の行使に

条件（拒否するか、手数料の支払い

で応じる）を課すこと可能性もある

( 9 9 )。このような株式の経済的利益と

議決権が分離可能であるという事実

は、議決権を有する者には行使する

インセンティブがなく、一方、経済

的利益を有する者には議決権がない

という状況を生じさせる ( 1 0 0 )。  
第四に、名義株主は、1998 年個人

貯蓄口座規則（ ISA 規則）( 1 0 1 )に従っ

て実質株主に議決権を行使させるよ

う手配できる。但し、ほとんどの個

人投資家はこれらの権利について認

識しておらず、 ISA の管理者も投資

 
( 9 6 )  Re Lehman Brothers  In ternat ional  (Europe)  ( in  adminis t ra t ion)  [2012]  EWHC 2997 
(Ch)  a t  [163] .  
( 9 7 )  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  519;  Davies ,  supra  no te  58 ,  a t  193 .  
( 9 8 )  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  513;  Micheler,  supra  no te  85 ,  a t  14 .  
( 9 9 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  3 -42;  Miche ler  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  
532 .  名義株主に対する実質株主の権利行使請求が拒絶された事案として、 Var ious  
Cla imants  v  G4S Plc  [2023]  EWHC 2863 (Ch) .  See  a l so  Miche le r  & Zaccar ia ,  supra  no te  
65 ,  a t  525 .  
( 1 0 0 )  Hainswor th ,  supra  no te  62 ,  a t  13 ;  Payne ,  supra  no te  66 ,  a t  194-195.  米国法上の議論
について、 Kahan & Rock,  supra  no te  23 ,  a t  1263-1267.  
( 1 0 1 )  Ind iv idua l  Savings  Account  Regula t ions  1998,  SI  1998 No 1870,  regula t ion  4(d) .  
( 1 0 2 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  para .  3 -49 .  
( 1 0 3 )  Id .  a t  para .  3 -54 .  
( 1 0 4 )  Shareholder  Vot ing  Working  Group,  supra  no te  77 ,  a t  12 .  
( 1 0 5 )  Nolan ,  supra  no te  81 ,  a t  80 ,  86-87;  Miche ler,  supra  no te  85 ,  a t  21-22 .  

家に知らせることはなく、通常は提

供されず、提供に対する抵抗感があ

ると指摘される ( 1 0 2 )。  
第五に、実質株主は、発行会社が

提供する商業ソリューション、すな

わち企業スポンサー付きノミニーの

形で権利を行使することができる。

このようなアプローチは、発行会社

の株主名簿に多数の株券直接保有の

株主がいる場合など、限られた状況

でしか採用されていない ( 1 0 3 )。この

場合、商業ソリューションの利用費

用は発行会社の負担になるため、通

常の場合、発行会社にとって利用の

意欲は乏しい ( 1 0 4 )（大株主や主要機

関投資家のみで普通決議や特別決議

の可決要件を確保しにくい場合なら

意欲があるかもしれない）。一方、自

分の都合でカストディアンを利用し

た実質株主がその権利行使のコスト

を発行会社（全株主）に転嫁するこ

との合理性も深く検討すべきと指摘

される ( 1 0 5 )。  
上記の説明のように、実質株主に

よる権利行使は可能であるが、行使

コストまたは経済的な誘因などの理

由により、実質株主にとってその意

欲はそれほど高くではなかったと指
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摘される ( 1 0 6 )。また、仲介機関の一部

は、議決権を行使することや、実質

株主に議決権を行使させることを望

んでおらず、実質株主が議決権行使

について指示しようとしても、その

指示が仲介機関の議決権行使方針と

一致しない限り、仲介機関が妨害
．．

す

ることが「ほぼ常に実際に見られる
．．．．．．．．．．．

」

といわれる ( 1 0 7 )。  
 

Ⅳ 制度改正上の課題  

発行会社の経営者の立場からは、

株主の権利行使を促進する政策は必

ずしも歓迎されるとは限らない ( 1 0 8 )。

2020 年に Law Commission は、EU の

第二次株主権利指令の趣旨を参照し

たうえで、中長期的に現行会社法の

「構成員」制度を撤廃して直接に実

質株主にも株主名簿に登記できるよ

うな制度設計を提案したが ( 1 0 9 )、（ 1）
システムの開発コスト負担、（ 2）海

 
( 1 0 6 )  The  Inves tment  Assoc ia t ion ,  Corpora te  Governance  Reform Green  Paper  –  The  
Inves tment  Assoc ia t ion’s  Response  (2017) ,  a t  11-12;  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  
para .  3 -56 ,  3 -61;  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  512-513.  
( 1 0 7 )  The  Inves tment  Assoc ia t ion ,  supra  no te  106 ,  a t  11-12;  Law Commiss ion ,  supra  no te  
34 ,  a t  para .  3 .62-3 .65 .  また、 Jenni fe r  Payne 教授は、仲介機関の機能とその権利行使に
ついて、以下の 2 つの観点から分析した。第一に、仲介機関自身に議決権行使のイン
センティブがある。第二に、仲介機関は、他者のために株式やその他の証券を保有し
ているだけで、議決権を行使する動機が乏しい。 Payne ,  supra  no te  66 ,  a t  194-195.  
( 1 0 8 )  Hainswor th ,  supra  no te  62 ,  a t  19 .  
( 1 0 9 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  3 .118-3 .123 .  
( 1 1 0 )  Id .  a t  para .  8 .47-8 .51 ,  8 .75 .  
( 1 1 1 )  Shareholder  Vot ing  Working  Group,  supra  no te  77 ,  a t  11 .  
( 1 1 2 )  分散型台帳技術の運用に関する法改正の提言について、 See  Law Commiss ion ,  
Decent ra l i sed  Autonomous  Organisa t ions  (DAOs) :  A scoping  paper  (2024) .  
( 1 1 3 )  Dig i t i sa t ion  Taskforce ,  supra  no te  64 ,  a t  2 -3 .  
( 1 1 4 )  The  Acce lera ted  Se t t l ement  Taskforce  Technica l  Group,  UK Implementa t ion  Plan  for  
F i r s t  Day of  Trading  for  T+1 Se t t l ement–  11th  October  2027,  (2025) .  
( 1 1 5 )  F inanc ia l  Marke ts  Law Commit tee ,  I s sue  3  –  Proper ty  in te res t s  in  inves tment  
secur i t i es  ( Ju ly  2004) ;  Law Commiss ion ,  The  UNIDROIT Convent ion  on  Subs tan t ive  Rules  
regard ing  In te rmedia ted  Secur i t i es :  In te r im Advice  (October  2006) ;  Law Commiss ion ,  The  
UNIDROIT Convent ion  on  Subs tan t ive  Rules  regard ing  In te rmedia ted  Secur i t i es :  Updated  
Advice  to  HM Treasury  (May 2007) ;  Law Commiss ion ,  The  UNIDROIT Convent ion  on  
Subs tan t ive  Rules  regard ing  In te rmedia ted  Secur i t i es :  Fur ther  Updated  Advice  to  HM 

外にいる最終投資家の身分の確認コ

スト、（ 3）仲介機関の既存利益、（ 4）
信用取引や高頻度取引への影響、な

どの課題は証券市場の関係者から懸

念されている ( 1 1 0 )。加えて、CREST 上

の情報交換コストとして、一つのア

カウントの一回の情報送信を行うた

びに、0.3 ポンドが徴収されるため、

制度の設計上、特に発行会社の観点

からすれば、情報更新の回数とタイ

ミングを配慮する必要がある ( 1 1 1 )。  
そ の 後 、 2023 年 の Digit isat ion 

Taskforce は、証券の全面不発行・電

子化、株主に関する情報交換の強化、

情報交換費用負担の合理化、発行会

社と株主との間の電子的意見交換の

促進、分散型台帳技術の導入 ( 1 1 2 )、な

どの提言を行い、2024 年内に最終報

告書を出すと予告したが ( 1 1 3 )、現時

点、T+1 以外の新しい進展 ( 1 1 4 )は見当

たらない。  
 実際に、株主透明性および株主権

行使の全面性的向上に関する議論は、

2000 年代以降数多くの議論 ( 1 1 5 )がな
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されており、業界団体からはこれら

の問題を解決することを約束したが、

ソフトロー（ CG コードと SS コード

( 1 1 6 )）では一定の進展があるけれど

も、実定法上の改正は依然として限

定的に過ぎず、その理由は、金融業

界における複雑な利害関係状況にあ

ると指摘される ( 1 1 7 )。その具体例と

して、1980 年代の電子決済システム

に関する議論がなされた時に、ロン

ドン証券取引所とその会員は、それ

ぞれのニーズと関心に適うシステム

の開発を試みたが、既存の市場参加

者の既得権益との関係で失敗になり、

1993 年にはイングランド銀行が改

革プロセスを引き継ぎ、1996 年 7 月
15 日に稼働を開始した現在の決済

システム CREST を導入した ( 1 1 8 )。そ

のため、2006 年以降、市場構造がさ

 
Treasury  (May 2008) ;  Law Commiss ion ,  F iduc iary  Dut ies  of  Inves tment  In te rmediar ies  
(2014) ;  Depar tment  for  Bus iness  Innovat ion  & Ski l l s ,  Explor ing  the  in te rmedia ted  
sharehold ing  model ,  Research  Paper  No 216 (2016) .  
( 1 1 6 )  現在の 2006 年会社法 1277～ 1280 条の下で、財務省または国務大臣は、機関投資
家に対し、議決権の行使に関する情報を提供するよう、規則で定めることができる
が、この権限は未だに行使していない。実際に、 2006 年の会社法改正では、仲介機
関や機関投資家に議決権の行使および行使結果の開示を義務付けるという Company 
Law Review Steer ing  Group の提案が、業界団体から強い反対を受けた。 Jenni fe r  Payne
教授は「これは現在、主に自主規制によって対処されている問題であり、この点につ
いて、市場原理が強制的な規則の代替手段として十分であるかどうかはまだ不明であ
る」と評価した。 Payne ,  supra  no te  66 ,  a t  210-212.See  a l so ,  E i l í s  Fer ran ,  The Role  o f  the  
Shareholder  in  In ternal  Corporate  Governance:  Enabl ing  Shareholders  to  Make  Bet ter-
In formed Decis ions ,  4  EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW (EBOR) 
491,  511-512 (2003) ;  Klaus  Ul r ich  Schmolke ,  Ins t i tu t ional  Inves tors '  Mandatory  Vot ing  
Disc losure:  The  Proposal  o f  the  European Commiss ion  agains t  the  Background o f  the  US 
Exper ience ,  7  EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW 767,  800-803 
(2006) .  
( 1 1 7 )  Miche le r  & Zaccar ia ,  supra  no te  65 ,  a t  535 .  See  a l so  Davies ,  supra  no te  58 ,  a t  210-
213.  証券仲介業者の利益団体が欧州の株主権行使促進の立法手続に与えた影響につ
いて、 Michae l  C.  Schouten ,  The Pol i t i ca l  Economy o f  Cross -Border  Vot ing  in  Europe ,  16  
COLUM. J .  EUR.  L.  1 ,  4-5  (2009) ;  Commiss ion  Staff  Working  Document ,  In i t i a l  
Ref lec t ions  on  the  Obs tac les  to  the  Development  of  Deep and  In tegra ted  EU Capi ta l  
Marke ts ,  Accompanying  the  Document  Green  Paper :  Bui ld ing  a  Capi ta l  Marke t  Union ,  
Brusse l s  18  Feb  2015,  COM (2015)  63  f ina l  (CMU Staff  Document ) ,  a t  15 .  米国の場合に
ついて、 Kahan & Rock,  supra  no te  23 ,  a t  1272-1273,  1279 (2007) .  
( 1 1 8 )  Miche le r,  supra  no te  85 ,  a t  27 ;  Micheler,  supra  no te  86 ,  a t  494 .  
( 1 1 9 )  Miche le r,  supra  no te  86 ,  a t  535 .  
( 1 2 0 )  Kathryn  Judge ,  In termediary  In f luence ,  82  U.  CHI .  L .  REV.  573 ,  627  (2015) .  
( 1 2 1 )  Miche le r,  supra  no te  86 ,  a t  520-522.  利害関係者が政策作成に与えうる影響を経済
モデルで示すものとして、 Lucian  A.  Bebchuk & Zvika  Neeman,  Inves tor  Protec t ion  and  

らに仲介機関に傾いているため、近

時の Digit isat ion Taskforce が市場原

理に委ねて改善を達成しようとする

提案は、やや楽観的であると指摘さ

れる ( 1 1 9 )。  
保有構造の複雑化により、仲介機

関が手数料を得る新たな機会が生ま

れ、この複雑性により、仲介機関が

取引で得ている手数料の全容も把握

されにくく、仲介機関にとっては、

透明性の低い、つまりより複雑な取

引 や市場構造を好む 可 能 性 が あ る

( 1 2 0 )。競争の欠如が、投資家や発行者

により良いサービスを提供するビジ

ネスモデルを開発するサービスプロ

バイダーの能力を損なっているため、

金融業界の独占状況調査および立法

による改善が強く訴えられる ( 1 2 1 )。

そのため、株主の全面的透明性の推
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進は、利害関係者の状況の吟味する

必要があり、そうしなければ、改革

の目標は実現しにくいように思われ

る。  
 

（二）実質株主確認制度の位置付

け  

Ⅰ 実質株主確認制度の機能  

 実質株主確認制度が策定された背

景について、英国の政策立案者たち

は、第二次世界大戦以来、企業の戦

略を支配または影響する可能性を持

つ人物の身元を特定することに懸念

を抱いており、仲介機関・名義株主

のシステムが、企業に対する潜在的

な影響力を隠そうとする人物によっ

て利用される可能性があるという懸

念から推進されてきた ( 1 2 2 )。実質株

主調査の結果は、特定時点のものに

過ぎず、株主総会の結果の予測に一

定の乖離は生じうるが、発行会社に

とっては経営陣に対する反対票を早

期に特定し、早い段階で対応を図る

ことができる ( 1 2 3 )。英国 2006 年会社

 
In teres t  Group Pol i t i cs ,  23  THE REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 1089 (2010) .  
( 1 2 2 )  Davies ,  supra  no te  58 ,  a t  193 .  
( 1 2 3 )  Shareholder  Vot ing  Working  Group,  supra  no te  77 ,  a t  11-12 .  See  a l so  BIRKMOSE & 
SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  51 .  
( 1 2 4 )  Thomson Reuters や Factse t  Lionshares などの業者は、閲覧請求を行い、それによ
って独自のデータベースを構築・販売していると報告される。有限責任あずさ監査法
人「「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の在り方及び企業会計・
開示に関する調査研究」報告書」（ 2017 年 3 月 31 日） 30 頁。  
( 1 2 5 )  Enr iques ,  e t  a l . ,  supra  no te  32 ,  a t  726-727.  英国とイタリアでは、投資家は発行会
社が収集した情報に制限付き（または制限なし）でアクセスできるが、フランスでは
株主総会前の 15 日間の短期間のみ実質株主情報にアクセスでき、ドイツでは情報ア
クセス権が認められていない。 BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  62 ;  
Gargant in i ,  supra  no te  63 ,  a t  233-234.  
( 1 2 6 )  Enr iques ,  e t  a l . ,  supra  no te  32 ,  a t  729-730.  
( 1 2 7 )  Davies ,  supra  no te  58 ,  a t  197-198.  支配権移転中立性の観点に基づいて、制度自体
の運用は強制すべきではなく、定款で決めるべきとする意見として、 Enr iques ,  e t  a l . ,  
supra  no te  32 ,  a t  733-34 ,  738 .  

法 808 条・ 811 条の下で、調査結果

は実質株主名簿に登録され、通常の

株主名簿と同様に一般の閲覧・謄写

に供される ( 1 2 4 )。実質株主の氏名と

住所が社外に公開されることで、株

主間の非公式な連携の調整が容易に

なり、投資家の発言力が強化されて

より良い企業統治につながる可能性

がある ( 1 2 5 )。また、発行会社にとって

自社株式に影響を与えるインサイダ

ー取引行為の発見に役立つこともあ

る ( 1 2 6 )。  
一方、この制度は、企業統治の促

進を前提とすべきであり、その運用

次第、強制公開買付およびアクティ

ビストのエンゲージメント活動の発

生 確率を低下 さ せ る 可 能 性 も あ る

( 1 2 7 )。第二次株主権利指令は英国法

と同様に、発行会社は株主調査手続

きを開始する理由を説明する必要は

ないため、表向きの制度趣旨は株主

の権利行使や株主と企業の対話を促

進するために直接連絡を取る目的で

のみ処理できると正式に規定されて

いるが、実質的には単に早期に自社

の株式に投資している人物を特定す

るツールとして利用するという「真

の目的」は簡単に隠蔽できてしまう
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( 1 2 8 )。その結果として、（ 1）発行会社

が株主識別情報を利用して株主との

関わりをより困難にする可能性があ

ること、（ 2）株主が必要なときにこ

れらの権利行使の恩恵を受けられな

い可能性があること、という問題が

指摘される ( 1 2 9 )。  
英国の機関投資家の実情を踏まえ

ると、株主透明性の向上は、（ a）発

行会社による機関投資家に対するエ

ンゲージメントの促進、（ b）機関投

資家による協調行動の促進、などの

企業統治上の利点をもたらす可能性

があるけれども、（ α）「発言力」のあ

る株式ブロックを構築するために必

要な大規模機関投資家の数は比較的

少数であり、また、（ β）ロンドンに

機関投資家や資産運用会社が地理的

に集中していること、それによって

非公式な情報ネットワークが形成さ

れていることを考えると、開示内容

が機関投資家間の調整コストを有限

的にしか削減しないのではないかと

いう疑問が生じる ( 1 3 0 )。実際に、所有

構造が分散している企業でも、企業

と日常的にやりとりを行う上位 20
～ 25 名の株主は常に把握されてお

り、これらの株主は、発行済み株式

の 70～ 85%を占めることが多く、株

主総会にも頻繁に参加し、議決権を

行使している ( 1 3 1 )。株式の保有チェ

ーン全体を通じて調査を実施するの

は、関係者全員にとって、事務負担

 
( 1 2 8 )  Fer ran ,  supra  no te  63 ,  a t  527;  European  Company Law Exper t s ,  supra  no te  63 ,  a t  6 -7 .  
( 1 2 9 )  European  Company Law Exper t s ,  supra  no te  63 ,  a t  6 -7 .  
( 1 3 0 )  Davies ,  supra  no te  58 ,  a t  199 .  
( 1 3 1 )  European  Company Law Exper t s ,  supra  no te  63 ,  a t  7 .  
( 1 3 2 )  Id .  a t  7 -8 .  
( 1 3 3 )  北村ほか・前掲注 26） 4-14 頁；坂東・前掲注 51） 75-77、 86-87 頁。  
( 1 3 4 )  会社法制部会・前掲注 12） 3 頁［宇野直紀発言］。  
( 1 3 5 )  Enr iques ,  e t  a l . ,  supra  no te  32 ,  a t  729;  BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  
48 .  

は膨大で費用もかさみ、特に株主の

参加を促す結果になるとは限らず、

デリバティブなどの手段を利用して

身を隠す者を完全に阻止することも

できないと指摘される ( 1 3 2 )。  
邦語先行研究 ( 1 3 3 )および会社法制

部会の B 案に関する議論 ( 1 3 4 )は、主

に支配権争いに関する潜在的な敵対

的買収者やアクティビストを見つけ

出すことに着目しているが、2000 年

代以降英国の両コードの策定、およ

び、ロンドンの City の独特な金融コ

ンミュニティの存在も併せて考慮す

れば、英国法における実質株主確認

制度は、同時に友好的株主の状況を

確認すること機能も有していると思

われる。発行会社が日常的にやりと

りで特別決議を可決しやすい保有比

率を満たす上位 20～ 25 名の株主と

の連絡を確保すれば、高額のコスト

をかけて残りのほんの一部の株主の

素性を探り出す必要性も自然に低下

する。  
一般論として、取引活動の完全な

開示は、投資家にとって間違いなく

コストがかかり、（ 1）開示活動に伴

う法令遵守のコスト、（ 2）取引戦略

漏洩のリスク、（ 3）法的責任の成立

リスク、という三つのデメリットを

惹起するおそれがある ( 1 3 5 )。同時に、

情報開示範囲の拡大は、必ずしも市

場効率性の向上に繋がるとは限らな

い。そのため、株主透明性の向上を
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検討するにあたって、費用と便益を

適切に釣り合う形で策定されるべき

であるため、既存制度の現状を確認

する必要がある。  
 

Ⅱ 実質株主確認制度の非効率性  

 英国の制度について、以下の三つ

の潜在的問題点があると指摘される

( 1 3 6 )。第一に、最終投資家の連絡先情

報の提供を義務付けていないため、

発行会社は最終投資家の氏名のみに

即座に入手できる可能性がある ( 1 3 7 )。

法人または機関投資家の場合は他の

手段があるが、個人の場合は直接に

連絡できない可能性がある。仲介機

関が最終投資家の連絡先情報の提供

を拒否することがあると聞いている

が、これは投資家の個人情報の保護

を考慮した措置である可能性がある

と指摘される ( 1 3 8 )。 UK Shareholders’ 
Associat ion と UK Individual  
Shareholders  Society は、書簡のやり

取りだけで、株式の所有者を特定す

る方法や書式で情報を取得すること

は「ほぼ不可能」であると述べる ( 1 3 9 )。

第二に、商業ソリューションは、「あ

る時点における所有者の一覧」のみ

を提供しているため、取引の頻度に

 
( 1 3 6 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  3 .130-3 .132.  
( 1 3 7 )  実質株主確認制度の開示請求内容について、統一的なフォームはないけれども、
1985 年会社法の下で Depar tment  of  Trade  and  Indus t ry はモデル書式（ Companies  Act  
1985 -  Model  212  Not ice）を提供していた。この書式では、住所の開示は任意であ
る。それに対して、第二次株主権利指令では、住所、私書箱、および入手可能な場合
は電子メールアドレスなどの情報の開示が求められる。 BIRKMOSE & SERGAKIS,  
supra  no te  53 ,  a t  63 .  
( 1 3 8 )  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  para .  3 .132 .  
( 1 3 9 )  Id .  a t  para .  3 .132 .  
( 1 4 0 )  BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  62 .  
( 1 4 1 )  HM Treasury,  supra  no te  70 ,  a t  9 .56 .  See  a l so  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  

para .  3 .134 .  
( 1 4 2 )  Id .  a t  para .  3 .133-3 .136.  

よって実質株主の一覧が大幅に変更

される可能性がある。また、これは

企業にとってコストのかかる管理上

の負担だけでなく、情報の正確性も

担保されていない ( 1 4 0 )。第三に、2006
年会社法 793 条と 803 条に基づく権

限の行使を発行会社に要求できるの

は、その発行会社の構成員のみであ

り、最終的な投資家には、発行会社

に株主権としての実質株主確認制度

の行使を要求する権利はない。  
上記の 一つ目 の 問 題 につい て 、

2022 年 の UK Secondary Capital  
Rais ing Review は、個人投資家によ

る資金調達（募集株式の割当）を促

進するために、2006 年会社法 793 条
の内容を拡充し、（ 1）電子通信手段

（最低でも電子メールアドレス）の

開示、（ 2）発行会社が CSD 以外の第

三者に情報請求の権限を委任できる

正式な仕組み、などの内容を提案し

た ( 1 4 1 )。二つ目および三つ目の問題

について、 Law Commission は、（ a）
通信技術の変革がなければ対処しに

くい、（ b）2006 年会社法 793 条の発

動を実質株主まで拡大しても、事前

に実質株主の身分を確認しなければ

ならない、などの課題があると述べ

る ( 1 4 2 )。  
 更に、もう一つ悩ましい課題とし
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て、その運用の内容は発行会社が各

名義株主に対して個別の問い合わせ

を行うため ( 1 4 3 )、コストの高さおよ

び効率性の低さが露呈している。特

に、後述のように、CSD 経由の集中

型ではなく ( 1 4 4 )、分散型を採用する

英国制度において ( 1 4 5 )、名寄せは行

いにくいため ( 1 4 6 )、発行会社は高額

な費用だけでなく、無効率的に多く

の情報照会を行わなければならない。

過去、大量保有報告制度と実質株主

確認制度の適用対象を Contracts  for  
Difference まで拡大しようとする検

討において、英国の仲介機関は、既

に頻繁的に発行会社から株主調査の

照 会 を受け て い る の で （ “rout inely 
bombarded”）、これ以上の適用範囲の

拡大に反対意見を提示した ( 1 4 7 )。  
 

図表 1 
 
調査コストと個人情報の保護との

両者への配慮として、第二次株主権

利指令 3a 条は保有比率 0.5％以下の

除外 可 能 の基準を採用 し て い る が

( 1 4 8 )、大半の加盟国はこの保有比率

 
( 1 4 3 )  Computershare ,  Transparency  of  Share  Ownersh ip ,  Shareholder  Communica t ions  and  
Vot ing  in  Globa l  Capi ta l  Marke ts  (2015) ,  a t  20 .  
( 1 4 4 )  第二次株主権利指令の下で何れの採用も可能である。 BIRKMOSE & SERGAKIS,  
supra  no te  53 ,  a t  64-70 .  
( 1 4 5 )  ドイツでも、発行会社が自ら情報収集を行うが、イタリアでは、 CSD を経由し
て行われる。一般論としては、分散型より集中型のコストが低い。 Gargant in i ,  supra  
no te  63 ,  a t  231-233.  また、ドイツの場合、効率的な調査を図るために、発行会社は常
にその調査を仲介機関に委託すると報告される。会社法制部会・前掲注 8） 23 頁注
45。ドイツにおける実質株主データのイメージについて、内閣府「第 3 回  スタート
アップ・イノベーション促進ワーキング・グループ 参考資料  欧州における実質株
主透明化のプラクティスについて」（ 2025 年 3 月 25 日） 4-6 頁。  
( 1 4 6 )  様式はカストディアンによって異なり、情報を整理・分析しなければそのままで
の使用は難しいとの指摘として、有限責任あずさ監査法人・前掲注 124） 29 頁。  
( 1 4 7 )  FSA,  Disc losure  o f  Contrac t s  for  Di f f erences ,  CP 07/20 ,  November  2007,  a t  14 .  
( 1 4 8 )  BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  59-60 .  
( 1 4 9 )  ESMA,  Nat iona l  Thresholds  for  Shareholder  Ident i f ica t ion  under  the  Revised  
Shareholder  Rights  Di rec t ive  (31  Augus t  2020) .  
( 1 5 0 )  PETER KINDLER & JAN LIEDER,  EUROPEAN CORPORATE LAW: ARTICLE-BY-
ARTICLE COMMENTARY 847 (Bloomsbury  Publ i sh ing .  2022) ;  BIRKMOSE & SERGAKIS,  
supra  no te  53 ,  a t  60 .  

除外基準を採用していない ( 1 4 9 )。そ

の理由は、実際に調査は行わないと、

実質株主の保有比率が 0.5％以下で

あるか否かは自明ではないため、保

有比率の除外基準を設置すると制度

趣旨の達成は出来なくなる恐れがあ

る ( 1 5 0 )。例えば、図表 1 のように、通

常の場合、調査は保有比率が高い名

義株主から始まるため、名義株主 A、

B、C を順番で調査するだけでは、実

質株主 a に対して他の保有部分を有

しているか否かの判断はできず、特

に名寄せは手間がかかるため、実質

株主 a の本当の保有状態を見落す可

能性がある。  
 

Ⅲ 少数株主権としての機能およ

び隣接制度との関係  

今まで実質株主確認制度は、主に

発行会社の立場に基づいて好ましく

ない者を早期に発見するという形で

利用されているが、実際に他の機能

も備えている。  
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第一に、2006 年会社法 803 条 2 項
によると、保有比率 10％以上の構成

員も調査の発動を要求できる。 1976
年にこの制度が導入された背景とし

て、（ 1）経営効率の向上と経営者・

支配株主の不正行為に対する防御の

手段として、情報開示の必要性に対

する認識が増大してきたこと、（ 2）
商事犯罪及び不正行為を摘発するた

めの仕組みは、今でも多くが不十分

であること、などの理由が取り上げ

られた ( 1 5 1 )。支配株主がノミニーを

通じて自分の存在を隠すことはでき

るため、経営責任の所在を明確にす

るために少数株主権にする必要があ

り、その後の 1981 年会社法 76 条 1
項の改正によって追加された ( 1 5 2 )。  

第二に、2015 年新設の実質支配権

者登録制度は、主に Financial  Act ion 
Task Force（ FATF）への対応 ( 1 5 3 )とし

て説明されているが、もう一つの重

要な機能は、現行の英国法の下で、

株主名簿だけでは直ちに会社の支配

権の所在を判別できるとは限らない

ため、たとえ株主名簿上の構成員で

なくても、（ 1）実質支配権者名簿を

通じて株式の 25％超を直接的また

は間接的に保有している者、（ 2）取

締役会構成員である取締役の過半数

を選任または解任する権利を、直接

的・間接的に保有する者、（ 3）重要
な 影 響 ま た は 支 配 （ signif icant  

 
( 1 5 1 )  Depar tment  of  Trade  and  Indus t ry,  supra  no te  61 ,  a t  para  5-8 .  
( 1 5 2 )  欧州大陸においてイタリアでは少数株主権として認められているが、フランスや
ドイツなど他の国では認められていない。 BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  no te  53 ,  a t  
62 .  
( 1 5 3 )  Pr ime Minis te r ’s  Off ice ,  G8 Act ion  Plan  Pr inc ip les  to  Prevent  the  Misuse  of  
Companies  and  Legal  Arrangements  (18  June  2013) .  
( 1 5 4 )  2023 年経済犯罪及び企業透明性法の成立に伴い、発行会社の調査権限および報告
要件などが一層強化されている。法改正の概要について、 Companies  House ,  Economic  
Cr ime and  Corpora te  Transparency  Act  2023:  Fac t shee t s  (29  February  2024) .  
( 1 5 5 )  （ a）当該団体またはその取締役が、その者の指示または命令に従って行動する
ことを慣行としている場合、または（ b）その者が、当該団体の総会における議決権

inf luence or  control）を行使する権利、

または実質的に行使する権利を有す

る者などの記載を求めることができ

るということである。この制度が完

全に実施されれば、全ての会社の究

極的な支配権者は自然人レベルまで

追跡できる ( 1 5 4 )。  
 

図表 2 
 

 
例えば、図表 2 のように、一見、

発行会社の支配株主は法人 A にみえ

るが、もし個人株主 Z が同時に法人

a～ d 背後の実質支配権者であれば、

個人株主 Z が法人 B と法人 C の実

質支配権者であることは両法人の株

主名簿から直接に察知できないだけ

ではなく、法人 B と法人 C も自ら実

質株主確認制度を発動して自分の支

配権者を明確にする意欲がないはず

である。法人 B と法人 C は他人のた

めに株式を保有しているわけではな

く、その経営陣が個人株主 Z の支配

下にあり、その意向に従って議決権

を行使しているだけである。したが

って、個人株主 Z は法人 B と法人 C
が保有する発行会社の株式の実質株

主には直接に該当しない。この点に

ついて、2006 年会社法 823 条 1 項は

みなし保有者の要件を設けているが

( 1 5 5 )、実質株主確認制度の下で、法人
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B と法人 C はあくまで自己のための

株式保有に留まるため、発行会社に

対する自社の支配者を開示する義務

は直ちに生じるわけではない。実質

支配権者登録制度の下で、上記の問

題は対処され、みなし保有の認定が

より容易になる。  
 

Ⅳ 実質株主確認制度のエンフォ

ースメント  

 実質株主確認制度のエンフォース

メントについて、従来の邦語先行文

献 ( 1 5 6 )は主に以下二つの裁判例を題

材とするが、本稿はもう少し説明を

付け加えたい。  
 

A 株式保有の法律構成と株主

権制限との関係  

 一つ目は、議決権行使制限命令に

海 外 適 用 の 可 否 に 関 す る Re FH 
Lloyd Holdings plc 事件である ( 1 5 7 )。

この事件において、ロンドン証券取

引所に株式を上場している FH Lloyd 
Holdings plc .（以下「 Lloyd 社」とい

う）は、ノミニー会社 12 社に対して

通 知 を 発 し た 。 そ の 中 、 Geneva 
Nominees Ltd.（以下「 Geneva 社」と

い う ） は 、 Trade Development  Bank 
Luxembourg SA（以下「 TDB 社とい

う）のために保有していると回答し

たが、TDB 社は、顧客の同意なしに

 
の 3 分の 1 以上を行使する権利、またはその行使を支配する権利を有する場合。  
( 1 5 6 )  川島・前掲注 51） 84-88 頁。  
( 1 5 7 )  Re  FH Lloyd Hold ings  p lc  [1985]  BCLC 293.  See  David  Mi lman,  Freez ing  Orders  and  
Fore igners ,  6  Company Lawyer  184  (1985) ;  David  Mi lman,  Defros t ing’ Order  Refused ,  8  
Company Lawyer  123  (1987) .  

情報提供をすればルクセンブルクの

法律違反に該当することを理由とし

て、回答を拒否した。同時に、 TDB
社は、自分は英国で営業活動を行う

英国会社ではないため、英国法上の

回答義務がないと主張した。そのた

め、 Lloyd 社は裁判所に対して株式

制限命令の発令を求めた。  
 
 裁判所の判断は、次の通りである。 

まず、 Lloyd 社は英国会社である

ため、その株式も英国における財産

となる。その株主たる Geneva 社も

英国会社である。Geneva 社は、受託

者として外国会社である TDB 社の

ために株式を保有している。しかし、

信託財産は英国の財産であり、受託

者も英国に居住している。英国の法

律は、国内に実在しているかどうか

とは関係なく、外国人が英国におい

て有する権利に対しても適用される。 
また、実質株主確認制度の目的は、

公開会社及び公衆に対して、議決権

付株式の本当の保有者は何者である

かを知らせるために、発行会社に広

い調査権限を与えるのである。その

ような権限の行使が一定の場面の下

では不適切になるかもしれないが、

一旦発行会社は何者かが密かに株式

の買集めを行うと信じるに足りる合

理的な理由があれば、株式制限命令

の発令を許容すべきであると考えら

れる。裁判所は、Lloyd 社の一方的請

求を認めて、 Geneva 社及び TDB 社

が保有している株式に対して終局的

株式制限命令を発令した。  
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 この判決は、（ 1）実質株主確認

制度の趣旨を明らかにすること、（ 2）
株式制限命令の発令は、国際私法や

国際執行上の問題に関係しないこと、

という二つの重要な意義を有してい

る。前述の説明のように、英国法の

下では、株主名簿上の構成員のみが

会社法上の株主としての権利が認め

られ、海外の実質株主と英国国内の

仲介機関との間では信託関係にすぎ

ず、信託の受益者としての海外にあ

る実質株主は発行会社に対して何等

かの直接な権利も主張できない。そ

のため、株式制限命令の名宛人は、

株式の所有権を有する英国国内にあ

る Geneva 社であり、単純に TDB 社

の保有部分をもって権利制限の範囲

を画定するのである。この意味では、

株式制限命令は、株式の所有者とし

ての国内にある仲介機関に対する制

裁ではなく、あくまで海外にある実

質株主による情報開示を促すための

間接強制の手段と位置付けられる。  
 

B 株式制限命令の運用制限  

二つ目は、株式制限命令の運用制

限に関する Eclairs  Group Ltd v JKX 
Oil  & Gas plc 事件 ( 1 5 8 )である。 JKX 
Oil  & Gas plc（以下「 JKX 社」とい

う）は、 Eclairs  Group およびその関

係者の保有比率が 40％近い時点か

ら実質株主確認制度を発動し、その

時点、既に募集株式の発行と第三者

割当増資が必要となる株主総会の特

 
( 1 5 8 )  Ec la i r s  Group Ltd  v  JKX Oi l  & Gas  p lc  [2015]  UKSC 71.  
( 1 5 9 )  Re  Ricardo  Group p lc  [1989]  5  BCLC 771.  

別決議を可決しにくい状況になって

いた。その後、取締役再任議案が上

程される株主総会の前に、定款によ

る株式制限命令が発動された。  
 
裁判所の判断は、次の通りである。 
ま ず 、 Sumption 裁 判 官 は 、 Re 

Ricardo Group Plc 事件 ( 1 5 9 )を引用し

て、実質株主確認制度の趣旨は、（ 1）
株式保有情報を強制的に提出させる

こと、（ 2）会社および及び株主が十

分な情報が提供されていない状態で

判断を下すことから保護すること、

（ 3）適正な情報を開示しない者に制

裁を課すること、であると表明する。

同時に、上記三つの目的は、株主総

会における決議結果の行方とは関係

なく、敵対的買収の防御手段とされ

るべきではないと述べる。  
次に、株式の権利行使に制限を加

えるのは、株主に経済的・本質的な

影響を与えており、特に上場会社で

ある JKX 社の場合、公共の利益も重

要な意義を持っているので、取締役

会が善意に会社の利益のために権限

を行使することが期待される。その

ような正当目的ルールの制限は、支

配権争いが生じる時に特に重要性を

有する。正当目的ルールの制限は、

取締役に限定して適用されるもので

あるが、それは取締役と株主との間

に本質的な差異から由来し、同時に

2006 年会社法第 30 編において少数

株主に対する圧迫について救済が認

められる理由である。したがって、

原々審判 決 の 事 実 認 定 に よ る と 、

JKX 社が株式制限を加える主要な目

的は、 2006 年会社法第 22 編及び定
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款 42 条の情報提供の強制ではなく、

株主総会で自分の議案（再任と報酬）

を可決させることである。不適切な

目的で発令された株式制限は無効で

あるので、本件は原審判決を破棄し

て原々審判決で代替する。  
 
英国の株式制限命令は、裁判所の

判断を原則とするが、定款の定めに

より取締役会の判断で議決権行使を

制限することも可能であり、上場規

則（ List ing Rules ,  LR）は、上場会社

の定款による株式の権利行使の制限

に対して一定の条件を設けている。

現在の LR 6.3.9（ 2024 年 7 月 29 日
までの LR 9.3.9）具体的な規制内容

のとして、第一に、発行会社による

株式の権利行使の制限は、通知が発

送される 14 日以内は効力が生じな

い。第二に、ある種類の株式の保有

比率が 0.25％未満の場合、株主総会

出席及び議決権行使しか制限できな

い。第三に、ある種類の株式の保有

比率が 0.25％以上の場合、（ 1）株主

総会出席及び議決権行使、（ 2）配当
の受領、（ 3）株式の処分、を禁止で

きる。第四に、上述の制限は、（ a）
利益関係がない第三者へ譲渡される

時、または（ b）発行者にとって必要

な 情 報 が 提 供 さ れ る 時 に （ to  the 
sat isfact ion of  the issuer,  with the 
not ice under  sect ion 793）、効力を失

う。  
ここで、留意すべきなのは、制限

解除事由における「発行者にとって

 
( 1 6 0 )  David  Kershaw,  The I l lus ion  o f  Impor tance:  Recons ider ing  the  UK’s  Takeover  Defence  
Prohib i t ion ,  56  In te rna t iona l  & Compara t ive  Law Quar te r ly  267 ,  271  (2007) .  
( 1 6 1 )  Rosemary  Tee le  Langford  & Ian  M.  Ramsay,  The Proper  Purpose  Rule  as  a  Cons tra in t  
on  Direc tors ’ Autonomy –  Ecla i rs  Group Limi ted  v  JKX Oi l  & Gas  p lc ,  80  Modern  Law 
Review 110,  114  (2017) .  
( 1 6 2 )  Hans  Tj io ,  The Proper  Purpose  Rule ,  L loyd’s  Mar i t ime & Commerc ia l  Law Quar te r ly  

必要な情報が提供される時」の判断

基準である。回答の内容に対して発

行者が満足できないと一点張りをす

る時に、権利制限は延々と継続され

てしまう恐れがある。この点につい

て、この判決は、（ 1）実質株主確認

制度の趣旨を明らかにすること、（ 2）
株式制限命令の限界を提示すること、

という二つの重要な意義を有してい

る 。 実 際 に 本 件 に お け る Eclairs  
Group およびその関係者の保有状況

について、 2006 年 12 月の 12.5％程
度から、2013 年の 40％程度まで増加

していたにもかかわらず、事態が収

束しにくい時点に実質株主確認制度

を利用し始めた。本判決の背景とし

て、発行会社が既に Eclairs  Group ら

の保有株式が 40％程度保有してい

ると確認したところ、たとえ Eclairs  
Group らによる共同保有の合意がな

いとの回答に疑いをもっているだと

しても、その身分が割れた以上、情

報開示以上の効果（利害関係ある再

任と報酬議案の可決）は許容される

べきではないことが示唆される。英

国法の下で、取締役の権限行使、特

に支配権争いに関わる場合、取締役

と株主との間の均衡に配慮しなけれ

ばならない、という観点 ( 1 6 0 )が再び

確認されている ( 1 6 1 )。本件において、

発行会社がより早い段階から随時自

社の株式保有状況に留意していれば

そのような窮地に陥らなかったはず

であろう ( 1 6 2 )。  
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（三）小括  

 本節の検討は、以下の内容に要約

できる。  
 第一に、二（一）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲからわか

るように、たとえ実質株主が議決権

行使の権利を保有していても、制度

上・実務上は名義株主による行使を

促す傾向にあるようにみえる。この

ような運用は、金融市場の効率化と

仲介機関倒産リスク管理の向上に役

立つだけでなく、一部の名義株主機

関投資家の発言力を高めるものでも

ある。英国における実質株主による

株主権行使を促進したくない実務上

の運用は、仲介機関を含む一部の機

関投資家の影響力を維持できる。こ

れは、SS コードが策定された一つ重

要な背景事情でもあると推察される。 
同時に、英国法における実質株主

確認制度が利用される背景は、会社

法および振替制度の下では実質株主

の透明性が低いことが原因であると

考えられる。このような不透明な現

状を維持することは、金融市場の効

率性および仲介機関の利益に適する

が、他の利害関係者に不利益を与え

る可能性があると伺われる。以下の

三（三） Ⅲで述べるように、英国の

振替法の下で株主の透明性が低いた

め、実質株主確認制度に対する高い

需要がある。そのため、欧州各国に

おける株主概念の違いを踏まえると、

英国が株主透明性の向上を重視する

背景を、会社法と振替法の観点から

再検討すべきであるように思われる。 

 
176,  185  (2016) .  
( 1 6 3 )  賴奕成「上場企業の株式保有構造と機関投資家のスチュワードシップ責任 ——政
治力学、市場取引、ハードローとソフトローの交錯」東京大学法学政治学研究科博士
論文（ 2022 年） 354 頁。  

 第二に、二（二）Ⅰから、英国の株

主調査制度は「潜在的な買収者・ア

クティビストの早期検知」と「建設

的対話の促進」という二つの機能を

併せ持つことが分かる。濫用のリス

クは存在するものの、英国の機関投

資家が長年にわたり企業統治におい

て果たしてきた重要な役割を考慮す

ると、平素から積極的な対話を重視

していれば、自己防衛手段としての

利用可能性を大幅に低減できる 。こ

の意味では、実質株主確認制度の調

査対象は、（ 1）潜在的な敵対的買収

者やアクティビストの新規取得・追

加取得、（ 2）連絡が取りやすい主要

機関投資家の持株状況・売却有無の

確認、という二つの側面を同時に含

めている ( 1 6 3 )。換言すれば、連絡が取

りやすい主要機関投資家に確認した

後に、その保有比率が一定の水準（例

えば、特別決議が可決しにくい水準）

に下回る時点のみ、大規模の実質株

主確認制度を発動する需要が初めて

生じる。  
 第三に、二（一）Ⅳおよび二（二）

Ⅱから、集中型の調査を採用しない

英国の制度は調査効率が低く、株式

保有が一部の主要機関投資家に集中

している場合には対応可能かもしれ

ないが、資本市場の国際化に伴い、

越境調査においては限界があること

がわかる。同時に、長年にわたり、

株主透明性の向上に関する多くの提

案が、コスト負担や既存業界への潜

在的な影響を理由に棚上げされてき

た。これは、制度設計において、利
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害関係者に与えうる影響を同時に考

慮すべきであることを示唆している。 
 第四に、二（二）Ⅲから、少数株主

権として株主に調査の発動請求権を

与えることは、経営責任の所在を明

確化するのに役立つことが分かる。

また、多階層的な法人による保有関

係の隠蔽・濫用を防止するためには、

実質株主確認制度と実質支配者登録

制度の役割分担を併せて考慮すべき

である。そうすると、「垂直保有関係

の確認」および「水平保有関係の確

認」という二重の視点から同時に検

討する必要がある。  
 第五に、二（二） Ⅳから、保有関

係の法律構成を信託契約と定義すれ

ば、過料の場合は別途検討が必要と

なるが、少なくとも議決権の停止に

おいては、越境執行の問題に悩まさ

れることはなくなる。近時、カスト

ディアン契約について、信託契約の

構成や信託法理の適用が提唱されて

いるが ( 1 6 4 )、日本法では、英国法のよ

うな信託保有の概念ではなく、欧州

大陸諸国のような直接保有方式を採

用しており、振替口座上に記録され

る権利は、顧客 /投資家に直接帰属す

る ( 1 6 5 )。そうすると、日本の振替法に

沿って検討する必要が生じる。また、

議決権停止は経営者の自己保身手段

として利用されるべきではなく、そ

の効果は「情報が十分に開示された」

 
( 1 6 4 )  高橋陽一「判批」資料版商事法務 482 号（ 2024 年） 126 頁。また、金融法委員会
「グローバル・カストディサービスに係る論点整理」（ 2022 年） 14-20 頁（倒産隔離
効に関する議論）；杉浦宣彦＝渋谷彰久「カストディ業務発展に向けての法的課題に
ついて ——カストディ業務の現状についての包括的分析とさらなる発展のための残さ
れた法的課題についての検討」 Financia l  Serv ices  Agency  research  rev iew 2005（ 2005
年） 22-27 頁。  
( 1 6 5 )  上田純子「多階層保有証券に関する一覚書 ——グローバル・カストディアンの視
点から」法政研究 83 巻 3 号（ 2016 年） 325-326 頁；岩原紳作『電子決済と法』（有斐
閣、 2004 年） 79 頁。  
( 1 6 6 )  会社法制研究会・前掲注 17） 100 頁。  
( 1 6 7 )  会社法制研究会・前掲注 17） 92-93 頁。  

時点までしか継続しない。したがっ

て、問題の核心は「情報が十分に開

示された」ことの認定にある。  
以下は、上記の問題意識を念頭に

置きながら、日本の実情に基づいて

検討を進める。  
 

三、日本における現状の再確認  

（一）敵対的買収とアクティビスト

への対応の必要性  

Ⅰ 現状再確認の必要性  

 実質株主確認制度の趣旨について、

会社法制研究会報告書の基本の姿勢

は、株式会社と株主との間の建設的

な対話の促進を軸として、株主共同

の利益保護も取り入れようとする傾

向があると伺われる ( 1 6 6 )。後者につ

いては、「正体不明の複数の者が名義

株主の背後に隠れて株式を事実上買

い集め、株式会社との対話に応じな

いまま、名義株主に議決権を行使さ

せ、その結果、株主共同の利益が害

される事態を回避するための制度」

と述べる ( 1 6 7 )。後者が想定している

対象は、主に（ 1）敵対的買収、およ

び、（ 2）アクティビスト、という二



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

Reminiscing about How to KYSs (Know Your Shareholders) ―実質株主確認制度の導入はどれほど喫緊の課題なのか？ 
     （賴奕成）98 

つの類型であると思われる ( 1 6 8 )。  
 日本取引所グループが上場会社の

株主名簿等管理人（信託銀行等の証

券事務代行機関）が管理する株主名

簿の記載に従って集計した株式分布

状況調査によると、2023 年度に信託

銀行の保有比率は 22.1％であり、う

ち投 資 信 託 と 年 金 信 託 は そ れぞれ

10.4％と 0.8％であるため ( 1 6 9 )、カス

トディ業務として信託口で保有され

ている割合は 10.9％程度であると推

察される。同頁では、「信託銀行につ

いては、国内機関投資家からのカス

トディアンとしての受託分を含む」

と注記されているので、「海外機関投

資家」は含まれていないように読め

る。  
そして、その統計は、「各調査対象

上場会社の株主について、株主名簿

の記載に基づいて以下の所有者（投

資家）属性に区分し、その株主数及

び持株数を単元数ベースにて調査す

る」、と説明されている ( 1 7 0 )。実際に

各上場会社の有価証券報告書におけ

る「所有者別状況」と「大株主の状

況」の項目を確認したところ（例え

ば、ソフトバンクグループの場合）、

 
( 1 6 8 )  「本研究会における各意見」の項目において、本来の報告書（案）になかった
「会社と株主の対話の促進だけでなく、株主共同の利益の保護も目的に含めるべきで
ある。特に、同意なき買収や、実態が不明な複数の者による株式の取得などによって
株主共同の利益が損なわれるおそれがある場合、会社は、会社法上認められる範囲で
対抗措置を講じることが求められる。その判断の際に、会社が、名義株主の背後で議
決権行使の指図を行っている者を把握することは、適切な経営判断を行う前提として
必要である」の文言が追加されているため、一部の参加者は、主に（ 1）の敵対的買
収を念頭に置いていたようにみえる。会社法制研究会・前掲注 17） 100 頁。一方、
「おかしな株主が近付いてきている可能性がある」こと自体が「経営判断」に該当す
るか否か、疑問を呈する意見として、会社法制部会・前掲注 12） 37 頁［松中学発
言］。  
( 1 6 9 )  日本取引所グループ「 2023 年度株式分布状況調査の調査結果について <レポート
編 >」（ 2024 年） 6 頁。都銀・地銀等の保有部分約 2％程度の影響を一旦考慮しない。  
( 1 7 0 )  日本取引所グループ・前掲注 169） 12 頁。  
( 1 7 1 )  日本取引所グループ・前掲注 169） 6 頁。  
( 1 7 2 )  三和裕美子＝山田剛志「株高の裏側で進む「情報の不平等」 株式市場の「欠
陥」でアクティビストが不当な利益を得る！？」中央公論 138 巻 5 号（ 2024 年） 150-
151 頁。  

海外機関投資家が日本国内の信託銀

行等に対してカストディアン業務を

委託する場合は、有価証券報告書の

「金融機関」ではなく、「外国法人等」

に分類されているようにみえる。そ

の場合、常任代理人が選任され、海

外機関投資家等の名前は振替口座に

登録されているため、上位 10 位の大

株主として顕名されている。一方、

海外機関投資家保有比率は 31.8％で

あるが ( 1 7 1 )、カストディアン保有お

よ びカス ト デ ィ ア ン で は な い 保 有

（特に投資信託と年金信託の部分）

の割合は不明であるが、信託銀行の

信託口の保有比率を準じて概算すれ

ば、カストディアン保有の割合はお

よそ 15.7％になる。  
投資信託と年金信託の場合、ポー

トフォリオのリスクヘッジにより、

特定の銘柄に対する大量買い集めを

行う可能性が低い。これにより、経

済界は主に、日本国内の信託銀行等

（約 10.9％）および海外のカストデ

ィアン（約 15.7％）が信託口を通じ

る保有の不透明性に注目していると

考えられる（合計約 26.6％）( 1 7 2 )。た

だし、最近の敵対的買収やアクティ
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ビストが、果たして信託口等の不透

明性を利用して上場企業を襲撃して

いるかどうかについては、最近の事

例を再確認して検討する。  
 

Ⅱ 近時の敵対的買収とアクティ

ビストの特徴  

 先ず、敵対的買収について、近時

注目を受けたのは、主に下記の

（ a）日邦産業事件、（ b）日本アジ

アグループ事件、（ c）富士興産事

件、（ d）東京機械製作所事件、（ e）
三ッ星事件の五つである。  

付録の別表一によると、この五つ

の事件は、主に、（ 1）時価総額百億

円未満、（ 2）買い集め期間中の株価

変化について、市場全体の相場より

上昇したこと（東京機械製作所事件

を除く）、（ 3）買い集めの 1 ヶ月前

と比較すれば、平均の出来高が 2 倍
以上増加したこと、（ 4）大量保有報

告書の提出者は、発行会社の有価証

券報告書の「大株主の状況」の項目

( 1 7 3 )で記載されていること、（ 5）
PBR の 1 倍割り（ 0.5 倍以下）、な

どの共通点があると観察される。  
次に、近時のニュースで取り上げ

 
( 1 7 3 )  株主名簿の記載内容に基づいて作成する。企業内容等の開示に関する内閣府令第
三号仕様（ 25）大株主の状況。  
( 1 7 4 )  株式会社南青山不動産、株式会社 C&I Hold ings、株式会社レノ、株式会社シティ
インデックスイレブンス、株式会社エスグラントコーポレーション、ストラテジック
キャピタル（ In te r t rus t  Trus tees  (Cayman)  Limi ted の名義で）、 Eff i ss imo Capi ta l  
Management（イーシーエム  エムエフの名義で）、アルファレオホールディングス、な
ど合計 8 社がある。  
( 1 7 5 )  Oas i s  Management  Company、 Si lches te r  In te rna t iona l  Inves tors、 Dal ton  Inves tments
（ Nippon Act ive  Value  Fund p lc の名義で）、 Taiyo  Pac i f ic  Par tners、 El l io t t  
Management、ひびき・パース・アドバイザーズ（ Hibik i  Pa th  Advisors）、 3D 
Inves tment  Par tners、 King St ree t  Capi ta l  Management、 Stee l  Par tners、 Symphony 
Financia l  Par tners（ The SFP Value  Real iza t ion  Mas ter  Fund の名義で）、 RMB キャピタ
ル、など合計 11 社がある。  
( 1 7 6 )  執筆時間の制約により、有価証券報告書で確認できる他の 19 社のアクティビス
トの状況はここで割愛する。  

られた主要アクティビストの 25 社

については、（ 1）旧村上ファンド関

係者 ( 1 7 4 )は有価証券報告書で確認で

きること、（ 2）主要の海外アクティ

ビストの大半 ( 1 7 5 )も有価証券報告書

で確認できるが、 Brandes 
Investment  Partners、 Value Act  
Capital、 Asset  Value Investors、
Marathon Asset  Management、
Massachuset ts  Financial  Services  
Company、 Artisan Partners、 Usonian 
Investments、 Cornwall  Capi tal 合計 8
社のみが確認できないこと、（ 3）活

動中の 6 社に絞れば ( 1 7 6 )、付録の別

表二によると、基本的にアクティビ

ストは、取得時の PBR・ PER の何

れが 1 倍割り・ 15 倍割りの銘柄を

対象とし、そうではない

Massachuset ts  Financial  Services  
Company および Artisan Partners の

合計投資リターンはマイナスである

こと、など共通点があると観察され

る。  
 

Ⅲ 小括  

 以上の初歩的な整理によると、二

つ可能な示唆を与えうる。  
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第一に、近時の敵対的買収とアク

ティビストの行動は、主に低い

PBR・ PER の上場会社を対象とする

ため、高い水準の株価の維持および

出来高変化の留意こそが最も有効な

防衛策である。 2023 年以降の金融

庁の「収益性と成長性を意識した経

営」 ( 1 7 7 )および東証の「 PBR 一倍割

れ改善」の政策に伴い ( 1 7 8 )、今後の

PBR・ PER の改善は予想される。さ

らに、上記の敵対的買収の対象会社

はすべて時価総額が 100 億円未満の

企業であるが、東京証券取引所は最

近、上場基準の改正 ( 1 7 9 )（上場 5 年

後に時価総額が 100 億円に達しない

企業は上場廃止となる）を検討して

おり、今後、中小規模上場企業の数

は減少傾向になることが予想され、

実際に上場撤退ラッシュも現れてい

る ( 1 8 0 )。  
 第二に、全ての敵対的買収者およ

び主要なアクティビストの大半は、

匿名性が高い信託口を利用せず、直

接に証券会社等で口座を開設してい

るため、有価証券報告書の「大株主

の状況」の項目で記載されている。

その理由について、短期間内株式の

大量買い集めを行おうとする時に、

信託口を利用して数少ない信託銀行

等に取引の指図を行うことも可能で

 
( 1 7 7 )  金融庁「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラ
ム」（ 2023 年 4 月 26 日） 4 頁。  
( 1 7 8 )  日本取引所グループ「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に
関するお願いについて」（ 2023 年 3 月 31 日）。  
( 1 7 9 )  東京証券取引所「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議第 21 回  資料
3 グロース市場における今後の対応」（ 2025 年 4 月 22 日） 5 頁。「東証、名ばかり
｢グロース ｣に新基準  時価総額 100 億円未満は廃止」日本経済新聞 2025 年 4 月 22
日。  
( 1 8 0 )  「増える上場廃止企業、 M&A や「親子」解消が加速－ 25 年上期は最多に」
Bloomberg  2025 年 6 月 19 日。  
( 1 8 1 )  金融庁「（株）三ツ星株式に係る大量保有報告書等の不提出等に対する課徴金納
付命令の決定について」（ 2024 年 8 月 28 日）；宮下央ほか「三ッ星株式に関する大量
保有報告書等の不提出等に対する課徴金納付命令事案の実務的考察」旬刊商事法務
2373 号（ 2024 年） 4-19 頁。  

あるが、取引情報漏洩の可能性があ

るため、選択肢が多い複数の証券会

社等で直接に口座を開設して取引を

行う方が隠匿性を維持しやすいと推

測される。三ッ星事件のような大量

保有報告書等の不提出及び変更報告

書の虚偽記載に係る問題が実際に存

在しているが ( 1 8 1 )、これは、直ちに

実質株主確認制度が直接に対処すべ

き課題とは限らず、以下本稿の提案

に従うと、早期発見の可能性は極め

て高い。そすると、「株主共同の利

益が害される事態を回避するため」

の目的は、直ちに信託口を通じる保

有の不透明性に関係するとは言えな

いように思われる。  
 一方、将来、信託口を通じて攻撃

を仕掛ける者がさらに増える可能性

も否定できないため、現状からすれ

ば、株主透明性の向上について、確

かに信託銀行等の信託口等の取り扱

い方は非常に重要な課題である。し

たがって、たとえ現状として株主透

明性の観点に基づいて敵対的買収と

アクティビストを対処する必要性が

喫緊の課題までとは言えなくても、

会社法制研究会報告書および会社法

制部会がこの問題をどれほど踏み込

んでいるかについて、確認しなけれ

ばならない。  
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（二）会社法制研究会報告書 ( 1 8 2 )お

よび会社法制（株式・株主総会等

関係）部会における各論点に対す

る検討  

Ⅰ 制度の趣旨  

制度の趣旨について、会社法制研

究会報告書は、（ 1）「建設的な対話の

促進」および（ 2）「株主共同利益の

保護」の両方を取り上げたが、両者

間の色合いは明確ではない ( 1 8 3 )。初

回の会社法制部会の会議において、

本来は「建設的な対話の促進」を中

心で議論を行おうとしたが ( 1 8 4 )、「株

主共同利益の保護」が多く言及され

たため ( 1 8 5 )、第 3 回会議から新たに

追加されるようになっている。この

部分は、情報開示およびエンフォー

スメントにも強く関連するため、慎

重に検討しなければならない。具体

的には、提供された情報を開示しな

いとする場合、建設的対話を行うか

否かの主導権は会社側にしかないた

め、全面的な建設的対話は実現でき

ない ( 1 8 6 )。調査対象外の他の株主に

対話参加の機会を提供するため、制

 
( 1 8 2 )  会社法制研究会での議論は匿名であるため、本稿では議事録については必要な最
小限の範囲でのみ参照する。  
( 1 8 3 )  会社法制研究会・前掲注 17） 100-101 頁。  
( 1 8 4 )  会社法制部会・前掲注 18） 5 頁。会社法制部会・前掲注 11） 6 頁［宇野直紀発
言］。パッシブ投資家の増加や議決権行使助言会社の影響などの原因で、会社提案に
ついて十分な理解が得られないままに議決権行使がなされるおそれが増大してきたこ
とが EU 第二次株主権利指令の策定背景にあると指摘される。神作裕之「企業の持続
的成長と会社法・金商法上のいくつかの論点 ――欧州からの示唆」商事法務 2198 号
（ 2019 年） 20 頁。    
( 1 8 5 )  会社法制部会・前掲注 11） 25 頁［豊田祐子発言］、 26 頁［仁分久弥子発言］；会
社法制部会・前掲注 37） 2 頁。  
( 1 8 6 )  類似な指摘として、金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキン
グ・グループ（第 6 回） 議事録」（ 2023 年 12 月 19 日）［三瓶裕喜発言］。投資家保
護、株主間の協働・対話を重視すれば、米国型（情報を開示する）を採用する方が望
ましいとする意見として、金融審議会・前掲注 22）［三瓶裕喜、飯田秀総、萬澤陽子
発言］。  

度設計上は企業に調査結果の開示を

求めるべきである（会社法制研究会

報告書と会社法制部会の C 案）。一

方、第三次改訂 SS コードの指針 4-2
は機関投資家に発行会社への自己の

保有株状況の説明を求めているもの

の、発行会社が受領した情報を公開

すべきかどうかについては明確に言

及していない。そうすると、発行会

社が SS コードに基づいて「堅気」の

機関投資家に対して非公式的な照会

を行い場合、その内容は、あくまで

任意の回答に過ぎないため、会社法

に基づく実質株主の確認には該当せ

ず、当初から開示義務は発生しない。

これは、株主間の協働に悪影響を及

ぼすだけでなく、非友好的な株主の

身分のみを晒すという不均衡な結果

をもたらす恐れがあると考えられる。 
そして、会社法制部会第 3 回会議

は、上記の（ 1）と（ 2）に加え、（ 3）
「特定実質株主（例えば、保有比率

5％超）」に関する「株式会社の支配

に関する重要な情報の把握および開

示」を追加している。同時に、三つ

の制度の趣旨が、三つの異なる実効

性確保の手段にそれぞれ対応するよ

うにする。具体的に、（ 1）は A 案の
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過料、（ 2）は B 案の「名義株主」ま

たは「指図権者」に対する議決権停

止、（ 3）は C 案の「特定実質株主」

に対する議決権停止、にそれぞれを

対応している ( 1 8 7 )。ここで興味深い

なのは、会社法制研究会報告書の C
案は、株式会社に実質株主に係る情

報 を調査す る義務 を課す の に 対 し

（発行会社に調査義務を負わせる C
案 に 対 す る 反 対 意 見 が 多 か っ た
( 1 8 8 )）、会社法制部会では、「特定実質

株主」に報告義務を課している点で

ある ( 1 8 9 )。  
しかしながら、会社法制部会の提

案には以下の二つの課題が存在する

可能性がある。  
第一に、三種類の制度目的がそれ

ぞれ異なる実効性確保措置に対応し

ているにもかかわらず、立法上、三

者から一つを選択するのみか、三者

同時採用も検討対象に含まれるかは

不明確である ( 1 9 0 )。また、三つの異な

る制度趣旨はそれぞれ異なる実効性

確保措置に対応しているにもかかわ

らず、建設的対話の促進が議決権停

止に対応できるのか、株主共同利益

の保護がなぜ過料に対応できないの

かが不明確である（特に保有比率が

極めて低い場合）。この観点から見る

と、立法者にとって株主共同利益の

保護が建設的対話の促進よりも重要

であると理解できる。この見解が適

切かどうかについては、さらなる検

 
( 1 8 7 )  会社法制部会・前掲注 55） 22-23 頁。  
( 1 8 8 )  会社法制研究会・前掲注 31） 18-23 頁。  
( 1 8 9 )  従業員、労働者保護の観点に基づいて制度の趣旨を補足できるとする意見とし
て、会社法制部会・前掲注 12） 37 頁［冨田珠代発言］。  
( 1 9 0 )  Ｂ案とＣ案の併存として、会社法制部会・前掲注 12） 40 頁［久保田安彦発言］。
A 案とＣ案の併存として、会社法制部会・前掲注 12） 49 頁［田中亘発言］。  
( 1 9 1 )  類似な指摘として、会社法制部会・前掲注 12） 48 頁［青克美発言］、 49 頁［田
中亘発言］。  
( 1 9 2 )  会社法制部会・前掲注 12） 41 頁［齊藤真紀発言］、 50 頁［田中亘発言］。  

討の余地がある。  
前述の分析のように、EU 第二次株

主権利指令は、表向きの制度趣旨は

株主の権利行使や株主と企業の対話

を促進するために直接連絡を取る目

的でのみ処理できると正式に規定さ

れているが、実質的には単に早期に

自社の株式に投資している人物を特

定するツールとして利用するという

「真の目的」は簡単に隠蔽できてし

まう、と強く批判される。どのよう

に建設的対話という軸を維持できる

かという問題意識は、日本法でも共

通しているところであろう。  
第二に、保有比率 5％以上の特定

実質株主に対して報告義務を課す C
案は、ある意味で金商法の適用対象

外企業に対する新たな大量保有申告

制度に近い義務を課すことに相当し、

両者の役割分担が不明確である ( 1 9 1 )。

特に将来、金商法上の大量保有報告

制度違反に対しても議決権停止を導

入する場合、この問題は一層顕在化

する。一方、現時点で金商法に大量

保有報告制度違反の議決権停止を新

設することには一定の困難が伴うた

め、代替措置として ( 1 9 2 )、まず会社法

に組み入れることを検討する場合、

大量保有報告制度に近い C 案を採用

することにも一定の合理性があると

思われる。  
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Ⅱ 実質株主の定義  

実質株主の定義について、会社法

制研究会報告書は、大量保有報告制

度（金商法 27 条の 23 第 3 項 1 号
( 1 9 3 )）に近い「株式に係る議決権の行

使について指図を行うことができる

権限を有する者」の概念を採用して

いるが ( 1 9 4 )、全面的に大量保有報告

制度の保有概念を取り入れるわけで

はない。実質株主範囲の画定は、情

報照会手続きのコストにも影響を与

えうるため、必ずしも大量保有報告

制度と一致する必要はない。  
一方、市場内の売買の影響が鑑み

れば、経済的利益や処分権限しか有

しない者の市場での取引行動（株価

の変動）も「株主共同の利益」に影

響を与えうる。それに対して、会社

法制部会は、仲介機関の連鎖におけ

る最後の仲介機関・サービス提供者

を「実質株主」と定義することを検

討したが、このように定義された「実

質株主」が必ずしも株式の議決権行

 
( 1 9 3 )  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主と
しての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利
の行使について指図を行うことができる権限を有する者であって、当該発行者の事業
活動を支配する目的を有する者。  
( 1 9 4 )  会社法制研究会・前掲注 17） 93 頁。一方、委託者と運用代理人、運用会社との
契約は複雑な場合もあって、実際には指図権者を特定するには定性判断を要する部分
があるため、判断しにくい場合もあるとする意見として、会社法制部会・前掲注
12） 46 頁［内田陽祐発言］。  
( 1 9 5 )  アセットオーナーが事後的に議決権行使結果を批判したり、事前に抽象的な意向
を示したりすることで、アセットマネジャーの議決権行使に重大な影響を与える可能
性があるため、アセットオーナーを実質株主の定義に入れるべきとする意見として、
会社法制部会・前掲注 12） 42-43 頁［仁分久弥子発言］。  
( 1 9 6 )  会社法制部会・前掲注 12） 40 頁［久保田安彦発言］、 43 頁［仁分久弥子発言］。
また、実質共同保有者等の報告に伴う事務的なコスト負担に配慮する必要があるとす
る意見として、会社法制部会・前掲注 12） 47 頁［内田陽祐発言］。  
( 1 9 7 )  この意見の延長として、開示範囲を大量保有報告制度のように株券等に関する重
要契約または取得資金などの事項にも拡大するかどうかについても議論できるかもし
れない。  
( 1 9 8 )  改正内容の概要について、野崎彰ほか「大量保有報告制度に係る金融商品取引法
等の改正」旬刊商事法務 2364 号（ 2024 年） 10-15 頁。また、金融庁「大量保有報告
制度における「重要提案行為等」・「共同保有者」に関する法令・ Q&A 等の整理」
（ 2025 年 8 月 26 日） 12-16 頁も参照。  

使に関する指示権を有しているとは

限らないため、最終的にこの考え方

を断念した ( 1 9 5 )。そうすると、会社法

制研究会報告書と会社法制部会が想

定している「株主共同の利益」は、

主に支配権の移転であると理解でき

る。  
そして、会社法制部会において、

大量保有報告制度を参考に、実質株

主の範囲を実質共同保有者およびみ

なし実質共同保有者まで拡大するこ

とは検討に値する意見 ( 1 9 6 )が示され

る ( 1 9 7 )。確かに、複数の法人等を通じ

て分散保有の形で対象銘柄の買い集

めが行われる時に、各保有者間の関

係は必ずしも明白とは限らない。し

かしながら、このような見解を採用

する場合、具体的な事件において、

大量保有報告制度において共同保有

者の認定が困難となる課題も引受け

ざるを得ない 。  

令和 6 年金商法改正後の 27 条の

23 第 5 項の下で ( 1 9 8 )、（ 1）合意の当

事者である保有者及び他の保有者が
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金融商品取引業者等であること ( 1 9 9 )、

（ 2）共同して重要提案行為等を行う

ことを合意の目的としないこと、（ 3）
個別の権利の行使ごとの合意である

こと、の三つの要件の全てに該当す

る場合は、例外的に「共同保有者」

に該当しないこととされている（協

働エンゲージメント特例）。今回の改

正が一種のセーフハーバールールと

して、協働エンゲージメント等の促

進の効果が期待されている ( 2 0 0 )。  
一方、現行法では、大量保有報告

書は 60 日以内の取引状況の記載の

みを要求しているため、アクティビ

ストたちは、まずそれぞれ 5％に近

い水準を取得し（第一段階取得）、60
日経過後に一気に各自に 5％超を取

得して（第二段階取得）大量保有報

告書を提出すれば直ちに報告義務違

反にならない。第一段階取得時の取

引状況を確認できないため、アクテ

ィビストたちは共同保有の合意が第

二段階取得時に初めて成立したと言

い張る可能性がある。共同保有者を

判断する鍵は、往々にしてその取引

パターンや株主総会前後の行動にあ

るため、実質株主調査を通じて保有

比率が 5%を超える前の状況を事前

に確認する必要も決してないわけで

はないように思われる。  
また、会社法制部会の議論におい

て、主に「カストディアンの背後に

いる指図権を持つ者」を想定してい

 
( 1 9 9 )  この要件の下では、セーフハーバーは機関投資家にのみ適用され、個人およびそ
の他の法人は除外される。この手法には、業法を通じて間接的に機関投資家を規制で
きる利点があるが、同時にセーフハーバーの適用対象を制限するという欠点も含まれ
ている。  
( 2 0 0 )  尾崎悠一「大量保有報告制度の改正」ジュリスト 1604 号（ 2024 年） 13-15 頁。  
( 2 0 1 )  会社法制部会・前掲注 12） 42 頁［松尾健一発言］、 48 頁［青克美発言］、 50 頁
［行岡睦彦発言］。  
( 2 0 2 )  白井正和「エンプティ・ボーティングをめぐる議論の状況とそこから得られる示
唆」法律時報 86 巻 3 号（ 2014 年） 12-17 頁参照。  

るが ( 2 0 1 )、カストディアンではない

法人を利用して保有する事例もあり

うる。即ち、信託関係などの契約上

の取り決めではなく、法人に対する

支配関係を利用した状況については、

みなし実質共同保有者との関係につ

いて、深く議論されていないような

印象を免れない 。「名義株主の経営者」

に対する指示権限と、「名義株主」に

対する指示権限とは、概念上区別で

きる。前者は単なる法人の内部関係

に過ぎず、直ちに第三者が信託契約

その他の契約又は法律の規定に基づ

き「名義株主」に対して指図の権限

を有する者に該当するとは限らない。

会社法制部会の議論において使われ

ている「信託契約その他の契約又は

法律の規定 に基づき指図を 行 う こ

とができる権限を有する者」という

概念を考慮すると、上記の状況の発

生に対応することはできない。その

ため、実質株主確認制度の適用対象

を実質共同保有者およびみなし実質

共同保有者に拡大する議論も、決し

て無益ではないように思われる。  
一方、議決権行使の指示権限は流

動的な状態にある可能性があるため、

直近の株主総会までに議決権行使の

指図権限を有するか否かを判断する

には、他の関連情報を参照しなけれ

ばならない場合がある。例えば、エ

ンプティ・ボーティング ( 2 0 2 )や質権
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の設定 ( 2 0 3 )がなされた場合、調査実

施時点では確かに議決権行使の指示

権限を有していないが、契約上の取

り決めを通じて、株主総会の基準日

前に所有権または議決権行使指図権

限の移転が生じる可能性がある ( 2 0 4 )。

この問題を対処するため、発行会社

は株主総会の基準日前後に調査を行

う傾向が強まると予想されるが、こ

れにより調査の開始時期が過度に集

中し、対応コスト上昇の懸念を招く

可能性があると懸念される ( 2 0 5 )。同

時に、これも SS コードが促進しよ

うとする平時から株主との建設的な

対話 ( 2 0 6 )を発展させる上でも不利と

なる。この問題は次のⅢの論点と密

接 に 関 連 し て い る 。 ま た 、 pass-
through vot ing ( 2 0 7 )の実施する可能性

に伴い、投資信託の受益者が実質株

主に該当するか否かについて、今後

の動向を見据えながら引き続き検討

する余地がある ( 2 0 8 )。  
 

Ⅲ 提供情報の範囲と提供情報の

開示  

提供情報の範囲について、会社法

制研究会報告書は、「実質株主を特定

 
( 2 0 3 )  中村直人「小糸事件、マルエツ事件にみる実質株主の意義」旬刊経理情報 647 号
（ 1922 年） 10-16 頁参照。  
( 2 0 4 )  類似な指摘として、会社法制部会・前掲注 12） 48 頁［青克美発言］。  
( 2 0 5 )  実務家からの懸念として、編集部「実質株主把握を巡る会社法改正議論で信託銀
を悩ます二つの懸念」金融財政事情 76 巻 17 号（ 2025 年） 6-7 頁。  
( 2 0 6 )  平時からの対話の重要性を強調する意見として、金融審議会・前掲注 22）［高山
与志子発言］。  
( 2 0 7 )  Pass - through vot ing の課題について、 See  J i l l  F i sch  & Jeff  Schwar tz ,  Corporate  
Democracy  and  the  In termediary  Vot ing  Di lemma ,  102  TEX.  L.  REV.  1  (2023) .  
( 2 0 8 )  See  Law Commiss ion ,  supra  no te  34 ,  a t  2 .33-2 .34;  BIRKMOSE & SERGAKIS,  supra  
no te  53 ,  a t  59 .  
( 2 0 9 )  会社法制研究会・前掲注 17） 96 頁。  
( 2 1 0 )  会社法制部会・前掲注 55） 21 頁。  
( 2 1 1 )  Dig i t i sa t ion  Taskforce ,  supra  no te  64 ,  a t  18-19 .  

するのに必要な情報（①氏名又は名

称、②住所その他の連絡先、③権限

を有する株式数）及び当該実質株主

が権限を有する株式数に限定してお

り、正当な理由を求めたり、請求の

理由を明らかにすることを求めたり

することや、株主側の拒絶事由を設

けることなどは、必要ではない」と

述べおり ( 2 0 9 )、会社法制部会も同様

な姿勢を示している ( 2 1 0 )。  
建設的対話または協働エンゲージ

メントを達成するために、実質株主

を特定するのに必要な情報を求める

ことは不可欠であるが、個人情報保

護の観点に基づくと、個人の場合に

ついて、住所までの開示を求める必

要がなく、電子メールのみで足りる。

英国の Digit isat ion Taskforce は、プ

ライバシーの問題や、その情報の意

図せぬ利用の可能性を考慮し、確認

結果は公開すべきではないとの結論

に達した ( 2 1 1 )。電子メールだけで確

実な連絡を保証できない懸念もある

かもしれないが、以下の提供情報の

開示と併せて考慮すると、たとえ②
住所その他の連絡先を開示対象に含

めたとしても、特に保有水準が低い

場合、必ずしもインターネット上で

公開する必要があるとは限らず、株

主名簿等の書面閲覧に限定すれば十
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分である。会社法制部会の C 案も、

EDINET のような一般公開ではなく、

発行会社が受領した特定実質株主に

関する情報は、所定の名簿や事業報

告に記載することにより、他の株主

等にも開示することを想定している

( 2 1 2 )。また、所定の名簿は随時更新さ

れる一方、事業報告は年 1 回のみ更

新される。記載媒体の差異により、

建設的対話への影響も異なる。言い

換えれば、株主名簿の閲覧を請求す

る者が現れた場合、発行会社は対話

を希望する株主を識別できる。  
 提供情報の開示について、会社法

制研究会報告書は、「株式会社が実質

株主に関する情報を把握することが

できれば足りるのであって、これら

の情報を他の株主や一般公衆に開示

することは必要ない」とし、可能な

理由として、株価の乱高下原因等の

混乱要因およびプライバシー保護が

挙げられる ( 2 1 3 )。会社法制部会では

明言されていないものの、その構成

から見ると、 C 案のみが情報開示に

関わる。言い換えれば、 A 案または

B 案を採用する場合、開示を行う必

要はなく、これは会社法制研究会の

姿勢と一致する ( 2 1 4 )。  
 前述のように、提供された情報の

開示を行わないと、株主間の対話お

 
( 2 1 2 )  会社法制部会・前掲注 55） 20 頁。  
( 2 1 3 )  会社法制研究会・前掲注 17） 102 頁。開示したら常に建設的な対話につながるわ
けではないとする意見として、会社法制部会・前掲注 12） 38 頁［臼井はるな発言］。  
( 2 1 4 )  会社法制研究会・前掲注 17） 91 頁；会社法制部会・前掲注 55） 20 頁。  
( 2 1 5 )  類似な意見として、髙橋陽一「金融審議会公開買付制度・大量保有報告制度等ワ
ーキング・グループ報告（ 2）－大量保有報告制度・実質株主の透明性－  報告記
録」日本取引所グループ金融商品取引法研究会研究記録（ 2024 年 6 月 28 日） 21 頁
［髙橋陽一発言］。  
( 2 1 6 )  髙橋・前掲注 215） 20 頁［髙橋陽一発言］。  
( 2 1 7 )  調査結果を非公開とする企業法制部会の A 案と B 案については、調査結果がイ
ンサイダー取引の重要事実に該当するかどうかについて追加議論が必要となる可能性
がある。  
( 2 1 8 )  会社法制研究会・前掲注 17） 95-96 頁。  

よび株主と会社との対話に関する A
案の制度趣旨は実現しにくい ( 2 1 5 )。

同時に、情報開示を行う際には株価

の上昇が伴うことが多く、敵対的買

収やアクティビストの行動を抑制す

る効果があるため ( 2 1 6 )、B 案との親和

性が非常に高い。そして、外部の業

者に調査を委託する際には、情報漏

洩のリスクを考慮しなければならな

い ( 2 1 7 )。また、EU の第二次株主権利

指令 3a 条のように調査発動の保有

比率の下限を設ける必要はないけれ

ども、調査結果公表の保有比率下限

を設定することは一つの可能な選択

肢になれる（例えば、最終調査結果

の 0.25％以 上 の 保 有者の み公表す

る）。したがって、A 案または B 案の

いずれを採用する場合でも、情報の

開示を求める方が望ましい。  
 

Ⅳ 実質株主を把握する仕組み  

 実質株主を把握する仕組みについ

て、会社法制研究会報告書は、先ず

株主名簿上の株主から顧客・指図権

者を聞き出してから、更に顧客・指

図権者に質問すること、という構造

を採用している ( 2 1 8 )。これは、英国法

のような「現在または過去 3 年間に
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議決権株式に利害関係を有する者ま

たはそのように信ずる合理的な理由

のある者」の広い調査対象範囲を認

めておらず、名義株主を出発点とし

て調査対象の範囲を画定するもので

ある。その理由として、会社法制部

会は、（ 1）現時点無関係な者に対し

て一定の義務を課すことを正当化す

ることが困難であること、（ 2）合理

的な事由の有無を認定する際に判断

上の困難が生じること、を理由とし

て挙げている ( 2 1 9 )。  
「合理的な理由」の内容を明確化

せずに英国法の観点を直接採用した

場合、発行会社は市場上の潜在的な

敵対的買収者や活動家に対して、制

限なく毎日次々と調査を仕掛けるこ

とになると予想される ( 2 2 0 )。この前

提において、会社法制部会の理由は

かなり説得力がある。一方、発行会

社の観点から見ると、著名なアクテ

ィビストを直接的な調査対象として

設定することができれば、より迅速

に欲しい結果を得られる可能性が高

い。例えば、各階層の情報伝達に 2
営業日を要すると仮定すると、会社

法制部会の見解を採用した場合、図

表 3 のアクティビストに遡及するに

は 10 営業日を要する。しかし英国法

の下では、わずか 2 営業日で済む。

更に、短期間に繰り返し調査を行う

必要がある場合、毎回改めて名義株

主から調査を開始しなければならな

いかどうかについても、明確ではな

 
( 2 1 9 )  会社法制部会・前掲注 55） 21 頁。  
( 2 2 0 )  ローラー作戦として利用される可能性があるとする意見として、会社法制部会・
前掲注 12） 52 頁［松井智予発言］。  
( 2 2 1 )  会社法制研究会の C 案と B-1 案・ B-2 案には多くの共通点があるため、 B-1 案・
B-2 案でまとめて説明する。  
( 2 2 2 )  会社法制研究会・前掲注 17） 96-97 頁。  
( 2 2 3 )  会社法制部会・前掲注 55） 22 頁。  

い。  
 

図表 3 
 
したがって、「合理的な理由」の具

体的な内容を明確化できれば（例え

ば、直近の株価または出来高の大き

い変動が生じる場合、一定期間以内

（四半期とか）既に調査を受けた場

合、事業報告に記載される株式保有

割合上位 10 名の大株主など）、英国

法のように広範な調査対象の設定を

採用することも決して不適切ではな

いように思われる。  
 

Ⅴ 情報の提供を怠った者への制

裁  

 情報の提供を怠った者への制裁に

ついて、会社法制研究会の A 案、B-
1 案、 B-2 案に分けて検討する ( 2 2 1 )。 
 先ず、会社法制研究会の A 案は情

報提供をしない者に対する過料を科

することを提案したが、（ 1）多くの

場合、真に帰責すべき者は別にいる

ため、制裁の実効性に疑問が投げら

れること、（ 2）海外にある名義株主

や指図権者へのエンフォースメント、

という二つの課題がある ( 2 2 2 )。会社

法制部会でも同様の課題を指摘する

( 2 2 3 )。特に、秘密保持契約などの理由

で直接に対応できない場合、国内に

ある名義株主を過料の名宛人とする
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のは、金融業界からの反発を招きや

すいと予想される ( 2 2 4 )。  
この二つの課題について、英国法

では生じない。第一に、国内仲介機

関の状況を配慮した上で、よっぽど

悪質な事情がなければ、名義株主に

対して過料または刑事罰を処するこ

とは殆どないようである ( 2 2 5 )。第二

に、海外にある名義株主・実質株主

に対するエンフォースメントとして、

執行力の観点からすれば、過料また

は刑事罰を処することより、株式制

限命令を運用する方が便利である。

一方、経済的不利益を課すことで間

接強制を達成するという観点から出

発すれば、実質株主の配当金受領権

を制限することは一つの選択肢とな

り得ると思われる ( 2 2 6 )。  
同時に、会社法制部会の A 案のよ

り根本的な問題として、建設的な対

話を制度趣旨とすることの下で、な

ぜ対話と身元の開示を拒絶すると制

裁を受けなければならないかについ

て 、 正当化 し に く い点が残さ れ る
( 2 2 7 )。正当化の根拠については、会社

法制部会の A案が調査結果の公開を

選択する場合、他の株主の知情権促

進を理由に正当化されやすいが、調

査結果の公開を選択しない場合、さ

 
( 2 2 4 )  名義株主の単なる事務処理の誤りによっても過料が科されるというのは、非常に
厳しいとの意見として、会社法制部会・前掲注 12） 45 頁［藤井梨絵発言］。  
( 2 2 5 )  有限責任あずさ監査法人・前掲注 124） 30 頁。実際に、英国の FCA が公表した
大量保有報告制度違反に対して過料を科す事例は、 2011 年の Ken Morr i son  事件しか
存在しない（個人）。 FSA,  Fina l  Not ice  2011:  S i r  Ken Morr i son  (16  Aug.  2011) .  
( 2 2 6 )  類似な意見として、会社法制部会・前掲注 12） 45 頁［北村雅史発言］。  
( 2 2 7 )  会社法制部会・前掲注 11） 42 頁［藤田友敬発言］。弥永・前掲注 26） 1 頁。  
( 2 2 8 )  議決権の行使を制限するための手続としては、（ ⅰ）特段の手続的な要件は必要と
せず、株式に係る議決権は、当然に行使することができなくなるという考え方、（ ⅱ）  
株式会社の公告を必要とするという考え方、（ ⅲ）株式会社の申立てによる裁判を必要
とする、という考え方が取り上げられる。会社法制研究会・前掲注 17） 89 頁。  
( 2 2 9 )  会社法制部会・前掲注 55） 22-23 頁。  
( 2 3 0 )  会社法制研究会・前掲注 17） 101-103 頁；会社法制部会・前掲注 55） 22-23 頁。
類似な意見として、小倉健裕「会社法における議決権の停止」月報司法書士 639 号
（ 2025 年） 61-62 頁。  

らに直接的に、一定の条件下で株主

には対話の義務があることを明示す

る必要があるかもしれない。SS コー

ドは機関投資家の自主的署名を対話

責任の発動条件としている。会社法

の場合、株主が当然に対話義務を負

うわけではないが、一定の割合以上

の株式を保有し（例えば、 0.25％以

上）、かつ、発行会社が対話意思を示

した場合に、株主の対話義務が発生

することを検討に値するように思わ

れる。これにより、制度の設計は EU
第二次株主権利指令よりも一歩前進

することになれる。  
 次に、会社法制研究会の B-1 案と

B-2 案は、それぞれ議決権の制限を

提案したが、前者は所定の手続 ( 2 2 8 )

を経たことを前提とし（手続重視）、

後者は株主共同の利益を著しく害す

ることを前提とする（実質要件重視）。

会社法制部会は両者を区別せず、ま

とめて B 案として取り扱う ( 2 2 9 )。議

決権の制限を制裁として位置付ける

と、少なくとも下記三つの課題を対

応しなければならない ( 2 3 0 )。第一に、

実質株主に係る情報の提供を受けな

かったということをもって、株主の

基本的な権利の一つである議決権を

制限するということが相当であると
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いえるのか ( 2 3 1 )。第二に、手続き違反

の時に（例えば、公告等の手続き違

反）、その後の株主総会決議取消等に

より法的安定性の問題が生じる。第

三に、「議決権を行使することが株主

共同の利益を著しく害するとき」の

該当性の認定も、その後の株主総会

決議に影響を与えうる。  
B-1 案と B-2 案に関する議論の分

岐は、主に（ 1）手続きと法的安定性、

（ 2）会社側の濫用可能性、（ 3）「株

主共同の利益を著しく害する」要件

の妥当性と具体性、という三つの部

分に収斂している ( 2 3 2 )。B-1 案の主な

目的は、（ 1）と（ 2）の問題に対処す

ることにあると考えられる。一方、

B-2 案は主に、「株主の共同利益を害

する」要件が存在する場合に、より

簡便な手続きで発動できるようにす

ること（英国の上場規則 LR 6.3.9 の

ように事前の裁判所への申立てを必

要としないこと）を意図しているよ

うにみえる。しかし、このような区

別は実質的にはあまり意味がないか

もしれない。なぜなら、たとえ B-2
案を採用した場合でも、議決権停止

を受ける実質株主が仮処分を申し立

てることは予想できるからのである。

そうすると、 B-1 案の事前手続き重

視の方式を採用する方がむしろ簡便

である。  
したがって、会社法制部会 B 案の

課題の核心は、手続き上、事前に裁

判所の承認 を得る必要が あ る の か

 
( 2 3 1 )  支配権取得の透明性に基づくなら正当化しやすいとする意見として、会社法制部
会・前掲注 11） 42 頁［藤田友敬発言］。  
( 2 3 2 )  会社法制研究会・前掲注 17）102-103 頁；会社法制部会・前掲注 11）25-26 頁［松
中学発言］、29 頁［加藤貴仁、白井正和発言］。会社法制部会・前掲注 12）38 頁［松中
学発言］。  
( 2 3 3 )  大量保有報告制度違反の議決権停止について、事前の裁判所への申立てを支持す
る見解として、小倉・前掲注 230） 62 頁。  

( 2 3 3 )、あるいは英国の上場規則のよ

うに公告等のみで足りるのかという

点にある。その時、「株主の共同利益

を害する」要件だけではなく、虚偽

陳述の有無をいかに認定するかも焦

点になる。虚偽陳述の有無を判断す

る鍵は、往々にして実質株主の株主

総会前後の行動にあり（株主提案権

の行使や議決権行使の状況など）、加

えて、株主の権利に重大な影響を及

ぼすため、裁判所が慎重な認定を行

う運用が予想されており、その結果、

事前の手続きにも一定の限界がある

ように思われる。  
より大胆な発想として、議決権停

止が会社法と金商法（ハードロー）

の枠組みに縛られたくない場合、過

料のみを設定し、定款の変更や企業

買収における行動指針の改訂を通じ

て（ソフトロー）、報告義務違反をポ

イズンピルの発動事由（株主総会承

認不要）として定めることも検討に

値するように思われる。そのため、

株主総会前の事前対応策に固執する

必要はなく、一旦議決権行使を許容

し、事後の観点に基づいて対処する

方がより確実であると考えられる。

株主総会において取締役選任の株主

提案がない場合、たとえ現経営陣が

過半数の賛成票を得られなくても、

支配権の移転は直ちに発生するわけ

ではない。取締役選任に関する株主

提案が存在する場合、仮処分を併用

することで、更なる詳細調査結果（共
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同保有や他人名義の偽装保有の有無）

が確定する前（例えば、株主総会後

3 ヶ月以内の期間）に、旧取締役の

任期を終了さないことは可能のよう

に思われる。このような運用は、実

質株主の議決権を希釈し、同時にそ

の経済的利益を剥奪することもでき

る。言い換えれば、報告義務と違反

効果を分離することが可能であり、

ハードローとソフトローの組合せを

さらに強化できる。  
そして、議決権行使の停止期間に

ついては、会社法制報告書では直接

言及されていないが、会社法制部会

の B 案ではこれを「調査開始から直

近の株主総会開催時まで」と提案し

ている。そうすると、以下の三つの

課題が生じる。第一に、実質株主が

議決権停止に直面した場合、名義株

主は受託者義務に違反しないようど

のように行動すべきか ( 2 3 4 )。第二に、

株主総会後、実質株主が臨時株主総

会を招集する場合、議決権行使制限

の効果は継続するのか。第三に、議

決権停止を受けた実質株主が当該株

式を第三者に移転した場合（特に相

対取引の場合）、その効果は継続する

のか。  
一つ目の課題について、名義株主

と実質株主間の関係は、定型約款ま

 
( 2 3 4 )  会社法制部会・前掲注 12） 44 頁［藤井梨絵発言］。  
( 2 3 5 )  神作裕之「金融証券取引法の規定に違反した者による議決権行使の制限」小出篤
ほか編『前田重行古稀記念－企業法・金融法の新潮流』（商事法務、 2013 年） 9 頁；
伊藤雄司「ドイツにおける大量保有報告規制違反を理由とする株主権停止」神田秀樹
責任編集『企業法制の将来展望  資本市場制度の改革への提言－ 2025 年度版－』
（ 2024 年） 344、 350-354 頁。  
( 2 3 6 )  熊代拓馬「大量保有報告書における共同保有者該当性と変更報告書の提出による
争訟性の喪失 [Nano Dimens ion  Ltd . ,  v.  Murchinson  Ltd .  681  F.Supp.3d  168  
(S .D.N.Y.2023)」旬刊商事法務 2378 号（ 2024 年） 63-64 頁；飯田秀総「大量保有報告
書規制違反者の議決権行使差止めに関する立法論の検討」旬刊商事法務 2001 号
（ 2013 年） 26 頁。  
( 2 3 7 )  裁判例に基づく株式制限命令の解除に関する解説として、 ARDEN,  e t  a l . ,  supra  
no te  57 ,  a t  para .  3101-3150.  

たは個別合意によって定めることが

でき、同時に業界団体を通じて普及

を図ることが期待される。  
 二つ目の課題について、英国法の

Eclairs  Group Ltd v JKX Oil  & Gas plc
事件によると、たとえ発行会社が開

示内容に対して完全な満足でなくて

も、保有者の身分が明確である以上、

情報開示以上の効果は許容されるべ

きではない。英国の観点に束縛され

る必要はないけれど（例えば、ドイ

ツ法のように、原則として、権利停

止の期間は情報開示までと設定され

るが、過失があった場合、一律に 6
ヶ月権利停止の延長を下す ( 2 3 5 )）、こ

の意味では、英国法の株式制限命令

は、国内にある仲介機関に対する制

裁ではなく、あくまで海外にある実

質株主による情報開示を促すための

間接強制の手段と位置付けられる。

米国法の大量保有報告制度も類似な

考え方を採用しており、情報開示さ

えすれば、議決権行使への差止を継

続する必要性も次第に消えてしまう
( 2 3 6 )。当然、必ずしも英米の考え方を

採用する必要はないが、議決権行使

を制限すること自体の性質が制裁か

あるいは間接強制の手段かによって、

制限解除の方法の定め方にも関係し

ている ( 2 3 7 )。二つ目の課題に戻ると、
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その後、実質株主が臨時株主総会を

招集する際に、会社法制部会の B 案
が単純に「調査開始から直近の株主

総会開催時まで」の期間を設定する

と、過度に硬直的となる恐れがある

ように思われる。  
三つ目の課題について、英国法は

議決権の制限に加え、譲渡の禁止も

制限でき、同時に、「利害関係のない」

第三者に譲渡した場合、議決権制限

の効果は消滅する。したがって、譲

渡禁止を確実に実施するためには、

株式の所有者である名義株主が手続

きに関与することが必須である。  
また、英国の上場規則 LR 6.3.9 を

参考に、A 案・B-1 案・B-2 案を調和

させる方法として、保有比率を区分

基準とする可能性がある。例えば、

A 案と B-1 案・B-2 案の調和として、

議決権の停止を保有比率 0.25%以上

に限定し、保有比率が 0.25％未満の

場合は過料のみを科す。 B-1 案と B-
2 案の調和については、保有比率が

5%以上に達した場合、「株主共同の

利益を著しく害する」と認定し、手

続き要件を緩和すると同時に、高い

持株比率を有する実質株主の説明義

務を強化する。  
最後に、会社法制部会のＣ案につ

いて、特定実質株主が報告期間内に

株式を一旦売却し、基準日ぎりぎり

まで何度でも期間を先延ばしできる

 
( 2 3 8 )  会社法制部会・前掲注 12） 38 頁［松中学発言］。  
( 2 3 9 )  会社法制研究会・前掲注 17） 101-103 頁；会社法制部会・前掲注 55） 20、 23-24
頁。  
( 2 4 0 )  会社法制研究会・前掲注 17） 101-103 頁；会社法制部会・前掲注 55） 20 頁。  
( 2 4 1 )  近時の動向について、松尾順介「株主コミュニティ制度の拡大 ——新規銘柄を中
心に」証研レポート 1748 号（ 2025 年） 17-42 頁参照。  
( 2 4 2 )  齊藤将彦ほか「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を
改正する法律の解説——資産運用の高度化・多様化に向けた見直し」旬刊商事法務
2363 号（ 2024 年） 4-10 頁参照。  
( 2 4 3 )  株主との建設的対話を念頭に置く場合、非上場会社に拡大するのは慎重にする方
がよいとする意見として、会社法制部会・前掲注 11） 26 頁［松中学発言］；会社法制

と懸念される ( 2 3 8 )。しかし、解釈上、

大量保有報告制度に近い C 案を採用

する前提では、特定実質株主の報告

義務は取得の時点で既に発生し、そ

の報告義務は持株を譲渡したからと

いって消滅するものではないように

思われる。  
 

Ⅵ その他の課題  

会社法制部会に言及されるその他

の課題 ( 2 3 9 )については、簡潔に返答

してみる。  
第一に、制度の適用対象について、

会社法制部会は、（ 1）制度が想定す

る実質株主は主に機関投資家である

こと、（ 2）非上場会社では議決権停

止の制裁が不当な経営者支配に濫用

されるおそれが相対的に高いこと、

を理由に、適用対象を上場会社に限

定すべきだと述べる ( 2 4 0 )。上記の（ 1）
について、たとえ多くの非上場会社

では株式譲渡制限の定款があっても、

株主コミュニティ制度の拡大 ( 2 4 1 )お

よ び非上 場 有 価 証 券 の流通 活 性 化

( 2 4 2 )に伴い、機関投資家が非上場会

社の株式を保有する可能性も高まる

ため、非上場会社を適用対象に含め

る必要性 が全く な い わ け で も な い
( 2 4 3 )。したがって、問題の核心は（ 2）
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にある。これは以下の論点と密接に

関連している。  
第二に、株主に調査開始の請求権

を与えるか否かについて、英国法の

沿革を参照すると、株主の調査開始

請求権の目的は、支配株主が名義株

主を通じて自分の存在を隠し、経営

責任の所在を明確にするために少数

株主権にする必要があると理解され

る。したがって、議決権停止が不当

な経営者支配に濫用されることだけ

ではなく、少数株主権としての意義

も重要な側面であると思われる。特

に非上場会社には大量保有報告制度

のような株主の情報に関する詳細な

情報開示制度が欠けているため、制

度の適用対象を非上場会社まで拡大

するかどうかを検討する際には、株

主の調査開始請求権も併せて考慮す

べきである。  
第三に、実質株主による直接的な

株主権行使をどのように認めるかに

ついては、現時点、本稿は会社法 310
条 1 項の議決権代理行使の枠組を維

持し、国内にある名義株主が実質株

主の代理人としてこの権限を行うこ

 
部会・前掲注 12）  52 頁［矢野領発言］。  
( 2 4 4 )  実質株主の株主総会出席について、東京株式懇話会「グローバルな機関投資家等
の株主総会への出席に関するガイドライン〔 2021 年改正〕」（ 2021 年 8 月 27 日） 8-13
頁；木村敢二「実質株主の株主総会出席——全株懇ガイドラインのより有効な活用の
ために」旬刊商事法務 2153 号（ 2017 年） 23-30 頁参照。そして、近時実質株主であ
る海外機関投資家による損害賠償請求が認められなかった事例として、東京地判令和
5 年 12 月 21 日資料版商事法務 480 号 122 頁は、「名義株主は、単なる名義貸しをし
ているわけではなく、会社法上の権利が現に帰属し、実質株主の指図等を受けるにせ
よ現実にその法的権利を行使するのであるから、決して単なる『名ばかり』の株主と
いうことはできない」と述べる。また、「海外機関投資家とカストディアンの情報・
交渉力を鑑みれば、そこに格差を認めて特段の投資家の利益保護を考慮する必要はな
さそう」とする意見として、滿井美江「判批」比較法制研究 47 号（ 2024 年） 176 頁
注 4。「名義株主であるカストディアンが会社に対して損害賠償を請求する旨を特約
とするなど、実質株主・名義株主間であらかじめ合意することが今後求められる」と
する意見として、坂東洋行「判批」新・判例解説  Watch 商法  No.185（ 2025 年） 4
頁。  
( 2 4 5 )  調査頻度および保有比率などの基準を配慮すべきとする意見として、会社法制部
会・前掲注 12） 38 頁［臼井はるな発言］。  
( 2 4 6 )  会社法制研究会・前掲注 17） 101-103 頁；会社法制部会・前掲注 55） 24 頁。  

とを支持する ( 2 4 4 )。  
第四に、費用負担（特に専門業者

を利用する場合）に関しては、調査

対象者に負担させることはあまりに

も過酷であり（特に名義株主の場合）、

実質株主が負担すべき理由を正当化

することも困難である（特に持株比

率が非常に低い場合）と思われる。

一方、発行会社が負担する場合でも、

経営者にとっては全株主の費用で賄

われるため、遠慮なく積極的に調査

を発動する恐れがあると懸念される。

したがって、問題の核心は費用を誰

が負担すべきかではなく、（ 1）調査
開始の基準を設定するか、あるいは

（ 2）年間調査回数の制限を設けるか

にある ( 2 4 5 )。これは以下の論点と密

接に関連している。  
第五に、実務運用の在り方につい

て、大多数の調査が株主総会基準日

以降に集中することが予想されるこ

とから、会社法制部会は主に事務上

の負担を念頭にしているようにみえ

る ( 2 4 6 )。株主総会前のみに調査を実

施するこの手法は、株主の共同利益

の保護には寄与するかもしれないが、
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建設的な対話の実現に真に資するか

ど う か は 、 な お 議 論 の余地が あ る

( 2 4 7 )。また、効率的な調査を行うため

に、現時点、株主判明調査の関連業

務を行っている関連業者が数多く存

在しているため、専門家に委ねるこ

とは一つの選択肢であり、実務界も

こ の方向 性 に進め よ う と し て い る

( 2 4 8 )。しかしながら、調査結果を非公

開とする立場を取る場合、前述のよ

うに、調査情報の漏洩リスクも併せ

て考慮すべきである。  
第六に、国際私法上、株式会社か

らの実質株主確認請求に関して株式

会社の設立準拠法である日本法が適

用されると整理することができるか

について、前述の通り、制裁の名宛

人をどのように理解するかが密接に

関連している。  
最後に、会社法制研究会報告書お

よび会社法制部会において、明確に

 
( 2 4 7 )  通常の場合、発行会社の対話意欲は実質株主の持株比率によって異なるが（会社
法制部会・前掲注 11） 37 頁［臼井はるな発言］）、株主総会開催前に賛成票を確保す
る必要がある場合には状況が変わるかもしれない。  
( 2 4 8 )  会社法制部会・前掲注 37） 3 頁。  
( 2 4 9 )  日本の振替制度は、スペイン法と多く共通しており、情報提供請求制度は、イタ
リアイ法と類似している。 See  Kahan  & Rock,  supra  no te  23 ,  a t  1273-1279;  Enr iques ,  e t  
a l . ,  supra  no te  32 ,  a t  719 .  
( 2 5 0 )  2000 年代に、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整
備等に関する法律（証券市場整備法、平成 14 年法律第 65 号）、株式等の取引に係る
決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（決済
合理化法、平成 16 年法律第 88 号）、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律（会社法整備法、平成 17 年法律第 87 号）の改正を経て、現在の条文の配置にな
っている。その経緯および各条文の推移について、高橋康文編著『逐条解説  新・社
債、株式等振替法』（きんざい、 2006 年） 2-26 頁。また、株券不発行制度導入の経緯
について、江頭憲治郎「株券不発行制度・電子公告制度の導入に関する要綱の解説
〔上〕」旬刊商事法務 1675 号（ 2003 年） 6-7 頁；尾崎輝宏＝吉田修「社債、株式等の
振替に関する法律の概要〔 Ⅰ〕」旬刊商事法務 1701 号（ 2004 年） 4-5 頁；始関正光「平
成 16 年改正会社法の解説  電子公告制度・株券等不発行制度の導入〔 Ⅰ〕」旬刊商事
法務 1705 号（ 2004 年） 35-41 頁。  
( 2 5 1 )  「加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払っ
て、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、若しくは記録さ
れている事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法であって主
務省令で定めるものにより提供することを請求することができる。当該口座につき利
害関係を有する者として政令で定めるものについても、正当な理由があるときは、同
様とする」。  
( 2 5 2 )  「参加者若しくは顧客又はその預託株券の株式の質権者は、保管振替機関又は参

議論されていない課題は、現在全国

銀行協会の「実質株主確認制度整備

に向けた実務者検討会」で議論され

ている信託口の取り扱い方である。

信託口に関する課題についてさらに

検討するために、本稿は振替法の観

点から分析を行ったが、意外にも振

替法には実質株主確認制度に類似し

た内容が既に存在していることが判

明される。  
 

（三）忘れかけた手法 ——振替法の

情報提供請求制度 ( 2 4 9 )  

Ⅰ 制度の沿革 ( 2 5 0 )  

 現行振替法 277 条 ( 2 5 1 )の情報提供

請求制度は、株券等の保管及び振替

に関する法律（株券等保管振替法、

昭和 59 年法律第 30 号） 36 条 ( 2 5 2 )と
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2001 年の短期社債等の振替に関す

る法律（短期社債等振替法、平成 13
年法律第 75 号）60 条 ( 2 5 3 )・社債等の

振替に関する法律（社債等振替法）

128 条 ( 2 5 4 )から由来したものである。 
本来、この制度は、加入者が自分

の株券等について正確に振替口座簿

に記録されるか否かを確認するため

や、第三者に自己の権利の内容を示

す等のために、振替口座の記録内容

を知る手段を付与するための制度で

ある ( 2 5 5 )。短期社債等振替法 60 条と

社債等振替法 128 条の「当該口座に

つき利害関係を有する者として政令

で定めるもの」について、政令の定

めはなかったが、短期社債の発行者

は該当すると説明された ( 2 5 6 )。それ

に対して、株券等保管振替法 36 条も

同様な制度趣旨であるが、条文の構

造からすれば、同条は「参加者若し

くは顧客又はその預託株券の株式の

質権者」しか列挙していないため、

 
加者に対し、利害関係を有する部分に限り、参加者口座簿及び顧客口座簿の写しの交
付を請求することができる」。  
( 2 5 3 )  「加入者は、振替機関に対し、当該振替機関が定めた費用を支払って、振替口座
簿の自己の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができ
る。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、同様と
する」。  
( 2 5 4 )  「加入者は、その直近上位機関に対して、当該直近上位機関が定めた費用を支払
って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録され
ている事項を証明した書面の交付を請求することができる。当該口座につき利害関係
を有する者として政令で定めるものについても、同様とする」。証券市場整備法によ
り短期社債等振替法の題名は、社債等の振替に関する法律（社債等振替法）に改めら
れた。短期社債等振替法 60 条の内容は、社債等振替法 128 条に承継された。  
( 2 5 5 )  高橋康文編『逐条解説  短期社債等振替法』（きんざい、 2002 年） 204 頁；高
橋・前掲注 250） 447 頁；河本一郎＝大武泰南『株券保管振替法 Q&A :  制度利用の仕
組みと実際』（有斐閣、 1984 年） 81-82 頁。  
( 2 5 6 )  高橋・前掲注 255） 205 頁。  
( 2 5 7 )  高橋・前掲注 255） 205 頁；稲葉威雄ほか「座談会 株券等保管振替法の検討」
別冊商事法務 74 号（ 1984 年） 43 頁；佐藤修市「株券等の保管及び振替に関する法律
の解説」別冊商事法務 74 号（ 1984 年） 119 頁。  
( 2 5 8 )  「振替制度利用会社は、振替機関等に対して、費用を支払って、当該振替機関等
の備える振替口座簿の記載のうち、当該振替制度に関して記載されている事項の閲覧
又はその事項を証明した書面の交付を請求することができるものとする」。編集部
「資料  株券不発行制度及び電子公告制度の導入に関する要綱中間試案」旬刊商事法
務 1660 号（ 2003 年） 13 頁；法務省民事局参事官室「株券不発行制度及び電子公告制
度の導入に関する要綱中間試案の補足説明」旬刊商事法務 1660 号（ 2003 年） 27 頁。  

それ以外の第三者は、利害関係を有

する場合であっても、振替口座簿の

写しの交付請求権は有しない ( 2 5 7 )。  
 その後、2009 年に決済合理化法の

施行に伴い、社債等振替法の題名が

現行の振替法に改められ、株券等保

管振替法も廃止され、株式や新株予

約権その他の有価証券を加えた。現

行振替法 277 条は、立法構造上の関

係で、社債等振替法 128 条の内容を

引き受けたが、「正当な理由があると

き」の要件を取り入れた。  
当初の要綱中間試案では、振替制

度利用会社の振替口座簿閲覧請求権

等は、単独株主権・少数株主権の行

使のためと説明される ( 2 5 8 )。パブコ

メの段階では、（ 1）発行会社にとっ

ても、個別株主通知、一斉株主通知

（現在の総株主通知）、振替口座閲覧

権等（現在の情報提供請求制度）に

よって、株主の状況が把握できるこ

と、（ 2）加入者のプライバシー保護
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の観点から妥当ではないこと、（ 3）
発行会社にとって最小限のコスト負

担で、少なくとも 1 ヶ月一度、株主

把握が可能となる制度が早期に構築

されることが望ましい、などの意見

が寄せられた ( 2 5 9 )。  
最終の要綱は、加入者および株式

振替制度利用会社に分けて内容を定

め、現行振替法 277 条の「正当な理

由があるとき」の要件が初めて言及

される ( 2 6 0 )。加入者の情報提供請求

権は、社債等振替法 128 条と同じ趣

旨の定めであるのに対して、株式振

替制度利用会社の情報提供請求権に

ついては、株主の単独株主権・少数

株主権の行使に関する継続保有期間

の 認 定 に必要が あ る と 解説さ れ る

( 2 6 1 )。  
その後、決済合理化法により社債

等振替法 128 条が改正され、利害関

係者が情報請求をする際には、正当

な理由があるときに限れられるとし

( 2 6 2 )、その理由は、加入者の個人情報

 
( 2 5 9 )  始関正光＝葉玉匡美＝山本憲光「「株券不発行制度及び電子公告制度の導入に関
する要綱中間試案」に対する各界意見の分析〔上〕」旬刊商事法務 1669 号（ 2003
年） 15 頁。  
( 2 6 0 )  「（ 1）加入者は、その直近上位機関に対し、命令で定めるところにより、費用を
支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿に記載された情報の提供を請求する
ことができるものとする。（ 2）株式振替制度利用会社は、その発行した株式につい
て、振替機関等に対して命令で定めるところにより、費用を支払って、当該振替機関
等が備える振替口座簿に記載された情報であって、当該会社がその提供を受ける正当
な理由を有するものの提供を請求することができるものとする」。編集部「資料  株
券不発行制度の導入に関する要綱」旬刊商事法務 1673 号（ 2003 年）頁。  
( 2 6 1 )  江頭・前掲注 250） 27-28 頁；北村雅史「株券不発行制度について Ⅱ」別冊商事法
務 272 号（ 2003 年） 126 頁。  
( 2 6 2 )  尾崎輝宏＝吉田修「社債 ,株式等の振替に関する法律の概要〔Ⅲ〕」旬刊商事法務
1703 号（ 2004 年） 26 頁。  
( 2 6 3 )  高橋・前掲注 250） 447 頁；始関正光編『 Q&A 平成 16 年改正会社法：電子公
告・株券不発行制度』（商事法務、 2005 年） 322-323 頁。  
( 2 6 4 )  始関・前掲注 263） 322-323 頁。  
( 2 6 5 )  高橋・前掲注 250） 447 頁；高橋・前掲注 255） 204 頁；高橋康文編『逐条解説  
逐条解説社債等振替法』（きんざい、 2003 年） 345 頁。  
( 2 6 6 )  「個別株主通知に基づいて少数株主権等を行使してきた者が現在も株式を保有し
ているのかどうかを確認する等のために、発行会社は、振替口座に記録されている内
容を知る正当な必要性がある場合があるので、同条後段の「当該口座につき利害関係
を有するものとして政令で定めるもの」として、振替株式については、発行会社も定
めることを考えているのである」。始関正光「平成 16 年改正会社法の解説  電子公告

と の兼ね合 い に あ る と 解説さ れ る

( 2 6 3 )。一方、振替社債については、そ

の償還は社債権者による申請と引換

えに行われ（振替法 71 条 7 項、8 項）、

その他の権利の行使をするには証明

書を供託しなければならず、発行会

社が社債権者の振替口座簿を確認す

る必要はないことから、発行会社は

旧振替法施行令 28条（現行の 84条）

で定める利害関係者には含まれない
( 2 6 4 )。したがって、現行振替法の下で、

振替法 277 条の情報提供請求制度は、

振替社債への適用はない。  
 現行振替法 277 条の趣旨について、

金融庁・大蔵省の立案担当者は、一

貫して過去の制度趣旨を踏襲して解

説を行ったが ( 2 6 5 )、法務省の立案担

当者による解説では、方向性が若干

異なるようにみえる。最初の立案担

当者解説は、要綱の解説と同様に、

情報提供請求制度は、少数株主権等

に関する継続保有期間の認定のため

であると述べた ( 2 6 6 )。その後、「正当
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な理由」について、法制審議会の部

会では、個人情報保護も沿って（ 1）
株主と称して接触を図ってきた者の

身元確認、（ 2）敵対的買収者の事前

察知、（ 3）インサイダー取引の察知、

などの運用を慎重に検討すべき意見

があったが ( 2 6 7 )、審議の段階では主

に立案担当者解説のように検討され

てきた ( 2 6 8 )。また、株主優待と利益配

当・中間配当の 運 用 も 言 及 さ れ た
( 2 6 9 )。一方、同時期の経団連によるア

ンケート調査では、情報提供請求制

度の目的について「本件については、

政省令マターではないとの意見が有

 
制度・株券等不発行制度の導入〔Ⅸ〕」旬刊商事法務 1716 号（ 2004 年）23-24 頁。例え
ば、株主が代表訴訟を提起した場合には、株主は、当該訴訟終了時まで継続して株式
を保有しているかの確認が必要である。始関・前掲注 263） 322 頁；伊藤誠ほか「証券
保管振替制度の現状と改善に向けた取組みについて」東京株式懇話会會報 643 号（ 2005
年）76 頁；葉玉匡美ほか「特別講演  株券の電子化への対応」東京株式懇話会會報 676
号（ 2008 年） 33 頁。  
( 2 6 7 )  山本茂ほか「座談会 株券不発行制度に関する論点と対応〔下〕」旬刊商事法務
1707 号（ 2004 年） 21-23 頁 [野村修也発言 ]。  
( 2 6 8 )  山本・前掲注 267） 21-22 頁 [山下友信発言 ]。また、支配権取得目的で密かな株
式の買い集めを言及したものとして、北村・前掲注 261） 126 頁 [洲崎博史発言 ]。  
( 2 6 9 )  山本・前掲注 267） 21-23 頁 [山本茂発言、始関正光発言 ]。  
( 2 7 0 )  清水弘紀「株券不発行制度下の株主管理に関するアンケート調査結果」旬刊商事
法務 1710 号（ 2004 年） 31 頁。  
( 2 7 1 )  情報提供請求制度の目的・用途について（回答数 73 社）：（ 1）株主と名乗る者の
真偽確認（ 86％）、（ 2）特殊株主・特定の株主（機関投資家を除く）に関する情報の把
握（ 84％）、（ 3）機関投資家に関する情報の把握（ 80％）、（ 4）外国人株主の持株比率の
把握（ 69％）、（ 5） IR 戦略・ IR 活動のための対象株主の把握（ 66％）、（ 6）株式市場で
大きな変化があっと時の要因把握（ 60％）、（ 7）買占めの状況把握（ 56％）、（ 8）持合株
式比率の変化の把握（ 52％）、（ 9）インサイダー取引の監視（ 37％）、と回答され、調査
の所要日数については、総株主通知よりも早く迅速の情報把握が期待される。清水・
前掲注 270） 30-32 頁。  
( 2 7 2 )  改正の経緯とその概要について、仁科秀隆「株券電子化関係政省令の解説
〔上〕」旬刊商事法務 1830 号（ 2008 年） 4-5 頁。  
( 2 7 3 )  「法第二百七十七条（法第四十八条において適用する場合を含む。）に規定する
利害関係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者
の財産の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令（国債を取り
扱う振替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令）で定めるものとす
る」。社債等の振替に関する法律施行令（平成 14 年 12 月 6 日政令第 362 号） 28 条：
「法第百二十八条（法第四十八条において適用する場合を含む。）に規定する利害関
係を有する者として政令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の財産
の管理及び処分をする権利を有する者その他内閣府令・法務省令 (国債を取り扱う振
替機関の場合にあっては、内閣府令・法務省令・財務省令 )で定めるものとする」。ま
た、「加入者の財産の管理及び処分をする権利を有する者」について、加入者本人以
外に、破産管財人も含まれる。仁科秀隆「株券電子化関係政省令の解説〔下〕」旬刊
商事法務 1832 号（ 2008 年） 73 頁注 41。証券保管振替機構「株式等振替制度に係る
業務処理要領」（ 2024 年） 2-11-62 頁。  
( 2 7 4 )  仁科・前掲注 273） 70 頁。  
( 2 7 5 )  仁科・前掲注 273） 71 頁。  

力であるが ( 2 7 0 )」、実務界から少数株

主権等の行使以外の運用が強く期待

された ( 2 7 1 )。  
 2007 年に、金融庁と法務省の連携

で、振替法施行令と振替法命令の改

正が行われた ( 2 7 2 )。振替法施行令 84
条 ( 2 7 3 )に関する実質の改正はなされ

ていないが、注目に値するのは振替

法命令 61 条の新設である ( 2 7 4 )。振替

法命令 61 条 2 号によると、振替株

式等の発行者の情報請求権が明記さ

れ、制度の趣旨として、株主と自称

する者の身元確認などの必要がある

と解説される ( 2 7 5 )。一方、立案担当者
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が退官した後の解説では、（ 1）総株

主通知の正当な理由が限定されてい

るため、それ以外の場合において発

行会社に特定の株主の情報を取得す

る方法を設ける必要があること、（ 2）
個別の株主の情報のみを取得する必

要がある場合に、総株主通知を行う

ことが可能な場合もあるが、他の株

主および振替機関・口座管理機関へ

の負担からすれば、目的を達成する

た め の手段と し て 過 大 で あ る こ と

( 2 7 6 )、といった点が考慮されたと述

べた ( 2 7 7 )。そして、「正当な理由」の

要件について、 2007 年 5 月 22 日の

証券受渡・決済制度改革懇談会第 19
回会議の申し合わせによって「総株

主通知等の請求・情報提供請求にお

ける正当な理由についての解釈指針」

が策定された ( 2 7 8 )。  
情報提供請求に関する「正当な理

由」については、①加入者の同意が

あるとき、②株主と自称する者が株

主であるかどうかを確認するために

必要があるとき ( 2 7 9 )、③株主が株主

権の行使要件を充たしているかどう

 
( 2 7 6 )  2008 年 8 日 15 日公表した「株式等振替制度に係る手数料に関する規則」によれ
ば、一件つき数千円程度の手数料が課せられることが予定されている。小舘浩樹＝仁
科秀隆「株券電子化後の実務（ 1） 振替株式発行会社による株主情報の取得」旬刊
商事法務 1843 号（ 2008 年） 22 頁注 17。  
( 2 7 7 )  小舘＝仁科・前掲注 276） 18-19 頁。  
( 2 7 8 )  証券受渡・決済制度改革懇談会「総株主通知等の請求・情報提供請求における正
当な理由についての解釈指針」（ 2007 年）。その後、 2010 年と 2014 年に二回の改正が
行われた。当時の策定状況について、証券保管振替機構から、「発行会社のニーズを踏
まえながら検討する」と説明された。伊藤・前掲注 266） 81 頁。  
( 2 7 9 )  例えば、株主優待制度の利用に関する苦情処理が含む。小舘＝仁科・前掲注
276） 22 頁注 21。  
( 2 8 0 )  例えば、主要株主の異動による臨時報告書の提出が想定される。小舘＝仁科・前
掲注 276） 20 頁。  
( 2 8 1 )  但し、上記①～⑥に関わらず、次の場合は正当な理由が認められず、請求をす
ることができない：（ 1）人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき。（ 2）犯罪
目的を有するとき。（ 3）公序良俗に反するとき。（ 4）第三者への漏洩を目的とすると
き。（ 5）株主に対する営業行為を行う目的であるとき。（ 6）発行者の役職員の個人的
目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき。  
( 2 8 2 )  小舘＝仁科・前掲注 276） 20 頁、 22 頁注 22。同じ意見として、仁科秀隆ほか
「座談会 株券電子化実施後の株式実務〔中〕」旬刊商事法務 1855 号（ 2009 年） 7 頁
［永池正孝発言、仁科秀隆発言］、武井ほか・前掲注 1） 13-16 頁［武井一浩発言］。  

かを確認するために必要があるとき、

④発行者が、法令等に基づき、株主

に関する情報を、公表し、又は官公

署若しくは証券取引所（金融商品取

引所）に提供するために必要がある

とき、⑤上場廃止、免許取消しその

他発行者又は株主に損害をもたらす

おそれがある事態が生ずるのを避け

るために必要があるとき ( 2 8 0 )、⑥定

款又は定款の委任に基づき株式の取

扱い等に関して定められる株式取扱

規程において定められた事由が生じ

たとき、などの事由が定める ( 2 8 1 )。注

目に値するのは、⑥の運用について、

（ 1）買収防衛プランを採用している

会社において、総株主通知よりも前

にまず大規模買付者等について情報

を迅速に把握すること、（ 2）大量保

有報告書の提出懈怠や不実開示の確

認、などの制度趣旨も含まれうると

述べた ( 2 8 2 )。定款等に基づいて「正当

な理由」に関する事由を具体化する

ことはできるが、会社が恣意的に運

用 できる よ う な趣旨ま で で は な く
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( 2 8 3 )、発行会社にとって単なる事実

上の利益は足りず、法律上の利益が

ある場面に限定すべきと指摘された

が ( 2 8 4 )、法律上の利益とは何かは明

示されていなかった。  
 

Ⅱ 制度施行後の運用状況  

現行の発行会社による情報請求制

度の内容は、証券保管振替機構の「株

式等振替制度に係る業務処理要領」

に定められており ( 2 8 5 )、現在は証券

保管振替機構の Target 保振のウエブ

サイトを通じて電子ファイルのデー

タ交換で運営されている。請求の仕

組みとして、一般的に、株主の口座

がどこにあるのかということは発行

会社ではわからないであるため、証

券保管振替機構の株主等通知用デー

タを利用して、該当する口座管理機

関に請求を取り次ぐことが便利であ

り、情報の提供も各口座管理機関か

ら直接に各発行会社に通知するとい

うわけではなく、証券保管振替機構

が 取 り纏め て 発 行 会 社 に 通知す る

( 2 8 6 )。請求対象の特定について、対象

加入者の株主等照会コードまたは対

象加入者又は対象加入者となるべき

 
( 2 8 3 )  横山淳「株券電子化下の株主確認（情報提供請求）」株券ペーパーレス化レポー
ト No.34（ 2008 年） 5 頁。  
( 2 8 4 )  仁科ほか・前掲注 282）7 頁［神田秀樹発言］。法務省と金融庁との協議において、
「よほど反社会的な要求でない限り、正当な理由と認知しようというのが我々の共通
認識です」と述べた。齊藤宗孝「講演  株式等振替制度の実施と現在の取組み状況に
ついて」東京株式懇話会會報 710 号（ 2010 年） 14-15 頁。  
( 2 8 5 )  制度の概要について、株式会社証券保管振替機構「発行会社による振替口座簿の
情報提供請求に関するご案内」（ 2024 年 4 月）参照。  
( 2 8 6 )  大橋達男ほか「株券等の電子化に係る制度要綱について」東京株式懇話会會報 658
号（ 2006 年） 10 頁。  
( 2 8 7 )  証券保管振替機構に支払する手数料（ 1 件つき、口座管理機関への手数料は別途
計算される）について、総株主通知において通知された加入者に係る株主等照会コー
ドを指定した場合は 1,000 円、氏名又は名称及び住所の全部を指定した場合は 1,500
円、氏名又は名称及び住所の一部を指定した場合は 3,000 円、と定められる。株式会
社証券保管振替機構「株式等振替制度に係る手数料に関する規則」（ 2024 年） 19 頁。  

者の氏名又は名称及び住所による特

定は可能であるが、特定のコストに

より手数料は異なる ( 2 8 7 )。情報提供

請求の範囲について、全部情報請求

と部分情報請求の区分により、情報

提供請求の所要日数も異なる。近時

の通信技術の発展により、更なる短

縮の可能性も決してないわけではな

いが、通信システム向上のコスト負

担の観点に基づいて業界全体で検討

する必要がある。情報提供請求制度

の概要は、以下の図表 4 の通りであ

る。  
 

図表 4 
 
 制度発足以来の情報提供請求の運

用状況については、以下の図表 5 の

通りに、全部情報請求と部分情報請

求の両方が増加しており、特に 2021
年度以降この傾向が一層強くみえる

（平均 1 銘柄ごとに 10 数件程度の

通知件数がある）。  
 

図表 5 
 

Ⅲ 英国の実質株主確認制度との
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対比  

英国の実質株主確認制度と振替法

の情報提供制度との対比は、下記の

通りである。  
第一に、通常の場合、発行会社は、

証券保管振替機構から基準日時点の

株主情報を総株主通知により受領し、

株主名簿の更新及び管理を行う。証

券保管振替機構は、振替法 151 条に

基づき、基準日における加入者の振

替口座簿の記録事項を発行会社に通

知する（総株主通知）。振替法の総株

主通知は、加入者（機構加入者で口

座を開設した者 ( 2 8 8 )）単位で情報を

収集しており、具体的には、（ α）直
接口座管理機関の自己口、（ β）直接
口座管理機関の加入者、（ γ）間接口

座管理機関の自己口、（ δ）間接口座

管理機関の加入者、という四つの類

型の口座の保有情報を把握できる。  
 第二に、同じく証券保管振替機構

のシステムを利用する情報提供請求

制度は、総株主通知と同様に（ α）～
（ δ）四つの類型の情報を収集できる。

それに対して、英国では全面的な株

式不発行を採用していないため、株

券の保有者は依然として存在してお

り、同時に、費用を支払えば個人ま

たは機関投資家による証券保管振替

機構への直接加入も可能である。そ

して、図表 6 が示しているように、

英国の株主名簿では、株券保有者お

よび振替機関の直接加入者・直接口

座管理機関の名義でしか登録できな

いため、その株主名簿の透明性は日

本より著しい低いため、これは英国

 
( 2 8 8 )  株式等の振替に関する業務規程 18 条。  
( 2 8 9 )  株式等の振替に関する業務規程 32 条の 6；株式会社証券保管振替機構・前掲注
273） 1-6-1 頁以下。  

の実質株主確認制度が設置された実

質の理由の一つでもある。  
 

図表 6 
 
 第三に、英国の実質株主確認制度

の最大な弱点は、図表 1 のような名

寄せの処理である。振替法の情報提

供制度は、証券保管振替機構が直接

口座管理機関に対して情報提供を依

頼して情報の纏めを行い、名寄せの

処理を向上するために、口座情報の

登録規則が厳密に整備さ れ て い る

( 2 8 9 )。それに対して、英国では、証券

保管振替機構を経由しないため、発

行会社が個別に仲介機関に対して問

い合わせをすることはできるが、収

集した情報の整理は膨大な手間と費

用をかかることになる。特に、図表

7 の事例のように、実質株主が複数

の名義株主を通じて分散保有を行う

時に、続きの調査を行うか否かの判

断が難しくなる。例えば、証券会社

に対して実質株主確認制度を発動し

て 、顧客の中でカス ト デ ィ ア ン A
（ 0.5％）、B（ 5％）、C（ 4.5％）につ

いて、調査コストの観点からすれば、

通常は保有比率が高い B と C に対し

て第二段階の調査を行うけれども、

実際に実質株主 Z が他のカストディ

アン 9 社を通じて合計 5％保有して

いる場面が対処しにくい。  
 

図表 7 
 
 第四に、情報提供請求制度の弱点

は、口座管理機関の加入者しか集計
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できず、その背後に議決権行使の指

図権限を持つ者が存在するかどうか

をさらに確認できないところにある。

同時に、株主等照会コード、氏名又

は名称及び住所を知らなければ調査

手続きは開始できない。一方、英国

および欧州の制度より優れるところ

として、日本の振替法の情報提供請

求制度の請求できる情報の範囲は、

対象期間における対象銘柄の保有株

式数の増減まで含むことである。請

求日の前日からさかのぼる 6 か月間

の任意の範囲であれば、標準照会期

間 4 日以内で対応でき、それより以

前の情報も確認できる ( 2 9 0 )。情報公

開後の株価上昇を回避したいウルフ

パックは、常に同じ時期に急速に対

象銘柄の買い集めを行うため、情報

提供請求制度に基づく保有株式数増

減の照会は、ウルフパックまたは大

量保有報告制度の共同保有者の認定

にとって非常に有益な情報である。  
 

Ⅳ 現行振替法の課題  

 前述のように、現行振替法の情報

提供制度の下で、日本法では、株主

の透明性が高く、情報開示の範囲が

英国より広い部分もあるが、下記の

二つの問題点も抱えている。  
一つ目の課題として、実務上の運

用により、多くの上場企業の有価証

券 報 告 書 に記載す る 大 株 主 は所謂

「信託口」の形になっており、その

 
( 2 9 0 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 285） 1 頁。  
( 2 9 1 )  三和＝山田・前掲注 172） 150-151 頁；山田剛志「上場企業と株主・投資家との
対話の実態と規制への法的視座〔 2〕」旬刊商事法務 2268 号（ 2021 年） 22-23 頁。  
( 2 9 2 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 289） 2-1-7～ 2-1-9 頁、別紙 2-1-2。  
( 2 9 3 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 289）別紙 2-1-2。  

背後の実質株主の身分が不明確とい

う問題が指摘される ( 2 9 1 )。振替制度

における信託口の運用について、現

状の下では以下の二つの類型が存在

している ( 2 9 2 )。  
第一に、機構加入者は、証券保管

振替機構に対し、信託口に記録され

た株式等の全部又は一部につき、機

構加入者口座の名義以外の名称（信

託財産名義）を総株主通知、個別株

主通知又は発行者による情報提供請

求に際して発行者に通知する取扱い

の申出（「信託財産名義の取扱いの個

別の申出」）をすることができる。第

二に、信託財産名義の取扱いの「信

託財産名義の取扱いの個別の申出」

に代えて、信託口に記録された株式

等について、当該機構加入者が信託

財産名義管理簿を備えて信託財産名

義ごとの数及びその増減等を管理し、

当該信託口に記録された株式等につ

いての総株主通知、個別株主通知及

び情報提供請求に係る必要な情報を

機構に対して報告するための事務を

行うことの申出（「信託財産名義の取

扱いの包括的な申出」、以下「包括的

申出」）を申請することができる。前

者は、信託財産の内容を個別の口座

にそのまま記録するが、後者は、複

数の信託財産をまとめて一つの信託

口に記録し、機構加入者が信託財産

名義管理簿を通じて内部管理を行う。

また、機構加入者は、複数の信託口

の 開設を受け る こ と が 可 能 で あ る
( 2 9 3 )。  
 現在の実務上、「信託財産名義の取
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扱いの包括的な申出」が多いに利用

されている理由は、（ 1）日常的取引

に伴う情報処理負担の軽減、（ 2）振
替制度利用手数料の削減、（ 3）各信

託財産の匿名性維持、という三つの

理由にあると考えられる。現行制度

は、「信託財産名義の取扱いの包括的

な申出」をデフォルト・ルールとし

ている ( 2 9 4 )。包括的申出の利用につ

て、振替機関からの承認を受ける必

要があるが（信託財産の円滑的な管

理用の必要性 ( 2 9 5 )）、信託財産名義の

取扱いは、「信託銀行のニーズに基づ

くものであり、信託財産名義自体の

妥当性を機構が判断するものではな

い」と説明される ( 2 9 6 )。そのため、機

構加入者にとって、識別性が低い抽

象的な信託財産名義を利用する方が

便利である。  
したがって、実務上の運用として、

仲介機関は、顧客資産を自らの証券

とは分別して保管する義務を負って

いるが、通常は顧客ごとに口座を分

けて管理しているわけではなく、顧

客資産は代わりにオムニバス口座に

プールされ、特定の顧客の証券を個

別に特定することはできない ( 2 9 7 )。

以下の図表 8 のように ( 2 9 8 )、複数の

証券会社等に、一つの加入者の「〇

〇銀行（信託口）」名義で大量（一つ

の証券会社等で数百以上）の口座を

開設している場合があるだけでなく、

 
( 2 9 4 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 289） 2-1-7～ 2-1-9 頁、別紙 2-1-2。  
( 2 9 5 )  「信託財産名義管理事務を適正かつ円滑に行うことができることその他の機構が
定める要件を満たしていると認めるとき」と定めてられているが、具体的な承認要件
は明示されていない。株式等の振替に関する業務規程 285 条の 45 第 2 項；株式会社
証券保管振替機構・前掲注 289）別紙 2-1-2。  
( 2 9 6 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 289） 2-1-7～ 2-1-9 頁、別紙 2-1-2。  
( 2 9 7 )  Vic tor ia ,  supra  no te  44 ,  a t  60-61 .  
( 2 9 8 )  株式会社証券保管振替機構「情報提供請求に係る手数料が高額になる事例につい
て」（ 2024 年 4 月 17 日） 2 頁。  
( 2 9 9 )  Davies ,  supra  no te  55 ,  a t  209-210.  
( 3 0 0 )  会社法制研究会・前掲注 17） 101 頁。  

信託銀行内で複数の信託口を開設す

るも存在している。  
 

図表 8 
 

 信託口の問題を解決する最も直接

的な方法は、仲介機関による「包括

的申出」の使用を制限することであ

る。仲介機関は内部の信託財産名義

管理簿に基づいて顧客財産の分別管

理を行っているため、理論的および

技術的な観点からすれば、顧客財産

ごとに口座名義の分離を求めること

も可能であるけれども ( 2 9 9 )、費用の

負担および業界団体の既存利益を配

慮しながら慎重に検討する必要性が

ある。特に、信託口の利用は、決し

て怪しい外国資本に限らず、信託銀

行による国内の資産運用（例えば、

日本銀行と GPIF など）でも利用さ

れているため、打撃範囲が広すぎな

いようにバランスよく細心な注意を

払わなければならない。この点につ

いて、会社法制研究会報告書では、

発行会社が実質株主を特定する負担

が過大とならないよう、関係省庁や

金融機関も含めたシステムの構築や

実務の運用を検討する必要があると

の意見を受けて ( 3 0 0 )、現在全国銀行

協会では実務上の対応に関する議論
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がなされている ( 3 0 1 )。  
 また、学説は、実質大口（例えば

1％以上）株主（アセット・マネージ

ャー）の毎日開示の必要性を訴え、

その実現の手法として、証券保管振

替機構が毎日の取引時間 1 時間以内

に株主名と持株数を開示すると主張

している ( 3 0 2 )。但し、（ 1）現行の振替

制度の下で、原則として手数料の計

算は、英国と同様に、通信の回数で

計算されているため、毎日頻繁に名

寄せとその集計を実施すると、発行

会社にとって膨大な費用負担になっ

てしまう恐れがあること、（ 2）実質

大口所有を 1％の基準を設定しても、

大量保有報告制度のような契約等に

基づき議決権指図の権限を有する者

まではカバーできないこと、（ 3）株

主に対する追加的な対応コストが掛

かることで投資が敬遠されたり、資

金調達や資本市場の発展の妨げる恐

れがあること ( 3 0 3 )、（ 4）株主判明調査

業務を営む IR 業界のビジネスモデ

ルに与えうる影響への配慮、などの

課題が残される。上述の英国法の分

析のように、業界全体の利害関係へ

の配慮がなければ、制度の見直しは

実現されにくい。  
二つ目の課題として、実質的支配

者リスト制度（英国の実質支配権者

登録制度）は ( 3 0 4 )、法人等の支配権を

 
( 3 0 1 )  会社法制部会・前掲注 37） 1 頁。  
( 3 0 2 )  三和＝山田・前掲注 172） 156-157 頁  
( 3 0 3 )  機関投資家からの類似な指摘として、会社法制部会・前掲注 12） 38 頁［臼井は
るな発言］、 46 頁［内田陽祐発言］。  
( 3 0 4 )  制度の概要について、南野雅司「実質的支配者リスト制度に関する事務の取扱い
について〔上〕・〔下〕令和三年九月一七日付法務省民商第一五九号法務省民事局長通
達の解説」旬刊商事法務 2283 号（ 2022 年） 106-117 頁・旬刊商事法務 2284 号（ 2022
年） 43-50 頁。  
( 3 0 5 )  金融財政事情研究会「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上
に関する研究会～有識者による議論の取りまとめ～」（ 2024 年） 6-7 頁；鈴木仁史
「会社法改正と実質株主・実質的支配者の透明性」金融法務事情 73 巻 7 号（ 2025
年） 1 頁。  

明らかにし、実質株主確認制度と組

み合わせば、法人等による上場会社

株式の保有状況を明確にする機能を

有するが、英国や欧州とは異なり、

日本現在の実質的支配者リスト制度

は、あくまで任意の制度であること

を前提とするため、制度適用の拡大

等を通して法人等の実質的支配者の

透明性を更なる向上する余地がある

( 3 0 5 )。  
 振替法の情報提供請求制度の制度

趣旨について、本来の法制審議会の

議論では、株主と自称する者の身元

確認のみを想定したけれども、 2000
年代の第一次敵対的買収ブームの影

響を受けて振替法命令を通じて利用

の範囲が実際に拡大されたが、同時

期の買収防衛策の進展によって実務

界の関心も次第に消退してしまう。

一方、2000 年代に構築された情報提

供請求制度は、英国と第二次株主権

利指令より優れるところを有してい

るため、今後の制度利用の状況次第、

更に一歩リードする可能性も秘めら

れている。  
 

（四）本稿による補足提案・代替

提案——振替法における情報提供
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請求制度の強化  

会社法制部会の議論状況を改めて

整理しよう。  
株主の共同利益保護を達成したい

場合、三、（一）の分析によれば、

問題の核心は、仲介機関の背後にあ

る実質株主の確認ではなく、株主の

身元をより迅速に確認する方法にあ

るように思われる。会社法制部会が

カストディアンを通じる保有関係に

過度に焦点を当てて議論すること

は、問題の解決に直接に寄与しない

かもしれない。現行振替法の下で、

情報提供請求の発動について、証券

保管振替機構は「株主と自称する者

が株主であるかどうかを確認するた

めに必要があるとき」に関する証明

書類の提出を求めていないため、発

行会社は「アクティビストのリス

ト」に基づいて随時その取得状況を

確認することができるが、氏名等の

情報が分からなければ調査手続きを

始めることができない。  
一方、建設的な対話を促進したい

なら、信託口は確かに重要な議題だ

が、会社法制部会では明確に詳細に

議論されていない。したがって、本

稿では以下、会社法制部会の議論を

基礎として、振替法について以下の

三つの補足提案を行う。  

 
( 3 0 6 )  総株主通知の運用を拡張すべきとする意見として、村松健「株式市場の成熟に向
け始動した実質株主の「透明性」向上の議論 ——既存のインフラも活用して実務的に
対応可能な方策を検討せよ」金融財政事情 76 巻 20 号（ 2025 年） 40-41 頁。  
( 3 0 7 )  （ 1）発行者が、法令、上場規則、定款その他の規則（以下「法令等」という。）
に基づき株主に対して通知をするために必要があるとき。（ 2）発行者が、法令等に基
づき、株主に関する情報を、公表し、又は官公署若しくは証券取引所（金融商品取引
所）に提供するために必要があるとき。（ 3）発行者が、株主に対し、株主優待制度の
実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき。（ 4）上
場廃止、免許取消しその他発行者又は株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ず
るのを避けるために必要があるとき。（ 5）  定款又は定款の委任に基づき株式の取扱
い等に関して定められる株式取扱規程において定められた事由が生じたとき。証券受
渡・決済制度改革懇談会・前掲注 278） 2 頁。  

第一に、本稿は、近時の敵対的買

収とアクティビストの行動傾向を踏

まえて、総株主通知の「正当な理由」

要件について、「直近 2 週間の株価

（例えば TOPIX より 5％以上）また

は出来高（例えば 2 倍以上）の大き

い変動」を追加することを提案した

い ( 3 0 6 )。  
現行の総株主通知制度でも情報提

供請求制度のような「正当な理由」

の要件が定められているが、両者の

内容は少し異なる ( 3 0 7 )。現状として、

株主総会の開催、剰余金の配当、有

価証券報告書・四半期報告書におけ

る「大株主の状況」の記載更新、ま

たは株主優待制度の実施を除けば、

利用される機会は少ない。現行の振

替制度の下で、総株主通知制度の実

施により、信託口を除く大部分の保

有者身分の初歩的な確認（名義貸し

や共同保有などを除く）は可能であ

る。  
 第二に、本稿は、上記の「正当な

理由」の要件が備えることを前提と

して、情報提供請求制度に「指定期

間内の取引対象者一覧」という新し

い類型の追加を提案したい。これに

より、発行会社に正当な理由が発生

する前の特定期間（例えば、 3 ヶ月
以内）における取引者のリストを照

会する権限を付与する。  
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 現行の総株主通知制度の手数料を

鑑みれば（ 40 万円の固定費用 +株主

1 人つき 30 円程度 ( 3 0 8 )）、必ずしも全

株主の身分を把握する必要がなく、

近時の事案特徴からすれば、「指定期

間内の取引対象者」を特定するだけ

で十分な場面もある。現行の情報提

供請求制度は、氏名または住所をも

って口座の特定を行っているが、証

券保管振替機構が各口座管理機関か

ら「指定期間内の取引情報」を徴収

してから名寄せを行うことは、現在

のシステムでは技術的に可能である

はずだと思われる。発行会社は、「指

定期間内の取引対象者一覧」に基づ

いて保有比率上位の取引対象者に絞

って、もう一度情報提供請求制度を

通じてその「対象期間における対象

銘柄の保有株式数の増減状況」を確

認すれば、共同保有者有無の確認が

しやすく、その後の大量保有報告制

度違反の判断にも有益である（主観

的な意図ではなく、客観的な行動（取

引のタイミング）を重視するアプロ

ーチ）。  
 第三に、上記の「正当な理由」の

要件が備えることを前提として、本

稿は、情報提供請求制度に信託口の

特徴に対応する新しい類型の追加を

提案したい。  
 前述の通りに、共同保有者認定の

問題を除けば、現行の振替制度の下

では信託口以外の株主の透明性は一

応確保されているため、現行振替法

の下で、情報の照会を行う必要があ

るのは主に信託口であると思われる。

信託口のあり方について、今後の全

国銀行協会での議論次第、状況が大

 
( 3 0 8 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 287） 19-20 頁。  

きく変わるかもしれない。現状とし

て、問題の核心は、機構加入者とし

ての信託銀行等が信託財産名義管理

簿の内容をどれほど開示できるか・

開示したくないか、ということにあ

る。  
そのため、本稿は、会社法制研究

会報告書の内容を振替法に取り入れ、

「正当な理由」（「直近 2 週間の株価

または出来高の大きい変動」）がある

ときに、発行会社は信託銀行等に対

して保有比率上位の実質株主（例え

ば上位 5 名）の開示を求めることが

できる制度を提案したい。違反の効

果として、信託銀行等の信託口の背

後にある実質株主が回答を拒否する

または十分な回答をしない時に、「振

替法上の義務違反」として、証券保

管振替機構の判断により（株主総会

までの時間や保有比率等などの諸事

情）、その保有部分を「総株主通知」

の一部または全部の適用（主に議決

権）から除外できるとする。現行振

替法の下で、総株主通知の適用がな

ければ、株主の権利も行使できない。

言い換えれば、回答を拒否した実質

株主の保有部分を総株主通知の適用

対象から除外することにより、実質

的に議決権停止と同様の結果を生じ

させることが可能である。回答を行

うか否かは、実質株主が名義株主と

別途協議できる。そうすると、売却

を選択するも可能であるが、実質株

主が議決権を含む株主権を行使しよ

うとする時に、自ら名乗り出て「個

別株主通知」を通じて顕名しなけれ

ばならない。  
前述の提案は、（ 1）実質株主に関
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する情報照会を振替法上の義務違反

とし、会社法制部会のような制度趣

旨上の難問を回避できること、（ 2）
証券保管振替機構の判断を通じて、

発行会社の濫用を防止すること、（ 3）
信託財産の匿名性および証券決済の

迅速性を配慮しながら、「正当な理由」

があるに限って信託口の上位保有者

のみの開示を求めること、（ 4）経済

的利益（配当や売却益）しか関心が

ない実質株主に選択の権限を与える

こと、（ 5）国際私法や国際執行上の

問題を回避できること、（ 6）上場会

社を念頭に置く制度に限定できるこ

と、（ 7）英国法より効率的な情報照

会を行えるだけではなく、IR 支援会

社による情報漏洩も回避できること、

などの利点がある。また、信託銀行

等と実質株主との関係については、

証券保管振替機構と協議した上で、

定型約款等の運用を通じて調整でき

る ( 3 0 9 )。上記の提案は、信託銀行等お

よび他の機関投資家から支持を得ら

れやすいと思われる ( 3 1 0 )。  
 

四、おわりに  

本稿は、異なる角度から英国の実

質株主確認制度を再検討し、会社法

制部会における現行議論に簡潔に応

 
( 3 0 9 )  業規制で名義株主になる業者に合理的な努力をする義務を課すか、実質株主の問
合せがあれば応じることの合意を得た上でカストディ業務を受託するということを求
めるかに関する意見として、金融審議会・前掲注 22）［飯田秀総発言］。業規制のエ
ンフォースメントの強度によって、その効果にも違いが生じる。  
( 3 1 0 )  今後の IR コンサルティング業界の既存ビジネスモデルへの影響を懸念する意見
として、編集部・前掲注 205） 6-7 頁。  
( 3 1 1 )  EUROPEAN COMMISSION,  COM(2025)  124  f ina l ,  a t  14 .  EU における最近の動向を
要約した邦語文献として、坂東照雄ほか「実質株主透明化に向けたわが国の議論と欧
州の実務」旬刊商事法務 2389 号（ 2025 年） 25-34 頁。  
( 3 1 2 )  Yichen  Lai ,  The Jamais  Vu  o f  S tewardship  in  Japan ,  REVUE INTERNATIONALE DES 
SERVICES FINANCIERS /  INTERNATIONAL JOURNAL FOR FINANCIAL SERVICES 
(2024/2)  54-60  (2024) .  

答した上で、補足提案を提示した。

EU は、 2026 年度の第四の四半期

に、第二次株主権利指令の実施状況

に関する包括的な検証の実施を予定

しているため ( 3 1 1 )、会社法制部会で

の議論が EU に寄与できることを心

より期待する。  
実質株主の確認に関する過去の議

論を振り返ると、会社法制部会にお

ける多くの議論が実際にこの 20 年

間に既に言及されていたことがわか

る。おそらく我々は、この 20 年間

で何が変わったのか、変わらなかっ

たのか、そして変えられないものは

何かを改めて省みるべきだろう。制

度の改革において、内部の DNA 的

影響から完全に脱却することは難し

いかもしれない ( 3 1 2 )。一方、進化論

の視点から見れば、外部の学習に加

え、予期せぬ遺伝子変異こそが進化

を促す重要な要素である。日経平均

は 30 年を経てようやく原点に戻っ

たが、これがシーシュポスの岩では

ないことを願いたい。  
 比較法の研究、やればやるほど、

無意識のうちに研究対象とする海外

制度を好意的に受け入れてしまう傾

向があるかもしれない。もしかした

ら、私たちは既にキス（ KYSs,  Know 
Your Shareholders）の仕方を身につ

けているかもしれないので、もう一
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度思い出してみたらいかがだろうか。 
 
＊本稿は、日本証券業協会第 9 期

客員研究員および科研費（ 24Kl6271）、
による成果の一部である。また、本

稿は 2025 年 9 月 30 日に脱稿したも

のであるため、その後の法制審議会

会社法制（株式・株主総会等関係）

部会での議論は割愛せざるを得ない。 
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五、追記  

 校正中、鈴木仁史「会社法改正と

実質株主・実質的支配者の確認

（上） 実質株主の確認に関する論

点」金融法務事情 73 巻 20 号（ 2025
年） 6-19 頁。また、 2025 年 10 月
11 日の日本私法学会第 88 回（ 2025
年度）大会の拡大ワークショップ B
「実質株主確認制度の目指すものと

在るべき制度設計」も併せて参照さ

れたい。当日、筆者が質問した内容

は以下の通りである。  
 第一、株主の透明性が十分でない

という問題がどの程度深刻なのか。

質的、量的な観点からさらに分析す

ることは可能だろうか。  
 第二、実質株主調査制度を設ける

目的が、（ a）調査結果の正確性を高

めること、（ b）調査コストを削減す

ることであるとすれば、現在多くの

上場会社が実施している実質株主判

明調査の運用実態はどうなっている

のか。また、そのような制度を新設

することで、実際にどの程度調査コ

ストが削減できるのか、あるいは、

かえって不要な調査が増えることに

なるのか。  
 第三に、二つの横断的関係につい

てさらに詳しく尋ねたい。  
一つ目の横断的関係は、三名の報

告者がそれぞれイギリス、ドイツ、

フランスを対象に分析を行っている

が、これら三カ国の制度間の優劣は

どうなのかということだ。  
二つ目の横断的関係は、実質株主

調査制度と他の制度との関係であ

る。例えば、本稿の分析によれば、

英国の実質株主調査制度は調査の結

果を公表するため、機関投資家にと

っては、スチュワード・コードに従

って発行会社との良好な関係を維持

し、自ら調査対象となって保有株式

状況の公開を迫られることを避けた

いインセンティブが働くと思われ

る。報告者は実質株主調査制度と他

の現行制度との関係についてどう考

えているか。  
 

六、付録  

（一）附表一  

（ a）フリージア・マクロス株式

会社が 2019 年 3 月 25 日に提出した

大量保有報告書によると、当社は同

年の 2 月 14 日から 3 月 18 日までを

かけて、市場内取引を通じて日邦産

業株式会社の株式を合計 5.77％取

得した。買い集めの期間中に、日邦

産業の株価が 23.8％程度上昇した

のに対して、日経平均の上昇幅は

2.08％程度、 TOPIX の上昇幅は

1.53％程度に留まった。また、買い

集めの 1 ヶ月前と比較すれば、平均

の出来高が 2.81 倍増加した。 2019
年 3 月期の有価証券報告書では、フ

リージア・マクロス株式会社は大株

主として記載されている。  
（ b）シティインデックスイレブ

ンスが 2020 年 11 月 19 日に提出し

た大量保有報告書によると、当社は

同年の 11 月 10 日から同月 12 日ま

でをかけて、市場内取引を通じて日

本アジアグループ株式会社の株式を

合計 5.70％取得した。株式買い集

めの期間中に、日本アジアグループ
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の株価が 17.1％程度上昇したのに

対して、日経平均の上昇幅は 2.2％
程度、 TOPIX の上昇幅は 1.26％程
度に留まった。また、買い集めの 1
ヶ月前と比較すれば、平均の出来高

が 3.80 倍増加した。 2021 年 3 月期

の有価証券報告書では、株式会社シ

ティインデックスイレブンスは大株

主として記載されている。  
（ c） Aslead Capital  Pte .  Ltd.が

2020 年 8 月 14 日に提出した大量保

有報告書によると、当社は同年の 8
月 7 日から同月 14 日までをかけ

て、市場内取引を通じて富士興産の

株式を合計 5.07％取得した。株式

買い集めの期間中に、富士興産の株

価が 9.66％程度上昇したのに対し

て、日経平均の上昇幅は 3.88％程
度、 TOPIX の上昇幅は 4.74％程度
に留まった。また、買い集めの 1 ヶ
月前と比較すれば、平均の出来高が

2.00 倍増加した。 2021 年 3 月期の

有価証券報告書では、 ASLEAD 
STRATEGIC VALUE FUND と

ASLEAD GROWTH IMPACT FUND
は大株主として記載されている。  

（ d）アジアインベストメントフ

ァンドが 2021 年 7 月 20 日に提出し

た大量保有報告書によると、当社は

同年の 6 月 9 日から 7 月 13 日まで

をかけて、市場内取引を通じて東京

機械製作所の株式を合計 7.91％取

得した。株式買い集めの期間中に、

東京機械製作所の株価が -0.27％程
度上昇したのに対して、日経平均の

上昇幅は -0.49％程度、 TOPIX の上

昇幅は 0.25％程度に留まった。ま

た、買い集めの 1 ヶ月前と比較すれ

ば、平均の出来高が 2.84 倍増加し

た。 2021 年 3 月期の有価証券報告

書では、アジアインベストメントフ

ァンド株式会社は大株主として記載

されている。  
（ e）シンシア工務店（アダージ

キャピタル有限責任事業組合）が

2022 年 3 月 11 日に提出した大量保

有報告書によると、当社は 2021 年

の 7 月 30 日から 9 月 16 日までをか

けて、市場内取引を通じて三ッ星の

株式を合計 11.14％取得した。株式

買い集めの期間中に、三ッ星の株価

が 94.6％程度上昇したのに対し

て、日経平均の上昇幅は -0.49％程
度、 TOPIX の上昇幅は 9.94％程度
に留まった。また、買い集めの 1 ヶ
月前と比較すれば、平均の出来高が

9.86 倍増加した。 2022 年 3 月期の

有価証券報告書では、アダージキャ

ピタル有限責任事業組合は大株主と

して記載されている。  
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附表一  
 （ a）  （ b）  （ c）  （ d）  （ e）  
時価総額  33.67 億

円  
68.29 億
円  

32.43 億
円  

35.09 億
円  

58.13 億
円  

取得比率  5 .77％  5 .70％  5 .07％  7 .91％  11.14％  
株価の変化  23.8％  17.1％  9 .66％  -0 .27％  94.6％  
同時期の日経 225 2.08％  2 .2％  3 .88％  -0 .49％  -0 .49％  
同時期の TOPIX 1.53％  1 .26％  4 .74％  0 .25％  9 .94％  
取得時の前月比の

出来高変化  
281％  380％  200％  284％  986％  

株主名簿の記載  O O O O O 
前年度の PBR 0.50 0.35 0.32 0.45 0.26 
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（二）附表二  
附表二  

証券コ

ード  
会社名  保有者  保有

比率  
取得時の

PBR 
取得時の

PER 
6349 小森コーポレーシ

ョン  
Brandes 12.23

% 
0.6 12.45 

6986 双葉電子工業  Brandes 8.80% 0.62 151.65 

4544 H.U.グループ  HD Brandes 7.24% 1.01 9.68 

4547 キッセイ薬品工業  Brandes 5.15% 0.9 18.38 

4097 高圧ガス工業  Brandes 5.07% 0.65 10.94 

6849 日本光電工業  Value Act  5.01% 1.8 15.89 

5929 三和  HD Value Act  3.10% 2.07 13.68 

7732 トプコン  Value Act  6.66％  1 .97 15.89 

4704 トレンドマイクロ  Value Act  6.02％  3 .77 96.23 

3529 アツギ  Asset  
Value 

15.65
% 

0.27 6.83 

3989 シェアリングテク

ノロジー  
Asset  
Value 

13.03
% 

5.25 13.7 

4512 わかもと製薬  Asset  
Value 

8.54% 0.66 72.29 

8929 青山財産ネットワ

ークス  
Asset  
Value 

7.19% 4.67 19.06 

3963 シンクロ・フード  Asset  
Value 

5.18% 3.92 23.78 

7305 新家工業  Asset  
Value 

3.18% 0.52 12.65 

5714 DOWA HD Marathon 6.17% 0.85 11.39 

3360 シップヘルスケア  
HD 

Marathon 5.81% 1.42 14.37 

5901 東洋製罐グループ  
HD 

Marathon 5.30% 0.4 15.52 

7013 IHI Marathon 5.07% 1.65 赤字  

2270 雪印メグミルク  Marathon 5.05% 0.78 10.19 

3105 日清紡  HD Marathon 3.71% 0.56 5.87 

4922 コーセー  Massachu
set ts  

8.49% 1.18 19.65 
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2206 江崎グリコ  Massachu
set ts  

6.81% 1.48 26.25 

2875 東洋水産  Massachu
set ts  

6.39% 1.73 25.56 

6806 ヒロセ電機  Massachu
set ts  

5.48% 1.88 21.73 

3092 ZOZO Massachu
set ts  

4.08% 13.34 25.69 

6947 図研  Art isan 5.68% 2.48 26.29 

2791 大黒天物産  Art isan 5.42% 2.55 19.16 

2815 アリアケジャパン  Art isan 5.20% 1.41 22.78 

6407 CKD Art isan 4.87% 1.58 28.75 

4051 GMO フィナンシャ

ルゲート  
Art isan 4.49% 11.84 112 
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（三）図表  

 

図表 1 
 

 

図表 2 
  

発⾏会社

名義株主A
（30％）

実質株主a
（0.5％）

実質株主b
（29.5％）

名義株主B
（30％）

実質株主1000
⼈

名義株主C
（30％）

実質株主1000
⼈

名義株主D
（10％）

実質株主a
（9.5％）

実質株主c
（0.5％）

発⾏会社

カストディアン
A（45％）

法⼈A（25％）

法⼈B（20％）

法⼈a 個⼈株主Z

法⼈b 個⼈株主Z

カストディアン
B（55％）

法⼈C（20％）

法⼈c 個⼈株主Z

法⼈d 個⼈株主Z
個⼈株主1000⼈
（34％）

個⼈株主Z
（1％）
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図表 3 

  

発⾏会社

名義株主A
（30％）

名義株主a
（25％）

名義株主α
（20％）

名義株主γ
（10％）

アクティビスト
（10％）

実質株主δ
（10％）実質株主β

（5％）実質株主b
（5％）名義株主B

（30％）

名義株主C
（30％）

名義株主D
（10％）
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情報提供請求の範囲と所要日数 ( 3 1 3 )  

項目  情報提供請求（全部情

報）  
情報提供請求（部分情

報）  
対象加入者の口座の範

囲  
対象の加入者が口座を

開設する機構及びすべ

ての口座管理機関の振

替口座簿  
 

対象の加入者が口座を

開設する機構及び直接

口座管理機関の振替口

座簿（間接口座管理機

関の振替口座簿は含ま

れない。）  
情報提供請求で得られ

る主な情報  
・対象銘柄の保有株式

数  
・対象期間における対

象銘柄の保有株式数の

増減  
（全部情報のみ）  

 

請求結果の回答までの  
標準的な期間 ( 3 1 4 )  

請求から 4 営業日  原則として請求から 2
時間半以内（請求時間

によっては翌営業日）  
情報提供にて確認可能

な対象期間  
請求日の前日からさか

のぼる 6 か月間の任意

の範囲（ 6 か月以前の

確認なら標準的な回答

期間を超える）  

請求日の前営業日（前

営業日の最終株式数を

調査対象とする。  

図表 4 
 
  

 
( 3 1 3 )  株式会社証券保管振替機構・前掲注 285） 2 頁；証券保管振替機構・前掲注 273）
2-11-11 頁。  
( 3 1 4 )  調査の所要日数について、制度発足当時の予定がそのまま実現されている。大
橋・前掲注 286） 10-11 頁；大橋達男ほか「株券等の電子化に関する説明会」東京株
式懇話会會報 670 号（ 2007 年） 13 頁。  
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  発行者への情報提供 ( 3 1 5 )  

  
全部情報  部分情報  

銘柄数  通知件数  銘柄数  通知件数  

  （銘柄）  （件）  （銘柄）  （件）  
2008 年度   27   131   16   45  
2009 年度   212   1 ,155   79   356  
2010 年度   314   1 ,589   87   477  
2011 年度   302   1 ,857   77   375  
2012 年度   482   3 ,069   57   521  
2013 年度   580   4 ,969   114   3 ,252  
2014 年度   654   5 ,443   122   2 ,688  
2015 年度   672   5 ,216   135   3 ,415  
2016 年度   690   6 ,056   150   4 ,181  
2017 年度   768   6 ,372   176   5 ,018  
2018 年度   860   8 ,322   158   4 ,700  
2019 年度   939   7 ,397   148   1 ,677  
2020 年度   1 ,098   9 ,235   158   2 ,650  
2021 年度   1 ,371   15,621   155   2 ,478  
2022 年度   1 ,734   28,290   221   6 ,049  
2023 年度   2 ,030   25,228   260   8 ,235  
2024 年度  2,362  29,474 325 8,105 

図表 5 
  

 
( 3 1 5 )  株式会社証券保管振替機構「統計データ（ 2025 年 3 月 14 日更新）」 ,  ava i lab le  a t :  
h t tps : / /www. jasdec .com/s ta t i s t i cs / index .h tml .  
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図表 6 

 

 
図表 7 

  

発
⾏
会
社

株券保有者（英国の
み）

振替機構

直接加⼊者（英国の
み）

直接⼝座管理機関

⾃⼰⼝

加⼊者

直接⼝座管理機関

⾃⼰⼝

間接⼝座管理機関

加⼊者

⾃⼰⼝

加⼊者

発⾏会社 振替機構

証券会社
（10％）

カストディアン
A（0.5％）

実質株主Z

カストディアン
B（5％）

カストディアン
C（4.5％）

国内カストディ
アン（10％）

カストディアン
A（0.5％）

実質株主Z

その他の顧客
（数千名）

国内カストディ
アン

海外カストディ
アン

カストディアン
A（0.5％）

実質株主Z

その他の顧客
（数千名）
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図表 8 
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法教育の実相 

―法教育の原理性と法的思考・リーガルマインド(2) 

 

弁護士・東北大学大学院法学研究科博士課程修了生 煙山 正大  
 
 

一 はじめに  

二 法教育モデルの展開（以上，14 号）  

三 法教育教材の実際  

１ 序―検討の枠組み  

 ２ 教育関係者が作成した教材  

３ 法律関係者が作成した教材  

４ その他の教材  

５ まとめ―原理性ドグマの実在  

四 法教育のアイデンティティ  

１ 序―検討の対象  

 ２ 憲法教育との関係  

 ３ 道徳教育との関係  

４ 消費者教育との関係  

５ シティズンシップ教育との関係  

６ 法学教育との関係  

７ まとめ―法教育のアイデンティティたる原理性（以上，本号）  

五 法教育と法的思考・リーガルマインド  

六 むすび
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三 法教育教材の実際  
 

１ 序―分析の枠組み  
本稿では，法教育の展開史を分析

した結果，法教育モデルとして原理

性重視主義が（大部分において）受

容され，確立されるに至ったと結論

づけた（二７）。  
そこで，次に，現実に公表されて

いる法教育教材において，原理性重

視主義が発現している教材は存在す

るか否か（「原理性重視主義は，研究

会報告書が提示し，理論上支持され

ているだけで，実際の教材にそのよ

うなものは存在しない」ということ

はないか）を検討し，存在するとす

れば，原理性重視主義がどのような

態様で発現しているかを概覧する。  
ただし，世に公表されている法教

育教材の数は膨大であるから，その

すべてをここで列挙し，検討結果を

記載することはできない。また，原

理性重視主義は，Ａ知識階層をも扱

っている場合には，Ｂ原理階層とＡ

知識階層のどちらをより重視してい

るかという程度問題になり，その評

価には主観が混ざる危険性が高い。  
したがって，ここでは，いくつか

の法教育教材集を対象として，明確

性という観点から，原理性重視主義

が発現しているもののうち特に条文

や制度（Ａ知識階層）の回避（軽視）

の傾向が明確に窺われるもの，つま

り，教材の中に条文や制度の言及が

なく，原理性ドグマが発現している

ものをピックアップしてその実態を

 
( 2 4 0 )  教材によっては，授業構成案にはＡ知識階層に属する事項を扱う旨の記載がなく

とも，例えば，後掲注 (255)のように，授業解説（授業案の意図を説明する部分）にお

いてその説明がなされていることがある。このような場合，授業者が授業内において

当該事項に言及する可能性も否定できないが，ここでは，明確性の観点から，授業構

成案及び生徒が参照する資料（レジュメ）のみを参照してその内容を分類する。  

示すこととしたい。  
本 稿 に お い て 分 析 の 対 象 と し た

教材（教材集）については，整理の

便宜のため，当該教材の作成名義人

に着目し，教育関係者作成の教材集

（教員や教育学者等が作成名義人と

なっている教材が多数収められてい

る教材集。三２），法律関係者作成の

教材集（弁護士や法学者等が作成名

義人となっている教材が多数収めら

れている教材集。三３），その他の教

材集（三４）に分類した。  
分析するにあたっては，主に授業

の構成案を参照し，条文や制度への

明示的な言及があるか否かを確認し

た（ただし，「言及してもよい」とし

ているものについては，「言及がある

もの」として扱った）( 2 4 0 )。また，Ｂ

原理階層に属する事項を重視してい

るか否かを判断するにあたっては，

教材の目標を参照し，Ｂ原理階層に

属する事項について言及しているか

否かを確認した。そして，授業内容

から，円柱モデルにおける次の 3 つ

の類型のうちいずれに該当するか分

類した。  
第一に，Ｂ原理階層のみを扱うも

のである（本章では便宜的に「 [Ｂ ]」
と表現する）。原理的事項そのものを

扱う類型であり，具体的には，Ｂ原

理階層に属する事項の概念をそれ自

体として説明・解説することがこれ

に該当する。  
第二に， [Ｂ→Ｂ ]思考を用いるも

のである。ある原理的事項から他の

原理的事項を導く類型であり，具体
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的には，あるＢ原理階層に属する事

項の概念を他の原理的事項又は常識

や素直な感覚を基に根拠づける（こ

れによりその内実や基準を明らかに

する）こと等がこれに該当する ( 2 4 1 )。 
第三に， [Ｂ→ (Ａ ´)→Ｃ ]思考を用

いるものである。ある原理的事項を

現実社会に適用することにより一定

の結論を得ようとする類型（ [Ｂ→
Ｃ ]思考），又は，ある原理的事項か

ら規範（紛争の解決基準）を導き，

その規範を現実社会に適用すること

により一定の結論を得ようとする類

型（ [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考）である ( 2 4 2 )。

具体的には，Ｂ原理階層に属する事

項又は常識や素直な感覚をもとにあ

る事象の当否を判断したり，ルール

を自ら（現に存在する法律や制度を

参照することなく）策定したり評価

 
( 2 4 1 )  あるＢ原理事項に属する事項についての理解を深めるために [Ｂ→Ｂ ]思考を用い

る場合，当該Ｂ原理事項に属する事項についての説明・解説が行われる展開が自然（合

理的）であることから，そこで予定される教育活動に [Ｂ ]が含まれることが多い。この

ような場合については， [Ｂ→Ｂ ]思考と別に [Ｂ ]と分類することはせず，単に [Ｂ→Ｂ ]
思考を用いるものとして分類する。  
( 2 4 2 )  Ｂ原理階層に属する事項または自作ルールＡ ´を適用する対象となる事象（現実社

会）は，過去に現実に発生した（発生したと仮定する）事実に限らず，将来発生する

（可能性がある）事実も含む。後者の場合において典型的に想定されるのは，将来発

生する可能性があるトラブルを予防するためにＡ ´を策定する場合や，あるＡ ´の妥当

性を検討するために当該Ａ ´を仮定的事実に適用したときに妥当な結論を導くことが

できるか否かを検討する場合である。  
( 2 4 3 )  法律の専門家ではない者がルールを自作したり評価したりする場合には，その基

準となるのは公正や公平などに関する素直な感覚になると考えられる。したがって，

公正や公平などのテーマが明示されていない場合についても，特段の事情がない限り，

Ｂ原理階層に属する事項を活用するものと分類する。  
( 2 4 4 )  例えば，法教育教材において度々題材にされる「ごみ置き場をどこに設置するべ

きか」という問題に関しては，ごみの処理手続という点で廃棄物処理法に，道路の使

用という点で道路交通法に，自治体との関係で申請手続（行政手続）に触れることが

できるが，これらに触れたとしても，ごみ置き場をどこに設置するべきかという問題

を解決するための（又はその手掛かりとなるべき）規範・基準を得ることはできない。

この意味で，当該教材の中でこれらの条文や制度に触れるのは不自然であるから，本

稿では，条文や制度に言及するような性質のものではないと整理する。  
( 2 4 5 )  橋本康弘＝野坂佳生編著『 “法 ”を教える―身近な題材で基礎基本を授業する』

（明治図書出版，2006）。なお，次の教材には，それぞれカッコ内に示すＡ知識階層に

属する事項が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断し

た。「裁判員制度」同 23 頁以下〔磯山恭子〕（裁判員制度），「個人情報保護法―個人

情報保護とプライバシー」同 35 頁以下〔館潤二〕（個人情報保護法），「ロースクール」

同 44 頁以下〔樋口雅夫〕（日本国憲法等），「中学校の事例―地理的分野「イスラーム

 

すること等がこれに該当する ( 2 4 3 )。  
最後に，当該教材においてＡ知識

階層（条文や制度）に触れることが

考え得るかを検討した。仮に触れる

ことができるのであれば，当該教材

において半ば意図的にＡ知識階層に

触れていないといえるし，仮に触れ

ることができない（困難又は不自然

である ( 2 4 4 )）のであれば，そのような

テーマをあえて法教育の題材として

いることから，いずれにしてもＡ知

識階層を回避（軽視）するものであ

ると評価できる。  
 

２ 教育関係者が作成した教材  
⑴  橋本康弘＝野坂佳生『 “法 ”を

教える―身近な題材で基礎基

本を授業する』 ( 2 4 5 )  
①「小学校中学校の事例―何が公
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平・不公平？」 ( 2 4 6 )  
教材の内容は，家庭において兄弟

間で食べ物を配分したり家事を割り

振ったりする場面を通じて「公平」

の基準を明らかにし，次に，休み時

間における体育館の使用希望が複数

の学級間で被ってしまったという架

空事例において，その希望の調整を

行うこと等であり，教材の目標は，

客観的に「必要」「能力」「適格性」

の 3 つの見方を使って利益や負担を

配分することが本当の公平であると

紛争事例を通して理解すること，実

際に公平に配分し，紛争を解決する

こと等（公平というＢ原理階層に属

する事項）である ( 2 4 7 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

の実感をもとに公平の内実を考察す

る点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，公平の概念

をもとにして具体事案の解決方法を

検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当す

る。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
②「中学校の事例 1―ペナルティを

考える」 ( 2 4 8 )  
教材の内容は，正義とは何か，ど

うすれば正義が実現されるか，正義

のためにペナルティを与える場合の

 
からみた日本の刑法」」同 54 頁以下〔藤瀬泰司〕（殺人罪等），「中学校の事例―歴史

的分野「ケンカ両成敗って正しい？～封建制度の法について考える～」」同 64 頁以下

〔奥山研司〕（正当防衛等），「高等学校の事例―法的論争問題  少年法の授業」同 74
頁以下〔高林賢治〕（少年法），「高等学校の事例―法的論争問題  外国人参政権の授

業」同 84 頁以下〔橋本康弘〕（地方参政権等），「小学校高学年の事例―「責任」って

何だろう？」同 106 頁以下〔小林秀行〕（刑事責任等）。  
( 2 4 6 )  橋本ほか・前掲注 (245)96 頁以下〔菊池八穂子〕。  
( 2 4 7 )  橋本ほか・前掲注 (245)98-103 頁〔菊池八穂子〕。  
( 2 4 8 )  橋本ほか・前掲注 (245)115 頁以下〔大橋巌〕。  
( 2 4 9 )  橋本ほか・前掲注 (245)115 頁〔大橋巌〕は，この教材が属する単元の目標を，不

正に対する公正な対応（匡正的正義）の目的と手段を理解させること等であるとする。  
( 2 5 0 )  橋本ほか・前掲注 (245)116-119 頁〔大橋巌〕。  
( 2 5 1 )  橋本ほか・前掲注 (245)124 頁以下〔永田賀保〕。  

基準を考え，次に，複数人（指示者・

実行者）が関与している万引き事例

をもとに，誰に対してどのようなペ

ナルティを与えれば公正な対応をし

たといえるかを検討すること等であ

り，教材の目標は，集団の中で，正

義を重んじ公正な解決をしていこう

とする態度を養うこと等（匡正的正

義 ( 2 4 9 )というＢ原理階層に属する事

項）である ( 2 5 0 )。  
円柱モデルでは，「正義」という概

念から「ペナルティの在り方（適正）」

を考察するという点で [Ｂ→Ｂ ]思考
に，その考察をもとにして具体事案

の公正な解決の在り方を検討する点

で  [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
刑法の条文（窃盗罪や教唆犯など）

に触れることも考えられるが，その

ようなことは予定されていない。  
 
③「中学校の事例 2―キャプテンを

決めよう」 ( 2 5 1 )  
教材の内容は，公式戦経験や実力，

練習態度等の点において様々な特徴

を有する複数の控え選手の中から誰

を大会のレギュラーメンバーに選出

するかという部活での問題をグルー

プで話し合い，また，自身がそのキ

ャプテンである場合，キャプテンと

してチーム全体が納得できるように
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するためにはどのようなことを行う

べきかを検討すること等であり，教

材の目標は，事例に対する解決策を

主体的に作成しようとする態度を養

うこと，法やきまりについての意義

を理解し，集団生活の秩序と規律を

自ら高めていこうとする意欲を養う

こと等（ルールの存在意義というＢ

原理階層に属する事項）である ( 2 5 2 )。 
円柱モデルでは，必要性や能力，

適格性という観点を踏まえた自己の

率直な感覚に基づいて具体事案の解

決方法を検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考
に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 

④「小学校の事例―町の問題を解

決しよう「減らそう放置自転車大

作戦！」」 ( 2 5 3 )  
教材の内容は，放置自転車問題に

ついて，誰が困る問題なのかを確認

し，「取り締まり」，「呼びかけ（啓発

活動）マナー向上」「駐輪場の建設」

という 3 つのポイントから解決策を

考え，その解決策を相互に評価し，

ブラッシュアップすること等であり，

教 材 の 目 標 は ，放置自転車問 題 を

様々な立場から捉え，合理的でより

よい解決策について自分の考えをも

つこと等（公平，公正というＢ原理

階層に属する事項）である ( 2 5 4 )。  

 
( 2 5 2 )  橋本ほか・前掲注 (245)125-128 頁〔永田賀保〕。  
( 2 5 3 )  橋本ほか・前掲注 (245)133 頁以下〔白木一郎〕。  
( 2 5 4 )  橋本ほか・前掲注 (245)136-140 頁〔白木一郎〕。  
( 2 5 5 )  教材の背景として放置自転車問題についての条例等を紹介しているにもかかわら

ず（橋本ほか・前掲注 (245)135 頁），授業案ではその点に触れていない。  
( 2 5 6 )  橋本ほか・前掲注 (245)143 頁以下〔向当誠隆〕。  
( 2 5 7 )  橋本ほか・前掲注 (245)145-149 頁〔向当誠隆〕。  
( 2 5 8 )  教材の背景として，景観権や環境権（憲法 25 条（生存権），憲法 13 条（幸福追求

権）との関係性）及び国立マンション判決に言及しているにもかかわらず（橋本ほか・

前掲注 (245)143-144 頁〔向当誠隆〕），授業案ではその点に触れていない。  

円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

具体事案の解決方法を検討する点で

[Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
放置自転車に 関 す る 条例の 内 容

等を紹介することも考えられるが，

そのようなことは予定されていない
( 2 5 5 )。  

 
⑤「中学校の事例―マンション建

設を変更する解決案をつくろう」
( 2 5 6 )  
教材の内容は，マンション建設を

巡る建設業者と近隣住民の対立事例

をもとに，住民側の立場から，階数

や損失補償等の点について妥協点を

探り，解決案を考え，業者側と交渉

すること等であり，教材の目標は，

住人が景観権を守るために，マンシ

ョン建設業者を納得させる解決案を

提案すること等（公平，公正という

Ｂ 原 理 階 層 に 属 す る 事 項 ） で あ る
( 2 5 7 )。  

円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

具体事案の解決方法を検討する点で

[Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
憲法の条文（景観権に関連するも

の）や関係判例に触れることも考え

られるが，そのようなことは予定さ

れていない ( 2 5 8 )。  
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⑵  横浜市教 育委員 会小中 学校

教育課編『「法教育」に関する実

践研究報告書』 ( 2 5 9 )  
①「東京校外学習のきまりを考えよ

う」 ( 2 6 0 )  
教材の内容は，校外学習を行うに

あたって，仮にきまりがなかったら

どのような問題があるかを検討し，

それをもとに学年のきまりを策定す

ること等であり，教材の目標は，社

会生活におけるルールについて，自

分たちの問題として考えることがで

きるようにすること等（ルールの捉

え方，ルールの存在意義というＢ原

理階層に属する事項）である ( 2 6 1 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感

覚からルールの必要性等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，トラブルの

発生を予防するためにルールを自ら

策定す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]
思考に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
②「街でよくみるマナー違反ルール

違反」 ( 2 6 2 )  
教材の内容は，街で見られるマナ

ー違反やルール違反を見つけ出し，

それらについてマナーの問題か，ル

 
( 2 5 9 )  横浜市教育委員会小中学校教育課編『「法教育」に関する実践研究報告書』（横浜

市教育委員会，2007）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属す

る事項が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。

「もうすぐはじまる裁判員制度」同 6 頁以下〔鈴木浩〕（裁判員制度），「憲法って何？」

同 16 頁以下〔三獄昌幸〕（憲法 18 条等），「賢い消費者になろう」同 42 頁以下〔岡本

覚＝久保田紀久江〕（消費者基本法等），「裁判の実際と裁判員制度」同 46 頁以下〔三

嶽昌幸〕（裁判員制度），「ルールづくりの授業」同 48 頁以下〔石川博〕（実際の法令等），

「法律をつくろう」同 66 頁〔長島和広〕（民法などの法律），「ルールづくりから模擬

裁判（劇）・裁判員制度へ」同 76 頁以下〔山本英輔〕（民事裁判・刑事裁判等），「模擬

裁判形式の授業展開」同 88 頁以下〔千田晴久〕（裁判制度等）。  
( 2 6 0 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)24 頁以下〔森康昭〕。  
( 2 6 1 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)24-25 頁〔森康昭〕。  
( 2 6 2 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)32 頁以下〔鈴木浩〕。  
( 2 6 3 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)32 頁〔鈴木浩〕。  
( 2 6 4 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)56 頁以下〔鬼丸玲子〕。  

ールの問題か，大人の問題か，子ど

もの問題かで位置づけを行い，その

マナー違反又はルール違反をどのよ

うにすればなくすことができるかを

話し合うこと等であり，教材の目標

は，身近なルール，マナー違反を自

覚し，その解決方法を考える（ルー

ルの見直しなどを行う）ことで，法

と自分との関わりで捉えられるよう

にすること等（ルールの捉え方等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 2 6 3 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルがマナーの問題かルールの問題か

を検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に，そ

れらの問題を解決するための方策を

検 討 す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]
思考に相当する。  

関係法令（迷惑防止条例や道路交

通法等）に触れることもあり得るが，

そのようなことは予定されていない。 
 
③「ルールづくり」 ( 2 6 4 )  

教材の内容は，地域に大型アミュ

ーズメント施設ができたという事例

をもとに，まずは利害関係人ごとに

考え得るルール（営業時間，中高生

の利用の可否，騒音，ごみや交通渋

滞など）を策定し，次にそのルール
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をできるだけ統合し，最後にそのル

ールを評価すること等であり，教材

の目標は，社会生活を円滑にするた

めのルールに対する関心を高めるこ

と，話し合いを通じて，関係する人々

の利害が得られるように調整を図る

こと等（ルールの捉え方，ルールの

正当化要件，公平等というＢ原理階

層に属する事項）である ( 2 6 5 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを解決するためのルールを自ら策

定す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思
考に相当する。  

関係法令（大規模小売店舗立地法

など）に触れることもあり得るが，

そのようなことは予定されていない。 
 
⑶  江口勇治＝磯山恭子編『小学

校の法教育を創る』 ( 2 6 6 )  
①「がっこうには，どんなルールが

あるのだろう？」 ( 2 6 7 )  
教材の内容は，学校のルールを分

類すること（安全，時間，勉強，生

活），学校以外のルールも分類し，ス

ポーツのルールがなぜ存在するか，

ルールを守らない人がなぜいるのか

を検討すること，交通安全のルール

を確認し，なぜそれを守る必要があ

るか，警察が取り締まるのはなぜか

を検討すること，警察の他にルール

 
( 2 6 5 )  横浜市教育委員会小中学校教育課・前掲注 (259)56-59 頁〔鬼丸玲子〕。  
( 2 6 6 )  江口勇治＝磯山恭子編『小学校の法教育を創る』（東洋館出版社， 2008）。なお，

次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，

原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「「きまりに気づく」「きまりを

守る」」同 78 頁以下〔臼井忠雄〕（道路交通法），「情報とわたし」同 102 頁以下〔米津

英郎〕（プライバシー），「憲法とわたしたちの暮らし」同 113 頁以下〔窪直樹〕（日本

国憲法），「本の世界を広げよう・深めよう」同 130 頁以下〔鎌田和宏〕（裁判），「身の

回りの約束事を見つけよう」同 140 頁以下〔中川壮一〕（製造物責任法等）。  
( 2 6 7 )  江口ほか・前掲注 (266)58 頁以下〔都留覚〕。  
( 2 6 8 )  江口ほか・前掲注 (266)60-66 頁〔都留覚〕。  
( 2 6 9 )  同書の他の教材でも交通ルールを扱っているが，そこでは道路交通法に触れられ

ていること（例えば，江口ほか・前掲注 (266)83 頁〔臼井忠雄〕）と対照的である。  
( 2 7 0 )  江口ほか・前掲注 (266)68 頁以下〔山下真一〕。  

を守らせている人を挙げ，その人は

どのようなルールを守らせているか，

なぜ守らせることができているのか

を検討すること，自分たちの生活で

困っている事項を挙げ，それを解決

するにはどのようなルールがあると

よいかを検討すること等であり，教

材の目標は，様々なルールを守りな

がら生活することが大切であること

に気づくこと，ルールの必要性や正

当性について考えを出し合うこと等

（ルールの捉え方，ルールの在り方，

ルールの存在意義等というＢ原理階

層に属する事項）である ( 2 6 8 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感

覚からルールの必要性等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，日常の困り

ごとを解決するためのルールを自ら

策定す る と い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]
思考に相当する。  
交通ルール や警察の 存 在 理由と

して関係法令（道路交通法，警察官

職務執行法）の存在に触れることも

あり得るが，そのようなことは予定

されていない ( 2 6 9 )。  
 
②「公園で遊ぼう！」 ( 2 7 0 )  

教材の内容は，公園とはどのよう

な場所かを話し合い，遊ぶ計画を立

て，実際に公園で遊ぶこと，「公平」
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の考え方を確認した上で「どうする

ことが公平なのだろう？」という話

（木を登ってはいけないというルー

ルを破った子供に母親が罰を与える）

を読み，母親の対応が公平なものか

どうかを検討すること，その際，公

園のルールと関連させて，ルールの

必要性を考えさせること等であり，

教材の目標は，不正に対して公平に

対応することの大切さに気づくとと

もに，身近な生活の中でルールが必

要であることを考えること等（正義，

公平，ルールの捉え方，ルールの存

在意義等というＢ原理階層に属する

事項）である ( 2 7 1 )。  
円柱モデルでは，「公平」とは何か

を確認するという点で [Ｂ ]に，公平

という概念をもとに具体事案（物語）

における登場人物の対応の適否を判

断するという点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相

当する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
③「ごみ出しルールを考えよう」( 2 7 2 )  

教材の内容は，分別されていない

ごみ集積所の写真を見て，分別を行

わないとどういう事態になるかを考

えること（収集車がごみを持ってい

かないので，近隣の家にごみのにお

いが来る，環境が悪くなるなど），自

分が町内会の人になったとして，ど

ういうルールを策定するかを検討す

ること等であり，教材の目標は，主

体的にルールを守ったり，作ったり

して，法的に社会参加する意欲や態

 
( 2 7 1 )  江口ほか・前掲注 (266)70-72 頁〔山下真一〕。  
( 2 7 2 )  江口ほか・前掲注 (266)90 頁以下〔長谷川康男〕。  
( 2 7 3 )  江口ほか・前掲注 (266)91-97 頁〔長谷川康男〕。  
( 2 7 4 )  江口ほか・前掲注 (266)151 頁以下〔小林将太〕。  
( 2 7 5 )  江口ほか・前掲注 (266)153-156 頁以下〔小林将太〕。  

度を形成すること等（ルールの存在

意義等というＢ原理階層に属する事

項）である ( 2 7 3 )。  
円柱モデルでは，ごみ問題を解決

するためにルールを自ら策定すると

い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当

する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
④「道徳と法とともに生きる」 ( 2 7 4 )  

教材の内容は，「ジョーンズさん

のディレンマ」という話（急病の子

を病院に搬送するためやむを得ず他

者から車を強奪し，逮捕される）を

読み，自分が主人公だったらどうい

う行動を取るかを考えること，なぜ

主人公が逮捕されたのかを検討し，

逮捕は道徳規範に基づき作られた法

に触れた結果であることを理解した

上で，なぜ法が存在するのか，救急

車を呼ぶという選択肢の利点を検討

し，法と道徳規範の関係性を理解す

ること，「法に従いさえすれば十分か」

という問いについて検討すること等

であり，教材の目標は，道徳規範が

どのような価値に基づいて作られ守

られているのかを理解すること，法

が何に基づきどのような手続で作ら

れるかを理解し，法規範が生活の中

にどのように存在するのかを理解す

ること，道徳規範と法規範の関係を

考えること等（法原理・価値，ルー

ルの捉え方，ルールの存在意義等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 2 7 5 )。  
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円柱モデルでは，具体的な物語を

踏まえて自己の率直な感覚から道徳

と法の関係性や存在意義等を導くと

いう点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，具体的な

問題場面における帰結の妥当性を検

討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。 
刑法の条文（緊急避難や暴行罪な

ど）に触れることも考えられるが，

そのようなことは予定されていない。 
 
⑤「係活動と話し合い活動を通して

確 認 す る役割と責任の 大切さ 」
( 2 7 6 )  
教材の内容は，係活動についてい

ままでの活動を振り返り，係活動の

意義と必要性を確認すること，学級

を良くする係を決定し，係の担当者

が係活動の目標と活動内容を設定す

ること，係活動を評価し，改善に向

けた意見交換を行うこと等であり，

教材の目標は，一人ひとりが受け持

つ係の仕事は，それぞれが学級生活

を快適に過ごすために必要な活動で

あることを理解すること等（ルール

の存在意義等というＢ原理階層に属

する事項）である ( 2 7 7 )。  
円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

係活動の必要性や活動計画を検討す

 
( 2 7 6 )  江口ほか・前掲注 (266)161 頁以下〔佐藤公〕。  
( 2 7 7 )  江口ほか・前掲注 (266)164-167 頁〔佐藤公〕。  
( 2 7 8 )  江口勇治＝大倉泰裕編『中学校の法教育を創る』（東洋館出版社， 2008）。なお，

次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，

原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「身近な地域の景観から考える

地域のルール」同 90 頁以下〔宮崎沙織〕（所有権），「権威や法・ルールの「見方・考え

方」を習得する歴史学習」同 101 頁以下〔関谷文宏〕（班田収授法），「「憲法の精神」

をもつ主権者を育てる」同 114 頁以下〔館潤二〕（民主主義等），「私たちと司法」同 125
頁以下〔吉田俊弘〕（民法 709 条等），「私法と消費者保護」同 138 頁以下〔岡田智行〕

（契約の成立要件等），「法と国語」同 152 頁以下〔飯田和明〕（日本国憲法），「わたし

たちの生活と情報モラル」同 163 頁以下〔毛利靖〕（著作権等），「消費生活における法」

同 173 頁以下〔中川壮一〕（契約の成立要件等），「障害者を取り巻く社会環境と法」同

194 頁以下〔柴﨑功士〕（福祉制度等）。  
( 2 7 9 )  江口ほか・前掲注 (278)183 頁以下〔賞雅枝子〕。  
( 2 8 0 )  江口ほか・前掲注 (278)185-191 頁〔賞雅枝子〕。  

る点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
⑷  江口勇治＝大倉泰裕編『中学

校の法教育を創る』 ( 2 7 8 )  
①「道徳教育の実践と法教育」 ( 2 7 9 )  

教材の内容は， 3 つの話（席替え

におけるくじ引きで不正行為が発生

する話，新しく開発された町で住民

が自治会の規則を守らないでいると

幼女が交通事故に遭ってしまう話，

五千円を拾った少年がその場では駅

員に届けなかったが翌日その五千円

を寄付する話）を扱い，それぞれの

テーマについて考えを深めること等

であり，教材の目標は，集団の向上

のために自己の力を発揮する態度を

養うこと，きまりの意義と社会の秩

序の関係を学ぶこと，規範意識の醸

成のための指導を行うこと等（ルー

ルの捉え方，ルールの存在意義等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 2 8 0 )。  
円柱モデルでは，具体的な物語を

もとに規律の必要性等を導くという

点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，その検討結果

を踏まえて当該物語における登場人

物の行動の適否を検討するという点
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で  [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
交通法規や遺失物横領罪に触れ

ることもあり得るが，そのようなこ

とは予定されていない。  
 
②「特別活動におけるルールづくり」

( 2 8 1 )  
教材の内容は，「サバイバルゲー

ム」という架空事例について全員が

生き残るためのルールを作ること，

修学旅行でのトラブルを想定し，ど

のように解決するかを考えること，

ルールがなぜ必要か，正しいルール

とはどのようなものか，正しいルー

ルができたときにどうしなければな

らないかを考えること，レクリエー

ションのルールを作ること等であり，

教材の目標は，ルール作りやルール

違反があったときの対応の仕方を身

につけること，状況により民主的な

話し合いによってルールを変えるこ

とができることを理解すること，公

正なルールとは何かを考え，民主的

方法によりつくられたルールは守る

責任が あ る こ と を 理解す る こ と 等

（ルールの捉え方，ルールの存在意

義，ルールの正当化要件等というＢ

原理階層に属する事項）である ( 2 8 2 )。 

 
( 2 8 1 )  江口ほか・前掲注 (278)204 頁以下〔髙橋恒明〕。  
( 2 8 2 )  江口ほか・前掲注 (278)207-211 頁〔髙橋恒明〕。  
( 2 8 3 )  日弁連市民のための法教育委員会編著『小学校のための法教育 12 教材』（東洋館

出版社，2017）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項

が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「約束は

絶対に守らなければならないの？」同 36 頁以下（公序良俗等），「他人の権利を尊重す

ること」同 48 頁以下（財産権等），「リーダーを選ぼう！」同 88 頁以下（選挙制度），

「みんなで決めていいこと，だめなこと」同 116 頁以下（民主主義），「正義ってなん

だろう？」同 140 頁以下（裁判員裁判），「「正しい決め方」を決めよう」同 152 頁以下

（裁判手続）。また，「本当に犯人？  三角ロジックで考えてみよう」同 164 頁以下は，

Ａ知識階層に属する事項を扱っておらず，かつ，理論的思考力や多角的な見方の習得

（Ｂ実践階層に属する事項）を目的としているものの（同 164 頁），他方，事実認定と

いうＣ実践階層に属する事項を扱い（二３⑷参照），この点に重きを置いている。した

がって，この教材は，原理性ドグマが発現している他の教材と性質が異なることから，

ここでは取り上げないこととした。  
( 2 8 4 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)16 頁以下。  

円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを想定してルールの必要性を導く

という点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，その予

防のためにルールを自ら策定すると

い う 点 で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当

する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
３ 法律関係者が作成した教材  
⑴  日弁連市民の た め の 法 教 育

委員会編著『小学校のための法

教育 12 教材』 ( 2 8 3 )  
①「約束をする・約束を守る」 ( 2 8 4 )  

教材の内容は，約束事のうち「頼

みごと」を例に挙げ，頼みごと（給

食当番の交代）を巡るトラブルをも

とにして，約束をするもしないも自

由であり，いったん約束をしたら守

らなければならないことを理解する

こと，カードゲーム（チョコレート

を手に入れるために旅の商人に条件

を提示する）を通じて約束をする際

の交渉の重要性を理解すること等で

あり，教材の目標は，契約は自由に

できること，いったん約束をした以

上はそれを守らなければならないこ

とを理解すること等（契約自由の原
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則，自己責任の原則，個人の自律，

自他の尊重 ( 2 8 5 )等というＢ原理階層

に属する事項）である ( 2 8 6 )。  
円柱モデルでは，具体事例につい

ての検討をもとに自己の率直な感覚

から約束の自由の意義等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，約束の自由

という考え方に基づき具体的な契約

交渉というロールプレイングを行う

という点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。 
民法の条文（契約関係）に触れる

ことも考えられるが，そのようなこ

とは予定されていない。  
 
②「「もめごと」の解決方法」 ( 2 8 7 )  

教材の内容は，本の貸し借りを巡

るトラブルについて，当事者双方の

気持ちを踏まえて調停案を考えるこ

と等であり，教材の目標は，間に入

る第三者として紛争当事者の心情に

よく耳を傾け，紛争の原因等を正確

に確認すること，解決方法を創造的

に考える技能を身に つ け る こ と 等

（公平・公正，個人の自律，自他の

尊重 ( 2 8 8 )等というＢ原理階層に属す

る事項）である ( 2 8 9 )。  
円柱モデルでは，当事者双方の話

を聞いた上での自己の率直な感覚か

ら紛争の解決方法（調停案）を検討

 
( 2 8 5 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)13 頁は，この教材は「法的な価値」

として「個人の自律（自分自身のことや自分と他者の関係を自分で決められること）」

と「自他の尊重（自分についても他者についても生命・身体・人格などの重要な権利を

互いに尊重し合うべきこと）」の養成を意図していると解説する。  
( 2 8 6 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)16 頁， 19-20 頁， 23-24 頁。  
( 2 8 7 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)64 頁以下。  
( 2 8 8 )  前掲注 (285)参照。  
( 2 8 9 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)64 頁， 68-71 頁。  
( 2 9 0 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)76 頁以下。  
( 2 9 1 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)13 頁は，この教材は「法的な価値」

を踏まえて政策決定に参加できる資質・能力を育むとし，そこでの「重要な法的価値」

である「民主主義と立憲主義」の理解を意図していると解説する。  
( 2 9 2 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)14 頁は，この教材は「権威」の理

解を意図していると解説する。  
( 2 9 3 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)76 頁， 80-81 頁， 84-85 頁。  

するという点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当

する。  
民法の条文（使用貸借契約など）

に触れることも考えられるが，その

ようなことは予定されていない。  
 
③「なぜ「きまり」を守らなければ

ならないの？」 ( 2 9 0 )  
教材の内容は，きまりや約束に関

することを思い出し，そのきまりを

守ることでどのような良いことがあ

るか，そのきまりがなかったらどう

なるかを考えること，スポーツにお

いて審判に選ばれた人の言うことに

はなぜ従わなくてはいけないのかを

考えること，警察官のように社会の

中できまりに従わせる立場の人（権

威者）がいないかを考え，きまりの

必要性と権威の必要性を確認するこ

と等であり，教材の目標は，社会生

活におけるきまりの必要性に気づく

こと，そのきまりが何を保護しよう

としているのか，そのきまりに従わ

せる正当な力の存在がどこにあるの

かを理解すること等（ルールの捉え

方，ルールの存在意義，民主主義，

立憲主義 ( 2 9 1 )，権威 ( 2 9 2 )等というＢ原

理階層に属する事項）である ( 2 9 3 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感
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覚からきまりの必要性や権威の必要

性等を導くという点で [Ｂ→Ｂ ]思考
に相当する。  
交通ルール や警察官の職務な ど

に関して関係法令（道路交通法，警

察官職務執行法）に触れることも考

えられるが，そのようなことは予定

されていない。  
 
④「ルールづくり」 ( 2 9 4 )  

教材の内容は，休み時間に行うド

ッジボールを通じて，ルールの必要

性（試合を公平で，楽しく，安全に

できるようにするものであること）

を考え，さらに，班で議論を行って

オリジナルのルールを作ること等で

あり，教材の目標は，遊びの場でも

ルールが存在することに気づくこと，

遊びのルールは，公平に楽しく安全

に遊ぶために存在していることを理

解すること，ルールは自分で作れる

ものであり，よりよくできるもので

あることを理解すること等（ルール

の捉え方，ルールの存在意義，民主

主義，立憲主義 ( 2 9 5 )，ルールの正当化

要件 ( 2 9 6 )等というＢ原理階層に属す

る事項）である ( 2 9 7 )。  
円柱モデルでは，自己の率直な感

覚からルールの必要性等を導くとい

う点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，その検討を

踏まえてルールを自ら策定する点で  
[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当する。  

 
( 2 9 4 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)100 頁以下。  
( 2 9 5 )  前掲注 (291)参照。  
( 2 9 6 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)14 頁は，この教材は「「きまり・

ルール」が一般的に備えていなければならない最低限の条件」の理解を意図している

と解説する。  
( 2 9 7 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)100 頁， 103-104 頁， 107-109 頁。 
( 2 9 8 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)130 頁以下。  
( 2 9 9 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)14 頁は，この教材は「配分的正義

（公平あるいは結果の公正）」の理解を意図していると解説する。  
( 3 0 0 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (283)130， 133-134， 136-137 頁以下。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
⑤「なにが公平・不公平？」 ( 2 9 8 )  

教材の内容は，兄弟において，家

に 1 つだけあるカップラーメンをど

ちらが食べるべきか，絵具とクレヨ

ンをどちらが使うべきか，デザート

をどちらが多く食べてよいかという

事例において，公平の観点から，ど

ちらがなぜ利益を受けることが正当

化されるのかを検討すること，次に，

学校において，スペースに限りのあ

る体育館をどの学級がどれくらい使

うのがよいかを検討すること等であ

り，教材の目標は，公平とは利益や

負担の分け方の問題であることに気

づくこと，公平か否かを判断する基

準を理解すること等（公平，配分的

正義 ( 2 9 9 )等というＢ原理階層に属す

る事項）である ( 3 0 0 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

の実感をもとに公平の内実を考察す

る点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，公平の概念

をもとにして具体事案の解決方法を

検討する点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当す

る。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
⑵  日弁連市民の た め の 法 教 育

委員会編著『中学校のための法
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教育 11 教材』 ( 3 0 1 )  
① 「 ボ ー ル の 奪 い 合 い が 始 ま っ

た！？」 ( 3 0 2 )  
教材の内容は， 1 個のバスケット

ボールを奪い合っている友人同士の

トラブルについて，双方の気持ちを

踏まえて調停案を考えること等であ

り，教材の目標は，第三者として紛

争に関わることの意義を理解するこ

と，効率的かつ公正な紛争解決がで

きるようにすること等（公正，個人

の自律，自他の尊重 ( 3 0 3 )等というＢ

原理階層に属する事項）である ( 3 0 4 )。 
円柱モデルでは，効率や公正とい

う 原 理 に基づ い て紛争の解決方法

（調停案）を検討するという点で [Ｂ
→Ｃ ]思考に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
②「どうすれば公平に分けられる？」

( 3 0 5 )  
教材の内容は，10 個のプチシュー

クリームを 3 人でどう分けるかを考

えること，学校の部活動をめぐる部

費，清掃係の負担，グラウンドの使

 
( 3 0 1 )  日弁連市民のための法教育委員会編著『中学校のための法教育 11 教材』（東洋館

出版社，2018）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項

が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「契約を

する・契約を守る」同 16 頁以下（契約の成立要件等），「契約は，いつでも守らなけれ

ばならないの？」同 32 頁以下（契約の成立要件等），「私が加害者？」同 46 頁以下（実

際の裁判例），「ソレイユ国物語」同 74 頁以下（三権等），「本町夏祭り 出店のルール

を考えよう！」同 88 頁以下（大気汚染防止法等），「みんなのことの決め方は？」同 104
頁以下（民主主義等），「盗み食いしたら罰金 10 万円！これって正しいの？」同 128 頁
以下（労働基準法 16 条等），「裁判を経験してみよう」同 158 頁以下（刑事裁判）。  
( 3 0 2 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)58 頁以下。  
( 3 0 3 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)12 頁は，この教材は「法的な価値」

として「個人の自律（自分自身のことや自分と他者の関係を自分で決められること）」

と「自他の尊重（自分についても他者についても生命・身体・人格などの重要な権利を

互いに尊重し合うべきこと）」の養成を意図していると解説する。  
( 3 0 4 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)58 頁， 62-65 頁。  
( 3 0 5 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)116 頁以下。  
( 3 0 6 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)116 頁， 120-121 頁， 124-125 頁。 
( 3 0 7 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)142 頁以下。  

用に係る配分が公平か否かを考える

こと，村長として，村に医者を呼ぶ

ときにその費用を誰がどのように負

担するべきかを考えること等であり，

教材の目標は，実質的公平の考え方

を理解すること等（実質的公平等と

いうＢ原理階層に属する事項）であ

る ( 3 0 6 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

の実感をもとに実質的公平の内実を

考察する点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，実質

的公平という原理に基づいて具体的

な紛争を解決するための検討を行う

点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。 

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
③「オリンピック代表選手は誰だ？」

( 3 0 7 )  
教材の内容は，スポーツクラブ内

に防犯カメラを設置するときにどの

ような手続を経るべきかを考えるこ

と，ボクシングで事前予告なく体重

を量ることが正当なのかを考えるこ

と，ドーピング検査で失格になって

しまった選手について，その手続に
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問題がなかったかを検討すること等

であり，教材の目標は，社会的に物

事を決めるには手続的正義が守られ

なければいけないことを理解するこ

と等（手続的正義 ( 3 0 8 )等というＢ原

理階層に属する事項）である ( 3 0 9 )。  
円柱モデルでは，常識や素直な感

覚をもとに手続的正義の意義を導出

するという点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，手

続的正義という概念をもとに具体事

例を検討するという点で [Ｂ→Ｃ ]思
考に相当する。  
憲法の条文（適正手続など）に触

れることも考えられるが，そのよう

なことは予定されていない。  
 
⑶  関弁連編『法教育教材 わた

したちの社会と法』 ( 3 1 0 )  
①「損害の公平な分担」 ( 3 1 1 )  

教材の内容は，ある生徒が学校へ

の持込みが禁止されているゲーム機

を持ち込み，学校内でそれが壊され

 
( 3 0 8 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)14 頁は，この教材は「手続的正義」

の理解を意図していると解説する。  
( 3 0 9 )  日弁連市民のための法教育委員会・前掲注 (301)142 頁， 146-147 頁， 152-153 頁。 
( 3 1 0 )  関弁連編『法教育教材 わたしたちの社会と法』（商事法務， 2018）。なお，次の

教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，原理

性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「個人の尊厳」同 15 頁以下（憲法

13 条等），「平等」同 27 頁以下（憲法 14 条），「事実認定と証拠」同 80 頁以下（刑事裁

判），「基本的人権の尊重と公共の福祉」同 110 頁以下（基本的人権等），「基本的人権

と調整原理」同 120 頁以下（表現の自由等），「新しい人権」同 132 頁以下（日本国憲

法等），「交渉と紛争解決の方法」同 145 頁以下（訴訟手続）。また，「情報の話の信用

性を考える」同 67 頁以下は，Ａ知識階層に属する事項を扱っておらず，かつ，適正な

議論・判断を行うために各自の意見・判断の基となる情報の信用性を吟味できるよう

にすること（Ｂ実践階層に属する事項）を目的としているものの（同 71 頁），他方で，

事実認定というＣ実践階層に属する事項を扱い（二３⑷参照），この点に重きを置いて

いる。したがって，この教材は，原理性ドグマが発現している他の教材と性質が異な

ることから，ここでは取り上げないこととした。  
( 3 1 1 )  関弁連・前掲注 (310)41 頁以下。  
( 3 1 2 )  関弁連・前掲注 (310)41 頁は，紛争を適切に解決するためには「配分的正義」，「匡

正的正義」等という多角的な視点が必要となると解説する。  
( 3 1 3 )  関弁連・前掲注 (310)42-44 頁。  
( 3 1 4 )  この教材が題材とする事例については，法律的な観点からの分析例として，民法

709 条や同法 722 条 2 項に基づく詳細な検討内容が紹介されている。関弁連・前掲注

(310)54 頁以下。  
( 3 1 5 )  関弁連・前掲注 (310)59 頁以下。  

てしまったという事例をもとに，関

係者がどのように損害を分担すべき

かを検討すること等であり，教材の

目標は，どのような解決を図ること

が正義・公正に適うのかを検討する

ことを通して，「公平」の意味を考え

ること等（配分的正義，匡正的正義
( 3 1 2 )等というＢ原理階層に属する事

項）である ( 3 1 3 )。  
円柱モデルでは，正義や公正とい

う原理に基づいて具体的な紛争を解

決するための検討を行う点で [Ｂ→
Ｃ ]思考に相当する。  
民法の条文（不法行為責任など）

に触れることも考えられるが ( 3 1 4 )，

そのようなことは予定されていない。 
 
②「ルール評価」 ( 3 1 5 )  

教材の内容は，スマホ・携帯電話

を駅構内で使用することを全面的に

禁止する架空の条例について，目的

の合理性や手段の相当性等を検討す
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ること等であり，教材の目標は，法

やルールが妥当であるか検証する過

程を体験することによって，必要と

なる事実に基づき判断するという思

考過程の基礎作りをすること（ルー

ルの正当化要件等というＢ原理階層

に属する事項）である ( 3 1 6 )。  
円柱モデルでは，感情ではなく事

実を前提とする自己の率直な感覚に

基づいて条例の改正案を検討する点

で [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当する。  
過剰な規制 に よ る 人権制約の 問

題として憲法の条文や関係判例に触

れることも考えられるが，そのよう

なことは予定されていない。  
 
③「多数決と民主主義」 ( 3 1 7 )  

教材の内容は，修学旅行先の候補

選びを素材として，決定事項によっ

てどのような決定方法が適切なのか

を考えること，多数決で決めてはい

けないこと，決定の際に考慮すべき

ことを確認すること等であり，教材

の目標は，多数決という意思決定方

法によっても決定する内容には限界

があること，多数決をする前提とし

て十分な議論が必要であることを理

解すること等（集団における意思決

定方法，多数決の限界等というＢ原

理階層に属する事項）である ( 3 1 8 )。  
円柱モデルでは，日常的な場面で

 
( 3 1 6 )  関弁連・前掲注 (310)42-44 頁。  
( 3 1 7 )  関弁連・前掲注 (310)92 頁以下。  
( 3 1 8 )  関弁連・前掲注 (310)93-95 頁。  
( 3 1 9 )  関弁連・前掲注 (310)100 頁以下。  
( 3 2 0 )  関弁連・前掲注 (310)100 頁は，この教材は選挙で投票する際に必要となる多角的

思考の前段階となる思考過程に重点をおいた授業であると解説する。この思考過程は，

合理性，論理性を内容とするものであると解されること（前提条件を確認し，その条

件に適合するものを選択すること。同 101 頁）から，それ自体が直ちに法固有の原理・

価値とはいいがたいものの，これらが当然に前提としている内容であるとも考えられ

ることから，ここではＢ原理階層に属する事項であると整理した。  
( 3 2 1 )  関弁連・前掲注 (310)101-103 頁。  

の実感をもとに適正な決定方法の在

り方を考察する点で [Ｂ→Ｂ ]思考に，

それを踏まえて修学旅行の候補地を

皆で決定するという点で [Ｂ→Ｃ ]思
考に相当する。  

教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
④「代表者を選ぶときに考えること」

( 3 1 9 )  
教材の内容は，文化祭の実行委員

長を決めるため，文化祭を実行する

ために必要なもの，実行委員長の仕

事を具体的に想定し，どのような人

物を選出すべきかを検討すること等

であり，教材の目標は，民主主義の

根幹ともなる選挙において代表を選

ぶ思考過程 の基礎作 り を す る こ と

（多角的思考の前段階となる思考過

程 ( 3 2 0 )等というＢ原理階層に属する

事項）である ( 3 2 1 )。  
円柱モデルでは，多角的思考の考

え方をもとに文化祭の実行委員長と

して誰がふさわしいかを検討すると

いう点で [Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
教材の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 

４ その他の教材  
⑴  法教育推進協議会「私法分野

教 育 の充実 と 法 教 育 の更な る
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発展に向けて」 ( 3 2 2 )  
①「約束をすること，守ること」( 3 2 3 )  

教材の内容は，具体的な貸し借り

の事例から，あやふやな約束，相手

に流されてする約束，約束の軽視，

約束の不履行などの問題点に気づか

せ，「約束をすること，守ること」の

意義を整理すること，実社会の中に

たくさんの貸し借りが存在すること

に気付かせ，貸す側，借りる側が得

られるものを考えること，約束を守

ることで双方が利益を受けられるこ

とに気づかせること等であり，教材

の目標は，約束についての関心を高

め，「約束をすること，約束を守るこ

と」について考えさせること，「貸し

借り」について考えさせ，「約束をす

ること，守ること」についての理解

を深めること（契約自由の原則と契

約に伴う責任の意義等のＢ原理階層

に属する事項）である ( 3 2 4 )。  
円柱モデルでは，具体事例の検討

により得られる実感を通じて契約自

由の原則や契約責任の存在意義を導

出するという点で [Ｂ→Ｂ ]思考に相

当する。  
民法の条文（債務不履行責任，使

用貸借契約）に触れることも考えら

れるが，そのようなことは予定され

ていない。  
 

 
( 3 2 2 )  法務省「「私法分野教育の充実と法教育の更なる発展に向けて」について」2009 年
5 月 15 日（ ht tps : / /www.moj .go . jp / sh ingi1 /kanbou_houkyo_kyougika i_shi ryou_top .h tml，最
終閲覧 2025 年 11 月 11 日）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層

に属する事項が含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断

した。「「経済活動を支える私法の基本的な考え方及び雇用・労働問題」に関する教材」

（労働基準法等），「「労働と法」に関する教材」（最低賃金制度等）。  
( 3 2 3 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 1「約束をすること，守ること」に関する教材」。  
( 3 2 4 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 1「約束をすること，守ること」に関する教材」の

「教材」 1-2 枚目。  
( 3 2 5 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 3「現代社会をとらえる見方や考え方ときまり・契

約」に関する教材」。  

②「現代社会をとらえる見方や考え

方ときまり・契約」 ( 3 2 5 )  
教材の内容は，ゴミ出しのルール，

騒音，コミュニケーションなどのト

ラブルを抱えたある団地の架空事例

をもとに，各問題を誰がどのように

解決（合意）するのがよいかを検討

すること，騒音の問題について，ど

のようなルールを策定すべきかを考

え，そのルールを「効率」と「公正」

という観点から評価すること，ゴミ

出しのルールについて，新たな問題

が生じたがゆえにルールを守らない

ある住民の行動をどう評価すべきか

を検討し，ルールを変更すべき場合

もあることを学習すること，新たに

この団地に入居した家族内の問題を

解決するにあたって，個人の尊厳と

両性の本質的平等を学ぶこと等であ

り，教材の目標は，対立と合意，効

率と公正といった概念的枠組みを使

い，現代の社会的事象を読み解こう

とする態度を育てること，ルールや

きまりについての関心を高め，社会

生活における物事の決定の仕方，き

まりの意義について考えさせること，

人間は社会的存在であること，個人

の尊厳と両性の本質的平等について

理解させること，契約の重要性やそ

れを守ることの意義及び個人の責任

などに気付かせること等（ルールの
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捉え方，ルールの正当化要件，個人

の尊厳，両性の平等，公正等のＢ原

理階層に属する事項）である ( 3 2 6 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを解決するためのルールを効率や

公正という観点から評価し，又は自

ら 策 定 す る と い う 点 で [ Ｂ → Ａ ´→
Ｃ ]思考に相当する。  
民法の条文（不法行為）や憲法の

条文（個人の尊厳，両性の本質的平

等）に触れることも考えられるが，

そのようなことは予定されていない。 
 
⑵  法教育推進協議会『未来を切

り拓く 法 教 育～自由で 公正な

社会のために～』 ( 3 2 7 )  
①「合意形成を図ろう～どこに橋を

作るべきか～」 ( 3 2 8 )  
教材の内容は，架空の離島におい

て，本島（市街地）との連絡橋をど

こに設置すべきか，様々な立場（漁

業関係者，観光関係者など）から利

害を検討し，合意形成を目指すこと

等であり，教材の目標は，自由で公

正な社会の担い手として，課題の解

決に向けて自分自身で考え，その意

見を積極的に分かりやすく述べたり，

自分と異なる見解にも十分配慮して

議論をしたりして，多様な意見・利

 
( 3 2 6 )  法務省・前掲注 (322)の「資料 3「現代社会をとらえる見方や考え方ときまり・契

約」に関する教材」」の「教材」 1-3 枚目。  
( 3 2 7 )  法教育推進協議会『未来を切り拓く法教育～自由で公正な社会のために～』（法教

育推進協議会（法務省），2019）。この教材集は法務省の WEB ページからダウンロード

できる。法務省「高校生を対象とした教材」（ ht tps : / /www.moj .go . jp /house i / sh ihouse ido/  
house i10_00038.h tml，最終閲覧 2025 年 11 月 11 日）。なお，次の教材にはそれぞれカ

ッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が含まれているため，原理性ドグマが発現して

いる教材ではないと判断した。「大学入試のアファーマティブ・アクションについて考

えよう」同 34 頁以下（日本国憲法 14 条），「契約とは何か」同 48 頁以下（消費者契約

法等），「民事紛争解決①～民事裁判・けがの責任をめぐって～」同 68 頁以下（民事裁

判等），「民事紛争解決②～模擬調停・臭いをめぐる争い～」同 77 頁以下（民事裁判等），

「刑事模擬裁判～被告人は「犯人」なのか～」同 84 頁以下（裁判員裁判）。  
( 3 2 8 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)11 頁以下。  
( 3 2 9 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)11-13 頁。  
( 3 3 0 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)20 頁以下。  

害を公平・公正に調整して合意形成

を図ることが，協働の利益を継続し

て確保するために大切であることを

理解させること（ルールの捉え方，

ルールの正当化要件等のＢ原理階層

に属する事項）である ( 3 2 9 )。  
円柱モデルでは，他者と意見交換

しつつ自己の率直な感覚に基づいて

具体事案の解決方法を検討する点で

[Ｂ→Ｃ ]思考に相当する。  
憲法の条文（財産権）に触れるこ

とも考えられるが，そのようなこと

は予定されていない。  
 

②「新たなルールを考えよう～ルー

ルのない村～」 ( 3 3 0 )  
教材の内容は，ルールのない村に

おいて発生したトラブルを解決する

ため，ルールを策定し，そのルール

を手段の相当性，明確性，平等性と

いう観点から評価すること等であり，

教材の目標は，法やルールの意義及

び役割（法は共生のための相互尊重

のルールであり，国民の生活をより

豊かにするものであること，法やル

ールには，人の行動を規制し，社会

の秩序を維持するだけではなく，人

の活動を促進したり，紛争を解決し

たりするなどの機能があること）に
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ついて考えさせ，理解させること，

どのような手続でルールを作成すれ

ばよいか（手続の公平性），作成した

ルールをどのような視点で評価すれ

ばよいか（手段の相当性，明確性，

平等性）について考えさせ，理解さ

せること（ルールの捉え方，ルール

の正当化要件等のＢ原理階層に属す

る事項）である ( 3 3 1 )。  
円柱モデルでは，具体的なトラブ

ルを解決するためのルールを自ら策

定し，評価するという点で [Ｂ→Ａ

´→Ｃ ]思考に相当する。  
授業の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
③「海水浴場の利用ルールを作ろう」

( 3 3 2 )  
教材の内容は，基本的には前記②

と設定が変わっただけであり，教材

の目的は②と同一である ( 3 3 3 )。  
円柱モデルでは，前記②と同様に，

[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考に相当する。  
授業の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 

 
( 3 3 1 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)20-22 頁。  
( 3 3 2 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)26 頁以下。  
( 3 3 3 )  法教育推進協議会・前掲注 (327)26-29 頁。  
( 3 3 4 )  法むるーむネット編著『法むるーむ 社会と法が分かる 15 のストーリー』（清水

書院，2022）。なお，次の教材にはそれぞれカッコ内に示すＡ知識階層に属する事項が

含まれているため，原理性ドグマが発現している教材ではないと判断した。「なかった

ことにできないの？」同 6 頁以下（民法 4 条等），「儲け話にご用心」同 12 頁以下（消

費者契約法等），「フェイクニュースに注意」同 20 頁以下（プライバシー権），「事故は

突然に」同 26 頁以下（民法 709 条等），「はじめてのバイト」同 36 頁以下（労働基準

法），「カタチのないものを守れ」同 44 頁以下（著作権等），「クラスメイトが逮捕され

てしまった」同 50 頁以下（少年審判手続），「裁判員に選ばれた！？」同 64 頁以下（裁

判員裁判），「シンボルの木は伐採しないといけない？」同 74 頁以下（請願），「家庭訪

問してみたら」同 82 頁以下（虐待通知），「まさか彼が DV 男だったなんて …」同 88 頁
以下（ DV 防止法等），「おばさんのパートナー」同 100 頁以下（婚姻制度等），「ポスタ

ーを守れ」同 112 頁以下（表現の自由等），「国際離婚？  子どもはどうなる？」同 118
頁以下（ハーグ条約等）。  
( 3 3 5 )  法むるーむネット・前掲注 (334)106 頁以下。  
( 3 3 6 )  法むるーむネット・前掲注 (334)107 頁。  

⑶  法むるーむネット編著『法む

るーむ  社会 と 法 が 分 か る 15
のストーリー』 ( 3 3 4 )  

この教材集からは 1 つ「スポーツ

から考えるフェア」と題された教材
( 3 3 5 )を挙げる。  

教材の内容は，ファウルをしてで

も勝とうとしてくる相手チームの姿

を見て，スポーツにおいて「フェア

であること」と「勝つこと」のどち

らに意味があるのかを考えること等

である。教材の目標は明示されてい

ないが，キーワードとして「公正と

正義」（Ｂ原理階層に属する事項）が

掲げられている ( 3 3 6 )。  
円柱モデルでは，具体事例の検討

（そこでの実感）を通じて「公正」

の 存 在意義 を導出す る と い う 点 で

[Ｂ→Ｂ ]思考に相当する。  
授業の内容自体が，条文や制度に

言及するような性質のものではない。 
 
５ まとめ―原理性ドグマの実在  
以上のように，複数の教材集にお

いて，原理性ドグマ（ [Ｂ ]，[Ｂ→Ｂ ]
思考又は [Ｂ→ (Ａ ´)→Ｃ ]思考を用い
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るもの）が発現している教材が多数

見られた。したがって，法教育につ

いて通史的に検討した結果得られた

「原理性ドグマの存在」は，理論上

だけのものではなく，教材上実在す

るものであることが示された。さら

に，原理性ドグマが発現している教

材がこのように複数見られることか

らすると，原理性重視主義が発現し

ている教材の数はより増加するので

はないかと考えられる。  
ただし，もちろんのことながら，

Ａ知識階層を扱っている法教育教材

も多数存在する。例えば，江口勇治

＝大倉泰裕編『中学校の法教育を創

る』には計 11 個の教材例が掲載され

ているが，このうち，原理性ドグマ

としてここに挙げた教材は 2 つであ

る（三２⑷）。当該書籍においては，

原理性ドグマに当てはまる教材の方

が少ない ( 3 3 7 )。  
しかし，本稿は，決して原理性ド

グマが法教育のすべてに及んでいる

と主張するものではない。教材の内

 
( 3 3 7 )  本文に挙げたもの以外に次の教材集についても検討したが，いずれも（ないし大

方において）教材内においてＡ知識階層に属する事項に触れているため，原理性ドグ

マの発現が認められないと判断した。千葉大学教育学部・附属連携研究社会科部編『社

会が見えてくる “法 ”教材の開発』（明治図書出版， 2008）（「Ⅱ  社会科としての “法 ”教
材とはどのようなものか」掲載の 7 つの教材），東京大学法科大学院・出張教室編著『ロ

ースクール生が，出張教室。法教育への扉を叩く 9 つの授業』（商事法務， 2008）（た

だし，「ゴミ置き場に関するルールづくり」同 192 頁以下は，研究会報告書のルールづ

くりに関する教材の事案をベースとし（同 193 頁），その内容もほぼ当該教材で想定さ

れているものと共通することから，同教材と同様，原理性ドグマが発現しているとい

える），江口勇治＝渥美利文編著『「法教育」Ｑ＆Ａワーク  中学校編』（明治図書出版，

2008）（ただし，「法は「正義」を実現する？」同 18 頁以下は，正義の類型論をテーマ

とするが，Ａ知識階層に属する事項に触れていないから，原理性ドグマが発現してい

るといえる），橋本康弘編『教室が白熱する “身近な問題の法学習 ”15 選』（明治図書出

版， 2009）（ただし，「背の順に必ず並ぶというルールってよいの？」同 43 頁以下は，

ルールの合理性をテーマとするが，Ａ知識階層に属する事項に触れていないから，原

理性ドグマが発現しているといえる），法と市民をつなぐ弁護士の会編『裁判例を活用

した法教育実践ガイドブック』（民事法研究会，2014），法むるーむネット編著『法むる

ーむ 高校生からの法律相談』（清水書院，2016），大阪弁護士会法教育委員会編『法教

育出張授業マニュアル〔第 4 版〕』（大阪弁護士共同組合， 2022）（ただし，「 11 主権
者教育」のうち「ルール作り」同 102 頁以下は，議論の重要性や多数決の限界等をテ

ーマとするが，Ａ知識階層に属する事項に触れていないから，原理性ドグマが発現し

ているといえる）。  

容として条文や制度（Ａ知識階層に

属する事項）への言及がないものの

「法教育教材」として公表されてい

るものは確かに相当数存在する（そ

して，その範囲を原理性重視主義ま

で広げれば，より数は増えるだろう），

というのが本章の結論である。  

四  法教育のアイデンティティ  

１ 序―分析の対象  
本稿では，法教育の展開史（二）

において，法教育分野において原理

性重視主義が確立されたという見解

を提示し，法教育教材の検討（三）

において，複数の法教育教材が原理

性重視主義のうちの原理性ドグマに

拠って立つものであると分析できる

ことを示した。  
このように，法教育モデルに関す

る諸見解の通史的な分析及び個別具

体的な法教育教材の分析によれば，

法教育の特性として「原理性」が把

握され得ることが示唆されるが，他
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方，「法教育」という教育分野につい

ては，従前の法に関する様々な教育

（憲法教育等）や法学教育との関係

で，これらとどのように異なるのか

が必ずしも明確にされていないとい

う指摘が存在する ( 3 3 8 )  ( 3 3 9 )。  
そこで，本章では，他の教育分野

との区別という観点から，法教育の

隣接分野として認識されている憲法

教育（四２），道徳教育（四３），消

費者教育（四４），シティズンシップ

教育（四５）及び法学教育（四６）

との区別（対比）を行い，これらを

通じて，法教育のどのような点に「法

教育らしさ」が認識されているかを

分析することにより，法教育のアイ

デンティティを明らかにする（四７）。 
 
２ 憲法教育との関係  
⑴  原理性の重視  
前述のとおり（二２），法教育は，

「憲法教育」を起点とする広がりの

中で発展してきた。この意味で，両

者に一定の共通性（重複性又は連続

性）があることは前提となる ( 3 4 0 )。問

題は，憲法教育（さらに少し対象を

 
( 3 3 8 )  北川・前掲注 (21)66 頁。  
( 3 3 9 )  関弁連・前掲注 (110)提案理由第 1 項は，従来の憲法教育，司法教育，人権教育，

消費者教育などは，いずれも特定の分野に重きを置く教育であり，法教育はこれらを

包括する概念であるとするため，憲法教育等は「法教育」の一分野であり，いわば，両

者は質的に異ならないものと理解されている。なお，教育類型として区別を行うこと

につき消極的な態度を示す見解も存在する。例えば，消費者教育と法教育の関係につ

いて，伊見・前掲注 (181)22 頁，佐々木琢至「司法書士が法教育を行う意義」月報司法

書士 548 号 12-13 頁（ 2017）。しかし，これらの見解は，法教育を普及するためにその

実施のハードルを下げることを意図するものであり，理念系として区別を行うことま

で否定する趣旨ではないと考えられる。  
( 3 4 0 )  従来の法教育の問題点の一つとして，憲法の位置づけが曖昧である点を挙げ，法

教育と憲法教育は別物であると指摘する論考として杉浦・前掲注 (198)27 頁。しかし，

杉浦は，他方で，法教育を推進する側から憲法の位置づけを検討するか，従来の憲法

教育は別物として扱って共存するかが問われていると述べていることからすると（同

頁），法教育と憲法教育とが類型として原理的に相容れないものであるという趣旨をい

うものではないと考えられる。  
( 3 4 1 )  中平一義「社会科教育における公民的資質―法教育における憲法的価値・原理

―」学校教育学研究論集 21 号 116-117 頁（ 2010）。  
( 3 4 2 )  中平・前掲注 (341)122 頁。  

広げて社会科教育もここに含める）

と対比したときの法教育の存在意義

がどのような点にあるかである。  
この点，例えば，中平は，日本の

法教育に必要な価値・原理として個

人の尊厳を掲げ，「価値＝憲法的価値」

（「人権主体としての個人」を保障す

るために形成される憲法意識や憲法

規範の根拠となるもの）と「原理＝

憲法的原理」（「主権主体としての個

人」により正当性を与えられた憲法

制度（目的達成のための手段））とい

う分類を示す ( 3 4 1 )。そして，条文の暗

記や統治機構を中心に扱うという従

来の憲法教育が有する問題について，

この大きな要因は，主に統治のシス

テムである憲法的原理と個人の尊重

のための憲法的価値の未分離，ある

いは目的と手段ではなく並列の扱い

を行っていることであると指摘し，

「価値＝憲法的価値」と「原理＝憲

法的原理」とを区別する視点を踏ま

えて法教育を再構築することで，個

人の尊重を根底においた法教育が展

開でき，公民的資質の捉え直しが可

能になると提言する ( 3 4 2 )。  
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こ の見解を 円 柱 モ デ ル を用い て

分析すると，中平は，まず，条文の

暗記や統治機構の内容の理解という

Ａ知識階層に重きを置いていた従来

の憲法教育を批判しているといえる。 
そして，中平の見解は，法教育に

おいて，憲法的原理のみならず，憲

法的価値をも意識的に取り込むこと

を主張するものであるが，この憲法

的価値とは，実定法の外にあり，実

定法の根拠である（究極的には「個

人の尊重」を目的とする）憲法意識

に関わるものであり，憲法典によっ

て目に見えるものとなる性質を有す

るとされる ( 3 4 3 )。つまり，中平の定義

する憲法的価値とは，実定法（憲法

典）の根拠となる（そのうちの一部

は憲法典によって可視化されている）

価値であり，まさにＢ原理階層に属

するものということができよう。  
したがって，中平は，Ａ知識階層

を中心に扱う憲法教育との対比にお

いて，法教育はＢ原理階層を扱う教

育として認識していると分析するこ

とが可能である。  
また，土井は，法的知識の習得の

必要性を強調しつつ，憲法教育と法

教育を切り分けて議論するよりも，

憲法であれ民法であれ，法を学ぶ際

に知識の詰め込みに留まることなく，

基本的な法的見方・考え方を学ばせ

て，さらには現実生活における人間

 
( 3 4 3 )  中平・前掲注 (341)118 頁。  
( 3 4 4 )  大杉昭英ほか「〔第 4 部 パネルディスカッション〕法教育のミニマム・エッセン

シャルズを問う」法と教育 1 号 96-100 頁〔土井真一発言〕（ 2011）。  
( 3 4 5 )  大杉ほか・前掲注 (344)100 頁〔橋本康弘発言〕は，土井の提案を「法的価値を扱

う法教育の意義」を説明したものであるとまとめる。また，土井自身も，別のパネルデ

ィスカッションにおいて，憲法教育というのは法教育の重要な要素であるものの，新

たに法教育という形で打ち出してきているのは，基本的な考え方，ものの見方，ある

いはコミットメントを重視する形で憲法教育を考え直していく必要があることである

と明言する。江口勇治ほか「〔第 6 部 パネルディスカッション〕法教育のめざすもの」

法と教育 1 号 181 頁〔土井真一発言〕（ 2011）。  

としての在り方・生き方にかかわる

問題として考えさせるためにはどの

ような教育方法がよいかを検討する

のが建設的であると指摘し，具体的

には，憲法あるいは立憲主義を学ぶ

上において最も重要な問いは「憲法

とは何か」「立憲主義とは何か」であ

り，この問いを通じて，幸福，公正，

正義，自由，平等という基本的な概

念を習得することができると提案す

る ( 3 4 4 )。  
したがって，土井が提案する法教

育は，円柱モデルによれば，（Ａ知識

階層を軽視しないものの）Ｂ原理階

層に属する事項を主要な内容とする

ものであり，憲法教育との対比にお

いては，法教育の原理性に着目する

ものと理解される ( 3 4 5 )。  
 
⑵  実践性の重視  
このように，憲法教育との関係で，

法教育がＢ原理階層を扱う点（原理

性）に重点を置く見解がある一方で，

法教育に異なる意義を見出す見解も

ある。  
例えば，矢吹は，憲法教育ないし

憲法教育を中心とする公民教育と道

徳教育を通して行われている「法に

関する教育」の問題として，憲法の

知識が暗記するものとして扱われ，

一方的な知識教育になっていること
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( 3 4 6 )，法を主体的・能動的に作る国民

ではなく，法を既存のものとして客

観的・受動的に扱う国民の育成とな

っていること ( 3 4 7 )，法やルールの背

景にどのような目的や価値があるの

か，司法や裁判がどのような役割を

担っているのかを思考することがで

きていないこと ( 3 4 8 )，自らが主体的

に国家や社会を支え作っていく国民

の育成ができていないこと，コミュ

ニケーション能力や多様な意見を調

整して合意を形成する能力を育成す

ることができないこと ( 3 4 9 )を挙げる。

これに対し，矢吹は，法教育研究会

が示した「法教育」は，法律の条文

や制度等の知識について教え込む教

育，遵法精神を身につけさせる教育

ではなく，ルールを作ることに主体

的に参加する能力を育成する思考型

の教育であり，この法教育が，ルー

ルを作ることに自らが参加する能力

を育てるものであるという点が重要

だと評価する ( 3 5 0 )。  
矢吹の見解で注目されるのは，従

前の憲法教育等の問題点として，法

やルールの背景にどのような目的や

価値があるのか，司法や裁判がどの

ような役割を担っているのかを思考

できていなかったことというＢ原理

階層レベルの問題に言及することに

加え，ルールを作ることに自らが参

加する能力を育てるものであるとい

う点が重要だとして，法教育の意義

 
( 3 4 6 )  矢吹・前掲注 (20)75 頁。  
( 3 4 7 )  矢吹・前掲注 (20)80 頁。  
( 3 4 8 )  矢吹・前掲注 (20)72 頁。  
( 3 4 9 )  矢吹・前掲注 (20)76 頁。  
( 3 5 0 )  矢吹・前掲注 (20)66 頁。  
( 3 5 1 )  関良徳「法教育と法批判─解釈法社会学による法批判教育の再構築─」法社会

学 75 号 95 頁（ 2011）は，法批判教育について，比較法的視点や歴史的視点ではなく，

法制度の不備により不正義が現実に発生していることをもとに，「現実的な次元」で行

うべきとする。  

を法創造的活動に求めている点であ

る。  
前述のとおり（二５⑷），ルール作

り は [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と 理解で き

るものであるが，法創造的活動も，

これと同様に，Ｂ原理階層を起点と

して既存の法律又は法律が存在しな

いことに問題意識を持ち，自ら規範

を 作出す る と い う意味で [Ｂ→Ａ ´]
思考と整理することができる。自ら

策定した規範を用いて現実社会の問

題を解決するという点を含めれば，

[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考となるが，法創造

的活動は，基本的には，現状に何か

しらの問題（不具合）があることを

前提として，それを解消するために

行われる性質のものであることを踏

まえると ( 3 5 1 )，仮に当該見解や教材

の中に現実社会に活用することが明

示 さ れ て い な く て も ， そ の 構造は  
[Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と 表 現 す る こ と

ができる。そこで，これらの思考を

合わせて表現する際には， [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考と表現する。  
また，本稿では，ある事項（Ｂ原

理階層に属する事項かＡ知識階層に

属する事項かは問わない）を活用し

てＣ実践階層に展開する性質，すな

わち，[Ａ→Ｃ ]思考又は [Ｂ→ (Ａ ´)→
Ｃ ]思考のように，「教育活動におい

てＣ実践階層が扱われるという法教

育が有する一つの特質（一側面）」の

ことを「（法教育の）実践性」と呼ぶ。  
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そうすると，矢吹は，法教育の原

理性に加えて，法教育の実践性にも

（むしろ，後者の方に）法教育の意

義を見出しているといえる。  
矢吹と同様に，法教育の実践性を

重視する見解としては，次のような

ものがある。  
三浦は，現状の社会科公民分野，

政治経済等の授業は制度や仕組みの

理解が中心であるが，既存の制度や

仕組みの知識理解を単純に正当化す

るのではなく，一度離れた視点から

全体を相対化することが必要であり，

法が社会システムの一つであると同

時に他の政治や経済などのシステム

をも根拠づける重要な機能を担って

おり，社会全体を見渡しつつその関

連性を意識できるものであることか

ら，法に関する学習に注目すべきで

あると指摘する ( 3 5 2 )。  
三浦は，別稿において，現在の学

校教育とりわけ社会科における学習

が，日本国憲法や様々な諸権利・制

度などの理解を中心とし，法の静態

的な理解にとどまっているという問

題意識に基づき ( 3 5 3 )，法と社会の動

態的構造（法は，政治や経済，文化

といった複雑な行為領域と絡み合っ

 
( 3 5 2 )  三浦朋子「法教育に関する理論的考察および新たな方向性―法と社会の見方に

よる差異と学習類型の分析から」社会系教科教育学研究 19 号 86 頁（ 2007）。  
( 3 5 3 )  三浦・前掲注 (235)189 頁。  
( 3 5 4 )  三浦・前掲注 (235)191 頁以下。  
( 3 5 5 )  中曽久雄「法教育における憲法学習の一視点①  憲法学習のための授業開発に向

けて―地方公務員災害補償法に基づく遺族年金の受給資格における男女間格差に関

する事例を題材として―」愛媛大学教育学部紀要 63 巻 243-244 頁（ 2016）。  
( 3 5 6 )  男女間における遺族年金の受給資格格差に関する判例（最判平成 29 年 3 月 21 日
集民第 255 号 55 頁）を題材とする授業実践につき，中曽・前掲注 (355)244 頁以下。  
( 3 5 7 )  夫婦同氏制度に関する裁判例を題材とする授業実践につき，中曽久雄「法教育に

おける憲法学習の一視点②・憲法学習のための授業開発に向けて―夫婦同氏制度の

事例を題材として」地域創成研究年報 12 号 69 頁以下（ 2017）。  
( 3 5 8 )  労働者災害補償における外貌醜状障害の評価に関する男女間格差に関する裁判例

（京都地判平成 22 年 5 月 27 日判タ 1331 号 107 頁）を題材とする授業実践につき，中

曽久雄「法 教 育 に おける 憲 法 学習の 一視点③  憲 法 学習の た め の 授 業 開 発 に向けて

 

た社会（生活世界）の媒体としての

意味を持ち，社会の要求に応じて修

正，変更，創造されるという構造）

を踏まえ，市民が法に対して何を要

求し，法がそれに対してどう応えて

いくのかという視点を社会科の中に

取り入れて授業を構成していく必要

があると主張していることをも踏ま

えると ( 3 5 4 )，Ｂ原理階層（原理性）の

みではなく，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考）が有する実践性に重点

を置いていると評価できる。  
また，中曽久雄は，従来の憲法教

育は憲法の基本理念・法制度・法的

価値等の法的知識獲得のみの学習に

終始し，子どもが自ら検討・解決し

ていく市民性教育のための社会科教

育になっていないという問題意識を

踏まえ，憲法学上の問題について違

憲か合憲かを検討し，それぞれの視

点でいかに憲法論を展開できるかを

内容とする授業として ( 3 5 5 )，例えば，

男女間における遺族年金の受給資格

格差に関する判例 ( 3 5 6 )や，夫婦同氏

制度に関する裁判例 ( 3 5 7 )，労働者災

害補償における外貌醜状障害の評価

に関する男女間格差に関する裁判例
( 3 5 8 )を用いた実践案を提示する。  
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その中で，中曽は，法教育として

の憲法教育では，個別の具体的な事

案に対して憲法を適用する推論の仕

方について多様なアプローチが存在

するということに気づくことに重点

を置き，事案を的確に認識し，そこ

で提起されている問題を多面的に考

察することが要求されること，憲法

学習において育成される能力は，単

に憲法の理解に資するものだけでは

なく，広く社会において必要とされ

る議論やプレゼンテーションの能力

の涵養に も資す る こ と を指摘す る
( 3 5 9 )。つまり，中曽は，法教育として

の憲法教育の意義を，事案の的確な

認識，多角的な考察（多様なアプロ

ーチ），議論やプレゼンテーション能

力の涵養に見出しているといえる。

また，中曽は，法教育としての憲法

教育は，憲法学の基本的概念の獲得

はもちろん，現在の問題に対する解

決を模索して思考し，判断するため

の知識の取得に加え，憲法に関する

具体的事例を通じて，いわば「生き

た憲法」の知識を習得することに役

立つとする ( 3 6 0 )。  
このように，中曽が提示する法教

育としての憲法教育は，憲法問題を

取り扱った判例や裁判例を通じて，

憲法が現実社会においてどのように

 
―労働者災害補償における外ぼうの醜状障害に関する男女間差別の問題を題材とし

て―」愛媛大学教育学部紀要 64 巻 231 頁以下（ 2017）。  
( 3 5 9 )  中曽・前掲注 (355)252 頁。  
( 3 6 0 )  中曽・前掲注 (357)76 頁。  
( 3 6 1 )  岡部ほか・前掲注 (193)65 頁。  
( 3 6 2 )  岡部ほか・前掲注 (193)68 頁。  
( 3 6 3 )  岡部ほか・前掲注 (193)68-69 頁。  
( 3 6 4 )  本文で述べたとおり，岡部ほかは，法教育の性質について「思考型」という表現

を用いるが，これは条文や制度を掘り下げてその原理や価値を検討するというもので

はなく，知識を現実社会に活用してする点に重点を置くものであるから法教育の原理

性ではなく実践性に着目していると理解される。「思考型」「参加型」という文言と「原

理性」「実践性」という法教育の性質が必ずしも一対一対応するわけではない点に注意

する必要がある。  

作用するか（し得るか）を検討する

という点において [Ａ→Ｃ ]思考に相

当し，憲法の知識を習得するのでは

なく，「生きた憲法」の知識を習得す

るという点をもあわせて実践性を重

視していると評価できる。  
岡部ほかは，法教育は，法やルー

ルの背景にある価値観やその機能あ

るいは意義を考える思考型の教育と

して提唱されているとし ( 3 6 1 )，新し

い憲法学習の理論として従来型の憲

法学習に見られる知識習得型と法教

育に見られる思考型とを相補的に組

み合わせる課題解決型学習を提案す

る ( 3 6 2 )。その具体的な内容は，第一に，

基礎的知識を示し問題意識を喚起す

ること（例えば，法の下の平等（憲

法 14 条）や両性の本質的平等（同 24
条）），第二に，課題テーマについて

生徒自身の考えをまとめさせること

（求人広告に男女の不平等がないか

を検討する），第三に，班あるいはク

ラス全体で議論させること，第四に，

まとめの復習を行うことを内容とす

るものである ( 3 6 3 )。この見解も，知識

を活用する（Ａ知識階層又はＢ原理

階層に属する事項を活用してＣ実践

階層に展開する）という法教育の実

践性を重視している ( 3 6 4 )。  
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⑶  小括―憲法教育と法教育の

対比  
いままで見てきたように，憲法教

育との対比において法教育の有用性

を認識する論者は，そのような見方

は一面的であると指摘する見解も存

在するものの ( 3 6 5 )，基本的には，憲法

教育が知識教育に陥っており ( 3 6 6 )，

内容として不十分であるという問題

意識を有している ( 3 6 7 )。  
これに対して，その状況を改善す

ることが法教育に期待されているが，

論者によって，法教育のどのような

性質に重点を置いているかが異なる。

一つは，法教育の原理性（Ｂ原理階

層）に重点を置く立場があり，もう

一つは，法教育の実践性（Ｃ実践階

層）に重点を置く立場である（【図表

13】）。  
 ここで，なぜ憲法教育との関係で

は法教育の実践性に重点を置く立場

が多いのかを仮説的に考察すると，

憲法教育は，もともと知識教育的な

側面が極めて大きい（そして，それ

は問題である）と認識されており，

これを理由として法教育の有用性が

 
 
【図表 13】憲法教育と法教育の関係  

 

 
( 3 6 5 )  吉田俊弘「〈点からプロセスへ〉の憲法教育に向けて―主権者教育権論争から考

える憲法教育の課題」民主主義教育 21・2 号 5 頁（ 2008）は「知識先行型の憲法教育」

と「思考型・社会参加型の法教育」という二分法を前提に法教育の優位性を称揚して

いくような分析に疑問を呈する。同様の見解として，渡邊・前掲注 (182)15 頁。吉田の

見解を引用して賛意を示す見解として，大杉ほか・前掲 (344)96 頁〔土井真一発言〕。  
( 3 6 6 )  憲法教育が知識教育に陥っていると指摘する論考として，本文で挙げたもののほ

か，橋本康弘「新学習指導要領における法教育  法教育に関して法律実務家に求めら

れること」ひろば 65 巻 10 号 5 頁（ 2012），斎藤・前掲注 (20)29 頁，神内聡ほか「〔パ

ネルディスカッション〕憲法教育を法教育の観点から考える」法と教育 12 号（ 2022）
67 頁〔野坂佳生発言〕， 69 頁〔神内聡発言〕，菊地洋ほか「法学的視点を醸成させる授

業づくり―中学生に求められる法的リテラシーの探求―」教育実践研究論文集 7 巻
23 頁（ 2020）。憲法教育として「条文暗記，良くて条文解釈的な教育のみ」が行われて

いる状況は戦後一貫していたと指摘する論考として，杉浦真理「憲法教育の歴史的変

遷と課題」民主主義教育 21・ 3 号 239 頁（ 2009）。  
( 3 6 7 )  例えば，今・前掲注 (192)68 頁は，従来型の憲法教育では公民的資質を持った日本

国民が出来上がるわけではないことは昨今の状況（特に少年犯罪の増加など）から考

えれば明らかであると指摘し，法教育の必要性を説く。  
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認識されたのであるが，逆に言えば，

従来の憲法教育において知識の教授

は十分に行われているという前提が

存在するためではないかと思われる。

つまり，従来の憲法教育については，

「知識を知識として教え，それで終

わり」とされていたところに問題性

が認識されており，その問題を解決

する方途としての「知識の活用」と

いう法教育の実践性が注目を集めた

のではないか，ということである。  
他方，原理性との関係においては，

特に人権規定については，前述のと

おり（二３⑵），そもそも原理性を帯

びているものであるといえるため，

憲法教育の内容自体に最初から原理

的要素が含まれている。その結果，

法教育としてその原理性をさらに追

求する方向性よりも，実践性を追求

する方向性の方に有用性が見出され

たのではないかと考えられる。  
このような意味で，憲法教育と法

教育とは，前者で知識を習得し，後

者で実践する（又はその知識を掘り

下げる）というような役割分担が意

識されているといえるかもしれない。 
 
３ 道徳教育との関係  
⑴  共通点と相違点  

 
( 3 6 8 )  赤堀博行「道徳教育とさまざまな教育課題との関連（第 12 回）道徳教育と法教育」

道徳と特別活動 30 号 29 頁（ 2014）。  
( 3 6 9 )  大杉昭英「学校教育から見た法教育の課題と展望」ジュリ 1353 号 36 頁（ 2008）
は，「体験的な学習領域」において「①ルールについての学習」「②ルールに基づいて

身のまわりのトラブルの解決方法について考える学習」これらを通じて公平な第三者

として公正に判断する経験を行い，これを発展させて，「概念的な学習領域」において

「③民法，刑法，憲法の基本的な考え方についての学習」「④法に基づいて法的紛争の

解決（裁判による解決及び裁判以外の紛争解決）方法について考える学習」これらを

通じて「公平な第三者として公正に判断する経験」を行うべきであるとするが，この

ような日常的レベルから非日常的レベルへの展開という発想と赤堀の発想には類似性

があり，大杉のいう「体験的な学習領域」での学習が赤堀のいう「道徳教育」（を含む

諸活動）に対応するのではないかと考えられる。同様に，荒明聖「教育現場での法教育

の展開 初等教育における法教育の実践」ひろば 63 巻 6 号 40-41 頁（ 2010）は「砂場

から法教育へ」を標語として掲げ，子どもの身近な生活場面を題材とする法教育の重

要性を説き，道徳教育と法教育の連続性（前者から後者への発展）を論じる。  

次に，法教育と道徳教育の対比に

おいて，法教育の存在意義がどのよ

うな点に見出されているかを検討す

る。  
まず，法教育と道徳教育の関係に

ついて，両者に一定の共通性を見出

す見解が複数存在する。  
 例えば，赤堀博行は，多くの道徳

の内容についての指導が法教育の目

指す資質や能力を養う素地になると

した上で，学校において法教育を展

開する場合には，社会科や生活科な

どにおける法に関わる知識や理解と

併せて，それらを望ましい形で活用

するための心情や態度を道徳教育と

して養うことが大切であると述べる
( 3 6 8 )。  

この見解は，初等的な段階では道

徳教育が，それ以降の段階では生活

科や社会科において法教育が実践さ

れ，両者が連続的に行われることを

想定する ( 3 6 9 )。  
また，田中雅裕は，法教育では「法

的なものの考え方」や「法やルール

の背景にある価値観」などを身につ

けることはもちろん，その前段階で，

相手の気持ちを思いやったり相手の

立場に立って考え行動したりするな

ど，人間関係を築き，一人の人間と
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して生きていく上で大切なことを学

ぶことができるとして ( 3 7 0 )，法教育

の内容に道徳教育が含まれるかのよ

うな理解を示す。  
内藤雅人は，「自分も他者も自由

で安全な生活を営む権利を等しくも

っている。自分を大切にすることは，

すなわち他者を尊重することである」

という明確な認識をもって指導に当

たる道徳教育が「法教育」にほかな

らないと指摘するが ( 3 7 1 )，この見解

も，実質的には，道徳教育と法教育

に同質性を見出しているものと理解

できる ( 3 7 2 )。  
さらに，鈴木浩は，学校が「法教

育」に真剣に取り組むことで地域の

関心が学校に向き，ともに学ぶ場と

して学校が再生していく可能性を感

じていると述べ，学校が崩壊しかけ

ているところは地域も崩れているの

であり，その地域をつなぎとめるに

は，住民がみんなでルールを作った

 
( 3 7 0 )  大谷ほか・前掲注 (181)49 頁〔田中雅裕〕。  
( 3 7 1 )  内藤雅人「導入・終末で生かす「心のノート」」道徳教育 577 号 30 頁（ 2006）。  
( 3 7 2 )  内藤のいう「自由で安全な生活を営む権利」は憲法 13 条（幸福追求権）等をいう

ものとも理解できるが，その内容自体が一種の道徳的徳目であり，法に固有な（道徳

に新たな視点を加える）考えではないことから，本文に記述したとおり理解した。  
( 3 7 3 )  鈴木・前掲注 (182)45-46 頁。  
( 3 7 4 )  例えば，田中成明「法教育に期待されていること―道徳教育・公民教育への組

み込みに当たって」ジュリ 1353 号 31 頁（ 2008）は，法と道徳とは，権利・義務・責

任などの基本的概念が共通であり，それぞれの観念の内容も核心部分では重なり合う

ことが多いとする。  
( 3 7 5 )  大村・前掲注 (2)133 頁は，規範倫理学とより広くは実践哲学の復権が著しいこと

と，東欧革命後の市民社会の復権，公共性の再編の動きを踏まえると，道徳教育と法

教育とは重なり合うことになるとする。  
( 3 7 6 )  田中は，個人規範とは，学習指導要領における道徳の内容の説明で「主として自

分自身に関すること」とされているものにほぼ対応し，個人の良心や自律的選択など，

個人の内面的・主観的心情の規律に関わるものであるのに対し，社会規範とは，同じ

く「主として集団や社会とのかかわりに関すること」にほぼ対応し，社会成員によっ

て相互の外面的行動を規律するものとして共通に受容されるべきものであり，一定の

社 会 的サンクション に よ っ て裏打ちさ れ て い る規範で あ る と す る （田中・前掲 注

(374)31 頁）。大村・前掲注 (2)131-133 頁も，指導要領の掲げる 4 つの大項目（①主とし

て自分自身に関すること，②主として他の人とのかかわりに関すること，③主として

自然や崇高なものとのかかわりに関すること，④主として集団や社会とのかかわりに

関すること）のうち，①や③に関わることは法教育にとっては間接的にしか関わらず，

大きく重なるのは②④，特に④とする。  

り，マナーについて話し合ったりし

なければならず，その繰り返しによ

って新しい世代の地域社会を再構築

していく必要があると主張しており
( 3 7 3 )，法教育によってマナー意識を

醸成することまでをも意図する。  
法学者の見解においても，法と道

徳の重なりがあることは共通認識と

なっており ( 3 7 4 )，この限りでは，道徳

教育と法教育との共通性は認められ

る  ( 3 7 5 )。しかし，法と道徳の違いと

いう観点から，道徳教育の一環とし

て法教育が行われる際に注意するこ

ととしていくつかの事項が指摘され

ている。  
例えば，田中は，法の多様な社会

的機能を考えると，法と道徳の共通

面ばかりを強調することはあまり適

切ではなく，道徳教育の一環として

法教育を実施するに当たっては，個

人道徳・社会道徳 ( 3 7 6 )・法の微妙な相

互関係が的確に理解されるように，
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法教育の学習内容や教材を整序する

必要があり，道徳教育における法教

育の意義・効果を過大評価しないよ

うに留意すべきであるとして，とり

わけ「法的モラリズム」（法による道

徳の強制の効果を過大評価すること）

や「リーガリズム」（法というものを

至上視し，社会倫理や政治社会に関

するあらゆる問題をできるだけ一般

的な法的ルールのもとに置き，権利

義務の問題として捉え，裁判などの

法的規準・手続によって処理するの

をよしとすること）の弊害に陥らな

いように注意しなければならないと

述べる  ( 3 7 7 )。  
また，大村敦志は，法と道徳が重

なる部分においてもそれらが全く同

じというわけではなく，近代以降の

法には，道徳の固有の領域を侵犯し

ないという制約が課せられているこ

とから，法教育において留意すべき

こととして，第一に，道徳と法とが

重なる部分における法の特色を明ら

かにすること（両者の違いは強制力

の差異だけかの問題），第二に，道徳

の領分のうち法が侵犯してはならな

い部分（逆に，世俗道徳以外の道徳

が姿を見せてはいけない部分）を明

らかにすること（公共圏と親密圏，

公と私という二分法やプライバシー

の定義の問題）を挙げる ( 3 7 8 )。  
 
⑵  原理性の重視  
以上のように，道徳教育と法教育

 
( 3 7 7 )  田中・前掲注 (374)32 頁。  
( 3 7 8 )  大村・前掲注 (2)133-134 頁。  
( 3 7 9 )  渡邉満＝福原礼子「学び合う共同体の構築をめざす道徳教育の研究―総合的な

学習の時間における法教育と道徳の時間における道徳教育の相互連携の可能性―」

兵庫教育大学研究紀要 27 巻 18 頁（ 2005）。  
( 3 8 0 )  渡邉ほか・前掲注 (379)18 頁。  
( 3 8 1 )  渡邉ほか・前掲注 (379)21 頁。  

との間には重なりがあり，それゆえ，

法と道徳の違いという観点からいく

つかの注意点が提示されたが，他方

で，法教育的な観点から従来の道徳

教育を変革しようとする見解も存在

する。それらは，いわば，「法教育的

な道徳教育」ないしは「法教育とし

ての道徳教育」のイメージを提示す

るものである。  
例えば，渡邉満ほかは，道徳はい

ままで個人の内なるものとして捉え

られていたが，物事を何が本当に正

しいか理性に基づいて考え，互いに

相互支持性を見出すことで，双方の

ずれている価値観の修正を行い，社

会生活をより円滑に送ることができ

るとする ( 3 7 9 )。現代社会においては，

価値観の多様化による相互理解の困

難さに起因する問題の解決には，正

しさに基づき互いに納得する答えを

導き出す法的思考が有効であること

から ( 3 8 0 )，道徳の時間における道徳

教育と総合的な学習の時間における

法教育が連携することによって，心

情や個人の道徳性に基づいて価値を

教えることが困難であった子どもが

現実的な問題を解決する力を身につ

け る こ と が可能に な る と 主張す る
( 3 8 1 )。  

この見解は，つまり，道徳が「正

しい」とする事項を理性に基づいて

（感覚的にではなく）考察する点に

法教育的な要素を見出しているとい
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える ( 3 8 2 )。  
ここで，渡邉と同様の考えを示す

見解として，大村の見解を紹介した

い。  
大村は，「としょかんライオン」と

いう絵本をもとに，「きまり」が存在

する意味（例えば，なぜ図書館では

静かにしなければならないのか）や

「きまり」が存在すれば何でも解決

するのか（図書館では静かにしなけ

ればならないというルールには例外

はないのか），「きまり」が存在しな

ければ何でもしてよいのか（図書館

にはライオンも入れるのか）などを

根本に立ち返って考察する学習を提

案する ( 3 8 3 )。大村は，例えば，「図書

館では静かにしなければならない」

ことを教えることが，はたして「法

教育」になるのか，これは道徳教育

ではないかという反論が考えられる

と自ら問題提起した上で，確かに，

ここで扱われているのは「法律」の

問題ではないが，まぎれもなく「法

の問題」であると断言する ( 3 8 4 )。  
大村は，その理由を次のように説

明する。「法」とは，社会生活上のル

ールであり，違反に対して程度の差

はあれ何らかの制裁がなされるもの

だとすると，図書館の「きまり」は

 
( 3 8 2 )  法に基づく検討の結果，道徳教材において示される道徳的価値に疑義が生じる場

合もある。「人権のための法教育」という観点から既存の道徳教材を検討し，当該教材

がテーマとする道徳的徳目の再解釈を行う論考として，小山香「道徳の教材を人権の

ための法教育の観点で読み解く」法と教育 9 号 71 頁以下（ 2019）。  
( 3 8 3 )  大村敦志「としょかんライオン考―子どもとともに法を考える」ジュリ 1353 号

21-26 頁（ 2008）。  
( 3 8 4 )  大村・前掲注 (383)26-27 頁。  
( 3 8 5 )  大村・前掲注 (383)27 頁。  
( 3 8 6 )  例えば，なぜ「図書館では静かにしなければならない」のかを考察する際に現れ

るのは，他人の権利・利益の尊重，自分の行動の自由・必要性，この 2 つをいかに調

整するかということであり，これは（民事）責任の基本的な考え方であることや（大

村・前掲注 (383)23-24 頁），「図書館にはライオンも入れるのか」を考察する際には，自

分たちと異質で疎遠な（と感じる）存在を受け入れるべきか否かが問題となり，そこ

では，平等原則とその限界，選択の自由とその限界が現れるとする（同 26 頁）。  

「法」にほかならない ( 3 8 5 )。  
しかし，大村が述べている具体的

な学習内容（発問内容やその意図）

を踏まえて分析すると，大村が「と

しょかんライオン」を法教育と位置

づける（位置づけることが可能であ

ると認識する）のは，「図書館では静

かにしなければならない」という「き

まり」の根拠を，「そうすることが大

切だ」という情緒的・感情的なとこ

ろに求めたり，その「きまり」を所

与のものとして捉えたりするのでは

なく，その「きまり」を客観的に一

般性のある法の原理から考察する点  

( 3 8 6 )（逆に言えば，具体的な「きまり」

から法の原理に行き着く点）ではな

いかと考えられる。  
同じく野坂は，正義原理や法原理

を法の学習の対象として重視すると

しても，これらは極めて抽象的な理

念であるから，知識として得るだけ

では身の回りの紛争や身近な社会的

問題を公正妥当に解決する能力の向

上にどれだけ資するところがあるか

疑問であり，むしろ，できるだけ具

体的な場面を設定し，その場面で各

自が原理原則に照らしてどう考え，

判断するのかという思考過程と各自

の判断の違いの理由に焦点をあわせ
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た議論重視の学習が望ましいと主張

する ( 3 8 7 )。  
野坂は，一見して道徳的な問題を

扱っているように見える場合におい

ても，判断基準として正義原理ある

いは法原則を参照するという点にお

いて道徳教育との違いが明らかにな

るであろうと端的に述べるが ( 3 8 8 )，

この言葉のとおり，法教育的な道徳

教育とは，ある規範を所与のものと

して捉えずに ( 3 8 9 )，かつ，その規範の

正当化根拠を，心情や感情ではなく
( 3 9 0 )  ( 3 9 1 )法の原理的な部分にまで遡

って考察する，という点に特色があ

 
( 3 8 7 )  野坂・前掲注 (62)20 頁。  
( 3 8 8 )  野坂・前掲注 (62)20 頁。  
( 3 8 9 )  矢吹・前掲注 (20)74 頁は，学習指導要領における道徳の目標を列挙し，道徳教育

は「約束やきまりを守るという遵法精神の指導」を中心としていると分析し，法教育

研究会は，このような道徳教育に対し，法やきまりを守ることだけを強調するのでは

なく，法やルールの必要性やありようを理解させることの重要性を指摘していると整

理する。  
( 3 9 0 )  長谷川真里ほか「法的推論と法教育―心理学研究の到達点と法教育への可能性」

法と心理 11 巻 1 号 84 頁（ 2011）は，道徳教育には「心情主義」と呼ばれる特徴（「癖」）

があるとし，典型的な道徳の授業では，事実の検証，行為や意図の批判的検討，きまり

や規範の存在理由・意義についての確認，そういった作業に基づいたきまりや規範の

適用の適否というプロセスが曖昧になることが多いという問題があり，道徳教育の「癖」

は，道徳教育と法教育の関係を考える際に留意すべき点であると指摘する。同様の指

摘として，長谷川真里ほか「法教育の現状と可能性―シチズンリテラシーを考える」

法と心理 12 巻 1 号 71 頁（ 2012）。  
( 3 9 1 )  人権教育が「もっぱら道徳的・理念的なものとして扱われてきたこと」を問題視

する論考として，北川善英「人権教育論の課題―憲法学からの問題提起」全国教育ネ

ットワーク編『法教育の可能性―学校教育における理論と実践』 49 頁以下（現代人

文社， 2001）。  
( 3 9 2 )  ただし，外山紀子＝長谷川真里「人権に関する素人の法的判断と道徳的判断」法

と心理 10 巻 1 号 133 頁以下（ 2011）は，個人の権利や公共の福祉が葛藤する場面を提

示し，法的判断（法的な観点から考えるよう誘導した判断）と道徳的判断（どうすべき

かと聞いた判断）を求めたところ，両者の判断には相違がほとんどなく，可能性を決

めつけたり，一方の利益にのみ注目したり，手続の適正さにほとんど注意を払わない

といった特徴が認められたとのことであるから，教育現場において道徳教育と法教育

とを接合することには一定の困難が伴うと考えられる。  
( 3 9 3 )  中原朋生「正義とケアを視点とする法教育と道徳教育の連携―米国の小学校に

おける共通単元「責任」を手がかりに」法と教育 4 号 5 頁以下（ 2014）。中原と同様に，

ギリガンの説く道徳性と道徳教育の親和性，コールバーグの説く道徳性と法教育の親

和性を指摘する論考として，山本聡「道徳性と法教育の対立と相互補完性―心情理解

と権利主張の観点から」法と教育 7 号 81 頁（ 2017）。  
( 3 9 4 )  ただし，法教育と道徳教育を結合させることについて，中村浩爾「法教育と道徳

教育―法と道徳との区別と関連」法の科学 41 号 141 頁（ 2010）は，「自由でない教

師」が，抵抗や不服従の精神に支えられた主体性を生徒に教えることは不可能である

ことを理由に，現状では，「遵法」あるいは「服従」を教え込む場になる可能性の方が

強いと悲観的な見通しを示す。  

るといえるであろう ( 3 9 2 )。  
さらに，中原朋生は，C.Gil l igan（ギ

リガン）が提唱したケアを中心とす

る道徳性発達論（ケアのアプローチ）

と L.Kohlberg（コールバーグ）が提

唱した正義を中心とする道徳性発達

論（正義のアプローチ）の対比とい

う観点からアメリカで用いられてい

る典型的な道徳教材及び法教育教材

を分析し，基本的には，道徳教育が

採るアプローチは前者であるのに対

し，法教育が採るアプローチが後者

であるとして，両者は相互補完的な

教育活動であると主張する ( 3 9 3 )  ( 3 9 4 )。 
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中原の整理によれば，ケアのアプ

ローチは，人間関係を内的視点によ

って状況の文脈に入って他者の感情

やニーズを含めたケアの視点から捉

え，道徳的問題は，人間関係やつな

がりを維持し，他者の幸福を促進し，

苦しみや傷を和らげる配慮によって

解決されるべきであるとする ( 3 9 5 )。

これに対し，正義のアプローチは，

人間関係を個人の思いや願いから分

離した形式的な利益や役割，また義

務と責務によって結びつけられた関

係と認識し，道徳的問題は，公正さ

を含むルール，原則，基準を適用す

ることによって解決することを志向

する ( 3 9 6 )。  
このような対比からすると，中原

の見解も，道徳教育との対比におい

て，法教育の特質を外部性・客観性

に求めているということができる。  
 
⑶  小括―道徳教育と法教育の

対比  
いままで見てきたように，道徳教

育との対比において法教育の有用性

を認識する論者の中には，道徳教育

が心情主義に陥っており，内容とし

て不十分であるという問題意識を有

している者が多い。  
これに対して，その状況を改善す

ることが法教育に期待されているが，

多くの論者は，法教育の原理性に重

点を置いている。すなわち，道徳教

 
( 3 9 5 )  中原・前掲注 (393)8 頁。  
( 3 9 6 )  中原・前掲注 (393)7 頁。  
( 3 9 7 )  道徳教育と対比したときに，法教育の意義を道徳的徳目の教え込みではなく生徒

自身の議論（言語化）に見出す論考として，西島卓「法教育を中心とした道徳教材の開

発」日本私学教育研究所紀要 56 号 5 頁（ 2020），原田雅子「公徳心，公共心―生徒中

心の授業展開で育てる―」道徳教育 577 号 20 頁以下（ 2006）。また，道徳教育 577 号

(2006)に掲載されている「「法教育」を意識した授業」の実践報告には，例えば，星直

樹「身近な経験の掘り起こしから，公共への意識を育てる」同 38 頁以下のように，ル

ール，きまり又は法の存在意義等をテーマとするものが多い。  

育において「当然」と扱われている

（その結果，子どもにとって感銘力

や実効性を失っている）ルールにつ

いて，なぜそのルールが存在するの

かを根本に立ち返って（法原理や正

義原理から）言語化して説明を加え

るという点に法教育の意義が見出さ

れているといえる ( 3 9 7 )。  
この傾向は，道徳教育と法教育を

相互補完的であると位置づける見解

にも妥当する。  
ここで，この傾向を円柱モデルに

当てはめて分析すると，道徳規範は，

厳密には既存の条文や制度とは異な

るためＡ知識階層に属するとはいえ

ないが，物事の是非を判断するため

の規範という点ではＡ知識階層に属

する事項と同じレベル（円柱モデル

を適用して図的に表現すれば，Ａ知

識階層と同じ「平面」）にあるものと

して「Ａ ´」と表現できる。  
そうすると，各論者が指摘する道

徳教育と法教育の関係性は，Ａ ´（道
徳規範）の存在と内容をそのまま学

習する（その事項を前提とする，又

は，その事項の理解を目的とする）

活動が道徳教育であり，他方，Ａ ´を
Ｂ原理階層に属する事項によって根

拠づける（ [Ｂ →Ａ ´]思考）と法教育

に該当し，この点（法教育の原理性）

に法教育の意義が見出されていると

いえる（【図表 14】）。  
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【図表 14】道徳教育と法教育の関係  

 
 
 

４ 消費者教育との関係  
⑴  原理性の重視  
法 教 育 と消費者 教 育 の 関 係 に つ

いて，消費者教育では消費者関係法

が取り扱われることが多いことから，

この意味で，両者に一定の共通性（重

複性又は連続性）があることは前提

となる。問題は，消費者教育と対比

したときの法教育の存在意義がどの

ような点にあるかである。  
大村は，契約に関する教育 ( 3 9 8 )に

は，「レベル」（内容の難易度ではな

く抽象度）によって 4 つのタイプの

ものがあり，「レベル 1」は社会の成

り立ち・統合と契約の関係を考える

教育，「レベル 2」は契約そのものを

支配する基本原則をとりあげる教育，

「レベル 3」は契約の成立や効力に

関する法理をとりあげる教育，「レベ

ル 4」（最も具体的なレベル）は情報

 
( 3 9 8 )  大村敦志『「法と教育」序説』 63 頁（商事法務， 2010）は，「契約に関する教育」

について議論を進めるが，この教育は消費者教育の一類型（消費者教育と法教育が重

なる部分）と想定されていることから，本稿では，契約に関する教育についての叙述

内容を，そのまま消費者教育についても妥当するものと理解した。  
( 3 9 9 )  大村・前掲注 (398)66-67 頁。  
( 4 0 0 )  大村・前掲注 (398)68 頁。  
( 4 0 1 )  大村・前掲注 (398)68-69 頁。  

の取得，紛争の解決に関する基本的

な知識・実用的な知識にかかわる教

育であると分類し，大まかには，従

来の消費者教育はレベル 4 を重視し

てきたが，それだけでは十分ではな

いという問題意識を示す ( 3 9 9 )。  
他方，大村は，法教育という観点

を消費者教育に導入すると，少なか

らぬ教員がレベル 3 のようなことを

教えなければならない（のだろうか）

と考え（不安に思い），むしろ，レベ

ル 2 を教えるべきであるという意見

が出てくることになるが，これ自体

はもっともなことではあるものの，

これでもやはり十分とは言えないと

する ( 4 0 0 )。  
そして，大村は，あるべき契約教

育の指針として，次の 3 つを示す ( 4 0 1 )。

第一に，断片化を避けること，すな

わち，条文や判例を読み解くための
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基本的な考え方を身につけることで

ある（ただし，大村は，一般の人々

にとって知識そのものの重要性は小

さくなるという留保を付する）。第二

に，解決だけではなく認知まで扱う

ことである。具体的には，トラブル

が生じてしまった場合の対処法（レ

ベル 4 に該当する）だけではなく，

自分がトラブルに巻き込まれている

という認識を持てるようにするため，

およそ契約とは何のためのものであ

るのかという一般的な理解と，この

契約において何を約束したのか（本

当に約束したのか）という具体的な

認識が必要になることから，レベル

2 の教育・学習は，このような観点

から編成される必要があるとともに，

レベル 3 は，このような教育・学習

に必要な限度で取り込まれれば足り

るとする。第三に，社会の構想力を

養うことである。契約の存在意義や，

契約という仕組みをうまく使ってい

くためにはどのようなルールが必要

なのかなどのレベル 1 に属する問題

を扱うことが想定される。  

 
( 4 0 2 )  大村は，法教育に関する講演会において，法教育における消費者教育の重要性に

ついてどのように考えられているかという趣旨の質問に対し，「法教育の一環として学

ぶことは妥当である。もっとも，対処療法が中心となりがちで，それは重要であるが

法教育ではない。その根底にある部分をつかむことが大切であると思われる」と回答

したとされる。辻博明「法教育に関する一試みと分析―新教育課程における法教育・

岡山での試み―」岡山大学法学会雑誌 59 巻 3＝ 4 号 504 頁（ 2010）。   
( 4 0 3 )  大村の言う「レベル 4」は確かに実用情報の提供を内容とするものであり実践的

なものではあるが，ここで想定されている教育活動は，実践的な情報・知識を教授す

るというものであり，自己の知識を具体的な事例に当てはめたり，その実例を学習す

るというものではないから，円柱モデルでは，Ａ知識階層に留まることになる。ただ

し，例えば，具体的な解決事例を共有したり，架空のトラブル事例でどう行動するか

を検討するということまでが内容に含まれるのだとすると，それは「知識をどのよう

に活用して紛争が解決されたのか」「紛争を解決するか」の学習になるから，Ｃ実践階

層に及ぶということになる。  
( 4 0 4 )  福本知行＝金沢法友会「契約と消費者保護に関わる法教育の研究と実践」金沢法

学 59 巻 1 号 203 頁 (2016)は，これまでの社会科あるいは公民科の授業では，例えば消

費者保護法制や雇用・労働に関わる諸制度のように，私法の一般原則から見れば特別

法の位置を占めることになる領域に多くの時間が割かれてきたが，それらの学習にお

いて私法の一般原則との関連性が十分に意識されないまま取り扱われることに問題が

なかったか反省の必要があると指摘する。  

このように，大村は，法教育とし

ての消費者教育は，大村のいうレベ

ル 4 のみではなく，レベル 1 からレ

ベル 3 を含むものとして構成するべ

きであると主張しており ( 4 0 2 )，これ

に円柱モデルを当てはめると，レベ

ル 3， 4 はＡ知識階層に，レベル 1，
2 はＢ原理階層に，それぞれ相当す

ることとなろう ( 4 0 3 )。  
つまり，大村は，法教育の意義を，

領域的観点からすれば，消費者教育

が従前取り扱っていたＡ知識階層に

おいてさらにその範囲を広げるとと

もに（レベル 4（条文又は制度によ

って根拠づけられている具体的な情

報）からレベル 3（法制度）へ），階

層的観点からすれば，Ａ知識階層（レ

ベル 4 及び 3）からＢ原理階層（レ

ベル 2 及び 1）へ範囲を広げるもの

（それらを包括するもの）として認

識しているといえる ( 4 0 4 )。  
大村と同様 に Ｂ 原 理 階 層 を 重 視

する論者として，例えば，矢吹を挙

げることができる。  
矢吹は，法教育としての消費者教
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育とは，消費者問題を題材として取

り上げ，私法的な空間における自律

的個人を育成する教育であり，具体

的には，子どもに身近な日常生活か

ら契約を結ぶということはどういう

ことかを考えさせ，契約から生じた

問題を解決するためにはどのように

すればよいかを考えることを通して，

法の基本的理念及び存在意義を身に

つけさせるというものであるとする
( 4 0 5 )。この見解は，端的に，法教育と

しての消費者教育においてはＢ原理

階層に属する事項の獲得が目標にな

ると述べており，原理性を重視する

見解であるということができる ( 4 0 6 )。 
 
⑵  原理性と実践性の重視  
以上のように，消費者教育との対

比で法教育の原理性に注目する見解

が存在する一方で，さらに，原理性

とともに実践性に法教育の有用性を

見出している見解も多い。  
例えば，神坪浩喜は，従来型の消

費者教育の課題を克服するために，

「法教育的視点をふまえた消費者教

育」を提唱する ( 4 0 7 )。神坪は，その特

徴として，次の 9 点を挙げる ( 4 0 8 )。第

一に，契約を自らの人生を豊かにす

るための「道具」と捉えること（契

約を活用するための知識，態度等の

育成），第二に，経験を積むこと（ロ

ールプレイング，模擬体験による失

 
( 4 0 5 )  矢吹香月「自 律 的個人の 育 成 と 法 教 育―法 教 育 と し て の 消 費 者 教 育 の 可 能 性

―」岡山大学博士論文 77 頁（ 2010）。  
( 4 0 6 )  同様に，消費者教育と対比したときに，法教育の意義としてＢ原理階層の重視を

挙げる論考として，沖本真由美「親子法律教室の取組み」市民と法 63 号 45 頁（ 2010）。  
( 4 0 7 )  従来型消費者教育の内容，その課題，法教育的視点をふまえた消費者教育をまと

めた表として，神坪浩喜「これからの消費者教育―法教育的視点から「生きる力」を

育む」河上正二古稀『これからの民法・消費者法（Ⅱ）』 156-157 頁（信山社， 2023）
参照。  
( 4 0 8 )  神坪・前掲注 (407)159-164 頁。  
( 4 0 9 )  神坪・前掲注 (407)155 頁以下。  

敗体験），第三に，自立・主体性を育

むこと（主体的に契約を活用する姿

勢の育成），第四に，思考力・判断力

を育むこと（具体的な事例に基づく

グ ループワーク やロール プレイン

グ），第五に，情報収集力・情報選択

力を育む，情報を鵜呑みにしない健

全な批判的思考を身につけさせるこ

と（自己情報の認識や商品情報の批

判的検討），第六に，他者と対話する

力・交渉する力を育むこと（契約内

容の変更，契約書作成体験），第七に，

自らの幸福を考えること（ライフス

タイルの選択），第八に，事業者の視

点も考えること（多面的・多角的視

点），第九に，知識だけではなく，法

の価値・原理原則を伝えること（契

約自由の原則，自己決定の尊重等）

である。  
前記第九の点は，法の価値・原理

を教授するものであるから，法教育

の原理性に着目したものであり，他

方，特に前記第二，第四及び第六は，

知識の活用や実践を内容とするもの

であるから，法教育の実践性に着目

したものであると考えられる。神坪

は，従来の消費者教育が知識重視で

ある点を批判し ( 4 0 9 )，この点などを

踏まえて「法教育的視点をふまえた

消費者教育」を提唱しているので，

円柱モデルによれば，消費者教育の

内容を，Ａ知識階層からＢ原理階層
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及びＣ実践階層に拡張するものであ

ると理解できる ( 4 1 0 )。  
小牧美江ほかも，法教育の原理性

と実践性に着目し，法教育と消費者

教育の融合を提唱する。すなわち，

小牧ほかは，消費者に関する学習の

充実を図るにあたっては，法教育に

関する視野を持ち，言語活動の充実

を意識した教材の提示，授業の構成

が必要になると述べ，消費者として

民法（法）をどう理解し，消費行動

に反映させていくのか，契約に伴う

紛争や被害が発生したときには，ど

のように法や司法制度を活用して権

利の調整や被害の救済を図っていく

のか，という課題に対する原則，基

礎的知識の学習が必要であり，実際

に消費者としての権利行使や責任の

遂行に必要な思考力，判断力，表現

力等の育成も必要であるとして，「法

教育としての消費者教育」の必要性

を説く ( 4 1 1 )。  
では，小牧ほかが提唱する「法教

育としての消費者教育」の内容とは

どのようなものか。小牧ほかは，そ

れまでに行われてきた司法書士会で

の活動や大村の見解を踏まえ，次の

ようにまとめる。  
第一に，「身近な題材」を扱うこと，

 
( 4 1 0 )  神坪は，クーリングオフ制度や契約自由の原則の根拠を問う授業案を提示し（神

坪・前掲注 (407)166-167 頁），また，模擬契約交渉及び（契約トラブルを題材とする）

模擬調停の有用性を主張する（同 169 頁）。これらは，円柱モデルによれば， [Ａ→Ｂ ]
思考， [Ｂ→Ｂ ]思考， [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と表現できる。神坪は，「法教育的視点をふま

えた消費者教育」について，[Ａ→Ｃ ]思考を特段排除しているとは見られないことをも

考慮すると，同教育における多様な思考展開を提唱するものと評価できる。  
( 4 1 1 )  小牧美江＝田實美樹「法教育としての消費者教育に関する研究⑴―司法書士会

作成の消費者教育教材の分析―」消費者教育 32 号 92-93 頁（ 2012）。  
( 4 1 2 )  小牧ほか・前掲注 (411)99 頁。  
( 4 1 3 )  同様に，消費者教育と対比したときに「法教育のエキス」として「子どもたちを

主役として考えさせること，そして当事者としての考え方を育てること」を挙げる論

考として，髙橋文郎「司法書士の法律教室活動の歩みと今後の課題」市民と法 38 号 37
頁（ 2006），「個別事件を通じての法教育」によって「当事者意識」を引き出すことを挙

げる論考として，小牧美江「当事者主体の紛争解決と「法教育」―日本司法支援セン

ター（法テラス）に関与する法律専門家の責任」市民と法 38 号 46-47 頁。  

第二に，「原則学習」を行うこと（契

約に関する基礎的な事項の学習を通

じて，民法（特に契約法）の原則を

理解させること），第三に，「原則か

らの思考トレーニング」を行うこと

（紛争場面等を疑似体験しながら，

民法（特に契約法）の原則から考え

る練習を取り入れること），第四に，

「意思決定・行動選択トレーニング」

を行うこと（紛争場面等で，消費者

として，自分はどう行動するか考え

る練習を取り入れること），第五に，

到達目標として，以上の学習を通じ

て「法的な疑問・被害を感じたとき

に動ける力」を養成することを設定

することである ( 4 1 2 )。  
小牧ほかの見解は，大村の見解を

参照しているため，Ｂ原理階層に属

する事項（民法の原則）が含まれて

いるのは当然であるが，さらに，思

考トレーニングや意思決定・行動選

択トレーニングとして模擬的な紛争

場面でどのように行動するかを検討

することとされている ( 4 1 3 )。円柱モ

デルによれば，これは知識を活用す

る活動としてＣ実践階層に属するこ

とになる（ただし，小牧ほかは，活

用する知識を「原則」に求めている

点に注意を要する（前記第三））。  
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さらに，小牧ほかの研究成果等を

踏まえて取りまとめられた吉岡大地

ほか（小牧ほかも著者に含まれてい

る）の研究報告書は，前記第四の「意

思決定・行動選択トレーニング」の

具体的な内容として，「原則はどうだ

ったかな？」と考え，「こんな法律が

あるはず・かも？」と思考を進め，

もしも法律がある場合には「要求す

る，是正する，法律を使う」，もしも

法律があるかないか曖昧である場合

には「交渉する，裁判所の判断」（「必

要ならば法律を変える？」），もしも

法 律 が な い 場 合 に は 「残念！  で

も・・・？？」（「必要ならば法律を

作る」），というルートを示す  ( 4 1 4 )。  
つまり，小牧ほか及び吉岡ほかは，

大村が提唱していたＡ知識階層から

Ｂ原理階層への拡張に加えて，Ｃ実

践階層への拡張，すなわち，Ａ知識

階層からＣ実践階層への展開（ [Ａ→
Ｃ ]思考）及び法制度の批判や法創造

的活動（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）をも想

定していることになるのである ( 4 1 5 )  

( 4 1 6 )。  
法 制 度 の批判 に つ い て 円 柱 モ デ

ルを用いて分析すると，批判の起点

となるのは，ルール作りや法創造的

活動と同様に，正義や公平，公正な

どのＢ原理階層に属する事項である。

そして，そこを起点に条文や制度（Ａ

 
( 4 1 4 )  吉岡大地ほか「法教育としての消費者教育に関する研究―社会科（公民科）・家

庭科の教材・授業案開発に向けて―」法教育としての消費者教育共同研究会編『法教

育としての消費者教育共同研究会研究報告書』7 頁（日本司法書士会連合会ほか，2013）。 
( 4 1 5 )  ただし，大村・前掲注 (398)69 頁は，法教育としての消費者教育では，社会の構想

力を養うこと，すなわち，契約の存在意義や契約という仕組みをうまく使っていくた

めにはどのようなルールが必要なのかなどのレベル 1 に属する問題を扱うことを提唱

しているから，これをさらに進めれば，法制度の批判や法創造的活動につながるのは

自然である。  
( 4 1 6 )  同様に，消費者教育と対比したときに，法制度の批判や法創造的活動が法教育的

であることを説く論考として，浅井健「社会と学校現場を結ぶ法教育」市民と法 63 号

22 頁（ 2010）。  

知識階層）を検討することになるか

ら， [Ｂ→Ａ ]思考と整理することが

できる。そして，さらに考えると，

法体制の批判は，自分の中で「ある

べき法制度Ａ ´」（Ｂ原理階層を起点

に策定された規範Ａ ´）を想定し，そ

れとの対比において既存の条文や制

度の問題点を明らかにすることであ

るから，実質的に，法創造的活動と

異なるところはないといえる。そし

て，法体制の批判は，法創造的活動

と同様に，現状に何かしらの問題（不

具合）があることを前提として，そ

れを解消するために行われるもので

あることから，仮に見解や教材の中

に現実社会に活用することが明示さ

れていなくても，その構造は，基本

的 に [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考と同質で あ

るということができる。そこで，法

体制の批判については，これ以降で

は，法創造的活動と同様に [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考と表現する。  
ここで，法制度の批判や法創造的

活動（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）を特に法

教育的な消費者教育に含める論者と

して，橋本の見解を紹介したい。  
橋本は，社会科・公民科で行われ

てきた消費者教育は「私法の基本的

な考え方」として私的自治，契約自

由，契約絶対を「原則」として教授

し，取引を行う際，商品等に関して
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当事者が持っている情報に当事者間

で格差があること（情報の非対称性）

から契約絶対の「例外」を教え，消

費者法，労働法の意義を捉えようと

するが，このような教育も，「法の論

理」から私法の存在理由を考え，生

徒にその内容（意義）を理解させる

（私法に関する「知識」を教える）

授 業 と な っ て い た と 問 題 提起す る
( 4 1 7 )。そして，消費者教育と法教育を

「結節」させることで新しい教育観

に合致した消費者教育が実現すると

主張し，法教育の特徴は，法や司法

制度，これらの基礎になっている価

値（公正，正義，自由，平等，責任

等）の理解を重視している点と，法

的なものの考え方を身につけ，リー

ガルマインドを養うという点である

とした上で，例えば，消費者問題に

関する論争問題として，消費者トラ

ブルを防ぐための法規制の在り方を

考えさせる教育を提唱し，どのよう

な規制をすれば消費者トラブルは防

げるのか，そもそも消費者トラブル

を防ぐための政策の目的は何か（消

費者の保護），その目的に対応する規

制として適切なのか（規制として最

小限となっているのか，業者の営業

の自由を過度に制限していないか）

等の視点から消費者トラブルを防ぐ

ための法規制の在り方を考えていく

という授業構成を提案する ( 4 1 8 )。  
橋本の見解は，例えば大村や小牧

ほかがいうような民法の原則学習は

「知識教育」の枠から出ておらず，

さらに，法教育が重視している価値

（公正，正義，自由，平等，責任等）

 
( 4 1 7 )  橋本康弘「消費者教育と法教育をどう切り結ぶか─消費者市民社会形成の視点

から─」生活協同組合研究 495 号 47 頁（ 2017）。  
( 4 1 8 )  橋本・前掲注 (417)48-49 頁。  

まで遡らなければならないと主張す

る。この意味で，他の論者がＢ原理

階層に属すると認識する事項までを

もＡ知識階層的に扱い，さらに抽象

的な法原理を援用すべきとしている

点で，法教育の原理性を相当に重視

しているものと理解できる。  
そして，橋本は，吉岡ほかと同様

に，現行法制度の批判や立法までを

見据えた内容を提示しており，Ｂ原

理階層を起点としてＡ知識階層に属

する法制度を批判し，さらに，消費

者トラブルを防止するためのルール

（Ａ ´）を策定することとしているか

ら，研究会報告書が示すルールづく

りに関する教材と同様の思考ルート

（ [Ｂ→Ａ ´→Ｃ ]思考）を採用してい

ると見られるところに特徴がある。  
これらの見解は，法教育の原理性

に加えて，実践性にも重きを置くも

のと理解できる。  
 
⑶  小括―消費者教育と法教育

の対比  
いままで見てきたように，消費者

教育との対比において法教育の有用

性を認識する論者は，消費者教育が

知識主義（実用レベルのもの又は私

的自治の原則という民法の原則を含

む事項の知識の伝授）に陥っており，

内容として不十分であるという問題

意識を有している。  
これに対して，その状況を改善す

ることが法教育に期待されているが，

論者によって，法教育のどのような

性質に重点を置いているかが異なり，

第一に，知識の範囲を広げるととも
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に法教育の原理性に重点を置く立場

があり，第二に，法教育の原理性に

加えて法教育の実践性に重点を置く

立場がある。  
ここで，この傾向を円柱モデルに

当てはめて分析すると，前記第一は，

領域的観点からすれば，Ａ知識階層

内において取り扱う知識の領域を広

げるとともに，階層的観点からすれ

ば，Ｂ原理階層まで範囲を広げるも

のである。これに対し，前記第二は，

階層的なレベルにおいてＡ知識階層

からＣ実践階層への展開（ [Ａ→Ｃ ]
思考）も見られるが（吉岡ほかは，

「意思決定・行動選択トレーニング」

の一ルートとして法律がある場合に

はそれを用いることも内容としてい

る），法批判や法創造的活動について

は，前述のとおり（四４⑵），Ｂ原理

階層からＡ ´を介してＣ実践階層に

至る思考（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）が採

用されているといえる。  
そうすると，各論者が指摘する消

費者教育と法教育の関係性は，Ａ知

識階層において実用性のある知識を

学習する活動が消費者教育であり，

他方，Ａ知識階層内で取り扱う範囲

を広げ，Ｂ原理階層及びＣ実践階層

も扱い，さらに，Ｂ原理階層を起点

 
( 4 1 9 )  消費者契約法等の法の知識・知識教育的な消費者教育は法教育の対象ではないと

する論考として，坂本ほか・前掲注 (6)41 頁（二５⑼でも引用した）。外部団体の講師

による消費者教育（というだけで）は法教育に該当しないとする論考として，矢吹・前

掲注 (20)78 頁。  
( 4 2 0 )「主権者教育とは何なのか」という問い自体が（「法教育とは何なのか」という問

いと同様に）一つの大きな論点であると思われるが，本稿ではこの点には立ち入らな

い。本稿では，総務省が設置した常時啓発事業のあり方等研究会「最終報告書」 2011
年 12 月（ ht tps : / /www.soumu.go . jp /main_content /000141752.pdf，最終閲覧 2025 年 11 月
11 日）7 頁が示した見解（「シティズンシップ教育」の中心をなす市民と政治との関わ

りについての教育を「主権者教育」と呼ぶ）に基づき，主権者教育をシティズンシップ

教育の一部と整理し，同一の項目で取り扱うこととする。  
( 4 2 1 )「シティズンシップ教育とは何なのか」という問い自体が（「法教育とは何なのか」

という問いと同様に）一つの大きな論点であると思われるが，本稿ではこの点には立

ち入らない。  

とする思考（法体制批判及び法創造

的活動につき [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考）

を取り入れるのが法教育ということ

になる ( 4 1 9 )（【図表 15】）。  
 
５  シティズンシッ プ 教 育 と の

関係  
⑴  シティズンシップ教育の概要  
法 教 育 とシティズンシッ プ 教 育

（主権者教育 ( 4 2 0 )）の関係について

検討するにあたり，そもそもシティ

ズンシップ教育とは何かという点を

確認しておく ( 4 2 1 )。  
 シティズンシップ教育については，

2006 年 3 月に経済産業省に設置さ

れた「シティズンシップ教育と経済

社会での人々の活躍についての研究

会」が報告書を取りまとめている。

同報告書によれば，「シティズンシッ

プ」とは，「多様な価値観や文化で構

成される社会において，個人が自己

を守り，自己実現を図るとともに，

よりよい社会の実現に寄与するとい

う目的のために，社会の意思決定や

運営の過程において，人としての権

利と義務を行使し，多様な関係者と

積極的に（アクティブに）関わろう  
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【図表 15】消費者教育と法教育の関係  

 
 
 

とする資質」であり ( 4 2 2 )，シティズン

シップを内包し，シティズンシップ

なしには成立し得ない分野として，

次のとおり，第一に公的・共同的な

活動（社会・文化活動），第二に政治

活動，第三に経済活動の 3 つを挙げ

る ( 4 2 3 )。  
第一の公的・共同的な活動とは，

地域や学校，仲間などの中で，市民

の多様なニーズや社会的な課題へ対

応するために，政府でもなく企業で

もなく，市民一人ひとりが自分たち

の意思に基づいて関係者と協力して

取り組むことを指し，具体的には，

学校や地域などにおける意思決定や

活動の場に参画する活動等である。  
第二の政治活動とは，民主主義社

会での司法・立法過程や政策決定過

程等において，積極的に関与・参画

し，自分たちの生活を左右したり，

社会の仕組みに影響を及ぼしたりす

る政策に自分たちの意思を反映しよ

 
( 4 2 2 )  経済産業省「シティズンシップ教育と経済社会での人々の活躍についての研究会

報告書」 2006 年 3 月（ ht tps : / /www.akaru i senkyo.or. jp /wp/wp-content /uploads /2012/10/  
hokokusho.pdf，最終閲覧 2025 年 11 月 11 日） 20 頁。  
( 4 2 3 )  経済産業省・前掲注 (422)20-22 頁。  

うとする活動のことを指し，具体的

には，日本の民主主義の制度及びそ

れを支える国民の権利と義務につい

て理解し，行動すること等である。  
第三の経済活動とは，他者と関わ

り合いながら社会が必要とする商品

やサービスの生産・提供に参加する

こと，及び，アクティブな消費者と

して，自分たちの生命や資産を守り

ながら，さらにそれに留まらず，社

会全体にとってプラスと考えられる

消費・生活行動を実現することを指

し，具体的には，自分たちの生活に

関わる法律や制度，仕組みを理解す

るとともに，不公正や違法な経済活

動を見抜く力を身につけること等で

ある。  
このように見ると，法教育とシテ

ィズンシップ教育の目的や内容には

かなりの共通性（重なり）があるこ

とが分かる。各論的には，例えば，

前記第一の点は，研究会報告書がル
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ールづくりに関する教材で取り扱わ

れていた「合意形成」と ( 4 2 4 )，前記第

二の点は，同じく憲法の意義に関す

る教材で取り扱われていた「憲法の

意義」と ( 4 2 5 )，前記第三の点は，同じ

く私法と消費者保護に関する教材で

取り扱われていた「消費者の保護」

と ( 4 2 6 )それぞれ共通する。また，総論

的には，社会への参加が志向されて

いる点で，研究会報告書が法教育の

目的として述べた，公共的な事柄に

主体的に参加する意識を養うことや，

自律的かつ責任ある主体として，自

由で公正な社会の運営に参加するた

め に必要な資質や能力を養う こ と
( 4 2 7 )と共通する。  

したがって，法教育とシティズン

シップ教育の関係を述べる見解は，

このような共通性が存在することを

前提とした上で，両者がどのような

立ち位置にあるのか，両者の違いは

何かという観点から考察を行う。  
 
⑵  共通点  
まず，シティズンシップ教育と法

教育の立ち位置について，海外の状

況を紹介し，法教育とシティズンシ

ップ教育の連続性（共通性）を説く

論者がいる。  
 

( 4 2 4 )  法教育推進協議会・前掲注 (172)43 頁。なお，総論部分にも「法教育で取り扱うべ

き主たる内容」として，自由で公正な社会の担い手として自分自身で考え，その意見

を積極的に分かりやすく述べ，また自分と異なる見解にも十分配慮して討論や合意形

成などができる能力を身につけさせることが挙げられている。同 13-14 頁。  
( 4 2 5 )  法教育研究会・前掲注 (18)94 頁。  
( 4 2 6 )  法教育研究会・前掲注 (18)75-76 頁。  
( 4 2 7 )  法教育研究会・前掲注 (18)12-13 頁。  
( 4 2 8 )  三谷晋「米国における法教育について― Law-Rela ted  Educa t ion（ LRE)―」地域

研究 2 号 108 頁（ 2006）。  
( 4 2 9 )  岡田順太「主権者教育と法教育―政治参加の模擬体験を通じて」白鷗法学 22 巻
1 号 160-162 頁（ 2015）。  
( 4 3 0 )  岡田・前掲注 (429)164 頁。久世哲也「実定法を超えた視点へと開かれた法教育―

公民科「公共」における法哲学的視点導入の可能性」倫理道徳教育研究 4 号 49 頁（ 2021）
も，新科目「公共」において，法教育は，主権者教育やシティズンシップ教育等との関

係の中でその位置づけを捉えられるべきであるとする。  

例えば，三谷晋は，アメリカでの

議 論 を 紹 介 し ， LRE （ Law-Related 
Educat ion。法教育）の目的を，単に

法について知識を提供し理解を得さ

せるだけではなく，読み書き話すと

いった伝統的に重要とされてきた基

本的な技術を修得させようとする試

みと捉え，市民性教育や批判的思考

力の鍛錬，価値理解の方法・技術を

も達成することとする見解が存在す

ることから，現在の LRE の目標は

「あれもこれも含んでいる感」があ

ると指摘する ( 4 2 8 )。  
岡田順太は，今日のアメリカの統

一 法 典 に お い て 「 法 教 育 （ Law-
Related Educat ion）」の語は存在せず，

法教育法自体長年の法改正の経過に

おいて削除されていることを指摘し

つつ，「法教育」の語が法文から消え

た 代 わ り に 「 市 民 教 育 （ civic  
educat ion）」が規定されたという経緯

を紹介し ( 4 2 9 )，主権者教育は法教育

に比して総花的であり，発展段階に

対応した体系的カリキュラムを構築

するのが困難な現状にあると思われ

ることから，アメリカの状況を参考

に，法教育を主権者教育に取り込ん

でカリキュラムを構築することが得

策ではないかと提言する ( 4 3 0 )。  
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大友英明ほかも，「法化」社会に対

応して法教育を導入したアメリカで

は，その教育をシティズンシップ教

育として位置づけて授業が展開され

ているとして，シティズンシップ教

育を法教育活動の中で展開させるこ

とを提言する ( 4 3 1 )。大友ほかは，シテ

ィズンシップ教育の観点から法教育

の意義を考察し，第一に，法教育の

重要な内容に「法・ルール・きまり」

の意義の学習がある点について，「な

ぜ法・ルール・きまりが必要なのか」

の学習を通して規範意識や遵法精神

を育むことができるが，その際，「上

からの規範意識の注入」（安易に大人

にとって都合のよい価値観を上から

子どもに注入し，それに合わない子

どもを排除するという抑圧的な教育）

ではなく，下からの公共性をつくり，

自由で公正な社会の担い手を育てる

教育を可能にする点を挙げる ( 4 3 2 )。

また，第二に，法教育の重要なねら

 
( 4 3 1 )  大友英明＝二瓶剛「シティズンシップ教育としての法教育の実践と課題：模擬裁

判の授業」埼玉大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 13 号 2 頁（ 2014）。  
( 4 3 2 )  三浦・前掲注 (235)198 頁も，法が社会を秩序づける「上から下へ」法を浸透させ

る過程を中心に捉えられていたが，社会の側から法へ，すなわち「下から上へ」私たち

の主体的な姿勢が求められることであるとする。同様に，杉浦真理『シティズンシッ

プ教育のすすめ―市民を育てる社会科・公民科授業論』 2-3 頁（法律文化社， 2013）
は，「規範意識」や「社会のルールや自ら考え行動する力」を子どもに要求する「上か

らのシティズンシップ教育」に対し，市民の育成，個人の尊厳を中心とした法教育は

「下からのシティズンシップ教育」とする。  
( 4 3 3 )  大友ほか・前掲注 (431)1 頁。  
( 4 3 4 )  同様に，磯山恭子「アラバマ州の社会科における法教育カリキュラムの構成の特

色―法的リテラシーの育成を目指す “Play  by  the  Rules”の分析を通じて」法と教育 10
号 5 頁（ 2020）や髙橋文郎「被災地で求められる法教育～今，そしてこれから～」月

報司法書士 548 号 25 頁（ 2017），渡邊・前掲注 (43)30 頁は，法教育（法的リテラシー）

をシティズンシップ教育（シティズンシップ）の中に位置づける。  
( 4 3 5 )  パネリストである溝口和弘は，主権者教育と法教育という二項対立で考えるとい

うスタンスをとらないこと，与那嶺匠は，主権者教育と法教育には大きな差はないと

考えており，違いがあるとすれば，教育を実施する側によるアプローチの違いである

こと，島袋純は，この 2 つの区別を考えたことはあまりなく，両者合わせて市民性を

いかに育むかという教育になるべきではないかということを述べる。島袋純ほか「〔パ

ネルディスカッション〕主権者教育と法教育」法と教育 7 号 112-113 頁〔各論者発言〕

（ 2017）。  
( 4 3 6 )  その他の見解として，古井明男ほか「市民のための法教育委員会座談会」自由と

 

いに「社会的な自立と社会参画」が

ある点について，これは公共的な社

会の在り方を議論し，法や司法への

参画によって自由で公正な社会の創

造に関わっていく能力や資質を育成

する教育であり，法教育がシティズ

ンシップ教育として位置づけられる

所以であると述べる ( 4 3 3 )。この見解

によれば，大友ほかは，シティズン

シップ教育が法教育を包含している

ことを前提としていると考えられる
( 4 3 4 )。  

また，海外の状況には言及しない

ものの，法と教育学会が開催した「主

権者教育と法教育」をテーマとする

パネルディスカッションでは，両者

の関係性をどのように捉えているか

を問われた複数のパネリストが，主

権者教育と法教育とを厳密に区別し

ない立場に立つことを明言する ( 4 3 5 )  

( 4 3 6 )。  
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⑶  相違点  
では，法教育は完全にシティズン

シップ教育に包含されてしまうもの

（完全に同質のもの）であり，法教

育に固有の領域を観念することはで

きないのだろうか ( 4 3 7 )。  
例えば，後藤正邦は，主権者教育

と法教育はその大部分において重な

りがあるとしつつ，純粋な私法の領

域における事項，例えば契等の私法

的事項に関する法的な考え方は，公

にコミットするという意味での主権

者 教 育 と は少し異な る と指摘す る
( 4 3 8 )。この見解は，円柱モデルにおけ

る領域のレベルで主権者教育と法教

育を区別するものということができ

る。  
その他には，領域とは異なるレベ

ルで法教育の固有性を考察する見解

が複数存在する。  
例えば，吉村朋代は，研究会報告

 
正義 59 巻 10 号 9 頁〔後藤直樹発言〕（ 2008）は，法教育に関する関弁連決議（関弁連・

前掲注 (110)）について，「法というものを使った市民教育，民主主義教育みたいなもの

ができないか」という発想に基づくものであったと明かしている。  
( 4 3 7 )  江口は，「 Law-Rela ted  Educa t ion」という語を「法教育」と訳した理由について，

「法・法律を正面にする教育」にしたいという思いがあり，この語が本来意味する法

に関連した社会問題を扱う政治教育的な部分にまで拡散させない意図があったとする。

江口勇治ほか・前掲注 (180)76 頁〔江口勇治発言〕。このように，「法関連教育」ではな

く「法教育」という語が選択された時点において，シティズンシップ教育と法教育と

を区別する意図があったということができる。  
( 4 3 8 )  島袋ほか・前掲注 (435)112 頁〔後藤正邦発言〕。  
( 4 3 9 )  吉村朋代「新しい公民科目と「法教育」―主権者教育・シティズンシップ教育と

の関係と課題―」広島国際大学教職教室教育論叢 7 号 46-47 頁（ 2015）。なお，吉村

ほかは，別稿において，法教育・主権者教育・シティズンシップ教育は，いずれも市民

として公的な事柄にかかわる理念やスキルに関わるが，力点とアプローチ方法・射程

が少しずつ異なっていると指摘する。吉村朋代＝桑原萌子「シティズンシップを身に

つける主権者教育・法教育―政治参加を学ぶための学習指導案例―」広島国際大学

教職教室教育論叢 7 号 56 頁（ 2015）。  
( 4 4 0 )  田中圭子「シチズンシップ教育におけるピアメディエーション教育の役割と課題」

法社会学 75 号 132 頁（ 2011）は，「（ピア）メディエーション教育」という観点から法

教育とシティズンシップ教育の接合を提示する。なお，法教育をシティズンシップ教

育に近づける方向性を示す論考として，杉浦真理「社会権を重視する法教育実践―立

命館宇治中高・社会科必修選択科目「政治経済」の実践を手がかりとして」法の科学

41 号 147 頁（ 2010）。  
( 4 4 1 )  田中成明「法の社会的役割と基本的価値の理解のために」大村敦志＝土井真一編

著『法教育のめざすもの』 48 頁（商事法務， 2009）。  
( 4 4 2 )  吉村・前掲注 (439)47 頁。  

書が示す法教育の目的を参照した上

で，法教育はシティズンシップ教育

に内包されるものであり，主権者教

育とも重なる部分を持つとしつつ，

法教育こそが基盤になるべきである

と指摘する ( 4 3 9 )  ( 4 4 0 )。その理由は，法

的な思考は，「権威に阿る〈おおやけ

／わたくし〉の土着の思考様式」と

は対極にあるからであり，田中の議

論 ( 4 4 1 )を参照して，法システムは，多

様な考え方・生き方をする人々がお

互いに自由平等な人格であることを

相互に承認・尊重し合いながら，公

正な手続に則って共通の法的基準に

基づく自主的な交渉や理性的な議論

によって行動調整を行うフォーラム

になっているからであるとする ( 4 4 2 )。 
つまり，吉村は，シティズンシッ

プ教育と法教育はかなりの程度にお

いて同質性があるという認識を前提

に，法教育の有用性を，「権威に阿る
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〈おおやけ／わたくし〉の土着の思

考様式とは対極にある法的な思考」

に求めている。  
これに関連して，大村は，フラン

スにおける市民教育を参照し，市民

教育も法教育も「市民であること」

を学ぶという点では重なるとしつつ，

同国において法とその他の規範の違

いとしてあげられる 2 つの点，すな

わち，第一に，国家による強制を伴

うか否か，第二に，第三者として現

れる判定者（裁判官）が存在するか

否かに着目し，強制力とも結びつい

た「裁判」という仕組みに特有の考

え方が，市民教育としての法教育（広

い意味での法教育）から固有の教育

としての法教育（狭い意味での法教

育）を区別するとし，後者は「司法

教育」と言い換えてもよいものであ

るとする ( 4 4 3 )。  
このように，大村は，「裁判に特有

の考え方」を扱うか否かというとこ

ろにシティズンシップ教育と法教育

の区別基準を求めている。  
また，佐藤伸彦は，イギリスにお

いて行われている LRE に関する D. 

 
( 4 4 3 )  大村・前掲注 (398)86-88 頁。大村・前掲注 (2)142-143 頁も，法教育と市民教育とは

根底において重なり合うとしつつ，市民教育と接合性がある事項のうち，国家には立

法だけでなく司法をも含み，個別の問題への対応を通じて法や社会（の意味）が変わ

っていく側面があること，言葉による理論的な思考様式（法的思考様式の一側面とし

ての論理）を養うことが重要であることの 2 つが法的装置・法的論理が市民社会にお

いて果たしている役割に関わるものであることから，この部分は法教育の得意とする

ところであると指摘する。  
( 4 4 4 )  佐藤伸彦『裁判員時代の刑事手続に関する法教育基礎理論序説』107 頁（ナカニシ

ヤ出版， 2020）。  
( 4 4 5 )  佐藤・前掲注 (444)107 頁。ただし，法教育の固有性に関する議論は，法教育とシ

ティズンシップ教育の区別を意図して行われているものであり，それらの重なりが存

在することを否定しているわけではないため，本文で述べたような「法教育の固有性」

を有しない「法教育」が存在することを否定する趣旨ではないと考えられる。なお，坂

本ほか・前掲注 (6)39 頁は，佐藤のこの議論を引用し，法の意義や法的な知識について

十分に取り上げることなく，他者と協力し，主体的に社会的課題に取組む技能のみを

重視することになれば，市民的能力の育成を目指すシティズンシップ教育となってし

まい，法教育に固有の意義が失われてしまうことになると指摘するが，佐藤のいう「法

固有の思考様式」と坂本ほかがいう「法の意義や法的な知識」は異なる概念ではない

かと思われる。  

Rowe（ロウ）の議論を参照した上で，

法教育がシティズンシップ教育と異

なる点を，日常生活に法が不可欠な

ものとして密接に関わっており，現

実に市民が直面する法的課題を法的

枠組みに従って解決できるように市

民の意識・態度や行動を促す点に見

出し，さらに，LRE の特徴を，政治

的あるいは道徳的社会化から法的な

ものを切り離そうとする点に見出す

ならば，広く公民的資質（シティズ

ンシップ）一般から政治的なもの及

び道徳的なものと法的なものとを区

別しようとする意識や態度などを促

すことが法教育の目標であると考え

られると述べる ( 4 4 4 )。佐藤は，したが

って，公民的資質一般から政治的・

道徳的なものと法的なものとを区別

する意識・態度に道徳教育や政治教

育と異なる法教育の固有性を見出す

ことができると指摘し，そして，法

教育とは，文脈に従って道徳や政治

から法を区別し，法固有の思考様式

を 学習す る こ と で あ る と 主張す る
( 4 4 5 )。  

このように，シティズンシップ教
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育との関係において法教育に固有の

意義を見出す見解は，法教育が採用

する「権威に阿る〈おおやけ／わた

くし〉の土着の思考様式とは対極に

ある法的な思考」や「裁判に特有の

考え方」「法固有の思考様式」という

点に着目している。  
 
⑷  小括―シティズンシップ教

育と法教育の対比  
いままで見てきたように，多くの

論者は，シティズンシップ教育との

対比において法教育の有用性を認識

するというよりも（すなわち，シテ

ィズンシップ教育に何かしらの問題

が存在していることを前提とするの

ではなく），シティズンシップ教育と

法教育の重なりは相当に大きいこと

を前提としつつ，さらにいえば，シ

ティズンシップ教育がおおむね法教

育を包含するとした上で，法教育に

どのような独自性があるかを論じて

いる。  
そして，一部の論者は，領域のレ

ベルで法教育に固有の事項の存在を

指摘するが（後藤），その他の論者は，

法教育の独自性を，権威に阿る〈お

おやけ／わたくし〉の土着の思考様

式とは対極にあるとされる法的な思

考（吉村）や，裁判に特有の考え方

（大村），法固有の思考様式（佐藤）

という「思考方法」という点に求め

 
( 4 4 6 )  岡田・前掲注 (429)167 頁は，形式的には，法教育の題材が断片的に留まるのに対

して，より体系性を意識したものが法学教育であり，能動的学修において参照すべき

資料等が与えられたものに限られるか，また，課題設定者が正解を有するか，批判的

能力を有する解答者による正解の書換えが可能か否か（閉鎖系／開放系）によって，

法学教育と法曹教育（臨床教育）の区別をなし得るとする。また，大村・前掲注 (2)2-3
頁は「さしあたりの区別」として，教育の「場」と「目的」による区別を示し，法学教

育は法律家の養成を目的とし，場としては法学部・法科大学院を中心，他学部・司法研

修所を周辺とするのに対し，法教育は，市民の育成を目的とし，場としては小中高等

学校を中心，その他を周辺とする。  
( 4 4 7 )  大村・前掲注 (2)158 頁。  

る。  
シティズンシップ教育は，法教育

と相当程度重なりが大きいものであ

るから，他の教育分野で行ったよう

に円柱モデルを用いて領域的・階層

的な対比を行うのは困難である。し

かし，シティズンシップ教育との対

比において，多くの見解が法教育の

独自性を「思考方法」に求めている

ことからすれば，この思考方法を円

柱モデルを用いて分析することが有

用であろう。  
したがって，この点については，

項を改めて詳しく検討する（五２，

五４）。  
 
６  法学教育との関係  
⑴  法 教 育 的 法 学 教 育 と 法 学 教

育的法教育の発想  
法 教 育 と 法 学 教 育 の 関 係 に つ い

て，両者ともに「法」を取り扱うこ

とを内容としているから，この意味

で，両者に一定の共通性（連続性）

があることは前提となる。問題は，

法学教育と対比したときの法教育の

存在意義がどのような点にあるかで

ある ( 4 4 6 )。  
大村は，法教育との関係で法学教

育を定義する際の一つの指標として，

形式的には，高等教育段階における

法の教育であるということとしつつ
( 4 4 7 )，実質的な内容については，「専
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門基本教育」である学部教育との関

係において，次のとおり，第一に，

「専門基本教育の再編成と法教育の

連続性―基本的な法教育としての

市民法教育」，第二に，「専門展開教

育の開放と法教育への取り組み―
展開的な法教育としての裁判教育」

という観点から法教育の在り方を論

じる。  
まず，前記第一の「専門基本教育

の再編成と法教育の連続性」につい

て，大村は，専門基本教育を見直し

て法教育との連続性を図る方向性を

提示し ( 4 4 8 )，その内容として次の 3 つ

を挙げる ( 4 4 9 )。第一に，「社会への関

心」（法を学ぶことを通じて社会への

関心を涵養すること），第二に，「基

盤の意識化」（法が社会の基盤となっ

ていることを認識すること），第三に，

「技術の獲得」（当事者として自ら制

度に働きかけていく姿勢とそのため

の技法の獲得）である ( 4 5 0 )。  
次に，前記第二の「専門展開教育

の開放と法教育への取り組み」につ

いて，大村は，専門展開教育との関

連までをも視野においてさらに展開

的な法教育を試みる方向性を提示し
( 4 5 1 )，その内容として次の 3 つを挙

げる ( 4 5 2 )。第一に，「裁判の実体的側

 
( 4 4 8 )  大村・前掲注 (2)159 頁。なお，堀口愛芽紗「現代法教育の効果としての法と法学

への関心の向上の検証―高校生の法学部志望増加に関連付けて―」法学研究論集

59 号 157 頁（ 2023）は，法学教育の定義づけが今日では変わりつつあるとして，法学

教育と法教育の関係について考察を進める。同頁以下。  
( 4 4 9 )  大村・前掲注 (2)159-160 頁。  
( 4 5 0 )  大村が述べる第三の点に関連して，江口ほか・前掲注 (180)101 頁〔長島光一発言〕

は，これまでの法学教育は既に存在する法を学ぶところに重点を置いていたが，法は

変化することから，法学部においてもどのようなルールが必要なのかということを考

える機会（カリキュラム）が必要になると述べる。  
( 4 5 1 )  大村・前掲注 (2)159 頁。  
( 4 5 2 )  大村・前掲注 (2)161-162 頁。  
( 4 5 3 )  大村は，「法教育Ⅰ」の定義を示していないが，本文でまとめた内容及び【図表 16】
によれば，法教育的法学教育を構想する上で参照される法教育の類型（いわば，もと

もとの法教育）をいうものであると考えられる。  

面」（裁判においては，事前に存在す

る（とされる）ルールに従って権利

の有無が判断され，法規範が存在す

るということは，これによって個人

に権利が配分されていることを意味

し，この権利が実現されることがす

なわち法が実現されるということで

あるという「法＝権利イメージ」），

第二に，「裁判の手続的側面」（裁判

という仕組みがあることによって，

正義の発見には制度的な制約（制御）

が加わるが，裁判の特色として理由

づけがなされなければならず，これ

によって，当事者だけではなく法律

家共同体は裁判官の法的推論を批判

的に検討することができること），第

三に，「裁判の政治的側面」（以上の

ようにして行われる判決によって，

我々の世界は少しずつ意味を変えて

いくこと）である。  
そして，大村は，前記第一の「専

門基本教育の再編成と法教育の連続

性」という観点から，「法教育Ⅰ」( 4 5 3 )

及び専門基本教育においては，①社

会問題指向型，②社会基盤理解型，

③社会制度構築型の教育があり得，

この場合，法教育と専門基本教育と

は連続して考えることができるが，

法教育の場合には，これらを実行す
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る上で前提となる実定法の知識は必

ずしも必要とされていないのに対し

て，専門基本教育のためには，ある

程度の知識がなければどの学習も十

分になし得ないから，専門基本教育

では自ら必要な情報を探し出して判

断ができることが目指されるとする
( 4 5 4 )。  

これに対し，前記第二の「専門展

開教育の開放と法教育への取り組み」

という観点から，「法教育Ⅱ」 ( 4 5 5 )及

び専門基本教育においては，①法＝

権利論，②裁判＝正義論，③司法＝

政治論の教育があり得，これらは一

言でいえば「裁判＝正義学」という

ことになり，そこには法解釈の方法

や法的思考様式なども含まれ，これ

は主として専門展開教育において教

育されるべきことではあるが，法教

育Ⅱにおいてもごく初歩的な手ほど

きをしておくことは無用ではないと

する ( 4 5 6 )。  
大村は，以上の議論を【図表 16】

のようにまとめる。  
大村の見解は，法教育の要素を反

映した法学教育（「法教育的法学教

育」）を観念し，法教育の在り方から

法学教育の在り方を再構成すること

によって積極的に連続性が生じさせ

ようとするものであるから（法教育

Ⅰの方向性），逆に言えば，大村が法

学教育に反映しようとしている要素

が，法学教育との対比でみたときの

法教育に認められる有用性（独自性）

ということができる。そうすると，

大村の挙げる法教育の有用性（独自

性）の内容たる要素は，前述の 3 点，

すなわち，第一に，「社会への関心」

（社会への関心を涵養すること），第

二に，「基盤の意識化」（法が社会の

基盤となっていることを認識するこ

と，法制度の特質をその根底におい

 
 
【図表 16】法教育と法学教育の関係（大村敦志による整理） ( 4 5 7 )  

 

 
( 4 5 4 )  大村・前掲注 (2)162-163 頁。  
( 4 5 5 )  大村は，「法教育Ⅱ」の定義を示していないが，本文でまとめた内容及び【図表 16】
によれば，法学教育的法教育として構想される法教育の類型（いわば，発展的な法教

育）をいうものであると考えられる。  
( 4 5 6 )  大村・前掲注 (2)163 頁。  
( 4 5 7 )  大村・前掲注 (2)159 頁掲載の図を筆者において再現したもの。なお，専門展開Ⅰ・

Ⅱから左に向かう矢印は大学院教育の在り方，「専門基本」から左上に向かう矢印が専

門基本教育を見直して法教育との連続性を図ろうとする方向性，「専門展開Ⅱ」から上

に向かう矢印が専門展開教育との関連までも視野においたさらに展開的な法教育を試

みてはどうかという方向性を示す。同頁。  
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て理解すること），第三に，「技術の

獲得」（当事者として自ら制度に働き

かけていく姿勢とそのための技法の

獲得）ということになる。  
これに対し，法学教育の要素を反

映した法教育（「法学教育的法教育」

たる法教育Ⅱ ( 4 5 8 )）の提唱は，逆に言

えば，法学教育との対比でみたとき

に法教育に有用性（独自性）が認め

られない要素であるということがで

きる。そうすると，大村の挙げる法

教育の非有用性（非独自性）の内容

たる要素は，「裁判＝正義学」であり，

「法解釈の方法や法的思考様式」と

いうことになる ( 4 5 9 )。  
また，法教育Ⅰの類型において，

①社会問題指向型，②社会基盤理解

型，③社会制度構築型の教育を実行

する上で前提となる実定法の知識は

必ずしも必要とされていないとする

点とあわせて考えると，大村は，法

教育の消極的な独自性（該当しない

ことにより法教育らしさを根拠づけ

る事項）を，「裁判＝正義学」「法解

釈の方法や法的思考様式」に触れな

いこと，「実定法の知識」を必ずしも

必要としないこと，という点に見出

 
( 4 5 8 )  大村・前掲注 (2)159 頁は，「法教育的法学教育」を標榜する見方が存在することか

ら「法学教育的法教育」を考える余地もあるとしており，明言されていないものの，

「法教育Ⅱ」の類型が「法学教育的法教育」に対応すると考えられる。  
( 4 5 9 )  大村は，前述のとおり（四５⑶），シティズンシップ教育との関係において，法教

育の独自性を「裁判に特有の考え方」を取り上げる点に見出していたが，他方，本文で

述べたとおり，「法解釈の方法や法的思考様式」が法学教育との関係において非独自的

要素であるとすると，仮に「裁判に特有の考え方」と「法解釈の方法や法的思考方法」

が同義的なものだと仮定したときに，全体として「法教育固有の要素は何なのか」と

いう問題が生じる。この問題を解消するためには，「裁判に特有の考え方」と「法解釈

の方法や法的思考方法」が同義的ではないと理解する必要があるが，このような理解

は困難ではないかと考えられる。  
( 4 6 0 )  同様に，大村敦志『父と娘の法入門』3 頁（岩波新書，2005）は，法学との対比に

おいて，法教育が扱う「法」は「誰でも知っている当然のルール」すなわち「常識」で

あるとする。得居千照「公共的に「法」を考える教室空間の創造―哲学対話を用いた

法教育の実践を手がかりに」法と教育 8 号 20 頁（ 2018）は，この大村の見解を踏まえ，

「「法」に含まれる日常性」から法教育における哲学対話の有用性を論じる。  
( 4 6 1 )  久世・前掲注 (430)43-44 頁。  

していると理解できる ( 4 6 0 )。 

 

⑵  原理性及び実践性の重視  
大村が 主張す る 法 教 育Ⅰの 発想

と同様に，法学教育の欠点を法教育

によって補おうとする論者として久

世哲也がいる。  
久世は，まず，法教育と法学教育

の区別について，次のような理解を

示す ( 4 6 1 )。すなわち，日本及びアメリ

カの法教育の状況を踏まえると，法

教育とは，法的な価値や考え方を国

民一人ひとりに開かれた形で示すも

のであり，その意味で，大学の法律

家養成のための専門教育としての法

学教育とは区別される。法律専門家

ではない一般の人々に向けたものと

しての法教育は，実定法を前提とし

たものだけではなく，そもそも法と

は何かといった本質的な問いを発生

させるものである。  
そこで，久世は，現在の法学教育

の問題点として，法哲学教育や法哲

学関連科目の位置づけが曖昧である

ことを指摘し，法教育の中に法哲学

的 視 点 を導入す る こ と を 提唱す る
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( 4 6 2 )。久世は，これにより，法哲学的

視点から既存の実定法にとらわれる

ことなく法を考察する視点を育み，

「法的なものの見方」の根本にある

ものとは何かをさらに深く考えさせ

ることができるとする ( 4 6 3 )。久世は，

そのための教材として求められる条

件として，法を手段として絶対視し

ていないことを挙げる ( 4 6 4 )。  
さらに，久世は，正義は「中身を

充填される容器」にすぎず，最終的

には，善・真・美・聖等と関係づけ

られてはじめて方向性が出るものに

すぎないという理解を前提とするな

らば，正義の全体構造を理解させる

ためには，法以外の善・真・美・聖

等に依拠した価値判断を行わせる必

要があることから ( 4 6 5 )，例えば，法的

に利害を調整して問題を解決するこ

とに主眼が置かれていた従来の法教

育教材に対し，法哲学的視点を含む

教材では，生徒はモラルやマナーで

問題を解決することも選択肢として

検討し得るとする ( 4 6 6 )。  
以上によれば，久世は，法教育は

「実定法を前提としたものだけでは

なく，そもそも法とは何かといった

本質的な問いを発生させるもの」と

いう理解を前提とし，法学教育にお

いて（端的に言えば）軽視されがち

であった法哲学の分野を法教育に担

わせることを提案しているのである

が，逆に言えば，法教育にはそれを

担うだけの素養があると認識されて

いるということができよう。これは，

 
( 4 6 2 )  久世・前掲注 (430)44-45 頁。  
( 4 6 3 )  久世・前掲注 (430)45 頁。  
( 4 6 4 )  久世・前掲注 (430)45 頁。  
( 4 6 5 )  久世・前掲注 (430)45 頁。  
( 4 6 6 )  久世・前掲注 (430)53-54 頁。  
( 4 6 7 )  吉村・前掲注 (181)31 頁。  

法教育の原理性に着目するものと整

理できる。  
他方，久世は，法教育として「モ

ラルやマナーで問題を解決すること」

も提唱しており，これは，ルールづ

くりに関する教材と同様に，[Ｂ→Ａ

´→Ｃ ]思考を採用するものと理解さ

れる。つまり，この点では，法学教

育との対比において，法教育の原理

性と実践性に着目しているといえる。 
 
⑶  法学教育的法教育的な発想  
大村は，法学教育との対比におい

て，法教育の利点を法学教育に輸入

する観点（法教育Ⅰに対応する）と，

法学教育の利点を法教育に輸入する

観点（法教育Ⅱに対応する）を示し，

久世は，法学教育における法哲学分

野を法教育に担わせる提案を行うが，

これらに対し，吉村は，法教育の欠

点をどのように克服するか，という

観点から法学教育を参照する。  
吉村は，法教育が，知識型ではな

く思考型，そして社会参加型の授業

にするのは，児童・生徒が主体的に

法に関わる姿勢を育むためであり，

法の制度や仕組みに関する知識の伝

授と定着を主眼にした従来の授業と

は違ったかたちが求められていると

しつつ ( 4 6 7 )，しばしば「正義」に関す

る問いが，どちらの側が「人がふみ

行うべき正しい道」に則っていたか

をめぐる議論にすり替わるような土

壌の中にあって，子どもたちの議論

展開が，日常的な意味世界すなわち
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規範意識の増強に陥る可能性が高い

と問題提起する ( 4 6 8 )。  
そして，「法的なものの考え方を

身につける」とは，言葉に敏感にな

ることに加え，土着の規範意識に安

易に共感することなく「正義」や「公

正さ」とは何かを思考する我慢強さ

を身につけることであり，法と現実

を往復す る プロセスを 特徴と す る

「法的な議論」は，それぞれを支え

るフォーマルな法制度と日常的な意

味世界すなわち規範意識へとつなが

ることで議論が深化するとして，思

考型，社会参加型の法教育がこうし

た往復を放棄したものにならないよ

うに，常に，制度や概念の成り立ち，

本質，展開過程に対する知識と思考

をセットにしていかなければならな

いと指摘する ( 4 6 9 )。そして，そうした

作業は，法学教育の中で営まれてき

たことでもあるとともに，法教育は，

法学教育とは対象と内容の厳密度が

異なるものの，法的なものの考え方

を身につけるために本質において異

なる教育方法があるとは思われない

ことから，法教育においても，実定

法学の「 “knowing how”型の思考様式」

及び基礎法学の「 “knowing what”型
の思考様式」を育てるプログラムや

授業を組み合わせることが必要であ

ると主張する ( 4 7 0 )。  
つまり，吉村は，一般に，法教育

においては議論が主観的・感情的（道

徳的）になる危険があることから，

これを克服するために法学教育的な

要素を輸入することを提案するもの

 
( 4 6 8 )  吉村・前掲注 (181)36 頁。  
( 4 6 9 )  吉村・前掲注 (181)36-37 頁。  
( 4 7 0 )  吉村・前掲注 (181)37 頁。  
( 4 7 1 )  大村芳昭「法教育と法学教育」中央学院大学法学論叢 24 巻 1＝ 2 号 218 頁（ 2011）。  
( 4 7 2 )  大村・前掲注 (471)222 頁。  

であり，逆に言えば，法教育に欠け

る要素として，実定法学の “knowing 
how” 型 の 思 考 様 式 と 基 礎 法 学 の

“knowing what”型の思考様式を挙げ

ているものと理解することができる。 
この吉村の見解は，大村の言葉を

借りれば，法学教育的法教育を志向

するものと理解できよう。  
 
⑷  領域的な相違点  
以上のように，法学教育や法教育

の欠点を互いに補おうという方向性

の他に，取り扱う問題のレベルにお

いて，法学教育と法教育の区別を論

じる者もいる。  
例えば，大村芳昭は，法教育と法

学教育との境界は意外と曖昧である

ばかりでなく，一部重複する（させ

るべき，かもしれない）部分さえあ

るのではないか，というのが実感で

あるとして ( 4 7 1 )，児童・生徒について，

現実的に求めることのできる共通の

素養は，自分が直面する身近な課題

を何かしらの形で解決するために必

要な最低限度の知識と思考力である

と指摘し，そのような観点から見る

と，いままでに公表されてきた法教

育に関する授業例の中に，学校生活

などで児童・生徒が身近に遭遇し得

る様々な問題を取り上げるものが多

いのは非常に納得できるものである

と述べる ( 4 7 2 )。  
 
⑸  小括―法学教育と法教育の

対比  
いままで見てきたように，法学教
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育については，法教育との間で互い

に欠点を補い合う（利点を輸入し合

う ） 関 係 と し て捉えら れ て い る が
( 4 7 3 )，特に，法教育の有用性として認

識されているのは，社会への関心の

涵養，法が社会基盤となっているこ

との認識の涵養，法制度の特質の根

底からの理解，当事者として自ら制

度に働きかけていく姿勢とそのため

の技法の獲得という点（大村），法哲

学的視点の涵養等（久世）である。  
他方，法教育の欠点として，議論

が主観的・感情的になる危険がある

ことから，法学教育的な要素（実定

法 学 の “knowing how”型 の思考様式

と基礎法学における “knowing what”
型の思考様式）を輸入することを提

案するものもあった。  
また，法学教育と比較したときに，

日常生活性（身近さ）に法教育的な

要素を見出す見解もある（大村芳昭）。 
以上 を 円 柱 モ デ ル か ら 分 析 す る

と，大村敦志のいう法が社会基盤に

なっていることの認識の涵養・法制

度の特質の根底からの理解や久世の

いう法哲学的視点は，いずれも法の

在り方，法原理に関わるものである

から，法教育の原理性に着目するも

のといえる。  
また，大村のいう当事者として自

ら制度に働きかけていく姿勢や久世

のいうモラルやマナーで問題を解決

することは，私法と消費者保護の教

材や消費者教育における法創造的活

動についての評価と同様に，[Ｂ→Ａ

´→Ｃ ]思考が用いられているという

べきであろう（大村と久世は，これ

らが法学教育に欠けており，逆に，

法教育では取り扱われていた（取り

扱うことができる）という理解を示

していると解釈できる。【図表 17】）。
これは法教育の原理性と実践性に着

目した見解といえる。  
他方，吉村の い う 「 実定法 学 の

“knowing how”型の思考様式」はＡ知

識階層を起点とする思考（ [Ａ→Ｃ ]   
 
 
【図表 17】法学教育と法教育の関係（大村敦志・久世哲也の理解による）  

 
 

 
( 4 7 3 )  本文で述べたものの他に法教育と法学教育の協働・相互連携の必要性を指摘する

見解として，江口ほか・前掲注 (180)92 頁〔長島光一発言〕。  
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思 考 ） に ，「 基 礎 法 学 に お け る

“knowing what”型の思考様式」はＢ

原理階層を起点とする思考（ [Ｂ→
Ａ ]思考）に対応するものと見ること

ができようか（吉村は，これらが法

教育に欠けており，逆に，法学教育

では取り扱われていたという理解を

示していると解釈できる）。  
また，大村芳昭は，以上のような

階層的観点ではなく，扱う事例の身

近さを問題としているから，これは

領域的観点（どのような場面につい

てどのような法律を扱うか）での差

異を見出していると分析できる。  
このように，法学教育と法教育の

関係については，他の教育以上に多

様な見解が見られた。  
 

７ まとめ―法教育のアイデン  

ティティたる原理性  
法教育は，各教育分野との対比に

おいて，次のような点に存在意義（独

自性・有用性）が見出されていた。  
憲法教育との対比では，法教育の

原理性（Ｂ原理階層との関連）に重

点を置く立場と実践性（ [Ａ →Ｃ ]思
考又は [Ｂ →Ａ ´→Ｃ ]思考）に重点を

置く立場が見られたが，後者の方が

多数であった（四２）。  
道徳教育との対比では，道徳教育

では当然とされている規範（Ａ ´）を

Ｂ原理階層から説明するという [Ｂ
→Ａ ´]思考に法教育の意義が見出さ

れていた（四３）。  
消費者教育との対比では，Ａ知識

階層において取り扱う知識を増やす

方向性や，民法の原則に立ち返るな

ど，法教育の原理性（Ｂ原理階層）

と実践性（ [Ａ→Ｃ ]思考など）を援用

し，さらに，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ

´(→Ｃ )]思考）まで視野に入れる見解

も複数あった（四４）。  
シティズンシッ プ 教 育 と の 対比

では，法教育との重なりが大きく，

両者を同質的に見る見解もあったが，

私法分野を扱う点や，「権威に阿る

〈おおやけ／わたくし〉の土着の思

考様式とは対極にある法的な思考」

「裁判に特有の思考」「法固有の思考

様式」のように，法学特有の思考様

式に法教育の独自性（固有性）を見

出す見解が複数見られた（四５）。  
法学教育との対比では，Ａ知識階

層において身近な題材を用いること

を評価する見解があるが，法教育の

原理性（Ｂ原理階層）に重点を置く

見解と，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ ´(→
Ｃ )]思考）まで視野に入れる見解も

複数存在した（四６）。  
このように，複数の教育分野との

対比で俯瞰して見ると，特に重なり

が大きく主に思考様式の点に差異が

見出されていたシティズンシップ教

育を除いては，いずれの教育分野に

ついても，法教育的要素（法教育ら

しさ）は法教育の原理性に見出され，

また，多くの分野において，法教育

を当該教育分野に取り込むことによ

り，法創造的活動（ [Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思
考）を実施することを推奨する見解

があったと整理できる。  
したがって，法教育のアイデンテ

ィティは，法教育の原理性（Ｂ原理

階層との関連性）に求めることがで

きる，というのが本章の結論である。 
なお，複数の教育分野において，

法教育の実践性に着目する見解も見

られたので，実践性の方が（又は，

原理性と実践性ともに。両者は排反

関係にない）法教育のアイデンティ



東北ローレビュー Vol.15 (2026. January) 

法教育の実相―法教育の原理性と法的思考・リーガルマインド(2) 

     （煙山正大）189 

ティといえるのではないか，とも思

えるかもしれない ( 4 7 4 )。  
しかし，実践性に着目する見解は，

例えば [Ａ→Ｃ ]思考とともにＢ原理

階層に関する教育に言及し，又は，

[Ｂ→Ａ ´(→Ｃ )]思考のように活用す

る概念をＢ原理階層に属するものと

するなど，実践性とともに原理性も

主張している。これに対し，原理性

に触れることなく実践性のみを主張

する見解は見られない（例えば，Ａ

知 識 階 層 の み を 扱 う も の や  [ Ａ→
Ｃ ]思考のみを扱う教育を「法教育」

として認識していると思しき見解は

見当たらない ( 4 7 5 )）。  
そうだとすると，法教育を法教育

たらしめているのは，実践性ではな

く，むしろ原理性であると理解する

方が適切だと考えられる。  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
( 4 7 4 )  例えば，楢原ほか・前掲注 (7)160 頁〔吉田俊弘〕は，法教育では「法的実践能力」

の育成が課題になると述べ，また，法教育の特質を法的実践能力の涵養に求めている

ことから，法教育の実践性に法教育のアイデンティティを見出しているようである。  
( 4 7 5 )  憲法教育との対比において，多くの見解が法教育の有用性を実践性（ [Ａ→Ｃ ]思
考）に見出していると分析したが（四２⑵），そもそも憲法自体に原理性があるため（二

３⑵），単純に実践性のみをもって法教育性を見出していると評価することはできない。 
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